
 

 

平成２６年第１回（３月）坂城町議会定例会会期日程 

平成２６年３月３日 

日次 月  日 曜日 開議時刻 内       容 

１ ３月 ３日 月 午前10時 ○本会議 

・町長招集あいさつ 

・議案上程 

（一般会計予算案詳細説明） 

（特別会計予算案詳細説明） 

２ ３月 ４日 火  ○休 会 （一般質問通告午前１１時まで） 

３ ３月 ５日 水  ○休 会  

４ ３月 ６日 木  ○休 会  

５ ３月 ７日 金  ○休 会  

６ ３月 ８日 土  ○休 会  

７ ３月 ９日 日  ○休 会  

８ ３月１０日 月 午前10時 ○本会議 ・一般質問 

９ ３月１１日 火 午前10時 ○本会議 ・一般質問 

１０ ３月１２日 水 午前10時 ○本会議 

・一般質問 

・条例案等質疑 討論 採決 

・一般会計予算案総括質疑 

 委員会付託 

・特別会計予算案総括質疑 

 委員会付託 

１１ ３月１３日 木 午前 9時30分 ○委員会 ・総務産業、社会文教 

１２ ３月１４日 金 午前 9時30分 ○委員会 ・総務産業、社会文教 

１３ ３月１５日 土  ○休 会  

１４ ３月１６日 日  ○休 会  

１５ ３月１７日 月  ○休 会  

１６ ３月１８日 火  ○休 会  

１７ ３月１９日 水  ○休 会  

１８ ３月２０日 木 午前10時 ○本会議 

・委員長報告 質疑 討論 採決 

・条例案、補正予算案等質疑 

 討論 採決 

 



 

 

付議事件及び審議結果 

３月３日上程 

報告第 １号 町長の専決処分事項の報告について ３月 ３日 承認 

発委第 １号 坂城町の議会の議員の議員報酬の特例に関する条例の一

部を改正する条例について ３月１２日 可決 

議案第 １号 長野広域連合規約の変更について ３月１２日 可決 

議案第 ２号 坂城町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正

する条例について ３月１２日 可決 

議案第 ３号 坂城町公共物管理条例の一部を改正する条例について  

３月１２日 可決 

議案第 ４号 坂城町下水道条例の一部を改正する条例について ３月１２日 可決 

議案第 ５号 坂城町社会教育委員条例の一部を改正する条例について ３月１２日 可決 

議案第 ６号 坂城町同和対策施設条例を廃止する条例について ３月１２日 可決 

議案第 ７号 坂城町デイサービスセンター条例を廃止する条例につい

て ３月１２日 可決 

議案第 ８号 坂城町公の施設の指定管理者の指定期間の変更について ３月１２日 可決 

議案第 ９号 平成２６年度坂城町一般会計予算について ３月２０日 可決 

議案第１０号 平成２６年度坂城町有線放送電話特別会計予算について ３月２０日 可決 

議案第１１号 平成２６年度坂城町国民健康保険特別会計予算について ３月２０日 可決 

議案第１２号 平成２６年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特

別会計予算について ３月２０日 可決 

議案第１３号 平成２６年度坂城町下水道事業特別会計予算について ３月２０日 可決 

議案第１４号 平成２６年度坂城町介護保険特別会計予算について ３月２０日 可決 

議案第１５号 平成２６年度坂城町後期高齢者医療特別会計予算につい

て ３月２０日 可決 

 

３月２０日上程 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて ３月２０日 適任 

議案第１６号 平成２５年度坂城町一般会計補正予算（第８号）につい

て ３月２０日 可決 

議案第１７号 平成２５年度坂城町有線放送電話特別会計補正予算（第

２号）について ３月２０日 可決 

  



 

 

議案第１８号 平成２５年度坂城町国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）について 

 

３月２０日 可決 

議案第１９号 平成２５年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特

別会計補正予算（第２号）について ３月２０日 可決 

議案第２０号 平成２５年度坂城町下水道事業特別会計補正予算（第

４号）について ３月２０日 可決 

議案第２１号 平成２５年度坂城町介護保険特別会計補正予算（第

２号）について ３月２０日 可決 

発委第 ２号 ＴＰＰ（環太平洋連携協定）交渉に関する意見書につい

て ３月２０日 可決 

発委第 ３号 労働者保護ルールの改悪に反対する意見書について ３月２０日 可決 

発委第 ４号 集団的自衛権に関する憲法解釈を変更しないことを求め

る意見書について ３月２０日 可決 
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平成２６年第１回坂城町議会定例会会議録 

１．招集年月日   平成２６年３月３日 

２．招集の場所   坂城町議会議場 

３．開   会   ３月３日 午前１０時００分 

４．応招議員    １４名 

    １番議員  柳 澤   澄 君    ８番議員  山 﨑 正 志 君 

    ２ 〃   塚 田 正 平 君    ９ 〃   入 日 時 子 君 

    ３ 〃   吉 川 まゆみ 君   １０ 〃   中 嶋   登 君 

    ４ 〃   窪 田 英 子 君   １１ 〃   塚 田   忠 君 

    ５ 〃   塩 入 弘 文 君   １２ 〃   池 田   弘 君 

    ６ 〃   塩野入   猛 君   １３ 〃   大 森 茂 彦 君 

    ７ 〃   西 沢 悦 子 君   １４ 〃   宮 島 祐 夫 君 

５．不応招議員   なし 

６．出席議員    １４名 

７．欠席議員    なし 

８．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者 

 町 長  山 村  弘 君  

 副 町 長  宮 下 和 久 君  

 教 育 長  宮 﨑 義 也 君  

 会 計 管 理 者  春 日 英 次 君  

 総 務 課 長  田 中 一 夫 君  

 企 画 政 策 課 長  荒 川 正 朋 君  

 まちづくり推進室長  中 村  淳 君  

 住 民 環 境 課 長  金 子  豊 君  

 福 祉 健 康 課 長  天 田 民 男 君  

 子 育 て 推 進 室 長  宮 嶋 敬 一 君  

 産 業 振 興 課 長  塚 田 陽 一 君  

 建 設 課 長  青 木 知 之 君  

 教 育 文 化 課 長  柳 澤  博 君  

 収 納 対 策 推 進 幹  宮 下 和 久 君  

 
総 務 課 長 補 佐 
総 務 係 長  大 井  裕 君  

 
総 務 課 長 補 佐 
財 政 係 長  臼 井 洋 一 君  

 
企画政策課長補佐 
企 画 調 整 係 長  竹 内 祐 一 君  

９．職務のため出席した者 

 議 会 事 務 局 長  山 崎 金 一 君  

 議 会 書 記  小宮山 和 美 君  
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10．議事日程 

第 １ 会議録署名議員の指名について 

第 ２ 会期の決定について 

第 ３ 町長招集あいさつ 

第 ４ 諸報告 

第 ５ 報告第 １号 町長の専決処分事項の報告について 

第 ６ 発委第 １号 坂城町の議会の議員の議員報酬の特例に関する条例の一部を改正す

る条例について 

第 ７ 議案第 １号 長野広域連合規約の変更について 

第 ８ 議案第 ２号 坂城町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

第 ９ 議案第 ３号 坂城町公共物管理条例の一部を改正する条例について 

第１０ 議案第 ４号 坂城町下水道条例の一部を改正する条例について 

第１１ 議案第 ５号 坂城町社会教育委員条例の一部を改正する条例について 

第１２ 議案第 ６号 坂城町同和対策施設条例を廃止する条例について 

第１３ 議案第 ７号 坂城町デイサービスセンター条例を廃止する条例について 

第１４ 議案第 ８号 坂城町公の施設の指定管理者の指定期間の変更について 

第１５ 議案第 ９号 平成２６年度坂城町一般会計予算について 

第１６ 議案第１０号 平成２６年度坂城町有線放送電話特別会計予算について 

第１７ 議案第１１号 平成２６年度坂城町国民健康保険特別会計予算について 

第１８ 議案第１２号 平成２６年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

について 

第１９ 議案第１３号 平成２６年度坂城町下水道事業特別会計予算について 

第２０ 議案第１４号 平成２６年度坂城町介護保険特別会計予算について 

第２１ 議案第１５号 平成２６年度坂城町後期高齢者医療特別会計予算について 

11．本日の会議に付した事件 

 10．議事日程のとおり 

12．議事の経過 

議長（柳澤君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより平成２６年第１回坂城町議会定例会を開会いたしま

す。 

 なお、会議に入る前にカメラ等の使用の届け出がなされており、これを許可してあります。 
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 直ちに本日の会議を開きます。 

 地方自治法第１２１条第１項の規定により、出席を求めた者は理事者を初め各課等の長であ

ります。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１「会議録署名議員の指名について」 

議長（柳澤君） 会議規則第１２０条の規定により、５番 塩入弘文君、６番 塩野入猛君、

７番 西沢悦子さんを会議録署名議員に指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２「会期の決定について」 

議長（柳澤君） お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から３月２０日までの１８日間といたしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（柳澤君） 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日から３月２０日までの

１８日間とすることに決定いたしました。 

 なお、一般質問の通告は明日４日、午前１１時までといたします。質問時間は答弁を含め一

人１時間以内とし、発言順位はさきの全員協議会において決定したとおりであります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３「町長招集あいさつ」 

議長（柳澤君） 町長から招集の挨拶があります。 

町長（山村君） 皆さん、おはようございます。本日ここに、平成２６年第１回坂城町議会定例

会を招集いたしましたところ、議員の皆様全員のご出席をいただき開会できますことを心より

御礼申し上げます。 

 さて、先月８日、１５日は、２週続けて全国的な大雪となりました。今シーズンは雪の少な

かった坂城町も記録的な大雪に見舞われ、特に１５日の大雪は、高速道路、しなの鉄道等交通

機関にも大きな影響を及ぼしました。町といたしましても、建設業者の皆さんにご協力をいた

だき、主要道路の除雪を実施いたしました。また、２月２０日には除雪対応として重機の借上

料、融雪剤の購入費用など約１千万円の補正予算を専決処分し、さらに雪捨て場も２カ所確保

するなど緊急の対応をいたしました。 

 町民の皆さんには、大型重機の入れない生活道路について区長さんを先頭に、力を合わせて

除雪作業を行っていただきありがとうございました。改めて地域コミュニティ、隣近所での協

力、地域での助け合いの大切さを感じたところであります。 
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 また、農業用ハウスの倒壊など農業の被害につきましては、今後さらに詳しい調査を進めて

まいります。町内企業におかれましても、大型ハウス倉庫等に被害が出ております。被害に遭

われた農家、企業の皆様にお見舞いを申し上げます。 

 さて、政府が１月３１日に発表いたしました経済統計によりますと、生産の回復傾向、雇用

状況の改善が見られ、住宅の着工も好調であります。また、物価が５年ぶりにプラスに転じ、

デフレ脱却がようやく視野に入ってきたところでもあり、４月からの消費税引き上げによる景

気減速への対策についても、消費税引き上げ対策関連の今年度補正予算が２月上旬に早々に成

立したところであります。消費税引き上げによる景気への影響を最小限にとどめ、安倍首相の

掲げる経済の好循環を実現するためにも、消費税引き上げ対策予算が迅速に執行されるととも

に、新年度予算・新たな経済政策につきましても、その早期成立・実行を強く望むものであり

ます。 

 世界経済におきましては、アメリカ商務省が１月末発表した昨年１０月から１２月期のアメ

リカの実質国内総生産（ＧＤＰ）の速報値は、年間換算で前期比３．２％の増となりました。

個人消費と輸出の伸びが高まり、アメリカ経済は消費を軸に先行きもほぼ安定して推移すると

の見通しであります。しかしながら、ヨーロッパでは、金融危機の終わりが見えてきたものの、

経済の本格的な回復はなお遠く、さらに中国経済が高速成長から安定成長へ軸足を移行し、ほ

かの新興国も伸び悩んでいることから、世界経済は不透明感が漂っております。またウクライ

ナの緊迫した状況なども踏まえ、今後の動向につきまして引き続き注視していく必要があると

考えます。 

 国内の状況につきましては、内閣府による１月の「月例経済報告」では、「景気は、穏やか

に回復している。」とされ、先行きについては、「輸出が持ち直しに向かい、各種政策の下支

えをする中で、家計所得や投資が増加し、景気の回復基調が続くことが期待される。ただし、

海外景気の下振れが、引き続き我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、消費税

率引き上げに伴う駆け込み需要及びその反動が見込まれる。」としております。 

 一方、長野県内の動向につきましては、日本銀行松本支店の２月発表の「金融経済動向」に

よりますと、総論で「長野県経済は、一部に回復に向けた動きがみられる。」とし、一つに、

公共投資は増加基調で推移している。また、住宅投資は増加している。設備投資は堅調に推移

している。また、個人消費は一部に回復に向けた動きがうかがわれ、このところ消費税引き上

げの駆け込み需要も見られる。以上のような最終需要のもとで、「生産は一部に回復に向けた

動きが見られる。このほか、雇用・所得は、改善している。」としております。 

 一方、町内企業の経済動向の１月での調査結果では、生産量は、３カ月前と比べて

３．２２％から６．５１％へ倍増しており、前年同期比と比較すると増加率は１１．９％と二

桁増となっております。売り上げにつきましても、生産量と同様な傾向であり、先行きについ
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ては、新規事業及び新規取引先の開拓や海外展開などによる増加を見込んでいる企業がある一

方、顧客の海外展開による減少を見込んでいる企業もあります。雇用につきましては、３カ月

間の実績で４４人の増加となっており、２７年春の雇用も増加が予定していることから改善の

動きが見られます。 

 さて、それでは平成２６年度の一般会計当初予算について申し上げます。 

 予算編成では、私の公約の大きなテーマであります「人の輝く町」、「笑顔の町」の実現を

念頭に、限られた財源の中で、子育て支援や教育環境の充実などに係る新規事業も盛り込みな

がら、未来につながる予算編成を心がけ、総額で前年度と比較して６．２％の増となる６０億

６００万円といたしました。 

 まず、歳入でありますが、町の財政の根幹を担う町税については、経済情勢の持ち直しの影

響や、昨今の株価の推移、為替レートの傾向等も勘案する中で、町民税では、法人町民税につ

いて５．３％、個人町民税についても４．１％の増加を見込み、全体で８億６，０６０万円を

計上いたしました。固定資産税につきましても、地価の下落は見込まれるものの、家屋、償却

資産について、それぞれ増加が見込まれることから４．４％、５，４００万円の増となる

１２億８，９００万円を計上し、町税全体では、前年対比４．１％、９千万円ほどの増となる

２３億１，１００万４千円といたしました。 

 地方交付税につきましては、前年同額の８億５千万円を計上し、普通交付税の振りかえ分と

なる臨時財政対策債を含めて、１１億５千万円を見込んでおります。 

 財政調整基金からの繰入金につきましては、対前年５１％の減となる２億５，１９６万５千

円であります。南条小学校建設事業に伴い文教施設整備基金から２億１，８００万円の繰り入

れを見込むところですが、繰入金全体では、マイナス１５．９％となる、５億４，２７５万

４千円を見込んでおります。 

 次に歳出ですが、２カ年の計画で南条小学校の建てかえ工事に着手いたします。南条小学校

の工事経費として５億３４３万２千円を計上したことから、町道Ａ０１号線事業を初めとした

継続事業を含めた投資的経費につきましては、５０．６％の増となる７億１６２万８千円と

なっております。義務的経費といたしましては、人件費が１１億３，７３９万２千円、扶助費

につきましては、６億４，６０５万円を計上いたしました。 

 それでは、主要施策について申し上げます。 

 最初に、南条小学校の建設事業につきましては、新校舎をコの字型を基本とした配置とし、

現在の校庭を一部盛土をして建設をしてまいります。南条小学校の特色として、特別教室棟に

は音楽堂を設け、中庭のデッキテラスでは子供たちが上履きで交流できるよう計画するととも

に、坂城スマートタウン構想のもと、太陽光発電設備も設置いたします。２６年度は、５月下

旬に入札を行い、くい打ち工事から着手となります。まず、音楽堂から工事を進め、内装施工
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までを目途とし、そのほかの低学年棟、高学年棟、管理棟は、２階の軀体工事までを予定して

おります。 

 続きまして、特徴的な施策について申し上げます。 

 坂城スマートタウン構想の推進につきましては、引き続きテクノさかき工業団地における実

証実験の拡大や、クールシェアやウォームシェアといった町民のライフスタイルの変革に向け

た意識啓発、また住宅用太陽光発電システム導入に対する補助金交付の継続など、産・学・

官・民の連携によりスマートタウン実現に向けて取り組んでまいります。 

 坂城町産１００％で発売いたしました巨峰ロゼワインは、発売から１カ月余りで完売となり、

大好評を博しました。本年６月に発売予定のスパークリングワインも現在順調に熟成発酵中で

あり、ご期待をいただきたいと思います。このようなワイン文化の機運醸成とあわせて、量的

緩和に係る特区認定を受けたワイナリー形成事業につきましては、２６年度は醸造用ブドウの

産地化を目指し、苗木の購入に係る補助制度を新設するなど６次産業化への展開を目指してま

いります。 

 昨年５月に坂城駅前に設置されました１６９系車両につきましては、町の各種イベントや商

工会主催の「ふーど市」の際にも多くの町民の皆さんにご利用いただきました。２６年度は、

この１６９系車両に電気の引き込み工事を行い、車内の照明、空調設備を設置するなど、さら

なる利活用に向けた整備を進めてまいります。 

 また、今月１６日には、中心市街地コミュニティセンターにおきまして「１６９＆ろくもん

講演会」と題し、しなの鉄道を初め、旧国鉄、あるいはＪＲのＯＢの皆さんによる講演会を開

催いたします。２６年度も折々のイベントを通じ、１６９系車両に親しんでいただき、駅前活

性化を図ってまいりたいと考えております。 

 さて、坂城町のマスコットキャラクター「ねずこん」につきましては、「ゆるキャラグラン

プリ２０１３」において、長野県内の市町村でトップという好成績をおさめました。２６年度

はさらに「ねずこん」を最大限活用した「ねずこんＰＲ大作戦」の展開を計画しております。

まず「ねずこん」専用ホームページを開設、また町内はもとより県内外のイベントへの参加を

するとともに、６月のばら祭りや１１月のねずみ大根まつりの際には、「ねずこんキャラバン

隊」がテレビ局や報道機関等を訪問し、イベントの紹介を初め坂城町や町特産品などのＰＲを

展開してまいります。 

 続きまして、子育て支援の施策について申し上げます。 

 少子高齢化が進む中で、子供を産み、子育てのしやすい町を目指し、第３子以降の保育料軽

減につきまして、現在の軽減に加え２６年度から第２子のお子さんが小学生になっても、保育

料は半額といたします。子育て家庭の経済的な負担軽減の拡大を図り、子育て支援策の充実に

努めてまいります。 
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 また、子供の個性や特徴に合わせた適切な発達支援を行う５歳児「すくすく相談」を実施し、

相談体制の充実を図ってまいりました。２６年度からは、６歳児の発達フォロー事業として

「子育て支援センター」を中心に「教育委員会・保健センター・保育園」などが連携し、「す

くすくランド」を新たに立ち上げ、就学に向けた子供の発達に沿った支援の強化を図ってまい

ります。 

 さらに、不妊治療を行っているご夫婦の経済的な負担の軽減を図るため、不妊治療費助成事

業を新たに開始いたします。医療保険及び県助成事業の対象を除く治療費につきまして、年間

１０万円を上限に助成を行います。 

 続きまして、福祉・健康づくりの施策について申し上げます。 

 地域医療の推進につきましては、「上小医療圏地域医療再生計画」に参画をしてまいりまし

た。２１年度から５年間のこの計画が２５年度で最終年度を迎え、国からの財政支援は終了と

なりますが、今後も上田地域広域連合の構成市町村とともに事業費を負担し、地域医療体制の

推進に取り組んでまいります。また、信州大学との連携による信州上田医療センターの医師の

確保について、２６年度から引き続き５年間実施されることになりました。 

 さて、本年４月の消費税の引き上げにより、低所得の方や子育て世帯への負担を考慮し、国

が給付を決定した臨時福祉給付金事業並びに子育て世帯臨時特別給付金事業の給付につきまし

ては、既に事務作業に着手しており、今後の手続等によりまして、随時町民の皆さんにご案内

をしてまいります。なお、給付金の給付は秋ごろを予定しております。 

 町の国民健康保険につきましては、医療費増加の大きな要因になっている生活習慣病の予

防・改善を図るため、特定健診の受診率の向上に努めております。２６年度からは、特に受診

率が低く特定健診が開始される年齢である４０歳の方について、検診料金への町の助成額を拡

大、自己負担額を千円とすることで、「４０歳スタート健診」として受診のきっかけとしてい

ただくとともに、町民の皆さんのさらなる健康意識の高揚を図ってまいります。 

 坂城駅へのエレベーター設置につきましては、町のバリアフリーの象徴として工事を進めて

おり、５月末の完成を目指しております。また、エレベーター設置にあわせ、まず坂城駅周辺

の段差の解消やグリーンベルトの設置などを行い、坂城駅を起点として町全体のバリアフリー

化を進めてまいりたいと考えております。 

 また、町営横尾団地の２階建て住宅（Ａ棟からＩ棟）５２戸につきまして、現在進めており

ます下水道接続工事にあわせ、住宅内の階段に手すりを設置してまいります。 

 さらに、循環バスにつきましても、２６年度、現在運行している２台のうちの１台を町が

リースにより更新し、補助ステップ、乗降合図装置、音声案内装置等を装備し車両のバリアフ

リー化を図り、高齢者・障害者の皆さんを初め利用者の利便性・安全性を向上し循環バスの利

用促進を図ってまいります。 
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 続きまして、教育・文化の向上の施策について申し上げます。 

 小中学校における外国語教育につきましては、昨年１２月に文部科学省から、小中学生の段

階からのグローバル化に対応するため「英語教育改革実施計画」が公表されました。町といた

しましては、英語教育の拡充強化を図るため、中学校での外国語指導講師に加えて、新たに小

学校にも１名配置してまいります。なお、配置先は村上小学校とし、村上小学校を中心に３小

学校の子供たちがネイティブな英語と直接ふれあう機会を設けてまいります。英語によるコ

ミュニケーション能力を育成し、国際感覚を養っていけるものと考えております。 

 さて、鉄の展示館につきましては、４月から６月にかけて、坂城町及び坂城町出身で活躍さ

れておられる美術家の方々の作品を紹介する「ＳＡＫＡＫＩの美術家７人展」を、６月から

８月にかけては全国の第一線で活躍する刀匠たちが、作刀・刀身彫刻、研磨、刀装の３部門に

出品した作品を展示公開する「第５回新作日本刀・刀職技術展覧会」を開催いたします。この

展覧会は、全国規模の展覧会であり、東京以外では初めての開催となります。多くの町民の皆

さんに来館していただければと考えます。 

 また、伝統文化の振興につきましては、本年８月３１日に「第２回びんぐしの里薪能」が開

催される予定となっております。松木千俊師範による能、野村萬斎氏による狂言、子ども仕舞

などが行われる計画で、現在実行委員会で準備を進めており、前回に続いて幻想的な薪能が演

じられることを期待いたします。 

 続いて、産業施策について申し上げます。 

 町内に集積するさまざまな技術や知識を生かし、新たな価値創造による新製品開発を支援す

る「坂城町コトづくりイノベーション補助金」につきましては２年目を迎えます。昨年度は、

「ねずこんの起き上がらせこぼし」「スマートコントローラ」「ねずこん型家電用電力メー

ター」の開発の３件が採択されました。２６年度もこの補助金が契機となり、新製品開発が進

むことを期待しております。 

 また、地場産業の振興や地域の活性化を目的として、地元農産物等を活用した加工品の開発

やその販売にかかる経費について補助を行う「さかきブランドづくり事業」に新たに取り組み

ます。この補助金の活用を通じて、開発した商品が当町の地域ブランドとして、広く発信でき

るよう支援を行ってまいります。 

 工業振興につきましては、企業の工業技術の高度化、高付加価値化をより一層進めるため、

坂城テクノセンターの試験測定機器の充実を図ってまいります。２６年度は、３Ｄプリンター

及び三次元測定機の導入支援を行い、企業の試作品開発や高精度の製品づくりをサポートして

いきたいと考えております。 

 また、坂城テクノセンターでは、開館２０周年を記念した、これは仮称でありますが「さか

きものづくり展」の開催を１０月上旬に予定しており、町内企業の卓越した技術・製品の紹介
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やものづくり講演会の開催など、ビジネス色を強めた展示商談会の開催を計画しております。 

 さて、有害鳥獣対策事業として、２５年度、県の鳥獣被害防止総合対策交付金を活用し上平

地区では、侵入防止柵を１，５００ｍ設置いたしました。地元要望を受けまして、引き続き

２６年度も実施してまいります。 

 また、松くい虫被害防止対策につきましては、健康被害や防災面での配慮に努め、伐倒駆除

を中心に、空中散布、枯損木処理、樹幹注入などの総合的な防除対策を講じてまいります。ま

た、苅屋原地区におきましては、地域の要望を踏まえて、新規に無人ヘリコプターによる地上

散布を計画しております。これまで人家に近く、有人ヘリでは散布できなかった急峻での人の

手が入らない地区における予防対策を県の防除実施基準に沿いながら実施してまいります。 

 続いて、環境施策について申し上げます。 

 ごみの減量化と資源化の推進につきましては、昨年行いました２７区全ての自治区での懇談

会を踏まえ、分別しにくい紙類について分別方法の簡略化を図り、一層の資源化の推進に努め

てまいります。加えて、サンデーリサイクルの回数を増やすなど、町民の皆さんの利便性を向

上させながら、ごみの減量化と資源化の推進を図ってまいります。 

 続いて、生活基盤の向上のための施策について申し上げます。 

 平成２４年度に長寿命化修繕計画を策定した橋梁につきましては、２６年度は、南条旧道の

谷川にかかる金井橋と産業道路の日名沢川にかかる産経大橋の詳細調査・設計を実施し、昭和

橋につきましては、今年度の詳細設計に基づき国道側からの１３０ｍ区間の土木遺産部分の舗

装及び防水の修繕工事を実施してまいります。 

 また、町が管理する都市公園について国の公園整備に対する支援を受けるため、「公園施設

長寿命化計画」の策定に取り組んでまいります。計画策定後は、国の交付金を活用した公園施

設の改築、改修を順次進めてまいたいと考えております。 

 産業道路等の主要な道路について点検し、舗装のひび割れや破損状況を把握して、計画的な

修繕を図っていくため、「道路ストック総点検事業」に取り組んでまいります。この点検を実

施することにより、今後、大規模な舗装修繕については国の交付金事業の対象となります。ま

た、Ａ０１号線道路改良事業につきましては、南条小学校東側と若草橋南側で一部区間の工事

の実施と、引き続き地権者の皆さんへ用地買収のお願いをしてまいります。 

 ２５年度からスタートいたしました、住宅リフォーム補助金を引き続き実施いたします。住

宅の修繕・模様がえ・改修等、この事業の継続により、町内小規模建築事業者の皆さんの受注

機会の拡大につながればと考えております。 

 公共下水道事業につきましては、今後さらに早期整備を図るため、国の補正予算を活用し、

1億５千万円の前倒しを行い下水道整備を実施いたします。また、金井、新地、鼠地区につき

ましては、新たな認可区域として追加され、２６年度から整備に着手し３２年度をめどに整備
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を進めてまいります。 

 小網地区の県営水道の配水管布設工事につきましては、２６年度で整備が完了いたします。

これにより、小網地区全ての世帯で上水道を使用できる環境が整います。また、火災等有事の

際にも備え消火栓３基を増設し、防災面でも強化されることになります。 

 以上、主な施策を申し上げました。 

 さて、坂城町文化協会創立３０周年記念事業として取り組まれた「坂城町の歌」は、アン

ケートの実施や歌詞の公募を経て、昨年１２月に北海道札幌市の朝倉修さんの歌詞が選定され、

作曲家安藤由布樹先生の作曲により完成いたしました。また、安藤先生のご提案で、小学生か

ら唯一応募のあった坂城小学校４年生の深町悠さんの歌詞を「ねずこんの歌」としてプレゼン

トいただきました。今週８日、土曜日、午後３時から文化センターにおいて発表会が開催され、

「坂城町の歌」「ねずこんの歌」がお披露目となりますので、大勢の町民の皆さんにお出かけ

いただきたいと思います。 

 今議会に審議をお願いする案件は、専決報告が１件、長野広域連合規約の変更が１件、条例

の一部改正が４件、条例の廃止が２件、指定管理者の期間変更が１件、２６年度の一般会計・

特別会計予算が７件、計１６件でございます。よろしくご審議を賜り、ご決定いただきますよ

うお願い申し上げまして、招集のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第４「諸報告」 

議長（柳澤君） 監査委員から例月現金出納検査報告書が提出されております。お手元に配付の

とおりであります。 

 株式会社まちづくり坂城から第１２期経営状況報告書が提出されております。 

 また、本日までに受理した陳情はお手元に配付のとおりであります。所管の常任委員会に審

査を付託しましたので、報告いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（柳澤君） 日程第５「報告第１号 町長の専決処分事項の報告について」を議題とし、議

決の運びまでいたします。 

 職員に報告を朗読させます。 

（議会事務局長朗読） 

議長（柳澤君） 朗読が終わりました。 

 提案理由の説明を求めます。 

町長（山村君） それでは専決第１号「平成２５年度坂城町一般会計補正予算（第７号）」につ

いて、ご説明申し上げます。 

 本件は、先般の豪雪により不足した除雪関連経費及び消費税率の引き上げの伴う国の経済対
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策として、来年度給付される臨時福祉給付金の給付準備経費並びに橋梁修繕工事に係る予算の

組みかえにつきまして、専決を行ったものでございます。 

 予算額につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１，１１３万６千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を５８億７，５３１万９千円といたしたものでございます。 

 歳入の内容につきましては、臨時福祉給付金に係る国庫補助金３０万８千円、財政調整基金

からの繰入金１，０８２万８千円でございます。 

 一方、歳出の内容につきましては、臨時福祉給付金に係る事務経費について全体で３１万

１千円、農道に係る除雪用重機の借上料６０万円、町道に係る除雪委託料６００万円、除雪用

重機の借上料３５０万円、融雪剤の購入費７２万５千円、橋梁修繕工事費５０万円をそれぞれ

増額し、橋梁修繕に係る設計委託料５０万円を減額いたしたものでございます。 

 以上、専決処分事項につきましてご報告いたします。 

議長（柳澤君） 提案理由の説明が終わりました。 

 ここで、議案調査のため１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１０時３５分～再開 午前１０時４５分） 

議長（柳澤君） 再開いたします。 

◎日程第５「報告第１号 町長の専決処分事項の報告について」 

      専決第１号「平成２５年度坂城町一般会計補正予算（第７号）について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）承認」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（柳澤君） 日程第６「発委第１号 坂城町の議会の議員の議員報酬の特例に関する条例の

一部を改正する条例について」から日程第２１「議案第１５号 平成２６年度坂城町後期高齢

者医療特別会計予算について」までの１６件を一括議題とし趣旨説明及び提案理由の説明まで

を行います。 

 職員に議案を朗読させます。 

（議会事務局長朗読） 

議長（柳澤君） 朗読が終わりました。 

 最初に趣旨説明を求めます。 

９番（入日さん） 発委第１号「坂城町の議会の議員の議員報酬の特例に関する条例の一部を改

正する条例について」趣旨説明をいたします。 

 本案は依然として厳しい状況が続く社会経済情勢等を鑑み、議員報酬の額を減額する特例措

置について、現行の平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までを延長し、平成２６年

４月１日から平成２７年４月３０日までとするため、議員報酬の特例に関する条例の一部を改

正するものです。 
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 なお、減額の内容については引き続き議長が５％、副議長、常任委員長、議会運営委員長及

び議員が４％、それぞれ報酬月額から減ずるものです。議員各位におかれましては、本案の趣

旨をご理解いただき、ご賛同賜りますようお願い申し上げまして、趣旨説明といたします。 

議長（柳澤君） 次に、提案理由の説明を求めます。 

町長（山村君） では、引き続きまして議案第１号から第１５号まで、続けてご説明申し上げま

す。 

 まず、議案第１号「長野広域連合規約の変更について」ご説明申し上げます。 

 本案は、長野広域連合が計画しているごみ処理施設の管理及び運営に関する事務に係る関係

市町村の負担割合を新たに定めること及び千曲市にございます特別養護老人ホーム杏寿荘を、

本年４月１日付で社会福祉法人に移管することに伴い、長野広域連合規約の一部を変更するも

のでございます。 

 変更の主な内容は、まず、長野広域連合が運営するごみ処理施設の管理及び運営に関する経

費の関係市町村負担割合を、ごみ量割１００％として新たに定めるものでございます。 

 また、特別養護老人ホームの設置、管理及び運営に関する経費の関係市町村負担割合の規定

のうち、杏寿荘に係る規定を削るものでございます。 

 議案第２号「坂城町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について」ご

説明申し上げます。 

 本案は、し尿及び家庭雑排水汚泥の一般廃棄物処理手数料につきまして、本年４月から消費

税が８％に引き上げられることに伴い、消費税相当額分の改定を行うものでございます。 

 議案第３号「坂城町公共物管理条例の一部を改正する条例」についてご説明申し上げます。 

 本案は、本年４月より消費税が改定されることにより、国において河川及び用水等の流水を

水力発電用として使用する場合、鉱工業用に用いるために使用する場合、また河川内等の土石

を採取する場合の流水占用料などの額が改定され、またその他の産出物（あし・かや）につい

ても国が定める基準が改正されたことに伴い、国の基準に準ずるため、公共物管理条例を改正

するものでございます。 

 議案第４号「坂城町下水道条例の一部を改正する条例について」ご説明申し上げます。 

 本案は、消費税法の一部改正に伴い、消費税の引き上げ分について、下水道の使用料の改定

をするため、条例の一部を改正するものでございます。 

 改正の要旨といたしましては、下水道使用料に係る消費税の税率について法令に従い、適用

開始日から適正に転嫁するため、経過措置も設け、条例改正を行うものであります。 

 議案第５号「坂城町社会教育委員条例の一部を改正する条例について」ご説明申し上げます。 

 本案は、社会教育法が改正されたことに伴いまして、関係する当該条例について、一部改正

を行うものでございます。 
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 改正の内容につきましては、法律で定められておりました社会教育委員の委嘱基準について、

条例で定めることになったことから、文部科学省令で定める参酌すべき基準により、委嘱基準

を定めるものであります。 

 議案第６号「坂城町同和対策施設条例を廃止する条例」についてご説明を申し上げます。 

 同和対策施設（大型共同作業所）は、地域関係者の経営基盤安定を図ることを設置目的とし

て、昭和５５年に建設され、五つの事業者が大型共同作業所を利用しておりしたが、時代の経

過とともに事業活動を縮小されるなど、平成２４年度に１事業者が廃業して以降、利用はない

状況であります。また、平成１３年度末をもって同和対策施策が一般対策事業へ移行する中で、

所期の目的は達成されたことから本条例を廃止するものであります。 

 議案第７号「坂城町デイサービスセンター条例を廃止する条例」についてご説明申し上げま

す。 

 平成元年の条例制定当時は、老人福祉法によりデイサービス事業は市町村が実施主体となる

ことと定められていたことから、本条例により町が委託し実施しておりましたが、平成１２年

に介護保険制度が導入されてからは、民間事業所によるサービス実施が可能になり、現在では、

坂城町を事業エリアとするデイサービスセンターは４０カ所に上っております。このような状

況において、町が直接実施するデイサービスの必要性は少ないと考えられるため、本条例を廃

止するものであります。 

 議案第８号「坂城町公の施設の指定管理者の指定期間の変更について」ご説明申し上げます。 

 本案は、本年３月３１日をもって町の公の施設である、坂城町同和対策施設、大型共同作業

場です、坂城町デイサービスセンターの２施設の設置条例を廃止することに伴い、これらの施

設の指定管理者が行う施設の管理期間について、議会の議決を経ておりますので、条例の廃止

と同日をもって管理を終了とするため、指定期間の変更の議決をお願いするものであります。 

 続きまして、議案第９号「平成２６年度坂城町一般会計予算」についてご説明申し上げます。 

 新年度の予算編成に当たりましては、厳しい財政状況を踏まえながらも「笑顔の町」、「人

が輝く町」の具現化に向けて、限られた財源の中で教育環境や子育て支援の充実等、将来につ

ながる予算編成を心がけてまいりました。 

 歳入歳出予算の総額は６０億６００万円。南条小学校建設工事の実施や小学校への英語指導

講師の配置といった教育関連事業に加え、第３子以降の保育料の軽減や不妊治療補助金の創設

などの新規事業を盛り込む中で、２５年度当初予算と比較いたしましてプラス６．２％、３億

５千万円の増額といたしたところでございます。 

 歳入につきましては、自主財源の根幹である町税収入について、県内の経済動向が回復傾向

にあることや、最近の株価や為替レートが比較的安定的に推移していること等を勘案する中で、

２５年度当初予算と比較して税収は増加するものと見込み、個人町民税については前年度対比
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４．１％、法人町民税については５．３％、固定資産税についても、家屋や償却資産の増加に

より４．３％、それぞれ増額を見込んだところでございます。町税全体では前年度当初予算と

比較してプラス４．１％、９，００８万１千円の増となる２３億１，１００万４千円を見込ん

でおります。 

 地方交付税につきましては、国の総額では１６兆９千億円ほどが確保されました。これは

２５年度と比較し１％の減となっている状況ですが、議員の皆様にもご協力いただき、現在実

施している職員などの給与の削減等の行政努力が反映されるという新たな算定費目が導入され

ることから、プラス、マイナス双方の要素を勘案する中で、前年同額の８億５千万円を計上し

ております。 

 なお、普通交付税の振りかえ措置として発行する臨時財政対策債を合わせますと実質では

１１億５千万円を見込むところでございます。 

 国庫支出金につきましては、南条小学校建設に伴う学校環境改善交付金や消費税引き上げに

伴い子育て世帯等に給付される臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金に対する補助金

の交付等により、前年度対比プラス６６．１％となる６億５２７万３千円を計上いたしました。 

 繰入金につきましては、南条小学校建設に係る工事費等の財源として、文教施設整備基金や

財政調整基金からの繰り入れを予定しておりますが、繰入金全体では、前年対比１５．９％の

減という状況であります。 

 次に歳出の主なものでございますが、平成２６年度から２カ年をかけまして南条小学校の建

てかえ工事を進めてまいります。南条小学校建設は、新年度の町の最重点事業であり、５億円

ほどの事業費を計上していることから普通建設事業費が増加しており、投資的経費の総額とい

たしますと、前年度対比５０．６％の増となる７億１６２万８千円を計上しております。 

 また、生活基盤の整備につきまして、金井と酒玉の２工区で事業を進めております町道Ａ

０１号線を初めとする道路改良や公共下水道の整備等に加え、今年度から事業に着手いたしま

した橋梁修繕事業や町営横尾団地への下水道接続工事につきましても引き続き工事を進めてま

いります。長年の懸案となっておりました小網地区への上水道整備事業につきましては、町長

就任以来３カ年の計画で事業を進めてまいりましたが、一部舗装復旧を除き、管渠の布設、消

火栓の設置等につきまして、２６年度をもって完了いたす計画となっております。 

 義務的経費のうち人件費につきましては、前年度対比１％の増、扶助費については、障害者

総合支援法に基づく給付増などにより１．９％の増、公債費については４．４％の減となって

おります。 

 ソフト事業につきましては、まず、少子化対策、子育て支援施策として、不妊治療を受けて

いるご夫婦に対して、治療費用の一部を助成する不妊治療費助成事業を新設いたします。また、

第３子以降の保育料につきまして、従来の減免措置に加えて、第２子の年齢にかかわらず第
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３子以降の保育料を半額とする新たな軽減措置を設けてまいります。加えて２４年度から実施

している５歳児健康相談のフォローアップ事業として、６歳児の発達を支援する、すくすくラ

ンド事業に取り組んでまいりますほか、消費税の引き上げに伴う国の経済対策事業である臨時

福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金についても計上いたしております。 

 環境対策では、スマートタウンさかきを目指して再生可能エネルギーのあり方について、大

学や企業との連携を図る中でさらに研究を進めるとともに、国の助成が今年度で終了する太陽

光発電システムの設置に係る補助制度についても引き続き実施してまいります。 

 ごみの減量化、再資源化という観点では、サンデーリサイクルの回数を倍増し、資源回収の

利便性を図ってまいります。 

 さて、産業面では、テクノセンターにおいて、最も利用頻度が高い３次元測定機の更新と、

製品開発の効率を飛躍的に高めると言われる最新の３Ｄプリンターの導入に支援を行うととも

に、町独自の展示商談会として１０月に開催が予定されている、仮称ですが、さかきものづく

り展に助成を行ってまいります。あわせて、昨年創設いたしました町内事業者が行う新製品開

発等に助成を行うコトづくりイノベーション補助金を継続するほか、同補助金の農業・商業版

ともいえるさかきブランドづくり補助金を新設し、町の特産品や町のイメージキャラクター

「ねずこん」などを活用した商品開発や販路拡大を支援いたします。 

 また、例年多くの方々が訪れるばら祭りやねずみ大根まつりにつきましても、より魅力ある

形で開催し、特産品の振興やブランド化を推進してまいります。あわせまして、昨年１１月

２９日に、さかきワイン特区の認定を受けた坂城ワイナリー形成事業につきましては、引き続

き試験圃場の栽培管理を行いながら、ワイナリー実施主体の組織化に向けたセミナーの開催に

取り組み、６次産業化への展開を見据えた、さらなる条件整備を進めるとともに、好評を博し

ている巨峰ロゼ、スパークリングワインの委託醸造を行い町の定番商品としての位置づけを確

立してまいります。 

 続きまして、教育面では、小学校における英語教育の拡充強化に向け、新たに小学校専任の

英語指導講師を配置いたします。小学校への英語指導講師の配置につきましては、昨年１２月

に国が公表した英語教育改革実施計画にも盛り込まれた大変先進的な取り組みであり、社会の

グローバル化に対応した事業として、成果を期待するところでございます。また、今年度から

町単独で行っております就学相談委員会の運営、教育コーディネーターを配置しての教育相談

事業につきましては、今後さらに子育て支援センターや保育園、小中学校などとの連携を深め、

よりきめ細やかな支援につなげてまいりたいと考えております。 

 一方、防災面では、年次計画で整備を進めてまいりました災害時の備蓄食料品につきまして、

２６年度で防災計画の目標数の整備が完了いたします。予期せぬ災害等に備え、安心・安全な

まちづくりに配慮するとともに、防災活動や地域の安全確保に大きな力を発揮する地域コミュ
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ニティーの醸成を図る地域づくり活動支援事業につきましても、期間を延長して継続してまい

ります。 

 また、地域医療の充実につきましては、上田地域においては、信州上田医療センターの医師

確保事業に参画するとともに、長野広域においても、施設の近代化と救急部門、周産期部門の

充実に向けて改修の進む厚生連篠ノ井病院に助成を行い、高度医療の提供体制整備を支援して

まいります。あわせて、健康診査やがん検診といった健康づくり施策の推進に加え、障害者の

総合支援サービスの充実や介護保険、後期高齢者医療制度への対応など、福祉を取り巻く諸施

策についても的確な対応に努めてまいりたいと考えております。 

 以上、平成２６年度当初予算の概要をお話しいたしましたが。詳細につきましては別途後ほ

ど担当課長から説明をさせます。 

 続きまして、議案第１０号「平成２６年度坂城町有線放送電話特別会計予算について」ご説

明申し上げます。 

 有線放送電話事業の円滑な運営を図るとともに、施設の維持管理を行い、電話機能、放送機

能を利用した情報提供や各種サービスを実施するため計上するものでございます。 

 本予算案は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３，６７１万５千円とするもので、前年比５％

の減でございます。 

 歳入の主なものは、有線放送電話使用料３，２７７万２千円、広告放送料４８万円、加入、

工事費等の負担金２７万７千円。 

 歳出の主なものは、光熱水費３６０万円、電力柱等共架料及び電柱敷地等借上料２９０万

７千円、有線施設設置移転等工事８５５万円、設備基金積立金２１８万６千円などでございま

す。 

 続きまして、議案第１１号「平成２６年度坂城町国民健康保険特別会計予算について」ご説

明申し上げます。 

 国保を運営する保険者として、保健事業において実施する特定健康診査を中心に、健康づく

りと疾病の重度化予防を図るため、保険税の適正な賦課、計画的な徴収を推進する中で、安定

した制度運営に取り組んでいるところでございます。 

 ２６年度から特定健康診査につきましては、特定健診の始まる４０歳の方に、健診料金の助

成額を拡大して受診のきっかけにする「４０歳スタート健診」を行い、さらなる健康意識の高

揚を図ってまいります。 

 さて、本予算案は、歳入歳出予算の総額を、それぞれ１７億２，３７６万６千円とするもの

で、前年度対比０．４％の増でございます。 

 歳入の主なものは、国民健康保険税３億３，１２１万円、国庫支出金３億１，１６０万１千

円、前期高齢者交付金５億８，４０３万２千円。 
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 歳出の主なものは、保険給付費１２億２，９０４万１千円、後期高齢者支援金等２億

６１０万８千円でございます。 

 続きまして、議案第１２号「平成２６年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計

予算について」ご説明申し上げます。 

 同和地区の住宅環境整備の一環として行いました住宅新築資金等貸付事業を管理する特別会

計であります。 

 本予算案は、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ２９９万円とするもので、前年対比

１０％の減でございます。 

 歳入の主なものは、貸付金元利収入２９８万９千円。 

 歳出の主なものは、公債費１０４万８千円、一般会計繰出金１５５万５千円でございます。 

 続きまして、議案第１３号「平成２６年度坂城町下水道事業特別会計予算について」ご説明

申し上げます。 

 下水道事業につきましては、平成１２年１０月の一部供用開始以来、８割近くの整備が完了

してまいりました。平成２６年度は、新たに南条の金井・新地・鼠地区が事業認可地区として

の採択をされたことを受け、まず、南条小学校の建設に合わせての事業実施を皮切りとし、平

成３２年度を目標年次と位置づけ、順次整備を進めてまいります。 

 本予算案は、歳入歳出予算の総額を、それぞれ６億７，７４０万７千円とするもので、前年

対比０．２％の増でございます。 

 歳入の主なものは、事業の建設費に充てる下水道受益者負担金９，７５０万円、施設の利用

に係る使用料１億２，０１０万円、公共下水道事業に係る国庫補助金５千万円、一般会計から

の繰入金３億円、公共下水道及び千曲川流域下水道事業に係る下水道事業債１億９７０万円。 

 次に、歳出の主なものは、下水道特別会計全般に係る一般管理費２，３０８万２千円、下水

道使用料の賦課徴収や施設の維持管理に係る施設管理費７，９３２万９千円、公共下水道の整

備事業費２億８９８万２千円、流域下水道の整備事業費２，０９１万３千円、事業の元利償還

に係る公債費３億４，４１０万円でございます。 

 なお、公共下水道の整備事業費につきましては、平成２６年度で実施をする予定の２分の１、

事業費ベースで１．５億円について、国の大型補正を捉え前倒しによる事業実施が、町財政に

とって有利となり計画的な事業実施が可能であると判断をし、この３月議会において補正での

予算案を上程することとしました。 

 次に、議案第１４号「平成２６年度坂城町介護保険特別会計予算について」ご説明申し上げ

ます。 

 高齢者人口の増加に伴い、要介護・要支援認定者が増え、介護給付費等の増大が見込まれる

中、平成２６年度の予算を計上するものでございます。 
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 本予算案は、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出１３億４，８４２万９千円とするもので、前

年比６．８％の増でございます。 

 歳入の主なものは、介護保険料２億６，４８０万１千円、国庫支出金３億１，０５７万５千

円、支払基金交付金３億８，２６４万円、県支出金１億９，０４９万７千円、町繰入金１億

８，５００万円。 

 歳出の主なものは、保険給付費１３億１，１６０万円、地域支援事業１，８４４万７千円で

ございます。 

 最後に、議案第１５号「平成２６年度坂城町後期高齢者医療特別会計について」ご説明申し

上げます。 

 後期高齢者医療制度につきましては、制度の運営は長野県後期高齢者医療広域連合が行って

いるところでございますが、町におきましては保険料の徴収及び被保険者証の引き渡し、療養

費申請窓口などの窓口業務を担っているところでございます。 

 保険料の徴収につきましては、特別会計において、収納業務を行い広域連合へ納付すること

とされているため、平成２６年度の予算を計上するものでございます。 

 さて、本予算案は、歳入歳出予算の総額を、それぞれ１億７，１１９万４千円とするもので、

前年対比１０．５％の増でございます。 

 歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料１億３，３２２万７千円、繰入金３，７９０万円。 

 歳出の主なものは、総務費１０７万２千円、後期高齢者医療広域連合納付金１億

７，００６万円でございます。 

 以上、よろしくご審議の上、適切なるご決定を賜りますようお願い申し上げます。 

議長（柳澤君） 続いて、議案第９号「平成２６年度坂城町一般会計予算について」各課長等の

詳細説明を求めます。 

 まず初めに歳入について。 

財政係長（臼井君） 平成２６年度坂城町一般会計予算についてにつきまして、最初に歳入につ

いて詳細説明を申し上げます。 

 予算書の第１表歳入歳出予算のうち、２ページから４ページ、飛びまして８ページの第２表

と第３表、９ページの第４表並びに附属の当初予算資料１ページから２ページの内訳表により

款別にてご説明申し上げます。 

 最初に款１の町税についてでございます。依然厳しい経済情勢の中ではございますが、県内

の経済状況が回復傾向にあることや、昨今の株価や為替レートが安定的に推移していること等

を勘案する中で、２６年度につきましては、今年度と比較し税収は増加するものと見込んでお

ります。 

 まず、町民税につきましては、前年度対比４．１％、法人町民税につきましては５．３％、
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それぞれ増収を見込んだところでございます。固定資産税につきましては、土地については引

き続き下落傾向が続くものの、家屋、償却資産について一定の伸びを見込む中、前年度対比プ

ラス４．３％、軽自動車税につきましてもプラス０．５％を見込んでおります。また、町たば

こ税、入湯税につきましては、それぞれ実績額を考慮しての予算計上といたしました。町税全

体では、２３億１，１００万４千円で、前年度と比較しましてプラス４．１％、９，００８万

１千円の増額となっております。 

 続きまして、款２の地方譲与税でございますが、地方揮発油譲与税と自動車重量譲与税を合

わせた地方譲与税全体で実績等を勘案し、前年度対比６．３％減の５，９００万円を計上いた

しております。 

 次に、款３の利子割交付金は前年同額を、款４の配当割交付金は前年度対比９２．３％の増、

款５株式等譲渡所得割交付金は同じく３５．６％の増額を見込んでおりまして、それぞれ昨今

の金融、経済情勢を踏まえての予算計上といたしました。また、款６の地方消費税交付金につ

きましては、消費税率引き上げの影響により１８．８％の増額を見込んでおります。 

 続いて、款７の自動車取得税交付金でございます。自動車取得税につきましても税制改正が

行われ、税率が引き下げられることを踏まえる中で前年度と比較して２７．３％の減となる

８００万円を計上いたしております。 

 次に、款８の地方特例交付金につきましては、住宅借入金等特別税額控除の減収補塡交付金

についての予算計上で、前年度と同額の５００万円を見込んでおります。 

 続いて３ページに進みまして、款９の地方交付税でございます。国の総額では、１６兆９千

億円程度が確保される見通しとなっており、これは前年度を１％下回るものでありますが、国

の要請を踏まえる中で当町においても昨年７月から実施しております職員の給与の削減や従来

からの職員数の削減等の行政努力が反映されるという新たな算定費目として地域の元気創造事

業費が設けられるという方向が示されたことからプラス、マイナス双方の要素を勘案する中で、

地方交付税については前年度と同額の８億５千万円を計上いたしております。それに普通交付

税の振替措置として発行する臨時財政対策債の３億円を合わせますと、１１億５千万円の予算

計上といった状況でございます。 

 次に、款１０の交通安全対策特別交付金につきましては、交付実績を踏まえ１８０万円を計

上いたしました。 

 款１１の分担金及び負担金につきましては、主に保育料等に係る児童福祉費負担金でありま

すが、２６年度から第３子以降の保育料について新たな軽減措置を導入することなどにより前

年度対比マイナス１４％といたしております。 

 款１２の使用料及び手数料につきましては、主に町営住宅や公園施設の使用料、戸籍住民基

本台帳や家庭系一般廃棄物の処理の手数料であります。町営住宅の使用料について入居者の状
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況等から若干の減少が見込まれ、全体では３．３％の減といたしております。 

 続いて款１３の国庫支出金につきましては、主に障害者の自立支援給付や児童手当等に係る

民生費負担金などでございます。前年度との比較では２６年度は南条小学校の建てかえに伴う

学校環境改善交付金や消費税率の引き上げに伴う国の経済対策として、所得の低い皆さんや該

当の子育て世帯等に交付される臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金に係る補助金が

交付されることなどにより、国庫支出金全体ではプラス６６．１％、２億４，０８０万３千円

の増となる６億５２７万３千円の計上となっております。 

 次に、款１４の県支出金につきましては、民生費に係る負担金及び補助金、農林水産業費に

係る補助金、県民税徴収委託金などが主なものでございます。前年度との比較では、青年就農

交付金の増額や南条小学校建設に係る木造公共施設整備事業補助金の交付が見込まれることな

どにより、全体では前年度対比プラス３．８％、１，００６万９千円の増となる２億

７，５８６万６千円を見込んでおります。 

 款１５の財産収入につきましては、主に普通財産の貸付料と基金積立金利子でございますが、

前年度対比では基金積立金の運用実績等を勘案し５７万３千円の増、１，１４７万２千円を計

上いたしております。 

 続いて４ページの款１６寄附金でございますが、社会福祉関係並びにふるさと寄附金につき

まして、それぞれ対象額の計上により科目出しをいたしてございます。 

 次に、款１７の繰入金につきましては、主に財政調整基金と減債基金並びにその他特定目的

基金からの繰り入れであります。前年度との比較では、南条小学校建設事業に伴い、文教施設

整備基金からの繰り入れが増加する一方で、税収増や単独事業の減少などにより財政調整基金

からの繰り入れが減額となり繰入金全体では、前年度対比マイナス１５．９％、１億２４５万

４千円の減となる５億４，２７５万４千円を計上いたしております。なお、財政調整基金につ

きまして、予算計上いたしました２億５，１９６万５千円を繰り入れた後の残高は、約１７億

４千万円ほどとなる見込みでございます。 

 一つ飛びまして、款１９諸収入の内容につきましては、中小企業振興資金貸付預託金の元利

収入、学校給食費納入金などが主なものでありまして、前年度対比プラス０．５％となる４億

８，８１５万４千円の計上となっております。 

 最後に、款２０の町債につきましては、南条小学校建設事業に係る学校教育施設等整備事業

債のほか、町道Ａ０１号線整備や橋梁修繕事業に係る起債、合わせて１億６，６３０万円と臨

時財政対策債について前年度と同額の３億円を見込んでおり、町債全体では前年度対比プラス

２７．９％、１億１７０万円の増となる４億６，６３０万円を計上いたしております。なお、

２６年度末の町債残高は、６６億６千万円ほどになる見込みでございます。 

 以上、歳入総額は６０億６００万円で、前年度と比較いたしましてプラス６．２％、金額で
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３億５千万円の増額予算となりました。 

 飛びまして、８ページの第２表継続費につきましては、２６年度から２カ年をかけて実施い

たします南条小学校建設事業に係る経費の総額と年割額を示したものであります。 

 第３表債務負担行為につきましては、県営かんがい排水事業に係る農林漁業資金借入金に対

する債務保証について、その期間と限度額を定めたものでございます。 

 また、第４表地方債につきましては、款２０の町債の内容に関するものでありまして、起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法を定めたものでございます。 

 以上で歳入の説明を終わらせていただきます。 

議長（柳澤君） 続いて、歳出について詳細説明を求めます。なお、議会費は除きます。 

総務課長（田中君） それでは、歳出につきまして順次ご説明を申し上げます。 

 ２４ページをご覧ください。説明書２４ページから２７ページでございます。款２総務費、

項１総務管理費、目１一般管理費は、特別職、総務課、企画政策課、会計室等の職員の人件費、

一般会計に係る職員全体の退職手当負担金及び町で雇用いたします臨時職員の社会保険料等で

ございます。 

 職員研修事業では、引き続き接遇研修を行い、住民サービスの向上に努めてまいります。ま

た、職員厚生事業は市町村職員互助会負担金等でございます。 

 続きまして、２７、２８ページ、目２文書費につきましては、町から発送いたします文書の

郵送料、文書配達委託料、コピー７台分の賃借料でございます。２８ページ、目３財政管理費、

印刷製本費は当初予算の印刷費、有料道路通行料につきましては、町全体の経費を計上してお

ります。 

会計管理者（春日君） 続きまして、目４会計管理費の主なものを申し上げます。 

 節１１需用費の消耗品につきましては、役場全体で使用いたします事務用品の購入、また印

刷製本費は封筒、決算書等の印刷費用でございます。節１２役務費につきましては、口座振替、

公金収納並びに指定金融機関の八十二銀行派出業務の手数料でございます。 

企画政策課長（荒川君） 続きまして、目５財産管理費でありますが、財産管理一般経費につき

ましては、町の普通財産等の管理に要する経費となっております。 

 続く２９ページでございます。目６企画費、企画政策推進費につきましては、長野広域連合

上田地域広域連合の総務管理に係る負担金、また太陽光発電システムの設置補助金が主なもの

となっております。 

 続きまして、温泉管理事業でありますが、温泉施設の維持補修工事経費、びんぐし湯さん館

施設整備等の基金積立が主なものでございます。 

 ２９ページから３０ページにかけてのまちづくり推進事業につきましては、行政協力員の報

酬と広報等の配布などの行政事務委託に係る経費、また各区や地域づくり団体に交付をしてお
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ります地域づくり活動支援補助金を計上してございます。 

 次の国際交流事業につきましては、海外との交流を進めている町国際交流協会への補助が主

なものとなっております。 

 ３０ページから３１ページにかけてのスマートコミュニティ構想事業につきましては、今年

度立ち上げましたスマートタウン坂城推進委員会による普及啓発や産・学・官連携によるテク

ノさかき工業団地全体の電力需要調査をもとに業種、規模別の特性把握について検証調査を進

めてまいります。 

 ３１ページの目７広報広聴費、広報広聴一般経費につきましては、行政情報のシステムの運

用管理に係る経費で主なものはサーバー等インターネット関係機器の保守料とハードウエア

リース料となっております。 

 続きまして広報発行事業につきましては、「広報さかき」の経費で印刷製本費が主なもので

あります。 

 ３２ページ、有線放送電話特別会計繰出金事業につきましては、特別会計への繰出金。続く

電子自治体事業では、セキュリティーが高い市町村行政ネットワークＬＧＷＡＮに接続をし、

国、地方公共団体間での電子文書の交換、電子メール等のための経費を計上してございます。 

 次に、目８電算費、電算一般経費でありますが、住民基本台帳システム、税業務などの基幹

業務に係る経費で、サーバーや端末等の保守料、リース料、ソフトウエアの保守、使用料等が

主なものであります。この中で、平成２６年度においては新たに国の社会保障、税番号制度導

入に向けたシステム改修費を計上してございます。 

総務課長（田中君） ３２、３３ページになります。目１０業務管理費は、庁舎全体の光熱費、

修繕料、電話料金、エレベーター等の設備の点検料、総務課管理の車両の点検料、町が所有い

たしております車両全体の自賠責保険料等でございます。 

住民環境課長（金子君） 同じく３３ページから３４ページにかけて目１１防犯対策費です。節

１１需用費の主なものは、防犯灯に係る蛍光灯管等の消耗品、電気料、修繕料でございます。 

 節１９更埴防犯協会連合会の負担金、町防犯協会及び町防犯指導員会等への補助金でござい

ます。 

 続いて、目１２交通安全対策費は、交通指導員９名分の報酬、交通安全町民大会の記念品、

節１１では新入学児童用ヘルメット等の消耗品費、節１３では交通安全施設の清掃委託、節

１９では千曲交通安全協会坂城支部への補助金が主なものでございます。 

 ３５ページの目１３消費生活費では、消費者の会と協力し廃油を活用した石けんづくりや消

費生活展の開催等により安心・安全な消費生活推進活動並びに悪徳商法対策等に努めてまいり

ます。 

企画政策課長（荒川君） 目１４男女共同参画推進費につきましては、「女と男ふれあいさか
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き」の講師謝金と関係団体への補助が主なものであります。 

総務課長（田中君） 続きまして３６、３７ページになります。項２徴税費、目１税務総務費は、

固定資産評価審査委員の報酬、職員の人件費等経常的経費及び長野県地方税滞納整理機構負担

金等でございます。 

 同じく、３７ページ、目２賦課徴収費は、固定資産税の各申告書及びコンビニ収納、各納税

通知書等の印刷製本費、督促や住民税の申告に係る通信運搬費、住民税、固定資産税等の課税

に係る電算委託費、固定資産税の評価がえに向けての基礎資料整備の委託料等でございます。 

住民環境課長（金子君） 同じく３７ページから３８ページにかけて、項３戸籍住民基本台帳費、

目１戸籍住民基本台帳費は、人件費等経常的な経費が主なものでございます。節１１需用費は、

各種届に係る用紙等の消耗品費、印刷費です。節１３は戸籍住民基本台帳に係る電算委託、保

守点検委託で、節１４はそれぞれのシステム使用料でございます。 

総務課長（田中君） ３８、３９ページになります。項４総務費、目１選挙管理委員会費は、選

挙管理委員４名の報酬等でございます。 

企画政策課長（荒川君） ３９ページ、項５統計調査費、目１統計調査総務費につきましては、

統計全般に係る経費であります。続く目２委託統計調査費につきましては、指定統計となる五

つの調査に係る経費を計上してございます。 

総務課長（田中君） ４０ページ、４１ページ、項６監査委員費、目１監査委員費は、監査委員

の報酬等でございます。 

福祉健康課長（天田君） 続きまして、款３民生費、項１社会福祉費、目１社会福祉総務費でご

ざいます。４１ページから４２ページにかけて、社会福祉一般経費は、福祉委員の報酬、職員

の人件費のほか、福祉委員協議会への補助金、民生委員活動費交付金などでございます。社会

福祉協議会補助事業は、ヤングヒューマンネットワーク事業のほか、社会福祉協議会の地域福

祉推進事業への補助金が主なものでございます。 

 ４３ページになります。国民健康保険特別会計拠出金事業は、保険基盤安定繰出金など国保

特別会計への繰出金でございます。臨時福祉給付金給付事業は、平成２６年度４月の消費税増

税に伴う低所得者への配慮として暫定的、臨時的な措置として行う給付事業でございます。 

住民環境課長（金子君） 同じく４３ページ、目２国民年金事務費は、国民年金の新規加入や免

除申請、住所変更、氏名変更等の手続に係る事務経費で、主なものは新成人への啓発用品の配

付、広報誌による啓発記事の掲載、電算委託料でございます。 

福祉健康課長（天田君） 続きまして、目３老人福祉費でございます。４４ページ、老人福祉一

般経費は、長野広域連合や更埴地域シルバー人材センターの負担金、老人クラブ補助金などで

ございます。老人福祉町単事業は、高齢者祝賀事業への補助、敬老祝金の支給などの経費を、

高齢者生活支援事業では、医療機関等への送迎など外出支援サービスに係る経費を計上してお
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ります。 

 ４５ページになります。介護保険特別会計繰出金事業は、介護保険給付に係る町の負担分な

ど、特別会計への繰出金などでございます。後期高齢者医療保険事業では、長野県後期高齢者

医療広域連合への給付費の負担など、特別会計への繰出金でございます。介護予防施設管理等

運営事業は、ふれあいセンターの管理運営に係る経費でございます。 

 続きまして、目４心身障害者福祉費でございます。４６ページ、心身障害者福祉一般経費は、

長野広域連合への障害程度区分認定審査会負担金、障害者が働く福祉施設の自主製品販路拡大

等の事業に係る補助金などでございます。重度障害者介護慰労金支給事業では、在宅介護者へ

の介護慰労金を計上しております。 

 福祉タクシー委託事業は、重度障害者の外出等の負担軽減のため、タクシー利用券を交付す

るものでございます。 

 ４７ページになります。心身障害者町単事業は、腎臓機能障害者の通院費や障害者施設など

への通所費の補助、扶助費として重度心身障害者への福祉年金、難病による特定疾患者への見

舞金などでございます。 

 福祉医療給付事業になります。委託料として給付に係る国保連等への審査委託、扶助費とし

て重度障害者への福祉医療費を計上しております。 

 自立支援給付一般事業費は、障害者の自立支援給付に係る事務的な経費でございます。 

 ４８ページ、介護・訓練等給付事業費では、扶助費として介護給付では居宅介護支援や生活

介護支援など、また訓練給付では就労移行支援や就労継続支援など、法定の障害者福祉サービ

スを提供するための経費でございます。自立支援医療事業費では、身体障害者が対象となる手

術等により障害の除去や軽減を図るための医療について自己負担に係る医療費の給付を行うも

のでございます。補装具支給等支援事業費では、身体機能を補う補装具の支給、修理に係る経

費を計上しております。 

 ４９ページにかけまして、地域生活支援事業費では地域活動支援センターの委託や日常生活

用具の支給など、障害のある方が自立した日常生活や社会生活を営むことができる支援として

市町村が実施するための経費でございます。障害福祉計画策定事業では、障害者総合支援法に

基づき、障害者福祉サービスの必要量の見込みや相談支援、地域生活支援事業の提供体制の確

保等に関する３年１期の計画で平成２７年度から２９年度の第４期計画策定に係る経費を計上

しております。 

企画政策課長（荒川君） 続きまして、目５人権同和推進費でありますが、主なものは集会所

４館の管理等委託料と１９節において協議会への補助金が主なものであります。 

 続く５０ページから５１ページにかけての目６隣保館運営費につきましては、人件費を含む

同館の管理及び人権啓発活動の推進、ふれあい講座など地域交流事業や文化、教育、教養活動
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に関する費用の計上であります。 

議長（柳澤君） 説明の途中ですが、ここで昼食のため１時３０分まで休憩いたします。 

（休憩 午前１１時５５分～再開 午後 １時３０分） 

議長（柳澤君） 再開いたします。 

 詳細説明を続けてください。 

福祉健康課長（天田君） それでは、５１ページになります。目７高齢者対策費は、扶助費が主

な経費で養護老人ホームの入所措置費でございます。 

 続きまして、目８地域包括支援センター費でございます。５２ページにかけまして、地域包

括支援センター一般経費は介護予防に係るケアマネージメント業務や介護給付システム保守に

係る委託料を主なものとする地域包括支援センターの運営に係る経費でございます。 

 老人福祉センター管理等事業は、老人福祉センター夢の湯の管理運営を社会福祉協議会に委

託するものでございます。住宅整備事業は、要介護３・４・５の高齢者及び重度障害者が日常

使用する居間、浴室、トイレなどを改修する経費の一部を補助するものでございます。 

 ５３ページになります。高齢者の寝たきりや認知症予防として生きがい活動支援事業を、在

宅介護者支援として家族介護支援事業では、在宅介護者への慰労金の支給やおむつなどの介護

用品購入費の補助、訪問理美容サービスに係る経費などを計上しております。 

 緊急通報体制整備事業は、独り暮らし老人訪問員の報酬やあんしん電話の保守に係る委託料

が主なものでございます。 

 続きまして、項２児童福祉費、目１児童福祉総務費でございます。５４ページになります。

児童福祉一般経費は、保育園等運営委員の報酬が主なものでございます。児童手当は家庭生活

の安定と次世代を担う児童の健全育成や資質向上を目的として、中学校卒業までの子供を養育

している方に手当てを支給するものでございます。 

 子ども医療給付事業事業は、子供の医療費の自己負担分について助成するもので、入院は中

学校卒業まで、通院は小学校卒業までを対象に実施してまいります。少子化対策の一環として、

出産した親に対し町の商品券を支給する出産祝金事業を、障害児通所等支援事業では障害児施

設の通所等に係るサービス給付費などの経費を計上しております。 

子育て推進室長（宮嶋君） 子ども・子育て支援事業は、坂城町次世代育成支援行動計画後期行

動計画が平成２６年度末をもって期間終了となることから、平成２７年度から５年を１期とす

る子ども・子育て支援事業計画を新たに策定いたします。その策定に係る経費で、主に策定業

務の委託料でございます。 

福祉健康課長（天田君） ５５ページになります。子育て世帯臨時特例給付金給付事業は平成

２６年度４月の消費税増税に際し、子育て世帯への影響を緩和するため、臨時的な給付措置と

して行うものでございます。 
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 続きまして、目２母子福祉費でございます。同じく５５ページです。母子等福祉事業費では、

母子・父子家庭等の自立と生活支援として小中学校への入学時と中学・高校卒業時の激励祝金

等を計上しております。母子・父子医療給付事業は、母子家庭及び父子家庭の福祉医療費でご

ざいます。 

子育て推進室長（宮嶋君） 目３保育園総務費、５５ページから５６ページにかけての保育園一

般経費は、主なものは人件費を初め、臨時保育士の賃金、３園分の賄材料費等の義務的経費で

ございます。負担金補助及び交付金につきましては、他市町村への広域入所に係る負担金が主

なものでございます。 

 続きまして、５７ページから６０ページにかけまして、目４南条保育園費、目６坂城保育園

費、目７村上保育園費は、それぞれ保育園の運営に係る経費でございます。主なものは需用費

で燃料費、光熱水費、委託料では施設や機械類の保守管理料、使用料及び賃借料では厨房機器

のリース料などでございます。 

 ２６年度予定しておりますクラス数及び入所児童数は３０クラス、３２８人で、内訳は南条

保育園では１４クラス、１４５人、坂城保育園では９クラス９１人、村上保育園では８クラス

９２人でございます。特別保育事業といたしましては、朝夕の時間外保育、障害児保育、一時

預かり保育を各保育園で実施してまいります。 

教育文化課長（柳澤君） 続きまして、６０ページから６１ページにかけての目８児童館運営費、

目９放課後児童健全育成費につきましては、町内３児童館の運営に係る経費で館長の報酬及び

厚生員の賃金、その他経常的な費用が主なものでございます。児童館につきましては、児童が

放課後健全に過ごせる場として３児童館とも年間２５０日の開館を予定しています。 

子育て推進室長（宮嶋君） ６１ページから６２ページの目１０子育て支援センター事業費は、

賃金を初めとする子育て支援センターの運営に係る経常的な経費でございます。子育てに関す

る悩み等に幅広く対応できるよう、専門の家庭児童相談員、臨床心理士を配置をし、相談事業

の充実に努めてまいります。 

福祉健康課長（天田君） 続きまして、６３ページになります。項３災害救助費、目１災害救助

費では災害等による見舞金及び食料費を計上しております。 

 次に、款４衛生費、項１保健衛生費、目１保健衛生総務費でございます。同じく６３ページ

から６４ページにかけまして保健衛生一般経費は、人件費などの経常的な経費が主なものでご

ざいます。精神保健福祉等事業は、精神障害者を支援するためのこころのリハビリ教室の開催

に係る経費が主なものでございます。 

 続きまして、目２予防費でございます。６５ページになります。予防費一般経費は、委託料

で休日等の緊急医療に対応するため、医師、歯科医師の当番による医療体制をお願いしている

ものでございます。負担金補助及び交付金は、休日、夜間の２次救急医療体制として、長野地
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域医療圏内の７病院による輪番制病院運営事業の負担金、また上田市内科小児科初期救急セン

ターの共同運営に係る負担金、信州上田医療センター医師確保事業負担金等を計上しておりま

す。結核関係一般経費では６５歳以上の町民を対象に結核レントゲン検診を実施するものでご

ざいます。 

 ６６ページ、乳幼児健診事業は、乳幼児の心身の発達及び歯科健診における医師への健診手

数料、妊婦一般健診委託料、不妊治療費の助成、扶助費では未熟児養育医療が主なものでござ

います。平成２６年度から少子化対策の一環として不妊治療費助成事業を新設し、不妊治療を

受けているご夫婦の経済的な負担軽減を図ってまいります。 

 予防接種事業は、予防接種法に基づき、感染の発生及び蔓延を予防するため、各種予防接種

を実施するもので、ワクチン等の購入に係る医療材料費、医療機関等への予防接種委託料が主

なものでございます。 

 続きまして、目４健康増進事業費でございます。６７ページにかけての健康増進事業は、健

康増進法に基づき一般健康診査及び各種がん検診などを行い、町民の健康増進を図ってまいる

ものでございます。 

 後期高齢者健康推進事業は、７５歳以上の高齢者の健康増進を図るため、健康診査や人間

ドック、肺炎球菌予防接種に係る助成を行うものであります。 

 ６８ページにかけまして、食育健康づくり推進事業では、食育基本法に基づき、食育や健康

づくりのための教室や講演会を開催するための経費が主なものでございます。 

 目５保健センター管理費は、保健センターの管理に要する経常的な経費でございます。 

住民環境課長（金子君） ６８ページから６９ページにかけまして、目６環境衛生費では環境衛

生委員の報酬、雑排水浄化槽の汚泥処理に係る収集運搬処理委託料、各自治区において毎年

６月の環境保護月間に合わせて実施いただいている環境浄化事業に対する補助金。シルバー人

材センターへの委託による不法投棄ごみの撤去、狂犬病予防注射に係る消耗品やマナー啓発看

板、獣医師会への委託料が主なものでございます。 

 続きまして６９ページ、目８環境保全対策費につきましては、生活環境保全審議会の委員報

酬と不法投棄を呼びかける看板作成の委託料でございます。また、委託料で河川の定点水質調

査及び地下水調査を実施し、調査結果につきましては、引き続き広報でお知らせをし環境保全

の啓発に努めてまいります。 

建設課長（青木君） ６９ページ、目９上水道費は、県営水道が未普及となっている小網地区の

上水道の布設整備に係る事業負担金でございます。 

 ７０ページにかけての目１０合併処理浄化槽設置費は、水環境の保全を図るため、公共下水

道の整備区域以外の合併処理浄化槽設置に係る事業補助金でございます。 

住民環境課長（金子君） 同じく７０ページ、項２清掃費、目１清掃総務費では、ごみ分別収集
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計画表の印刷や資源物収集庫の修繕料、生ごみの堆肥化などのごみ減量化普及啓発を図るため

の町ごみ減量化推進委員会への補助、各区を対象とするごみ収集所整備補助が主なものでござ

います。なお、分別収集計画表は、ポルトガル語、中国語、英語版も作成をいたします。 

 続きまして、目２塵芥処理費は、可燃ごみ及び不燃ごみの指定袋等の消耗品費、一般廃棄物

の収集運搬に係る委託料、長野広域連合の環境推進費負担金、葛尾組合負担金、資源物のリサ

イクルを推進するための非営利団体への回収奨励金、ごみの減量化、堆肥化を推進するための

ごみ減量化容器等設置補助金などが主なものでございます。 

 続きまして、７１ページ、目３し尿処理費は、千曲衛生施設組合等の負担金でございます。

年々し尿投入量の減少によりまして負担金については減額となってきております。 

産業振興課長（塚田君） ７２ページ、款５労働費、項１労働諸費、目１労政費からご説明いた

します。 

 まず、労政一般経費として、職員の人件費と更埴職業安定協会や町労務管理協議会、テクノ

ハート坂城協同組合等関係団体への負担金等の予算を計上しております。 

 中小企業人材確保推進事業補助金については、テクノハート坂城協同組合が行う企業の人材

確保を推進する事業に対し補助を行うものであり、新年度は新たに首都圏や中京圏の大学に出

向いて合同企業説明会の開催を計画しています。 

 勤労者福祉対策事業につきましては、中小企業退職金共済掛金補助金、一般財団法人更埴地

域勤労者共済会補助金、勤労者生活資金貸付預託金などを計上いたしております。 

 ７３ページ、勤労者総合福祉センター管理一般経費は、一般財団法人更埴地域勤労者共済会

への建物等施設管理委託に係るものであります。 

 次に、款６農林水産業費、項１農業費、目１農業委員会費として、農業委員会一般経費で委

員１６名分の人件費等の経費、７４ページの農業者年金業務では、加入推進に向けた経費など

を計上いたしました。 

 ７５ページの目２農業総務費については、職員の人件費、農業用廃プラスチック処理に係る

補助金を計上しています。 

 ７６ページにかけて、目３農業振興費、農業振興一般経費の主なものは、農業を営むのに厳

しいと認められた地区について、営農を支援する中山間地域直接支払事業補助金や東信農業共

済組合が運営する家畜診療所に係る分担金など、農業振興に係る各種補助金や若手農業者に対

しての青年就農給付金を８名分計上いたしました。 

 また、新たにワインブドウの苗木を導入した担い手農家等に対しワインぶどう産地化補助金

を、利用権を設定して農地の集積を行う認定農業者等に対して農地活性化奨励金を新たに計上

させていただきました。 

 また、７７ページにかけた地域営農推進事業では、アグリサポート事業などを行う農業支援
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センターへの補助や農産物直売所への補助等を計上しています。 

 続いて需給調整推進対策事業につきましては、経営所得安定対策を推進するため、坂城町農

業再生協議会に交付する水田の転作推進補助及び事務費であります。農振地域整備促進事業は、

必要に応じて年２回をめどに開催する協議会の委員報酬及び農業振興地域整備計画の実施と推

進に係る経常的予算であります。 

 続いて、農地銀行活動促進事業では、ファミリー農園の農地借上料、農産物加工施設管理費

では、光熱水費が主な計上内容です。 

 ７８ページにかけた、さかきブランド推進事業につきましては、ねずみ大根キャラクターの

ねずこんや、地域の資源を活用した特産品を広くＰＲするための予算を計上させていただきま

した。 

 さかきワイナリー形成事業につきましては、試験圃場の管理に伴う作業員の賃金、原材料費

のほか、五里ヶ峰作業用トンネルを利用したワイン貯蔵実証検討等の費用を計上いたしました。 

 次の７９ページにかけての有害鳥獣対策事業につきましては、有害鳥獣駆除対策協議会の委

員報酬、わなの設置等駆除に係る委託料や予防施設設置に対する補助金のほか、県の補助を活

用し地域と連携して侵入防止柵を設置するとともに、集落ぐるみで捕獲を行う捕獲隊の経費を

予算計上いたしました。 

 ８０ページにかけて、目５農地費、農地一般経費では、六ヶ郷用水組合負担金、土地改良事

業償還金３７件、埴科郡土地改良区の負担金などとなっております。 

 農道等基盤整備町単事業は、農道等の整備、維持、補修費であります。町単補助事業は、地

域で実施する用水路や農道等の整備に対する補助金、原材料費を計上いたしました。 

 農地水環境保全向上対策事業費は、国の補助事業で地域ぐるみで農地や水を守る効果の高い

共同活動と環境保全に向けた活動への支援を行うもので、平成２４年度から２８年度の５年事

業として活動組織上平緑の里への交付金を計上しているものです。 

 次の県営かんがい排水事業につきましては、現在進められている六ヶ郷用水改修及び埴科用

水路改修事業に向けた県への事業負担金を計上いたしました。 

 ８１ページにかけての農地水保全管理支払交付金については、これまで農地水環境保全向上

対策事業として取り組んできた農地、農業用水等を保全管理する活動に加え、水路や農道等の

補修、更新等を行う集落に対し支援する経費を計上いたしました。 

 農村地域防災減災事業につきましては、地震防災の緊急対策として、ため池の一斉点検を実

施し、被害の発生を未然に防止するための調査委託費を計上いたしました。 

 ８２ページにかけての項２林業費、目１林業総務費、林業総務一般経費でありますが、主な

内容は職員の給与等の経費と森林整備に対する補助金や森のエネルギー推進事業としてペレッ

トストーブ購入に対する補助金等の経費を計上させていただいております。 
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 目２林業振興費の松くい虫防除対策事業につきましては、今年度２５年度に引き続き住民の

健康に対する配慮として、リスクコミュニーションの強化を図るとともに、長野県防除実施基

準に基づき安全性を十分考慮した空中散布、無人ヘリによる防除対策や伐倒駆除、樹幹注入、

枯損木の処理などの対策を総合的、複合的に実施してまいります。町有林管理事業は、林業委

員１０名の報酬、作業員の賃金などであります。 

 ８３ページの特用林産振興事業は、中之条の新幹線横坑入り口に整備した原木キノコ栽培施

設の光熱水費とお～い原木会へ交付する特用林産振興補助金であります。 

 目３林道事業費、林道事業一般経費は、作業員の賃金や重機借り上げ、補修工事費などと

なっております。 

 ８４ページ、款７商工費、項１商工費、目１商工総務費、商工総務一般経費ですが、これは

人件費と中小企業能力開発学院、テクノセンターへの職員派遣補助が主なものです。 

 目２商工振興費ですが、８５ページにかけて商工振興一般経費で中小企業の設備投資等に対

する商工業振興補助金、また商工会経営改善普及事業補助金、商工会まちづくり事業補助金等

を計上しています。また、報償費として永年勤続者表彰記念品とものづくり技能表彰記念品を

計上いたしました。 

 次の中小企業対策事業では、中小企業の経営安定を図るため、保証料補給金や中小企業振興

資金貸付預託金を計上させていただきました。 

 ８６ページにかけて、中心市街地活性化事業では、株式会社まちづくり坂城へ委託する管理

業務委託など、中心市街地コミュニティセンター及びけやき横丁に係る経費が主なものとなっ

ております。 

 次に８７ページにかけて、目３観光費、観光一般経費では、観光案内サインの整備、各地域

の桜並木の維持管理作業への謝金、葛尾遊歩道や狐落城遊歩道等の整備委託、観光推進団体へ

の負担金を計上いたしております。また、町民まつりを実施すべく予算を計上させていただい

ております。 

 次に、目４商工企画費であります。８８ページにかけて商工企画一般経費では、テクノさか

き工業団地組合、産学官連携研究会や国際産業研究推進協議会への補助金、２年目を迎える坂

城町コトづくりイノベーション補助金のほか、坂城町の工業を紹介するパンフレットの作成費

用を計上しております。工業団地整備事業では、テクノさかき工業団地内の外灯の電気料を、

さかきテクノセンター支援事業では、運営補助のほか、３Ｄプリンター、３次元測定器等試験

機器の整備に伴う補助、また秋に開催する（仮称）「さかきものづくり展」への補助金を計上

いたしました。 

 ８９ページにかけての鉄の展示館管理一般経費は、経常的な経費のほか、企画展にかかわる

展示物の保険料となっています。今年は、新年度におきましては、坂城町及び町出身で活躍し
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ている現代作家たちの作品を紹介する展覧会「ＳＡＫＡＫＩの美術家７人展」や全国の刀匠や

刀職者がわざを競う「第５回新作日本刀・刀職技術展覧会」を、そして１０回目の節目を迎え

ます古雛まつりを開催する予定でございます。 

建設課長（青木君） ８９ページから９０ページにかけまして、款８土木費、項１土木管理費、

目１土木総務費につきましては、職員の人件費が主な内容でございます。 

 ９１ページ、項２道路橋梁費、目１道路橋梁総務費は、需用費では光熱水費、道路橋梁など

の道路照明灯の電気料、１３委託料では町道認定廃止、改良に伴う道路台帳などの保守管理に

係る委託経費、１５の工事請負費はガードレール、カーブミラーなどの交通安全施設の設置工

事、そして節９負担金補助及び交付金では各区が実施する土木工事への補助事業でございます。 

 ９２ページにかけての目２の道路維持費は、町道の清掃、除草等に係る委託料、道路ストッ

ク総点検に伴う測量設計委託、維持補修に係る小規模工事、補修に係る原材料費の計上でござ

います。この道路ストック総点検は町道の主要幹線の舗装状況を調査し、全面的な大規模補修

をする際、国の交付金による財政措置が受けられるものでございます。 

 ９２ページ、目３道路新設改良費につきましては、道路改良事業Ａ０１号線金井工区及び若

草橋以南の酒玉工区に係るものが主なもので、用地補償に係る調査委託のほか、工事費、用地

代、移転補償費が計上してございます。 

 続いて目４橋梁新設改良費につきましては、平成２４年度に策定した橋梁長寿命化修繕計画

に基づき、産経大橋と金井橋の調査設計、昭和橋の修繕工事を実施する事業費でございます。 

 ９３ページ、河川費、項３河川費、目１河川総務費は河川愛護団体の補助金、目２河川改良

費は水路等の補修、しゅんせつ工事費のほか、夏の豪雨対策として水路の改修工事を実施する

工事費でございます。 

 ９３ページから９５ページにかけての項４住宅費、目１住宅管理費は職員の人件費のほか、

町営住宅及び改良住宅に係る維持管理経費でございます。また２５年度より３カ年計画で実施

している横尾団地の水洗化事業工事及び住宅リフォーム補助事業、また新たに公営住宅横尾団

地の手すりの設置工事を実施するものでございます。 

 続いて目３住宅・建築物耐震改修事業費は、一般木造住宅の耐震診断及び耐震補強工事に係

る補助金の計上でございます。 

 ９６ページにかけての項５都市計画費、目１都市計画総務費は都市計画に事務事業に係る職

員の人件費が主なものでございます。目３下水道費は、下水道事業特別会計の繰出金でござい

ます。 

 続きまして、９７ページにかけての公園管理費のうち公園管理一般経費は、びんぐしの里公

園、和平公園など、公園緑地の管理経費で、主なものは委託料では指定管理制度による株式会

社坂城町振興公社への委託と、都市公園長寿命化計画策定委託費、遊具施設の保守点検業務、
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工事請負費では公園施設の維持補修工事を計上してございます。都市公園長寿命化計画を策定

することによりまして、今後、公園の大規模改修を行う際に国の交付金による財政措置が受け

られるものでございます。 

 ９７ページ、花と緑のまちづくり事業はさかき千曲川バラ公園の維持管理経費及び整備工事

と都市緑化に係る原材料費、そして第９回ばら祭り実行委員会への補助金が主なものでござい

ます。 

 ９８ページから９９ページにかけての項６高速交通対策費、目１高速交通総務費は委託料で

は坂城駅及びテクノさかき駅の管理委託業務と循環バスの運行委託業務、節１４使用料及び賃

借料では、現在使用しております循環バス２台のうち１台を新しくリースするための貸借料で

ございます。 

 １５工事請負費は、駅周辺のバリアフリー化の工事、１６９系電車への電気引き込み工事な

どで、節１９負担金補助及び交付金では、しなの鉄道軌道安全輸送整備等負担金が主なもので

ございます。 

 続きまして、目２高速交通対策整備事業費は、渇水対策事業として設置した井戸ポンプの光

熱水費が主なものでございます。 

 １００ページにかけての項７地籍調査費、目１地籍調査事業費につきましては四ツ屋地籍を

主な調査区とする坂城３区に係る登記に係る経費でございます。 

住民環境課長（金子君） １００ページ、款９消防費、項１消防費、目１常設消防費は千曲坂城

消防組合及び消防防災航空隊に係る負担金でございます。千曲坂城消防組合の負担金額は前年

度とほぼ同額となっております。 

 １０１ページにかけての目２非常備消防費は、消防団員の活動に係る経費で主なものは団員

報酬、退職報償金、分団運営補助金、出動交付金、埴科消防協会負担金等でございます。節

１１の消耗品費は新入団員補充用のはっぴ、活動服等でございます。 

 続きまして１０２ページ、目３消防施設費は消防施設、機械器具の整備、維持管理に係る経

費で、主なものは食料費として災害時用の備蓄食料品の更新、詰所の光熱水費、消防車両・ポ

ンプの修繕料、節１５工事請負費は防火水槽の修理、節１８備品購入費は消防用ホース及び器

具箱等の購入、節１９は消火栓工事負担金でございます。 

建設課長（青木君） １０２ページから１０３ページにかけての目４水防費でございますが、こ

れは水防用備蓄資材の購入及び機材の修繕経費でございます。 

教育文化課長（柳澤君） 続きまして、１０３ページからの款１０教育費について申し上げます。 

 項１教育総務費、目１教育委員会費は、教育委員の報酬及び郡市の教育委員会連絡協議会等

の負担金が主なものです。 

 １０４ページにかけての目２事務局費の一般経費は特別職、一般職の人件費や教育コーディ
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ネーターを配置しての教育相談、就学相談委員会を運営する経費などを計上しています。 

 １０５ページ、教育振興事業では高校生、大学生への奨学金、クラブ活動補助、小学校

１４０周年記念事業補助、特色ある学校づくり交付金が主なものです。小中学生国際交流事業

としては、当町と友好関係にある中国上海市実験小学校との教育交流について訪中の計画をす

るとともに、国際交流村事業として小学生を対象に外国人等との交流会を行い、外国文化や自

国の文化、コミュニケーションの重要さを学習します。 

 １０６ページ、私立幼稚園補助事業は、町内に住所を有し私立幼稚園に通園する園児の就園

奨励としての補助事業や町内の幼稚園の振興補助事業を実施いたします。教員住宅管理事業は、

町内教員住宅に係る修繕費等が主なものでございます。 

 学力向上事業では、学力検査を実施して結果の分析と改善の方向づけを行い、授業実践等を

通して生きる力と基礎学力の向上を図ります。あわせて、体力調査を行いバランスのよい体力

づくりの指導を行うとともに、クラスの状況を分析し学級運営の向上を図ります。問題を抱え

る子ども等自立支援事業は、不安や悩みを持つ子供たちに学習指導をしたり相談、支援の活動

を行うことに要する経費で、大峰教室指導員の賃金が主なものです。児童生徒支援事業は、発

達障害や教室で授業を受けることが困難な児童・生徒などへの支援、医療ケアの必要な児童へ

の支援を行うための賃金を計上したところでございます。 

 １０７ページ、項２小学校費、目１小学校総務費、一般経費は、職員の人件費のほか、新た

に小学校の英語教育拡充を図るため、ネイティブスピーカーの英語指導講師を配置する経費を

計上しております。校舎等の改修は、村上小学校のプールろ過設備の修繕工事に係る費用が主

なものでございます。 

 南条小学校建設事業は、平成２６年度と２７年度の２カ年にわたり建設工事を進める計画で、

節１３の工事監理委託料と節１５建設工事請負費用が主なものでございます。２６年度におい

ては、入札手続後、音楽堂の工事を進め内装施工までを目途とし、その他の低学年棟、中高学

年棟、管理棟につきましては、２階の軀体工事までを予定しております。 

 １０８ページ、目２南条小学校管理費は、学校運営及び校舎設備の維持管理のための経常的

経費で、以下管理費につきましては、各小学校ともほぼ同じ内容でございますので、南条小学

校について申し上げます。節１報酬は学校医、薬剤師の報酬です。節１１需用費は清掃、保健、

プール等の消耗品や燃料、電気、水道、校舎修理に係る経費です。節１３委託料は警備保障、

電気保安等の設備管理と児童の心電図などの健康診査の委託料及び学校庁務の業務委託料と

なっております。節１８備品購入費では加湿器など学校備品を計上いたしました。 

 続いて、目３南条小学校教育振興費ですが、教育振興費につきましても各小学校ともほぼ同

じ内容ですので、南条小学校で説明させていただきます。教育振興費は教科学習に係る費用が

主なもので、節８報償費は講師の謝礼、そのほか節１１需用費では教科学習用の消耗品、節
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１８備品購入につきましては、教材用品などを計上しております。節２０扶助費は就学援助費、

特別支援教育就学奨励費となっております。 

 １１２ページをご覧いただきたいと思います。項３中学校費、目１中学校総務費は英語指導

講師、情報機器等保守に係る委託料が主なものです。続いて目２学校管理費は小学校同様学校

の運営、校舎設備の管理のための経常的経費を計上しております。 

 １１３ページ、１１４ページの目３教育振興費、節１１需用費は教科学習の消耗品、各教科

の教材備品の修理、購入が主なものです。節１８備品購入費では理科実験用備品のほか、各教

科で使用する教材用品等が主なものであります。節２０では就学援助費等となっております。 

 次に、１１５ページにかけての項４社会教育費、目１社会教育総務費について申し上げます。

総務一般経費は社会教育委員、生涯学習審議会委員の報酬、職員人件費のほか、節１９負担金

補助及び交付金では文化協会、婦人会、千曲川坂城陣太鼓保存会、びんぐしの里薪能などへの

補助金でございます。 

 １１６ページ、文化の館事業では報償費としてお茶会等の講師謝礼、庭木手入れの役務費、

休日、夜間の警備委託費、駐車場の借上料等でございます。 

 １１７ページにかけての目２公民館費、公民館一般経費では節１報酬は館長、副館長、分館

役員の報酬のほか、節１９負担金及び交付金は、各分館活動費として２７区への補助金が主な

ものでございます。 

 各種公民館事業では、文化講座の開催、納涼音楽会、成人式、文化祭、席書大会等、また健

康や体力の増進に関する事業では、春のスポーツ大会、町民運動会、分館対抗球技大会などを

計画し、その講師謝礼、記念品、参加賞等を予定しています。公民館報は、年３回発行の予定

であります。分館施設整備補助事業は、分館活動の基盤となる地区公民館の整備補助を行いま

す。２６年度は、６分館の整備を予定しております。 

 １１８ページの目３図書館費では、図書館一般経費において節１図書館長の報酬、節７臨時

職員の賃金のほか、節８報償費は図書館講座に係る講師謝礼、節１３委託料では館内清掃委託、

電気保安点検等施設の維持管理委託、節１８備品購入では、一般図書の購入を計上しておりま

す。 

 １１９ページ、上田地域広域図書館情報ネットワークシステム事業は、機器の保守管理、賃

借料等が主なものでございます。 

 目４文化財保護費について申し上げます。文化財保護一般経費の節１報酬は、文化財保護審

議会委員及び文化財調査委員の報酬、節７賃金は一般事務、発掘、整理作業等の賃金、また負

担金補助では文化財の保護、伝統芸能の保存継承等のための保存団体、無形文化財保持者等へ

の補助金でございます。 

 １２０ページでございます。坂木宿ふるさと歴史館管理一般経費は、施設の管理運営に係る
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費用が主なものでございます。 

 １２１ページ、埋蔵文化財発掘調査事業では、開発行為に伴う立会調査、試掘調査、出土品

の保存処理などを予定しております。大木久保遺跡Ⅱ発掘調査事業では、南条小学校建設事業

に伴い新校舎建設予定地の埋蔵文化財の発掘調査を行ってまいります。 

 １２２ページになります。目５資料館管理費は、各種学校、歴史民俗資料館の管理運営に係

る費用でございます。目６文化センター管理費は、文化センターの維持管理に係るものが主な

ものでございます。節１３委託料では宿日直、清掃、ボイラー業務のシルバー人材センターへ

の委託や、エレベーター、電気保安、浄化槽等施設管理に係る委託等でございます。 

 次に１２３ページ、目７青少年育成費では子ども会リーダー研修会、ウオークラリー大会の

開催、通学合宿などに支援をしてまいります。節１９負担金では青少年を育む町民会議への補

助が主なものとなっております。 

 目９生涯学習振興費では、「いつでも、どこでも、だれでも」をテーマにさかきふれあい大

学を運営し、生涯学習の推進に努めてまいります。教養講座、専門講座等の講師謝礼、演奏会

等に係る費用が主なものでございます。２６年度につきましても、秋の文化祭に合わせてコン

サートを計画しているところでございます。 

 １２４ページ、項５保健体育費、目１保健体育総務費、総務一般経費はスポーツ推進委員等

への報酬や更埴地区スポーツ推進委員協議会等への負担金、町体育協会、スポーツ少年団への

補助が主なものです。各種スポーツ教室開設事業では、節８報償費では教室参加賞やスキー、

スノーボード教室などのスポーツ教室指導者謝金でございます。 

 １２５ページ、体育施設整備事業では、節１３委託料はグラウンド等体育施設の整備委託費、

節１４使用料は体育施設用地の借上料、節１５工事請負費は千曲運動場の整備費用などが主な

ものでございます。目２武道館管理費は、指導者賃金のほか施設の管理費が主なもので、中学

校の剣道部、体育協会スポーツ少年団の剣道、なぎなた等の練習の場として活用されています。 

 続いて１２６ページ、１２７ページの目３食育・給食センター運営費は、運営委員の報酬、

職員の人件費のほか、節１１需用費では調理用の消耗品、小中学校の給食賄材料費が主なもの

です。節１３委託料では、ボイラー管理、給食の配送、調理業務等の委託料が主なものです。

児童・生徒に栄養バランスのとれた安心・安全な給食を提供するとともに、食育・学校給食セ

ンターとして、子供たちへの食育や子育て世代を中心に広く町民の方々に食の大切さの意識を

広げて住民の健康づくりや地域食材の利用拡大につながる活用を図ってまいりたいと考えてお

ります。小中学校の年間給食日数は、小学校が２０５日、中学校が２０２日、１日当たり

１，３５６食を予定しております。 

財政係長（臼井君） 続きまして、１２７ページから１２８ページにかけての款１２公債費でご

ざいます。主に、長期債の元金とその利子の償還でございます。公債費全体で前年度対比マイ
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ナス４．４％、３，４５４万２千円の減となっております。 

 最後に１２８ページの款１４予備費につきましては、予期しない支出に備えるものでござい

ます。前年度と同額の１千万円の計上となっております。 

 以上、歳出総額は６０億６００万円で、性質別の内訳では、投資的経費について南条小学校

建設工事に伴い教育費に係る普通建設事業費が増額となったことから、前年度を比べ大きなプ

ラスとなっており、２億３，５８４万３千円の増額。人件費、扶助費及び公債費に係る義務的

経費が前年度対比マイナス０．４％、１，０８３万７千円の減額。物件費、繰出金、補助金等

に係るその他経費につきましては、消費税率改定の影響などによりプラス４．７％、１億

２，４９９万４千円の増額となっております。 

 以上で、平成２６年度坂城町一般会計予算の詳細説明を終わらせていただきます。 

議長（柳澤君） 以上で議案第９号「平成２６年度坂城町一般会計予算について」の各課長等に

よる詳細説明が終わりました。 

 次に、議案第１０号以下、議案第１５号までの特別会計予算について各課長等の詳細説明を

求めます。 

 初めに議案第１０号「平成２６年度坂城町有線放送電話特別会計予算について」。 

まちづくり推進室長（中村君） 議案第１０号「平成２６年度坂城町有線放送電話特別会計予算

について」ご説明申し上げます。 

 本予算につきましては、歳入歳出それぞれ３，６７１万５千円を計上いたすもので、前年度

に対し１９１万４千円、５％の減でございます。 

 歳入歳出事項別明細書の３ページからご説明申し上げます。歳入のうち款１分担金及び負担

金、項１負担金、これは新規加入負担金と加入や移設等による工事負担金であります。款２使

用料及び手数料、項１使用料でありますが、一般加入２，６７０台、スピーカー加入２００台

の有線放送電話使用料であります。 

 ４ページ項２手数料、これは広告放送料が主なものであります。款３財産収入、項１財産運

用収入は有線放送電話設備基金に係る利子でございます。款４繰入金、項１他会計繰入金は、

町からのお知らせ等の放送料相当分に係る一般会計からの繰り入れでございます。 

 ５ページ、款６諸収入については、項１預金利子と項２雑入で、主にインターネットのアク

セスポイントの使用料でございます。 

 続きまして６ページからの歳出についてご説明いたします。 

 款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費の主なものは職員の人件費と有線放送事業に

係る消費税を計上しております。目２文書広報費は有線の事務的経費でございます。 

 ７ページ、目３財産管理費は、有線施設維持管理に関する経費の計上であります。主なもの

は節１１需用費は有線施設の電気料、修繕料であります。節１３委託料は、機器等の設備保守
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点検経費でございます。節１４使用料及び賃借料は、中部電力、ＮＴＴ等への電柱共架料及び

電柱敷地の借上料等でございます。節１５工事請負費は有線放送施設の支所移転等に係る工事

費の計上で、節１９負担金補助及び交付金につきましては、特別会計に携わる一般職の人件費

相当を一般会計へ負担するものでございます。節２５積立金は将来に向け、設備基金を積み立

てるものでございます。 

 以上、平成２６年度坂城町有線放送電話特別会計予算の詳細説明を終わります。 

議長（柳澤君） 次に議案第１１号「平成２６年度坂城町国民健康保険特別会計予算について」。 

福祉健康課長（天田君） 議案第１１号「平成２６年度坂城町国民健康保険特別会計予算につい

て」ご説明申し上げます。 

 本予算につきましては、加入者の高齢化や医療技術の高度化などにより、保険給付費等の増

加が見込まれる中、平成２５年度の実績等を勘案し１７億２，３７６万６千円を計上いたしま

した。予算に関する説明書の３ページから主なものについて、ご説明をいたします。 

 初めに歳入について申し上げます。款１国民健康保険税は医療費分後期高齢者医療への支援

分、介護保険第２号被保険者の納付金分を一般被保険者、退職被保険者ごとに計上し、国保税

全体で３億３，１２１万円、前年度比２．６％の減となっております。 

 ４ページ、款４国庫支出金、項１国庫負担金、目１療養給付費等負担金につきましては、

２億３，５７０万円、前年度比１．２％の減となっております。目２高額医療費共同事業負担

金でございますが、高額医療の発生による財政への影響を緩和するために、県単位で国保連合

会が中心となり実施する共同事業への拠出金について４分の１の国庫負担を受けるもので、前

年度比３．８％増の９３７万６千円を計上しております。目３特定健康診査等負担金につきま

しては、特定健康診査、特定保健指導に係る国からの負担金について基準額の３分の１の

１９１万７千円を計上しております。 

 ５ページ、項２国庫補助金、目１財政調整交付金につきましては、普通及び特別調整交付金

があり、市町村間の不均衡を考慮して交付されるもので、６，４６０万８千円、前年度比

１．５％の減を見込んでおります。 

 款５療養給付費交付金でございますが、これは退職被保険者等の療養給付費等について社会

保険診療報酬支払基金から交付されるもので、１億７，１２１万７千円、前年度比６．８％の

減を見込んでおります。 

 款６前期高齢者交付金につきましては、６５歳以上の加入者の医療費について保険者間の調

整により費用負担を行うため、６５歳以上の方の加入率が全国平均を上回る保険者に対し社会

保険診療報酬支払基金を通じ交付されるもので、５億８，４０３万２千円、前年度比９．６％

の増を見込んでおります。 

 ６ページ、款７県支出金、項１県負担金、目１高額医療費共同事業負担金と目２特定健康診
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査等負担金につきましては、４ページの国の事業と同一の県の事業であります。項２県補助金、

目１県調整交付金につきましては、５ページの国の事業と同一の県の事業で、６，６２８万

８千円、前年度比２．１％の減を見込んでおります。 

 款８共同事業交付金のうち、目１高額医療費共同事業交付金は、高額な医療費が国庫財政に

与える影響を緩和するため連合会より交付されるもので、国、県がそれぞれ４分の１、町が

２分の１を負担する共同事業となっております。目２保険財政共同安定化事業交付金につきま

しては、市町村間の国保税の平準化と財政の安定化を図るため、県単位で行われる共同事業で

１億３，１４０万８千円、前年度比２．６％の減となっております。 

 ７ページ、款１０繰入金、項１他会計繰入金、目１一般会計繰入金につきましては、

５，９００万円を計上いたしました。低所得者に係る保険税軽減分や出産育児一時金繰入金な

どの法定分について繰り入れを行うものであります。８ページ、項２基金繰入金につきまして

は、１，９１１万４千円を計上しております。 

 続きまして、歳出について申し上げます。 

 １０ページから１１ページにかけての款１総務費は、賦課徴収費など合計８３２万４千円を

計上しております。 

 １２ページ、款２保険給付費、項１療養諸費、目１一般被保険者療養給付費につきましては、

前年度比１．９％増の９億３，６５０万７千円を計上しております。目２退職被保険者等療養

給付費は、前年度比０．６％減の１億３，１１７万４千円でございます。 

 １３ページ、目３一般被保険者療養費は、前年度比０．４％増の１，５６０万円、１４ペー

ジ、目４退職被保険者等療養費につきましては、前年度比６．８％減の２１３万６千円でござ

います。項２高額療養費、目１一般被保険者高額療養費は、前年度比３．３％増の１億

１，０７５万１千円、１５ページ、目２退職被保険者等高額療養費につきましては、前年度比

８．９％減の１，９５４万９千円でございます。 

 １６ページ、項５出産育児諸費、目１出産育児一時金は１８人分の出産一時金として

７５６万円を、１７ページ、項６葬祭諸費、目１葬祭費につきましては、３６人分の１８０万

円をそれぞれ計上しております。 

 １８ページにかけて款３後期高齢者支援金等、項１後期高齢者支援金等、目１後期高齢者支

援金につきましては、後期高齢者に係る医療費に対して加入者数に応じた支援を各保険者が行

うもので、国保会計からの支援につきましては２億６０９万円、前年度比３．４％の減でござ

います。 

 １９ページ、款６介護納付金につきましては、第２号被保険者の負担分としての納付金

８，７７９万９千円でございます。 

 款７共同事業拠出金、項１共同事業拠出金、目１高額医療費拠出金は前年度比３．８％増の
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３，７５０万６千円でございます。高額療養費拠出金の財源は国、県からそれぞれ４分の１の

負担金がございます。 

 ２０ページ、目２保険財政共同安定化事業拠出金は、市町村間の保険料の平準化、財政の安

定化を図るための事業で、前年度比２．６％減の１億３，１４０万９千円でございます。 

 款８保健事業費、項１特定健康診査等事業費、目１特定健康診査等事業費でございますが、

集団による健診のほか、夜間、休日の健診や個別健診、さらに第２次健診、人間ドック等の実

施に係る経費として１，３６８万９千円を計上いたしました。きめ細かな健診体制の整備を図

り、加入者の健康の維持、増進に努めてまいります。 

 ２１ページ、目１特定保健指導事業費につきましては、健診の受診結果に基づく指導や積極

的・動機づけ支援を行い、生活習慣病などによる疾病の重度化を防ぎ、健康で生き生きとした

生活を保つことにより、医療費の抑制や負担の軽減を図るもので、これらに係る経費として

１５２万２千円を計上いたしました。 

 以上で、平成２６年度坂城町国民健康保険特別会計予算の詳細説明を終わります。 

議長（柳澤君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午後 ２時３２分～再開 午後 ２時４２分） 

議長（柳澤君） 再開いたします。 

 次に、議案第１２号「平成２６年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計予算に

ついて」。 

企画政策課長（荒川君） 議案第１２号「平成２６年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業

特別会計予算について」ご説明申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額につきましては２９９万円であります。歳入歳出予算事項別明細書の

３ページ、歳入からでありますが、款２繰越金につきましては、科目存置、款３諸収入、項

１貸付金元利収入、目１住宅新築資金等貸付金元利収入につきましては、新築資金、改修資金、

住宅取得資金、宅地取得資金に係る貸付金の元利収入であります。 

 次に４ページの歳出であります。款１住宅新築資金等貸付事業、項１総務費、目１貸付事業

総務費は、本会計の経常的な経費であります。 

 款２公債費、項１公債費につきましては、目１元金で長期債定期償還元金、目２利子では、

長期債定期償還利子の計上であります。 

 続きまして５ページ、款３諸支出金、項１他会計繰出金では、一般会計への繰出金の計上で

あります。 

 以上をもちまして、詳細説明といたします。 

議長（柳澤君） 次に、議案第１３号「平成２６年度坂城町下水道事業特別会計予算について」。 

建設課長（青木君） 議案第１３号「平成２６年度坂城町下水道事業特別会計予算について」ご
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説明申し上げます。 

 本予算につきましては、歳入歳出それぞれ６億７，７４０万７千円を計上いたすもので、歳

入歳出予算事項別明細書の３ページから順次ご説明申し上げます。 

 款１分担金及び負担金、項１負担金、目１下水道負担金でございますが、これは下水道事業

の建設費の一部を受益者の皆様にご負担いただくもので、平成２２年度以降に賦課した分納分

と供用開始区域の拡大に伴い、新たに平成２６年度において賦課する一括納付分及び分納分を

見込んでございます。 

 款２使用料及び手数料、項１使用料、目１下水道使用料につきましては、整備区域の拡大に

伴い、前年比１，５００万円増の１億２，０１０万円を見込んでございます。項２手数料、目

１下水道手数料でございますが、下水排水設備指定工事店の更新及び新規登録の手数料でござ

います。 

 続きまして４ページ、款３国庫支出金、項１国庫補助金、目１下水道費国庫補助金は、汚水

処理施設整備交付金で地域再生計画に基づくもので、５千万円を見込んでございます。 

 款４県支出金、項１県負担金、目１下水道費県負担金は、県道工事に伴う下水道施設移設工

事の負担金の科目存置でございます。 

 款５繰入金、項１他会計繰入金、目１一般会計繰入金は３億円を見込んでございます。 

 款６繰越金及び５ページの款７諸収入のそれぞれの項目は、該当があった場合の科目存置で

ございます。 

 款８町債、項１町債、目１下水道事業債は、公共下水道の交付金事業及び単独事業に係る起

債９，２５０万円と流域下水道事業の負担金に係る起債１，７２０万円を見込んでございます。 

 続きまして、６ページからの歳出でございますが、款１総務費、項１総務管理費、目１一般

管理費の主なものは、受益者負担金前納報奨金７００万円と下水道事業者として使用料等に賦

課される消費税１，５００万円でございます。 

 ６ページから７ページにかけての款２下水道費、項１下水道事業費、目１施設管理費は下水

道施設の維持管理に係る経費として、施設の光熱水費、修繕料、下水道使用料の賦課管理シス

テム等の保守委託料、県営水道の使用料により下水道使用料金を算定するためのシステム使用

料、千曲川流域下水道上流処理区の維持管理負担金が主なものでございます。 

 ７ページから９ページにかけての目２公共下水道事業費は、職員の人件費のほか、公共下水

道整備に係る事業費で、節１３委託料では下水道工事の設計施工監理の業務委託及び南条地区

の実施設計の測量委託費でございます。節１５工事請負費は本年度追加認可された南条地区の

整備を予定し、２６年度は南条小学校に係る整備を計画してございます。節２２補償補塡及び

賠償金は管渠工事に伴う上水道管などの埋設物の移転補償経費でございます。 

 ９ページ、目３流域下水道費は、千曲川流域下水道上流処理区の整備に係る事業負担金でご
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ざいます。 

 ９ページから１０ページにかけての款３公債費、項１公債費につきましては、これまでの公

共下水道事業及び流域下水道事業の建設投資に係る償還金で、目１では元金を、目２では償還

金利子及び一時借入金利子分を計上してございます。 

 款４諸支出金、項１他会計繰出金、目１一般会計繰出金は平成２５年度の事業決算による繰

越金を一般会計へ繰り出すための科目存置でございます。 

 款５予備費につきましては、前年度と同額としてございます。 

 以上で、平成２６年度坂城町下水道事業特別会計の詳細説明を終わります。 

議長（柳澤君） 次に、議案第１４号「平成２６年度坂城町介護保険特別会計予算について」。 

福祉健康課長（天田君） 議案第１４号「平成２６年度坂城町介護保険特別会計予算について」

ご説明申し上げます。 

 本予算は、平成２４年度から２６年度を事業実施期間とする第５期介護保険事業計画におい

て策定いたしました給付見込額を基本とし、平成２５年度の給付実績等を勘案いたしまして、

１３億４，８４２万９千円を計上いたしました。これは平成２５年度当初予算と比較して

８，６２７万８千円、約６．８％の増でございます。高齢者人口の増加に伴い、要介護者、要

支援者の増加と地域密着型特別養護老人ホームが新た開所することによる介護給付費等の増加

を見込んだものでございます。 

 予算に関する説明書の３ページからの主なものについてご説明いたします。 

 初めに歳入について申し上げます。款１保険料、項１介護保険料につきましては、６５歳以

上の第１号被保険者の介護保険料として、前年度比６．１％増の２億６，４８０万１千円を計

上いたしました。 

 ３ページから４ページにかけて、款３国庫支出金につきましては、保険給付における国庫負

担金、調整交付金及び地域支援事業の交付金をそれぞれ計算し、合わせまして３億

１，０５７万５千円でございます。 

 款４支払基金交付金は、保険給付費の２９％に相当する交付金と地域支援事業の交付金、合

計３億８，２６４万円でございます。 

 ５ページになります。款５県支出金は保険給付費のおおむね１２．５％に相当する１億

８，７４２万３千円と地域支援事業交付金３０７万４千円を合わせまして１億９，０４９万

７千円でございます。 

 ６ページ、款７繰入金、項１一般会計繰入金は保険給付費の町負担分、おおむね１２．５％

と地域支援事業の町負担分及び要介護・要支援認定審査会等の事務費分を合わせて、１億

８，５００万円を、項２基金繰入金は第１号被保険者の保険料の軽減を図るため、町介護保険

支払基金から１，４７６万９千円を繰り入れるものでございます。 
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 続きまして、歳出について申し上げます。 

 ８ページ、款１総務費は介護保険システム保守、保険料の賦課徴収に関する経費、要介護・

要支援認定に関する経費、介護保険制度の普及、介護保険運営協議会に要する経費などでござ

います。 

 １０ページからの款２保険給付費は、総額１３億１，１６０万円で前年度比６．８％増の予

算を計上してあります。内訳でございますが、項１介護サービス等諸費として、要介護１から

５と認定された方が利用する保険給付分、計は１７ページになりますが、１２億１３４万円を、

項２介護予防サービス等諸費として要支援１・２に認定された方が利用する保険給付分、計は

２２ページになりますが３，９４８万円を、項３その他諸費は長野県国民健康保険団体連合会

へ支払う審査支払手数料１３０万円を。 

 ２３ページから２４ページ、項４高額介護サービス等費として、利用者のサービス利用額が

限度額以上となった場合に給付する費用２，２０６万円を、２５ページから２６ページ、項

５高額医療合算介護サービス等費として、１年間の医療と介護の利用者負担が高額になった場

合に支給する費用４００万円を、項６特定入所者介護サービス等費では、施設利用者に係る食

費、居住費等の自己負担分について利用者の所得に応じ、その自己負担分を軽減し保険給付を

補うもので、その費用として計は２８ページになりますが、４，３４２万円を計上いたしてあ

ります。 

 ２９ページからの款５地域支援事業費は、要介護等の認定を受けない高齢者の方々に対し、

行う事業として、３０ページにかけて項１介護予防事業費に７８４万９千円を、３１ページか

ら３２ページの項２包括的支援事業、任意事業費として１，０５９万８千円を計上いたしまし

た。 

 以上で、平成２６年度坂城町介護保険特別会計予算の詳細説明を終わります。 

議長（柳澤君） 続いて、議案第１５号「平成２６年度坂城町後期高齢者医療特別会計予算につ

いて」。 

福祉健康課長（天田君） 議案第１５号「平成２６年度坂城町後期高齢者医療特別会計予算につ

いて」ご説明申し上げます。 

 後期高齢者医療制度の運営につきましては、保険料の算定、医療費等の給付を長野県後期高

齢者医療広域連合が行っており、保険料の徴収、被保険者証の交付、療養費等の申請受け付け

の窓口業務を町が行っております。 

 保険料の徴収につきましては、特別会計を設置する中で、収納業務を行い、徴収した保険料

を医療広域連合へ納付しております。関係予算として１億７，１１９万４千円を計上いたしま

した。これは平成２５年度当初予算と比較して１０．５％の増となっております。 

 予算に関する説明書３ページから主なものについてご説明いたします。 
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 初めに歳入について申し上げます。款１後期高齢者医療保険料、目１特別徴収保険料につき

ましては９，７２５万５千円、前年度比１０．８％の増、目２普通徴収保険料は３，５９７万

２千円、前年度比１６．６％の増でございます。 

 款３繰入金、項１一般会計繰入金、目２保険基盤安定繰入金は３，６８３万３千円、前年度

比５．２％の増でございます。 

 続きまして歳出について申し上げます。 

 ６ページ、款１総務費は、保険料の徴収に係る経費などでございます。 

 款２後期高齢者医療広域連合納付金は１億７，００６万円で前年度比１０．７％の増でござ

います。納付金につきましては、徴収した保険料及び保険基盤安定繰入金を合わせて医療広域

連合へ納付するものでございます。 

 以上で、平成２６年度坂城町後期高齢者医療特別会計予算の詳細説明を終わります。 

議長（柳澤君） 以上で各課長等による詳細説明が終わりました。 

 本日の議事日程は終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 明日４日から３月９日までの６日間は議案調査等のため休会にいたしたいと思います。ご異

議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（柳澤君） 異議なしと認めます。よって、明日４日から３月９日までの６日間は議案調査

等のため休会とすることに決定いたしました。 

 次回は３月１０日、午前１０時から会議を開き、一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

（散会 午後 ２時５９分） 
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３月１０日本会議再開（第２日目） 

１．出席議員    １４名 

    １番議員  柳 澤   澄 君    ８番議員  山 﨑 正 志 君 

    ２ 〃   塚 田 正 平 君    ９ 〃   入 日 時 子 君 

    ３ 〃   吉 川 まゆみ 君   １０ 〃   中 嶋   登 君 

    ４ 〃   窪 田 英 子 君   １１ 〃   塚 田   忠 君 

    ５ 〃   塩 入 弘 文 君   １２ 〃   池 田   弘 君 

    ６ 〃   塩野入   猛 君   １３ 〃   大 森 茂 彦 君 

    ７ 〃   西 沢 悦 子 君   １４ 〃   宮 島 祐 夫 君 

２．欠席議員    なし 

３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者 

 町 長  山 村  弘 君  

 副 町 長   宮 下 和 久 君   

 教 育 長  宮 﨑 義 也 君  

 会 計 管 理 者  春 日 英 次 君  

 総 務 課 長  田 中 一 夫 君  

 企 画 政 策 課 長  荒 川 正 朋 君  

 まちづくり推進室長  中 村  淳 君  

 住 民 環 境 課 長  金 子  豊 君  

 福 祉 健 康 課 長  天 田 民 男 君  

 子 育 て 推 進 室 長  宮 嶋 敬 一 君  

 産 業 振 興 課 長  塚 田 陽 一 君  

 建 設 課 長  青 木 知 之 君  

 教 育 文 化 課 長  柳 澤  博 君  

 収 納 対 策 推 進 幹  宮 下 和 久 君  

 
総 務 課 長 補 佐 
総 務 係 長  大 井  裕 君  

 
総 務 課 長 補 佐 
財 政 係 長  臼 井 洋 一 君  

 
企画政策課長補佐 
企 画 調 整 係 長  竹 内 祐 一 君  

４．職務のため出席した者 

 議 会 事 務 局 長  山 崎 金 一 君  

 議 会 書 記  小宮山 和 美 君  

５．開    議   午前１０時００分 
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６．議事日程 

第 １ 一般質問 

 （１）豪雪災害についてほか 中嶋  登 議員 

 （２）土地開発公社についてほか 塚田 正平 議員 

 （３）除雪対策についてほか 吉川まゆみ 議員 

 （４）雇用促進住宅東の道路についてほか 窪田 英子 議員 

 （５）工業技術支援についてほか 塩野入 猛 議員 

７．本日の会議に付した事件 

  前記議事日程のとおり 

８．議事の経過 

議長（柳澤君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。 

 なお、会議に入る前に本日から１２日までの３日間、カメラ等の使用の届け出がなされてお

り、これを許可してあります。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１「一般質問」 

議長（柳澤君） 質問者はお手元に配付したとおり、１１名であります。質問時間は答弁を含め

て１人１時間以内でありますので、理事者等は通告されている案件について、簡明に答弁され

るようお願いいたします。 

 なお、通告者もこれには格段のご協力をお願いいたします。 

 それでは順番により、最初に１０番 中嶋登君の質問を許します。 

１０番（中嶋君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問を

させていただきます。 

 私も、この議場内で四十数回にわたり一般質問をさせていただいておりますが、今回は久々

のトップバッターであります。ホームランを打ちにいくつもりで質問をいたします。よろしく

お願いいたします。 

 １００年に一度という大雪が２月８日に４６ｃｍ降り、音を上げておったらその後、１４日

から１５日にかけて観測史上初の約７６ｃｍもの大雪が降り、坂城町もまさに豪雪地帯となっ

てしまいました。私も早速１４日、１５日にかけて中之条区内全域、そして幹線道路、また中

之条、小路が多くあります。各箇所を回ってみましたら、生活道路でありますので、隣近所総

出で協力し合い雪かきをしておる姿を見たときに、まさにきずなを感じたものであります。清



 

－47－  

水小路でも、十数名の方が雪かきをしておりましたので、「ご苦労さま」と声をかけると、あ

る男性の方が、中嶋さん、この道は村上中学校の子供たちの通学路になっているので、清水小

路はおらたち自分たちでやるが、踏切から下のバラ公園、大望橋のところですね、あそこまで

は町にお願いできないかと、このような相談、また依頼を受けましたので、早速町の建設課に

連絡を入れると、女性職員が出て、前に議会事務局にいた金丸さんでありましたが、「今どん

な状況だい」と聞いたら、全員が現場に出ているのでその旨は課長によく伝えておきますと、

そういうことを言われました。それから数時間たったわけですが、課長により連絡があり、土

日は幹線道路を優先させているが、教育委員会より小中学校、月曜日、休校にするとの連絡を

受けたので、月曜日に除雪を行い、火曜日までには通学路の確保をすると約束をいただきまし

た。もちろんこのとき、私も３小学校と中学が休みであるということでありましたので、でき

れば全部子供たちが支障のないように通学路を確保してほしいと、そんなこともお伝えをいた

しました。 

 それで、今の清水小路の通学路の確保する約束をいただいたので、早速、私も清水小路の依

頼していただいたご自宅へ伺い、町からの話を報告をいたしましたら、こんなお話をしていま

した。孫や子供のような村上の中学生が安心して学校に行けることが大変うれしいと、自分の

ことにように喜んでおりました。でありますので、私からもよい情報を入れていただき大変あ

りがとうございますと、そんなお礼を申し上げてきたわけであります。大雪の中でのホットな

出来事でありましたので、この場でちょっとお話をさせていただきました。 

 質問に入ります。 

 １．豪雪災害について 

 イ．全町の被害状況は 

 前段でも申し上げましたが、１００年に一度という大雪が降り、各課も対応に苦慮をしたと

思いますが、幹線道路であるとか歩道、救急車両、通学路等の確保、また各区の生活道路、ま

た貯水槽、消火栓、これは消防関係でありますが、これの確保、それからまた農業関係におき

ましても、まさに農業被害の状況は、またその他町内全域の被害状況をお尋ねするものであり

ます。 

 ロ．どのような対策を取ったか 

 今申し上げましたイの項目で申し上げましたが、そのイに対しての対応をどのように町はと

られたのか、その辺のところをお尋ねをしたいと思います。 

 ハ．弱者対策は 

 少子高齢化の時代であります。特に独居老人であるとか、老老介護のお宅のですね、除雪や

食料、場合によっては、お薬などのケアはどうなっていたのかもお尋ねをいたします。 

 ニ．なぜ対策本部を設置しなかったのか 
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 情報が錯綜して町民が戸惑う場面もありました。各課もよくやってはいましたが、非常災害

対策本部をつくることにより、各課の意思統一がよりスムーズに行われたと思いますので、今

後速やかにつくることを私もここで提案もしておきたいと思います。 

 ホ．今後の対応は 

 当初予算に道路除雪費も計上するよう提言をしておきたいと思います。２月２５日の信濃毎

日新聞には、我が坂城町はゼロ予算という報道がされましたが、実質的には１２月議会におい

て補正で三百数万ほど組んであるので、私はゼロではないことは認識はしております。であり

ますので、その専決の１，０２０万円ほど組んだわけでありますが、そういうことも含めます

ればですね、今度、当初予算に１，５００万ぐらいのものは組み込むべきで、私はあると思い

ます。 

 そうは言いましても、またある学者の話では、１００年に一度という大雪に対して自前でフ

ル装備をしておくということは不経済でもあり、場合によっては町民負担にもつながるという

ようなご異論もあります。これはまさに非現実的だという考えも、この学者は述べております。

そういうことを考えると、いろいろな考え方がある中で、これは慎重審議していくことは、私

も言うまでもないと思っております。 

 さて、今後に今回のことを教訓に、雪害対策をまさに今後ですね、どのように取り組んでい

くのかをお尋ねをいたしまして、１回目の質問とさせていただきます。 

町長（山村君） 中嶋議員さんから豪雪災害についてということで、るるご質問ございました。

私からは全般的な取り組みと特にその中での（ニ）のなぜ対策本部を設置しなかったのか、

（ホ）の今後の対応はということについて答弁させていただきます。残りは担当課長から、細

かくご説明させていただきます。 

 今お話ありましたが、初めにまず先月１４日から１５日にかけての大雪に対しましては、

２月８日にですね、約４０ｃｍの降雪の際の除雪作業等の教訓を生かして、事前に私と副町長、

建設課長、総務課などと今後の対応策について打ち合わせを行っておりました。この打ち合わ

せの内容は１４日に開催されました行政協力委員会において各区長さんにお伝えをし、さらに

その際出された各区からの要望等についても協議し、対応を講じてきたところでございます。 

 また、各区長さんを初め、多くの地域住民の皆様には除雪などへのご協力をいただき、大変

感謝申し上げるところでございます。また、除雪につきましては、住民の皆様のご協力をいた

だく中、町としてできる限りの対応をするよう雪が降り始めた１４日には各課に指示をいたし

ました。 

 災害対策本部につきましては、各課が降雪時に直ちに除雪対応等を開始しておりましたので、

改めて本部を設置するいとまがない中での除雪対応でありましたが、私たちと各課長との連絡

などは常に行っており、本部を設置しなかったことによる支障はなかったかと思っております。 
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 さて、今回の２月１４日から１５日にかけての大雪につきましては、低気圧におり関東甲信

を中心にまとまった大雪となりました。さらにこの低気圧の動きが遅かったため、１４日の午

前中から降り始めた雪は、１５日の夕方まで断続的に降り続き、降雪の時間が長かったという

状況でありました。また、県内外の公共交通機関を見ると、上信越道が通行どめとなり、長野

新幹線やしなの鉄道を初め、県内各ＪＲや私鉄も運休し、軽井沢町の国道１８号や茅野市、富

士見町の国道２０号には約３日間、数百台にも及ぶ車両が立ち往生いたしたという状況になり

ました。 

 県外におきましては、甲府市が１１５ｃｍ、前橋市が７３ｃｍなどと観測史上最多の降雪量

を記録しております。県内におきましても、軽井沢町では９９ｃｍ、飯田市８１ｃｍなどと過

去にも例がなかったような積雪となりました。 

 また、町内におきましてもおおむね８０ｃｍ程度の記録的な積雪となり、現在被害状況を細

かく集計中であり、速報値ではありますけれども、農業関係ではパイプハウス等の倒壊などが

確認され、被害推定額は約８千万円が積算されており、また一方商工業におきましては、テン

ト倉庫の倒壊などで約１億７千万円が積算されております。この被害への支援といたしまして

は、農業被害への支援は国、県の支援策なども活用し、農協とも連携をとってまいりたいと考

えております。また、商工業につきましては、将来に向けてどのような支援ができるのか、事

務レベルでありますが、商工会とも検討を始めているところであります。 

 また、町の今回の大雪への対応といたしましては、１４日午前９時までに町内の委託してい

る建設業者に除雪を依頼しました。今回の除雪作業は、降雪時間が長く量も最も多かったため

に、除雪を行った道路にもすぐ雪が積もってしまい、圧雪された状態の道路となりましたが、

通行は何とか確保いたしました。しかし、圧雪状態になりますと、大型の重機でないと道路の

路面まで行う除雪は非常に困難であるというため、１７日から２４日にかけて大型重機を借り

受け、より安全な通行を確保するため、町内主要道路の除雪を実施してきたところでございま

す。 

 また、建設課の職員は１５日、１６日、町民の皆さんから寄せられる除雪などへの問い合わ

せや要望に対応し、除雪の手配を行うなど必要な措置をとる一方で、関係する坂城駅、テクノ

さかき駅の駅前、高速バスの駐車場等の除雪も実施してまいりました。さらに各課の職員にお

きましては、所管しておりますテクノセンター、鉄の展示館、けやき横丁、文化センター、町

立図書館、給食センター、保育園、はにしな寮などの多くの町内公共施設の除雪も実施してお

ります。 

 また、２月１７日、月曜日からの確定申告の納税相談に来庁された方にも支障がないように

役場の除雪も行い、ごみの収集につきましても、１４日から実施しました幹線道路の除雪作業

や地域の皆さんのご協力により、ごみステーション周辺の除雪が行われ、さらに収集運搬業者
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の協力により予定された収集作業が行われました。 

 また、こんなこともありました。積雪のため移動が困難となった方の情報が入り、和平及び

平沢地区に対しては、スノーモービルをお持ちの町民のご協力を得て、薬や食料品など不足し

ているものをお届けいたしました。なお消防団では、１４日の幹部会において消防車両や消防

水利などについて、降雪による影響がないよう除雪を実施するよう指示し、地域住民の皆さん

と協力して除雪を実施いたしました。 

 以上、２月１４日からの積雪の状況と町の重立った対応等について申し上げました。今回、

災害対策本部は設置いたしませんでしたが、各課等は常に連携し状況の把握や除雪等への対応

を行い、課長等と連絡を取り合ってまいりましたので、対策本部、災害対策本部と同等の対応

を行ってきたものと考えております。しかしながら、かつて経験をしたことのないような積雪

に、それぞれの部署の対応等は若干現場対応が優先され、町民の皆さんへの情報提供は後手に

回った状況もありましたので、情報発信のあり方については今後の検討課題となろうかと考え

ております。 

 次に、除雪予算にかかわるご提言でございますが、町の除雪にかかわる経費につきましては、

ご承知のとおり、毎年１２月の補正予算に計上をさせいただいております。これは当町が年間

を通して降雨量が少なく、日本で最も雨や雪の量が少ない地域の一つであることから、毎年降

雪シーズン前に発表される気象庁の３カ月予報等を参考に過去の降雪実績等も考慮する中で、

より実態に即した予算額を見込んでおります。 

 今年度につきましても、平年並みとの予報を受け、直近５カ年の実績をもとに１２月補正予

算におきまして、融雪剤等の購入も含めた除雪経費として３５０万円余りの予算をお認めいた

だいたところでございます。しかしながら、先般の大雪への対応により除雪予算について大幅

な不足が見込まれたことを受け、緊急な措置として除雪予算等にかかわる１，１００万円の補

正予算について専決処分を行い、本会議の初日にお認めをいただいたところでございます。あ

りがとうございました。 

 当町の除雪予算につきましては、今後もそのシーズンにおける降雪見込み等を勘案し、想定

される予算を計上する中で、状況に応じて対応してまいりたいと考えております。 

 続きまして、今後の対応についてでありますが、まず、除雪については、幹線道路の除雪を

委託している建設業者とさらなる連携を図り、気象情報等をもとに降り始めの早い段階からの

除雪に努めてまいります。加えまして、町内建設業者様等では対応し切れない大型重機による

除雪体制についても新たに確保してまいりたいと考えております。 

 今回の大雪では、多くの自治区において区が主体的に除雪を実施していただいたほか、各区

により地元の業者さんにお願いし、地域内道路の除雪を行っていただきました。そうした対応

にかかわる自治区の除雪経費の一部を助成するため、本議会に補正予算をお願いしてまいりま
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す。 

 また、情報発信につきましては、町のホームページでできるだけ速やかに最新の災害情報を

アップし、また有線放送による各種情報の発信をさらに充実させるとともに、緊急度の高い災

害情報、気象情報につきましては大手携帯電話３社と提携を結ぶ中で、新年度早々から緊急速

報メールによる情報発信を行ってまいります。 

 さらに、新聞報道もされておりますので、ご存じの方も多いと思いますが、国の全国瞬時警

報システムＪ－ＡＬＥＲＴによる、緊急情報の自動起動装置の整備について交付金が採択とな

りました。こちらも今議会において補正予算をお願いする中で、来年度中の稼働に向けた準備

を進め、情報発信体制の充実を図ってまいりたいと考えております。この自動起動装置の整備

により地震など緊急性の高い自然災害の気象情報について、登録制によるメール配信なども新

たに情報伝達ができるようになります。 

 あわせて、災害対策本部の設置についてでありますが、今回の大雪を踏まえまして、今後は

ですね、１００年に一遍と言われておりますが、５０ｃｍ程度の積雪を目安として設置をする

ことを検討していきたいというふうに考えております。 

 いずれにいたしましても、今回の大雪につきましては、職員も経験したことのない積雪と

なったため、今後の除雪対応の教訓としてまいりたいと考えております。 

 以下、除雪等の細かい状況につきましては、各担当課長より答弁させます。よろしくお願い

します。 

建設課長（青木君） １．豪雪災害について、イ．全町の被害状況はとロ．どのような対策を

取ったかのうち、建設課に関係する項目について２月８日と２月１４、１５日に分けてお答え

いたします。 

 今年の２月は、発達した低気圧の影響で日本各地で大雪の被害をもたらしました。２月８日

の積雪につきましては、気象庁の気象データによりますと、上田地点におきまして過去第４位

というようなことだということでございます。坂城町におきましても、発達した低気圧の影響

で、２月８日の土曜日朝から雪が降り始め、昼ごろには約４０ｃｍの積雪を記録いたしました。 

 町の除雪計画といたしましては、町道３７路線を町内建設業者９社に委託をし、積雪が

１０ｃｍ以上になると出動する態勢をとっております。８日と９日には、除雪委託業者９社に

指示をし、町道につきましては循環バス路線を中心とした路線について重機による除雪を実施

し、交差点等危険箇所への融雪剤散布作業を実施いたしました。 

 また、建設課といたしましては、坂城駅とテクノさかき駅の除雪や高速バス停利用者駐車場

の除雪、用水路に詰まった雪の取り除き、産業道路の一部歩道についても除雪を実施したとこ

ろでございます。 

 ８日の大雪の被害状況といたしましては、循環バスにつきまして、週明けの２月１０日、月
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曜日まで一部町民の通行の支障を未然に防止するため、北日名、梅の木からタケハナ洋品店様

までの間について部分運休をいたしましたが、地元の建設業者の皆様による除雪作業のおかげ

によりまして、２日目となります翌１１日、火曜日からは通常運行を行いました。また、

１１日、月曜日からの通勤や通学において基本的な部分では確保できていたと考えております。 

 次に、翌週の１４日金曜日から１５日土曜日にかけての状況でございますが、動きの遅い低

気圧の影響で記録的な大雪となり、同じく気象庁の気象データによりますと、上田地点におき

ましては、１４日の降雪が過去３位、１５日の降雪が統計開始以来２月としては最高を記録し

たとのことでございます。今年２月の月間の降水量につきましても、平成元年の２月を超え、

過去最高を記録したとのことでございます。町内でも、２日間で積雪が約８０ｃｍを記録する

など、ご高齢の方にお聞きしても、こんな大雪は初めてだと言われるような積雪を記録したと

ころでございます。 

 建設課におきましては、雪の降り始めた１４日金曜日から除雪委託業者９社に連絡をとり、

１４日の午前中から除雪を実施いたしました。今回の大雪の場合は、雪を全て取り除くという

ことよりも交通の確保を最優先に考え、圧雪状態ではありましたが、幹線道路の通行の確保を

いたしてまいりました。 

 １５日から１６日にかけて業者による除雪作業を行う中で、委託路線以外の除雪の要望もあ

り、また圧雪により路面の状況が悪くなっていたため、１７日月曜日から大型重機により鼠橋

から産業道路にかけての除雪を開始し、町の基幹道路のほかにテクノさかき駅周辺、坂城小学

校周辺、山間部の循環バス路線についても大型重機による除雪を行いました。大型重機の除雪

中は、車両の通行ができなくなるため、役場内の各課から応援を得る中で、町職員により迂回

のお願いをするなどの安全を確保しながら実施をしたところでございます。 

 今回の大雪に対しましては、大型重機による除雪を行ったことにより、町で幹線の除雪を委

託している業務９社に除雪の委託路線３７路線のほかに、地域から要望のあった路線について

も除雪をお願いすることができました。さらに１６日からは、町内で建設用の重機等を所有し

ている業務の皆様にもご協力いただく中で、委託路線のほかに５５路線についても除雪を実施

したところでございます。また、通常は除雪を行っていない歩道や通学路につきましても、教

育委員会などから要請のあった路線につきまして、重機等でしか対応できない路線について優

先的に除雪を実施いたしました。 

 次に、各区の生活道路の除雪及び融雪剤散布の依頼につきましては、行政協力委員会で昨年

１１月に町が除雪する幹線道路について地図でご説明し、生活道路の除雪について区長さんの

ご協力をお願いするとともに、今年２月１４日の行政協力委員会においても再度除雪のお願い

をしたところでございます。今回の大雪に対しましては、区長さん方を先頭に区内の重機等を

所有している方々にお願いするなどして、幅が狭い町道の除雪や急峻で重機等の対応ができな
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い路線について、住民の皆様による除雪や雪の搬出を行っていただき、通行の確保をいただい

たことに重ねて御礼を申し上げます。 

 次に、循環バスにつきましては、１５日は運行したものの大幅なおくれが生じたり、一部運

休する箇所が生じました。町では日曜日までの除雪の状況を鑑みて、対面通行の安全確保のた

め、１７日月曜日から１９日水曜日までの３日間終日運休といたしました。大型車両の安全通

行の確保や住民の皆様の通行の支障にならないための措置ではございましたが、利用者の皆様

には大変ご不便をおかけしたところでございます。この間、地元建設業者の皆さんや大型重機

による除雪作業により坂城駅、テクノさかき駅、湯さん館などを結ぶ幹線道路については、

２０日木曜日から部分運行を行い、２４日月曜日には他市町村と比べても早い段階に全面運行

することができました。 

 雪捨て場につきましては、土地開発公社の協力を得まして、所有している工業用地や住宅用

地を雪捨て場として利用し、またバラ公園駐車場につきましても、除雪を１４日に実施いたし

ましたが、その後の積雪により搬入路が進入困難となり、その間雪の運びができず住民の皆様

にご迷惑をおかけしましたが、１６日、再度除雪を実施しバラ公園駐車場と坂城大橋下の運動

公園の２カ所に雪捨て場を設けました。 

 この２月の大雪に係る除雪の実績につきましては、８日の積雪につきましては、委託業者に

よる除雪が５日間、融雪剤散布を５日間実施いたしました。１４日から１５日の積雪につきま

しては、現在取りまとめ中ではございますが、委託業者による除雪が１４日間、委託業者以外

の業者の皆様による除雪を９日間、融雪剤散布を実施いたしました。また、大型重機による除

雪につきましても産業道路を中心に６日間実施いたしました。今後の除雪体制につきましては、

町内の建設業者を中心をした現在の除雪委託業者のほかに、他の業者による応援体制整備や町

内企業の協力、地域の建設重機の所有者及び免許をお持ちの方などとどのように協力をしてい

ただけるのかを検討しながら、各課の連携を踏まえて除雪体制の整備を図ってまいりたいと考

えているところでございます。以上でございます。 

教育文化課長（柳澤君） 大雪の際における教育関係施設、通学路等の状況と対応についてお答

えいたします。 

 通学路の除雪につきましては、町委託業者による除雪のほか、地域の皆さんを初め保護者の

皆さんのご協力もいただく中で対応したところでございます。 

 教育関係施設におきましては、町文化センター、町立図書館、その周辺施設の除雪とあわせ、

児童、生徒の給食提供のため、食育・学校給食センターの除雪も優先的に行ったところです。

２月１４日から１６日の降雪量から１７日月曜日の休校を決定いたしましたが、１７日には学

校職員の班編成による通学路の除雪及び危険箇所の点検活動を実施いたしました。除雪に際し

ましてある程度の間隔ですれ違いのできるエリアを確保するなど、児童・生徒が積雪した道で
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あってもできるだけ安全に歩けるような工夫をするなど、限られた時間の中でできる限りの対

応を行ったところでございます。 

 また、この除雪、点検活動を実施した上で、メール配信システム等により保護者を通じ、児

童・生徒への登下校時における注意喚起を行いました。路面の凍結箇所だけでなく、降り積

もった雪の屋根からの落雪のおそれがある箇所につきましては、学校を通じ注意喚起を行い、

また通学路の迂回路を設定するなどの対応をいたしました。 

 除雪対応が進む中、雪解けとともに南条小学校と坂城中学校の一部教室におきましては、た

てどいの凍結による雨漏りが発生し、屋根の除雪及び融雪対応等も実施したところでございま

す。また、坂木宿ふるさと歴史館においては、融雪により一部瓦が落下するといった状況も発

生したところでございます。 

 今回の大雪による課題を踏まえ、今後通学路などの除雪等の対応について、校長会やＰＴＡ、

校外指導部の皆さんと、特に人家のない箇所の除雪対応について、検討を図っていきたいと考

えております。以上です。 

住民環境課長（金子君） 続きまして、住民環境課関連の部分をお答えいたします。 

 消防水利の確保につきましてでございますが、町消防団では今回の大雪の際には１４日の金

曜日に幹部会があり、その際に本日夕方、大雪警報が発令され今後雪が降り積もることが予想

されるため、消防ポンプ車や積載車が出動できるよう、また機材搬出ができるよう詰所及び車

庫前の除雪を行っておくことと指示をしております。 

 さらに、消防団においては既に詰所周りなど除雪の対応をしておりましたが、改めて住民環

境課より週明けの１８日、火曜日に各団に向けて万が一に備え、雪で埋まってしまっている消

火栓などの水利を使用できるよう除雪しておくこととメールにて指示しております。大雪のた

め、消防団だけでは、なかなか作業がはかどらない中で、各地区の自主防災会などの皆様に率

先して除雪をいただいたおかげで、除雪後の早い段階で消火栓などの水利を使用可能な状態に

することができました。 

 各地区の自主防災会の皆様には感謝するとともに、今後このようなケースに備えて消防団と

自主防災会、また地域の皆様とさらなる連携を図り、迅速かつ効果的な対応ができる体制を整

えてまいりたいと考えております。以上でございます。 

産業振興課長（塚田君） 大雪による農業用ハウスの被害につきまして、２月８日、９日には、

２棟のパイプハウスの倒壊被害を確認し、１４日から１６日にかけての積雪では数多くのパイ

プハウスの倒壊があり、ガラスハウスにおいては、倒壊はなかったものの雪の重みによるガラ

スの破損がございました。 

 被害状況でありますが、パイプハウス、ガラスハウスの被害棟数は２月２６日時点で合計

１６０棟の倒壊、損壊を確認しております。内容につきましては、花卉栽培を行っているもの
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が５６棟、野菜が６７棟、資材・農機具用が３７棟で、推定被害金額は約８千万円となったと

ころでございます。また、リンゴ、ブドウなどの果樹の被害につきましては、山手ではいまだ

に積雪が多く、確認調査ができない箇所もあるため、詳しい被害状況や対応については、今後

の調査に委ねなければなりませんけれども、矮化栽培のリンゴの枝折れやブドウについては剪

定作業のおくれによる成育不良等が心配されているところであります。 

 農業用施設の復旧支援につきましては、国においてはハウスなど生産設備を再建する費用の

国の補助割合を当初の３割から５割に引き上げるとしており、県においても２億円規模で補正

予算を計上することとしております。町といたしましても、農家が意欲を持って農業を継続で

きるよう、農家の負担を最大限軽減するよう支援をしてまいりたいと考えております。 

 商工業関係の被害状況ですが、２月下旬にファクスにより町内製造業の大手企業を中心に約

１００社にお聞きしたところ、テント倉庫の倒壊やその倉庫内にあった設備、製品等の破損、

屋根や雨どいの損傷を中心に１８社から報告がありました。被害金額につきましては、調査中

の企業もありますが、現在のところ約１億７千万円となっております。 

 対応策といたしましては、２月２８日に町、商工会、テクノセンター、テクノハートの４団

体で被害状況を共有するとともに、各団体でも引き続き会員企業等からの情報収集を行ってい

くこととし、またホームページには国、県、町の融資制度や特別相談窓口など、大雪の影響を

受けた中小企業者に対する支援制度の情報を掲載し周知を図っております。今後とも関係機関

と連携して被害状況把握に努めるとともに、商工会等の商工団体の意見や意向をお聞きしなが

ら、国、県の支援制度の情報収集を進める中で、対応してまいりたいと考えております。 

福祉健康課長（天田君） 私からは、弱者対策についてお答えをいたします。 

 今回の大雪はかつて経験したことのないような積雪により、除雪に対しても大変な時間と労

力を要しました。こうした中、ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯を含め、個々のご要

望に対応した除雪作業は難しく、孤立への不安は大きかったものと思います。日ごろからひと

り暮らしの高齢者につきましては、訪問員や民生委員さんに安否確認などをお願いしていると

ころでございます。 

 今回のような大雪では援助に行くにも、思うように動けなかったというのが実情でありまし

た。そんな中、いち早く除雪をしていただいたのは、ご近所の方を初めとする地域の皆さんで

ありました。周りの皆さんの除雪により、病院へ行くための通路ができて助かったと喜ぶ人工

透析に通う方や、不安の中一声かけてもらったことが、とてもうれしかったと話すひとり暮ら

し高齢者もおられました。 

 町長からもお答えをしたところですが、スノーモービルをお持ちの町民のご協力を得て、和

平、平沢地区の方に持病の薬などを届けることができました。また、介護サービスを受けてい

る高齢者世帯の何軒かでは、担当ケアマネジャーとヘルパーが除雪を行い、サービスに入って
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いただきました。 

 今回の大雪により高齢者が大きな被害を受けなかったことは幸いです。ご近所の方々を初め

とする地域の皆さんや民生委員さん、また社会福祉協議会や介護保険関係事業所など、関係す

る皆様方の迅速な対応やご支援に感謝申し上げます。こうしたすばらしい地域の姿が日ごろに

おいてつなげられるよう、啓発をしてまいりたいと考えております。 

１０番（中嶋君） 町長、そしてそれぞれ担当課長にるるご答弁をいただきました。 

 いろいろ今のお話の中で、町職員もですね、土日を返上してまた各区長さんも生活道路など

頑張っていただいたことに対して、私は敬意を表するものであります。大変ありがとうござい

ました。 

 ただ、今の被害総額などを聞くとですね、農業被害が８千万ですか、それから工業関係では

１億７千万と、これも始まって以来のような大ごとになっております。ここからが大事ですよ

ね、皆さんね。先ほど町長も言ってはいましたが、とにかくこのフォローをきちっとやってい

ただきたい、これをお願いしておきたいと思います。 

 また、１００年に一度というようなことでしたので、これは皆さんご存じだと思いますが、

早目の情報提供という点からは、住民への周知措置が義務づけられる特別警報を気象庁も出さ

なかった。これはでたらめだと、私思いましたよ。それからまして国もですね、政府が非常災

害対策本部を設置はしました。したが、何と、降り始めてから４日後ですよ。こんな国はてい

たらくですわ。とんでもない話だ。国民なめているんじゃないかと。坂城町民なめているん

じゃないかと、私はこんなふうに思いました。 

 そんなこともありまして、国が後手後手に回ったということも事実でありますので、町長か

ら支障がなかったとご答弁ありましたが、私は今後、町では速やかにですね、こういうことを

想定して、非常災害対策本部というものを、ぜひおつくりすることをここで願っておきたいと

思います。この後も、４人の同僚議員が豪雪対策で質問いたしますが、たしか数年前でありま

した、上山田の日赤病院が閉院するときにも、私を含めてこの議場の中で、６人の議員が同じ

表題で質問をいたしましたが、今回も町民のこれは大きな関心事でありますので、同僚議員に

はですね、視点を変えたご答弁をよろしくお願いをしておきたいと。 

 それでは早速第２質問に移らさせていただきます。 

 ２．文化財センターの収集について 

 イ．古文書の状況は 

 この質問は、私ここで３回やります。今回はどの程度収集が進んでいるのか、また例えば、

重要な書などが出てきて、そんな発見があったのか。それからまたその収集数もお尋ねをいた

します。 

 ロ．農具、民具の状況は 
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 これは、町の広報や有線放送などにも使い、町民に幅広くお願いしたこともありました。そ

の収集の進みぐあいと収集数をお尋ねを申し上げるものであります。 

 ハ．戦前・戦中・戦後の収集は 

 日清戦争から日露戦争の戦時品など、第二次世界大戦前後の、また戦争当時の資料も収集し

ていくべきだと私は思うものであります。例えば従軍記などでありますとか、当時の日記など

まだ今なら間に合うと思います。 

 私ごとではありますが、この間、土蔵の中を整理していたら、小さな行李が出てきました。

ネズミに食われ穴があいておりましたが、中をあけてみると、数冊の小さなノートが入ってお

りました。何と、祖父の軍事日記であり、びっしり漢字が書かれておりました。せっかく持っ

てきましたので、こんなあれです。玉手箱のような小さな行李、ネズミに食われて穴があいて

います。この中を見ましたらですね、これはまた後でもしあれでしたら、皆さんにお見せした

いと思いますが、いっぱいこんな感じでね、こんな感じで今のあれです、軍事日記が出てきて

おりました。これは、我が家、何も宝物ないんですが、私これはもう宝だと思っておりますが。 

 実は私の祖父、じいやんでありましたが、日露戦争に当時、中之條村から第１号の軍人とし

て出兵しており、二百三高地へ行き多くの戦友のしかばねを乗り越えてすまん、すまんと言い

ながら進め、進めの命令のもと、進軍していったことなども記述してあります。まだ、一部し

か解読できておりません。また、これもちょっと余計なお話ではありますが、うちのおやじは、

太平洋戦争で赤紙をもらい、出兵しております。神戸港より出港してシンガポールに向かい、

上陸２日前にバシー海峡にて米軍の襲撃に遭い、海に２日半漂流していて、もうだめかと死を

覚悟したときに、奇跡的に霧の中から日本の貨物船があらわれ、大勢の戦友が死んでいく中、

九死に一生を得たと話をしてくれたこともありました。 

 全く私ごとでありましたが、軍事日誌、従軍記などまだまだ間に合うと思います。町民に声

をかけ、戦争当時のものはほとんど、燃してしまったとも聞くが、今収集しておくべきときで

はないかと私は思うものであります。 

 ニ．収集品をデジタル化 

 収集品を映像化、写真、コピーなどするとともに、デジタル化してＤＶＤやＣＤに編集して

町民に貸し出すなど、文化の共有ができないかお尋ねをしたいと思います。また、最終的には

図書館に明治、大正、昭和ライブラリーを設けて公開することができないかをお尋ねをしたし

まして、１回目の質問とします。 

 その前に、これは私、ちょっと喬木村ですね、お願いをいたしまして、語り継ぐ喬木の歴史

みたいなＤＶＤに、こういうふうにつくってあります。町長、今回ね、一生懸命各地区の神楽、

取材をなされたということで、ＵＣＶにお願いしたりして、立派なものをおつくりになってい

るようですが、こんなようなものも出している部分がありますので、私の考えはできれば坂城
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町もこういうようなのは、例えば坂城地区であるとか、中之条、南条地区であるとか、村上地

区とか、地区地区によってこういうものをつくって、それで町民へ公開していけばいいのかな

と。ましてさっきも言いましたが、私のうちのこれ宝物だと思っていますが、これは私は公開

をしていったら、その時代がよくわかっていいのかなと、そんなこともつけ加えておきたいと

思います。以上で１回目の質問といたします。 

教育文化課長（柳澤君） 文化財センターの収集について、順次答弁を申し上げます。 

 イの古文書の状況についてでございますが、古文書は個人や地域、町の歴史を知る上で非常

に重要な資料であることから、広く住民の皆さんに古文書の提供を呼びかけるとともに、専門

家の指導のもとでその整理、調査、研究を実施してきております。 

 収集状況等についてですが、平成２４年度末までに教育委員会で古文書目録として整理した

古文書の総数は約１万５千点でした。本年度におきまして、新たに上平村において名主を務め

られました大橋曾野衛門氏の古文書、約２千点を寄託していただき整理、調査を実施いたして

おります。この古文書は、幕末期に二度にわたり村の名主を務められました際の公文書、いわ

ゆる名主文書が主な文書で、細記にわたる記録から当時の村の様子をうかがうことができる貴

重な古文書であると考えております。目録の整理を行うとともに、目録ごとの個別の封筒や保

管箱に収納し、文化財センター内の古文書資料室内に保管を行う予定でございます。この古文

書を加え現在、目録整理のできている古文書は、約１万７千点となっております。 

 次に、農具、民具の状況についてでございます。民具につきましては、当町の生活、歴史、

文化を知る上で貴重な資料であることから、「広報さかき」、公民館報、有線放送などを通じ

て提供をお願いしてまいりました。これまで収集した民具は、清掃、実測、写真撮影などを行

うとともに、台帳を作成し記録保存を行っており、台帳整理をしました民具は約１，３００点

となっております。 

 主なものといたしましては、農具など生産に関しますものは約４１０点、衣食住に関するも

のが約６２０点となっております。古文書同様、引き続き広く町民の皆様にご協力をお願いし

ながら収集を進めておりますが、既に収蔵されている民具等と同種、同形式のものとなる場合

が多いため、現在は地域における特徴的な民具、農具や不具合のない完成品等の収集を基本に

行っているところでございます。 

 ハの戦前・戦中・戦後の収集についてでございます。日清戦争から第二次世界大戦までの、

戦争関連品の収集の実施についてご質問をいただきましたが、現在はこの分野に限っての収集

については行っていない状況であります。しかしながら、民具収集の際に寄贈、寄託を希望さ

れた方がおられましたので、戦争の種類や年代等に限定することなく、慰問袋など数点につい

て現在文化財センターで保管をしております。また、民具の食器に分類される杯の中には、戦

争関連の記念品も収集されております。 
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 分類を限定して収集、保存等を実施するに当たりましては、町において収集をしようとする

具体的な目的の設定や、収集品の公開・活用の方法といった内容を十分に検討した上で実施す

る必要があると考えておりますので、保有情報の提供などを含め今後研究をさせていただきた

いと考えております。 

 ニの収集品をデジタル化についてでございます。収集された文化財の映像記録保存とその活

用に関するご提案でございます。文化財の公開・活用の方法には、展示ケース内に展示する方

法や、民具などに多く見られる復元展示、食器など実際に手に触れたり使用したりする体験を

目的とした展示などがあります。どのような展示・活用方法がよいかは、それぞれの文化財の

性質や状態にもよりますので、展示を実施する際には子供から大人まで幅広く、またわかりや

すい展示方法を検討する必要がございます。 

 収集品のデジタル化につきましては、台帳整理の段階で写真の撮影を実施しておりますので、

基礎となるデータは整っております。一方で、現段階では写真はあるものの説明文が作成され

ていないことや、見たい映像を探すための検索方法も検討していくことが必要であります。こ

のようなことから、調査・整理が終了しました段階で公開、活用方法、場所等について検討し

てまいりたいと考えております。以上です。 

１０番（中嶋君） ただいま、教育文化課長から全ての項目にわたってご答弁をいただいたわけ

でありますが、なかなかあれですね、お話を聞くと何万点とか、何千点が出たとか、一生懸命

ご努力なされているなということでは、高く評価するものでありますが、ただ今、お話を聞い

ているとですね、やはり明治、大正、昭和、意外とですね、私に言わせると、江戸時代のもの

はあるというようなお話も聞いております。かえって、この現代といいますか、近代といいま

すかね、この今の明治、大正、昭和、特に昭和の戦中のようなときのものは、いろんなときの

やっぱり時代の状況があったんでしょう。アメリカが攻めてきたときにどうするんだと、いろ

んなこんなものがあればだめだなんていって、大事なようなものをみんな燃してしまったなん

ていうようなお話を聞きますが、それでもまだね、大事にとってある家もあるというようなお

話も聞いておりますので、できればこれはですね、今の課長の答弁の中では、ちょっと言葉が

悪いですが、ついでに集まってきちゃったから集めたのだよというようなお話のように、私、

とれましたので、今の民具ですとかね、農具なんかは本気でやっていただいている部分がある

んですが、それも大事であります。ただ、そこへ上乗せをしてですね、ぜひぜひ、町長にもこ

れは聞いていただきたい。それから教育長にも聞いておいていただきたい。ぜひ、明治、大正、

昭和の収集も、私はやるべきだと思っておりますので、よろしくお願いをしておきたい。 

 それからですね、今、これ私も３回もここで質問している中で、どのくらい収集されて集

まったかという報告の部分もよく聞きたかったので、よくわかりました。とにかくさっきも言

いましたように、たくさん集まっているので、きちっとして歴史検証のためのものでございま
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すので、大事な資料としてこれも坂城町の宝物としてですね、永久保存をお願いをしておきた

いと思います。 

 それでは、まとめではありませんが、このたびの大雪は地球環境の変化に伴う温暖化なども

含めた異常気象の一つの現象であったと私は思っております。例えば夏の爆弾低気圧であると

か、ゲリラ豪雨とか、竜巻とか、数年前はこの言葉すらもなかった。とても考えられない異常

気象が今、坂城町の空の上では起きております。今回の大雪は広域ではありましたが、私はこ

れは夏の爆弾低気圧、ゲリラ豪雨のまさに冬バージョンであったように思うものであります。

こんなことを考えると、もう想定外という言葉はもう使えなくなった。私は想定外ということ

はもう言えないと思います。であるので、来年、再来年に向け、これは想定内として対処して

いかなければいけない時代に入ってきてしまったのかなとも思うものであります。 

 最後に、今回は一句ではおさまりきらず、短歌を添えます。 

 大雪で 地域のきずな高まって 町にも感謝 議会にも感謝 

 大雪で 地域のきずな高まって 町にも感謝 議会にも感謝 

 今後、全町民の皆様からこのように言われるように頑張っていこうではありませんか。これ

で、私の一般質問を終わりといたします。ありがとうございました。 

議長（柳澤君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１０時５６分～再開 午前１１時０７分） 

議長（柳澤君） 再開いたします。 

 次に、２番 塚田正平君の質問を許します。 

２番（塚田君） ただいま議長から発言の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問を行

います。 

 昨年、１年間に県内企業の休業、廃業、解散が５３３件と過去最多を記録したと、東京商工

リサーチがまとめました。昨年３月の中小企業金融円滑化法の期限切れ後も県内の倒産件数は

少ない傾向であるが、債務超過に陥っていない状態でも先行きの見通しが立たない、後継者が

いないなどの理由で早目に事業を閉めるケースが多いとしております。 

 日本のＧＤＰ、国内総生産の６割は家計消費であり、物価が上昇して賃金は上がらない、公

的年金は昨年の１０月に続いて４月からも下がり、実質所得は減り消費が落ち込むという連鎖

であります。現に、消費税の増税前の駆け込み需要が３月に入って落ちついてきており、４月

以降の反動減が心配であります。 

 質問に入ります。 

 １．土地開発公社について 

 土地開発公社は、地域の秩序ある整備促進のため、公有地の先行取得と土地造成事業を行っ

ておりますが、地価の下落が続き公社の借金の利払いで簿価と時価の差額の、いわゆる含み損
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が拡大しており、１０年以上保有の塩漬け土地の処分に苦慮しております。総務省は第三セク

ター等改革推進債、三セク債が過去最大の発行額になり、期限を３年延長し１６年度までとし

ています。そして各自治体には所管している三セクや公社の経営状況や将来の見通しを住民や

議会に示し、意見を集約することを求めております。 

 また、長野県は２４年度の県内１８８法人が出資する第三セクター土地開発公社の経営状況

を公表し、経常収支が赤字が７３法人、３８．８％、負債が資産を上回るいわゆる債務超過が

１３法人、６．９％であり、法人の一部事業を廃止、解散処理を検討していない自治体は３割

としております。 

 初めにイ．土地開発公社の経営状況は 

 ２４年度の経営状況報告書では、公有地と造成地の取得はなく、売却のみの黒字決算であり

ますが、２５年度事業の経営状況を伺います。 

 ロ．土地公社の存続意義は 

 特例地方債、３セク債による一部事業、造成事業の廃止を検討すべきと考えるが、お聞きし

ます。 

 ハ．公有地の先行取得は 

 道路など、公有地の先行取得に関する協定書の内容と事業の進捗状況を伺います。 

 ニ．残地、代替地は 

 公社保有の残地と公有地の代替地の筆数と面積を伺って１回目の質問といたします。 

企画政策課長（荒川君） 土地開発公社に関するご質問について順次ご答弁申し上げます。 

 まずイの平成２５年度の経営状況についてでありますが、現在、年度末に向けての決算を整

えているところでございます。まず今年度の先行取得事業の関係でございますけれども、取得

については予定がない見込みでございます。 

 一方、用地売却事業につきましては、２月末現在、土地造成事業用地で４区画の売却実績が

ございまして、事業収益では約３，７９０万円を見込んでおります。これに対します費用は総

体でございますけれども、約３，７４０万円、当年度の純利益は約５０万円と見込んでいると

ころでございます。 

 なお、土地開発公社の借入金の状況でございますが、平成１３年度の２５億３千万円をピー

クに昨年、２４年度末では８億４千万円、今年度２５年度末では８億１，７００万円余の見込

みであり、縮減、健全化に努めております。 

 次に、ロの土地開発公社の存続意義についてのお尋ねでありますが、今年度も県内の市町村

で第三セクター等改革推進債を活用し、事業廃止の動き等も報じられておりますが、私ども坂

城町におきましては、現在、千曲川左岸で国道１８号バイパスの事業が進められ、一方、県道

坂城インター線では先線の事業化に向けて方向性が示されており、また坂都１号線につきまし
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ても、２区間で事業化を進めていることなど事業促進に伴う代替需要等への対応を図るため、

当面は土地開発公社の事業執行を進めてまいりたいと考えております。 

 ご質問の中で、一部造成事業の廃止を検討すべきとございますが、プロパー事業であります

宅地分譲につきましては、これまでに１５団地、１５３区画の造成分譲を行い、５団地が完売、

今年度までの分譲実績は先ほどの数字も含めまして１２４区画となっております。定住促進、

勤労者の住宅確保という町の総合計画や土地利用計画に沿った一定の成果があったと考えてお

ります。また、経理面におきましても、分譲販売により借入金の返済を進めており、今期の販

売実績を踏まえる中で、来年度末までには借入金の全額返済のめどもついてまいりました。今

後につきましても一層の販売促進に努めてまいりたいと考えております。 

 続きましてハの公有地の先行取得についてでありますが、これは公用公共等の用地の先行取

得に関する実施協定書の内容についてのお尋ねということでございますけれども、この協定は

町が用地の取得等に係る業務を土地開発公社に委託することに関しての基本的なことを定めて

ございます。具体的には町が負担する経費は用地取得費、補償費、造成費、事務費、利子、そ

の他委託業務に実施に必要な経費といたしまして、町が予算措置をしたときには速やかに買い

戻しを行うというものでございます。これまでも国の大型事業や県事業、そして町の都市計画

事業、まちづくり交付金事業などにより買い戻しを進めてまいりましたが、町の施策展開には

適宜特定財源の確保といった財政状況にも左右されるところであります。 

 次に、ニの代替地等についてのお尋ねでありますが、平成２４年度末の公社保有地、全体で

ございますけれども、全部で５１筆、面積では約３万１，６００ｍ２余りがございます。この

うち、お尋ねの代替地等は２８筆で面積では約８千ｍ２となっております。これらの用地は、

町の要請に基づいて先行取得事業として取り組んできたもので、一部には事業用地に付随する

残地補償も含まれております。 

 これまでの各種事業展開の中で、代替地の売却実績は多々あったわけですが、用地交渉の過

程において具体的に代替地を求められ取得したものの、結果として代替地のご提供には至らず、

売り切りで決着する方もおられ、現在も保有している土地がございます。こういった用地手当

てにより現在の都市基盤整備に至っているという状況についても、ご理解をいただきたいと思

います。このような箇所につきましては、土地開発公社としたしましても、事業担当課と連携

し隣接の方等への売却にも努めているところですが、取得当時の買収単価と地価の下落等の格

差もあり、なかなか処分が進んでいないのが現状であります。 

 いずれにいたしましても、代替需要を初め、場合によっては売却先や利用用途について再検

討し、その売却について鋭意努めてまいりたいと考えております。 

２番（塚田君） ２回目の質問に入ります。 

 経営状況、２５年度まだ正式にはまとまっていないということでありますが、２４年度同様、
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約５０万ぐらいの利益が出るということであります。また４区画をこの間、売却して、取得は

なしと、このことについても２４年度とほとんど同じ、または売却については４区画されてい

るということでありますけれども、この造成地の売却が順調な要因は私は、先ほどの消費税の

増税前の一過性の駆け込みじゃないかと、そういうふうに思いますけれども、その要因につい

て伺いたいと思います。 

 ロの公社の存続意義であります。これが造成事業の廃止、これについては、今後も検討しな

いのかということ、検討課題ではないということでいいんでしょうか。 

 それとハの協定書について、最終的には公社の持っている土地は全て町に帰属するわけであ

りますけれども、残地、代替地の処分、これについてもどのように今後、ただ努力するという

よりも、本当にこの残地と代替地はその事業のときに必要と思われて用意しているわけですよ

ね。これがある一定に事業が終了するとか、途中で中止するとか、そういう場合には本当に塩

漬け、ましてや売れない土地になってしまうと。ですから今この残地が先ほどもありましたよ

うに２５筆、これは公社の職員の皆さんが毎年、草を刈ったりして、ただ、そういうふうに一

生懸命努力はしているんですけれども、延々とこういう草を刈ってただ残しておくと。この処

分はどのように今後するのかと。 

 特に、基本協定書、また実施協定書、この協定書は事業が中止された場合には、また協定を

見直しをしているのかどうかと。そのことについては特に坂都５号線です。インター先線のこ

の先行取得は、平成７年に９，８３０ｍ２、約３千坪ですよね。これを取得してから２０年、

所得価格、当時で１億６千万、坪換算で５万円です。現在、簿価が２億５千万で、坪単価が

８万円にはね上がってしまっていると。坪だけでも３万円が上がってしまっていると。これは、

今までの毎年、かかってくる利息の上積みと、そういうふうに理解していますけれども。この

ように５号線の簿価は上がって、周辺の地価は下がっていると。このような中で、この含み損、

例えば事業化がされまして、これが販売されるときに、もちろん県事業ですから、県に販売す

るわけですけれども、このときに、含み損が出る。この含み損の扱いはどうなるのか、また販

売価格、この設定はどのようにされるのか。以上を伺って２回目の質問とします。 

企画政策課長（荒川君） 何点かご質問頂戴しておりますので、順次お答えを申し上げたいと思

います。 

 まず、宅地造成事業４区画、今期の販売実績の状況をどう見るかと、そんなお尋ねかと思い

ますけれども、確かに社会経済情勢も当然反映をされていることかと思います。ただ、私ども、

土地開発公社の立場から申し上げますと、実は今年度、分譲地の価格改定といったものも取り

組みまして、これは以前も一度行っている経過がございますけれども、今年度新たにですね、

分譲地の価格の再見直しを行いをいたしました。また、従前から行っております販売促進の助

成制度、こういったものも宣伝をさせていただいて今年度の売却実績に結びついたものという
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ふうに考えております。 

 次に、造成事業の廃止についてのお話でございますけれども、土地開発公社の造成事業につ

きましては、今申し上げた宅地造成事業、それからもう１点、実は工業団地の造成等も区分的

にはこのプロパー事業のすみ分けに含まれております。これは、全て今やる、やらないという

ことではございませんで、その時々の情勢に応じて町との協議に基づきながら、土地開発公社

の果たせる役割を果たしてまいる、そんなふうに取り組んでまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 それから、協定書の中で最終的に公有地の取得は、全て町からの委託に基づいて土地開発公

社が資金手当てをし、取得、管理を行っていると、完成の暁には、またしかるべき時期には町

のほうに売却をしていく、これを定めているのが基本協定であり、各事業ごとの実施協定でご

ざいます。そういった流れの中で、協定を双方、遵守をしながらですね、適宜予算措置も町に

お願いをしながら、保有地の縮減に努めていければというふうに考えております。 

 それともう１点、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、取得から大変長期になってい

るもの、また町が取得をしておりますのは、坂都１号線用地、坂都５号線用地、事業用地、代

替用地も含めてそういった名目で今も取得、保有をしてございます。いずれの路線も現在まだ

事行中、動いているものでございますし、坂都５号線につきましては、先ほどお答えを申し上

げましたとおり、国道１８号から西側に向かっての事業化の動きが今まさに出てきているとこ

ろでございます。こういったことも踏まえながらですね、この先、今公社保有地が代替事業等

が今後出てくる場合に、そういったものも活用がしていけるような方策を図りながら事業進捗

に結びつけてまいりたいと、そのように考えております。 

 あと坂都５号線用地の取得が平成７年からで、現在簿価がかなり金利負担等が加算をされ、

上がっているというご指摘でございます。これは確かに公社保有地、１年ごとでございますけ

れども、短期の借り入れによって保有を今もしている状況でございます。金利等については、

現在かなり低利にはなってきておりますけれども、２５年度、今年度の金利を申し上げますと、

金融機関によって若干差がございますが、０．８５から１％の借り入れを起こしてございます。

その金利分は保有地の経費という形で年度中の増加という部分に加算をされ、期末残高に加

わっていくと、そういったものが先ほどご指摘をいただいた簿価に反映をされているというこ

とになろうかと思います。 

 ただ、坂都５号線に関して申し上げますと、まだ事業化には至っておりませんので、イン

ター線の予定地ですね、一部隣接の企業の皆様に駐車場という形でお貸しをして、その月決め

の使用料というものを頂戴をしながら、それを借入金の上昇を抑えるように圧縮できるように

ですね、駐車場の貸付収入を簿価の圧縮のほうに振り分けをしながらですね、極力残高が増え

ないような工夫、こういったものも取り組んでいるということで、ご理解をいただきたいと思



 

－65－  

います。 

 先ほど、ご指摘のございました協定書につきましては、まず町と土地開発公社が当初から基

本の協定、町が行う先行用地の取得について、土地開発公社が行うと、そういう基本の部分、

それから各事業ごとですね、坂都１号線、坂都５号線という事業ごとに定めたものがございま

す。これの廃止、見直し等の話は現在まだ事業が動いておりますので、現時点、そういったこ

とは考えてはございません。以上でございます。 

２番（塚田君） 先ほども言いましたが、土地開発公社については、町民の皆さんも非常に売れ

残った住宅の造成地等が目につくということで、議会で行っております報告会でも町民の皆さ

んから何人か質問されて、このことについて議会としてどのように、議員としてどのようなふ

うに考えているのかというようなご質問もいっぱいいただきました。そういう中で、私も今回

質問するわけですが、特に、見えないというわけじゃないですけれども、比較的町の会計と別

ですから、なかなか一般町民の皆さんには知りにくいと、わかりにくいという面があるわけで

す。 

 そういう点で特に今後は事業、今、継続中というわけでありますけれども、しかし本当に売

れないというところは、これは代替地も残地も、確実に残っているんですよね。改善されてい

ないということは、このことがただ努力するというだけで、また今後の事業の中で、これも売

却をしていくということでありますけれども、私は、本当に特に造成事業の一部廃止はぜひこ

の際、きっぱりとやったほうがいいというふうに思います。これはまだ期限がありますから、

ぜひ町としても検討課題だと、そういうふうにしてほしいと思うわけであります。 

 それでは、２問目の質問に入ります。 

 ２．山と森づくりについて 

 森林は、地球温暖化防止と自然環境の保全、水源の涵養、災害の防止など、公益的機能を持

つ共通の財産であります。貴重な資源を持つ山を守り育て持続的に生かすためにも、長野県は

信州山の日を定めるとしています。また２８年には全国植樹祭が長野県開催に決まりました。

県民参加による森づくりと山の魅力を発信する２０１４信州山イヤーとして山と森林の関心が

高まっております。 

 質問に入りますが、イ．森林経営計画は 

 経営計画は、森林整備を進めるための集約化を図り作業道を整備し、集中的に搬出間伐を継

続的に実施するものですが、その実施状況と今後の計画を伺います。 

 ロ．松くい虫被害対策は 

 被害木の伐倒薫蒸処理が追いつかず、枯れた松林が放置され地域に不安が広がっております。

個人山における対策と庭の松や公園、神社などの松の樹幹注入の指導と対応をお聞きします。 

 ハ．山の魅力と価値を次世代へ 



 

－66－  

 私たちに身近な里山に親しみ触れることは地域の歴史、文化を学ぶ貴重な機会であります。

子供たちの山に親しみ学ぶ登山学習や、学有林とみどりの少年団の活動状況をお聞きします。

また、登山コースやトレッキングコースの整備の状況と、２３年１２月議会における南条生産

森林組合から出されておりますバイオトイレ設置の請願の扱いを伺って１回目の質問とします。 

町長（山村君） 山と森づくりについて非常に重要なテーマだと私は思っております。また、な

おかつ山と坂城の山と森を守るということで、地域住民の方の本当に献身的なご尽力について

も敬意を表するところでございます。今、いろいろご質問ございましたが、私はロの松くい虫

の被害対策についてお答えしたいと思っております。 

 先週末の信濃毎日新聞でも県内の松くい虫被害がもう最大だと、非常に危機的状況になって

いるという報道もありました。私は３年前、町長になりまして２４年から松くい虫防除対策に

ついて総合的な対策をいろいろ考えようということで、その中の一つに空中散布の復活という

ことも含めました。松くい虫の防除対策については、これは何一つ、どれ一つやればいいとい

うものではなくて、総合対策だと思っております。 

 ３年前にいろいろ議論をしたときにですね、いろんな先生方のご意見も伺いました。その中

で今ならまだ間に合うというお話も伺いました。それで種々手を打ってまいりました。また昨

年には上平地区でありますけれども、いわば松くい虫に対する最大の逆襲作戦で松を植林しよ

うというような動きも地元の住民の方と一緒に手がけてまいりました。私は、このご質問に対

しまして、平成２６年度で松くい虫防除対策全般的な事業、何をやっているのかということを

計画しているかということについてご説明いたします。 

 平成２６年度も町の松くい虫防除対策指針により、一つ目として守るべき松林としての位置

づけ、二つ目に防災面からの防除対策の強化、三つ目に複合的な対策、四つ目に住民への健康

への配慮、防除対策の基本柱に据えて進めてまいります。基本的な事業内容といたしましては、

伐倒駆除７５０ｍ３、特別防除、これは空中散布ですけれども、２５ｈａ、空中散布にかかわ

る気中濃度、河川水質等の農薬安全確認調査、樹幹注入、枯損木処理を引き続き実施するとと

もに、地域の方の要望を踏まえて新規に苅屋原地区において無人ヘリコプターによる散布を取

り入れ、複合的、総合的な松くい虫防除対策をさらに進めてまいります。 

 無人ヘリ散布の対象区域につきましては、人家等人の生活圏から離す距離を有人ヘリ散布実

施区域は２００ｍ以上に対し、無人ヘリ散布実施区域は３０ｍ以上に設定することが基本的な

考え方とされております。また無人ヘリ散布は樹木の上、四、五ｍから狭い散布幅で実施する

ため、飛散等による影響が少なく危険性の低い効果的な対策とされており、松本市、安曇野市

においても昨年から実施されております。苅屋原地区の無人ヘリによる散布は、人による伐倒

駆除もできず人家に近いため有人ヘリでも散布できない急峻な山の裾の部分について実施いた

します。県の実施基準により散布回数は２回、時期的には１回目散布を６月中旬、２回目散布
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を７月中旬に予定しております。 

 特別防除、空中散布ですが、及び無人ヘリ散布の実施に当たりましては、周辺住民等に対す

るリスクを最大限少なくして、地域住民や関係者等ときめ細かな体制を構築した上で、適切に

実施してまいりたいと考えております。また、住民の皆様の健康に対する配慮として、住民の

皆さんへの周知や詳しい情報の提供などを行う、いわばリスクコミュニケーションについても

強化を図ってまいります。また、住民の皆様方のご意見をお聞きする説明会につきましては、

来月１５日に開催を予定しておりますので、これから広報、有線等を通じて周知を図ってまい

ります。その他につきましては、担当課長からご説明申し上げます。 

産業振興課長（塚田君） 初めに松くい虫被害対策についてお答えいたします。 

 松くい虫の被害を受けて多くの松が枯れた場合、根による土壌をつなぎとめる力の低下が懸

念され、大雨などによって崩壊地が発生し、その土砂が土石流となって大きな災害となる危険

性が高まることが危惧されます。さらに、土砂の崩壊が起きない場合でも多くの松林は水源林

となっていることから、松林が失われた後、更新が困難な区域では水源涵養機能が大きく損な

われてしまいます。また、四方を緑豊かな山々に囲まれた当町においては、美しい景観を形成

している松林が被害を受けると、観光などの面においても森林資源に大きな損失が生じること

から、町では限られた財源の中で伐倒駆除を初め特別防除、樹幹注入、枯損木処理や松の植林

など総合的な松くい虫防除対策を進め、美しい松林づくりに努めているところであります。 

 その中で、伐倒駆除については、松林の区分を分類し守るべき松林を設定して被害の発生、

拡大状況により対処しております。松林の区分につきましては、森林病害虫等防除法により県

が指定します高度公益機能森林及び高度公益機能森林への被害拡大を防止するための被害拡大

防止森林、また町の松くい虫被害対策実施計画に位置づけられた地区保全森林と地区被害拡大

防止森林があります。中でも保安林または公益的機能が高く、水源涵養、災害防止等の森林機

能維持のため特に松くい虫被害対策が必要な高度公益機能森林と町の実施計画において高度公

益機能森林に準じた対策を行う地区保全森林、この二つの区域を守るべき松林と位置づけてお

ります。 

 議員さんのご質問にありました個人山の伐倒駆除に関しましては、個人の民有林も町の実施

計画において対象森林に含まれておりますので、これまでも処理をさせていただいております。

個人からの要望や問い合わせ等もございますが、まずは守るべき松林の区域の伐倒駆除を優先

させていただく中で、地域要望や緊急性などを勘案して順次対処してまいります。 

 次に、樹幹注入の指導と対策についてお答えいたします。樹幹注入は、インフルエンザの予

防接種のようなもので、松くい虫の原因となるマツノザイセンチュウが樹体内に侵入してきた

ときに、その増殖を抑制させたり、死滅させたりする効果があり、健康な松への感染を防ぐた

めの予防措置として有効な対策であります。また、樹木の幹に直接注入するため、薬剤の飛散
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がありません。松並木や公園の松など、貴重な松に対して実施するのが一般的で予防効果が高

く、１回の注入で最長５年間有効とされています。注入作業に当たっては、薬剤効果を発揮さ

せるために、注入場所などの見きわめも必要となり、専門的な知識を技術を要しますので、森

林組合や園芸業者などの専門業者に依頼するのがよいと考えます。 

 樹幹注入は、庭の松や公園、神社などの貴重な松に対し効果的な予防対策ではありますが、

松１本１本に注入するため、手間と費用がかかります。そのため広い範囲で行うことは困難と

なっております。町では、今年度、上平地区の自在神社周辺の松３０本に樹幹注入を実施した

ところですが、引き続き効果的な防除対策を組み合わせながら、総合的に対応してまいります。 

 次に、森林経営計画についてお答えいたします。平成２４年４月から国の森林・林業再生プ

ランに基づき、新たな補助制度により森林整備を行う森林経営計画が始まりました。森林経営

計画とは、森林所有者または森林の経営の委託を受けた者が、森林の施業及び保護について作

成する５年を１期とする計画で、山全体を大きな団地として計画を作成して継続的な森林整備

を実行できるようにしていくものであります。一体的なまとまりを持った森林において、計画

に基づいた効率的な森林の施業と適切な森林の保護を通じて、森林の持つ多様な機能を十分に

発揮させることを目的としております。 

 森林整備に伴う補助金を活用するには、森林経営計画を作成し計画した区域の所有者の方々

と上記の委託契約を締結して整備をしていかければなりません。また、森林経営計画の主な要

件としては、対象とされる森林の合計面積に対し２分の１以上の面積の作業計画を作成するこ

とや間伐材を搬出することが必要となります。この集約化に向けては、長野森林組合が事業主

体となり、森林経営計画の作成、また森林所有者から同意の取得などの準備を進めております。 

 町におきましては、現在、上五明の農山地区と南条地区の２地区で集約化が既に済み、作業

が進められております。平成２５年度の作業内容は農山地区が１６．４ｈａの搬出間伐、

１，５７０ｍの森林作業道の開設が、また南条地区では１．１２ｈａの植栽、１８．７６ｈａ

の下刈り、忌避剤による獣害防除９．７４ｈａが実施されたところでございます。このほかに

も和平地区及び横引地区において集約化に向けた準備が進められ、近く事業計画についての説

明会を実施する段階となっております。また、上平地区、特に島、小野沢地区でございますが、

こちらにおきましても新規集約化の対象として、先月地元説明会を開催したところでございま

す。 

 町では、集約化による森林整備推進に向け、森林経営計画の作成に必要な森林簿の調査、現

地調査などの森林情報の収集整理、説明会や戸別訪問を通じた計画参画への合意取りつけなど

の活動、間伐を行うために必要な各種調査、了解の確認、説明会や戸別訪問を通じた作業への

合意取りつけなどの活動、また作業路網の改良活動にかかる経費に対し、森林整備地域活動支

援交付金を交付し支援しておるところでございます。 
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 続いて、ハの山の魅力と価値を次世代へのということの中で、バイオトイレ設置についてお

答えいたします。南条の日向山へのバイオトイレ設置に関しましては、平成２３年１１月

２４日に南条生産森林組合から坂城町議会へバイオトイレ設置に関する請願書が提出され、同

年１２月議会で採択をされております。町への要望につきましては、同時期に南条生産森林組

合の組合長さんから口頭でお話をお伺いした経過がございます。その際に、バイオトイレにつ

いて調べましたところ、用途によってさまざまなタイプがございますが、山へ設置する固定式

のもので自然環境に配慮した外装のログハウスふうトイレの価格を例に挙げますと、男女兼用

型で４５０万円程度、男女別入り口複数一体型で６５０万円程度、さらに太陽光や風力発電を

利用した無電源タイプですと１千万円を超えるものもございました。 

 町といたしましては、森林の環境整備としてバイオトイレの設置の必要性は理解はできます

が、費用が高額であります。また設置後の維持管理にかかる経費も必要となりますし、年間の

利用人数や使用回数に対する費用対効果を勘案する中では、設置は難しいのではないかという

ような旨の見解を組合長さんへお話をさせていただいたところであります。 

 なお、その後ですが、南条生産森林組合が里親となって実施しておりますセブン・イレブン

記念財団によりますセブン＆アイの森の整備作業の際には長野森林組合が簡易式テントと携帯

用トイレをそれぞれ４個準備しており、春と秋の作業の都度、現地に設置をして使用されてい

るというようなことでございます。 

教育文化課長（柳澤君） ハの山の魅力と価値を次世代へについて答弁申し上げます。 

 当町は、豊かな自然に囲まれた環境があり、地元の山や自然に親しんでもらうことを狙いと

しまして、町内３小学校においては春の遠足、５年生の和平キャンプの際に地元の自然散策や

登山を行っております。春の遠足では、低学年においては南条の記念公園、びんぐしの里公園

など、地元の自然散策を行い、中高学年では葛尾城址、虚空蔵山、自在山、三水城跡、そして

鏡台山などへの登山活動を行っております。 

 中でも坂城小学校では、これら登山活動のほかに学有林を通した体験活動を行っています。

坂城小学校の学有林活動は、さまざまな自然体験活動を通して森を守る大切さを理解し、森を

守っていこうとする意識を高めることなどを目的に行っております。この活動は昭和４１年に

当時の坂城小学校６年生が参加し、アカマツ４，４００本の植樹をしたところから始まってお

り、１号林から６号林まで有し、カラマツやアカマツを中心に植栽されています。学有林の整

備は６年生の児童を中心に植樹、下草刈り、そして間伐作業等を行っており、この活動に際し

ましては、ＰＴＡ役員、学校職員のほか、地元の林業従事経験者、あるいは役場産業振興課、

長野地方事務所林務課といった学有林運営委員会を組織し、地元の皆さんのバックアップを受

けた活動となっております。 

 この坂城小学校の学有林活動は、みどりの少年団の活動としても知られております。昭和
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５５年５月、坂城小学校みどりの少年団が結成されました。坂城小学校の学有林活動は、高学

年の児童だけの活動にとどまらず、５・６年生が整備した学有林を１・２年生及び３・４年生

においても、秋には学有林遠足として訪れ親しんでおります。１・２年生においては「森と遊

ぶ」をテーマに学有林の中で遊ぶことを通して自然のよさを実感する、３・４年生においては、

「森に学ぶ」をテーマに学有林にある植物、昆虫、動物などの学習から森の大切さを学ぶ、

５・６年生においては「森を守る」をテーマにさまざまな作業体験を通して、森を守る大切さ

を実感するといった取り組みを行っております。 

 中学校においても、１年生では高原学習として志賀高原周辺の自然に親しむ活動を行い、ま

た２年生においては日本アルプスの景観、動植物に接し、自然の雄大さ、美しさを体感すると

ともに、登山を通して心身を鍛え、規律ある態度を養うことを目的に唐松岳登山を行っており

ます。 

 町内３小学校による地元の山への登山、坂城小学校の学有林・みどりの少年団活動、あるい

は中学生による高原学習、登山活動は、自然との共生、自然を守る大切さを実感することがで

きる貴重な体験と考えております。 

 続きまして、里山トレッキングコースの整備はについてでございます。トレッキングコース

の整備につきましては、平成１７年度、町内の里山愛好家の皆さん、林業委員さん、区長さん

などを含めました里山整備実行委員会を組織し、やぶ払いや案内板を立てるなど六つのコース

を整備いたしました。千曲川右岸には、太郎山コース、大峰コース、堂叡山・鳩ヶ峰コース、

鏡台山・葛尾城コースの４コース、左岸には狐落・三水城コース、自在山・九竜山コースの

２コースとなっております。平成１９年度には、里山整備実行委員会の中心的な方々が里山の

愛好団体として、さかき里山トレッキングクラブを設立され、現在も独自の活動を行っており、

里山の整備についても引き続きご協力をいただいておるところでございます。整備されたト

レッキングコースについては、子供たちや多くの方が健康維持、地域探訪等を目的としてご利

用をいただいているところでございます。 

 トレッキングコースの整備としては、小学５年生の和平キャンプの際に行われている鏡台山

登山にあわせ、例年７月初旬にコースの枝の伐採や刈り払いを実施しております。その他整備

につきましては、里山トレッキングクラブの方々に各コースの刈り払いのご協力や巡視等をし

ていただいているところでございます。トレッキングコースが整備されてから１０年を迎え、

町内はもとより町外の方も坂城町のトレッキングコースを利用いただくことも多くなっており

ますので、今後も里山トレッキングクラブの皆さんと連携を図り、看板の修繕、ロープの交換

などを進めていきたいと考えております。以上です。 

２番（塚田君） ２回目の質問に入ります。初めに、町長にお尋ねしますが、先月、ペレットボ

イラーが庁舎のボイラーとして完成し、木質ペレットがこのボイラーでは約年間６０ｔを使う
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ということであります。間伐材を使うことでこの林業の振興につなげたいという抱負を述べて

おりますが、まさしくこのエネルギーの地産地消であります。葛尾の焼却施設の後利用としま

して、ぜひペレット製造工場をつくったらどうかと、こんな提案をしたいと思いますが、ご意

見がありましたら。 

 それでは、松くい虫対策でありますけれども、町長の招集の挨拶にもありました。今、町長

からも松くい虫に対する対策について、苅屋原地区に新たに無人ヘリの空中防除を計画と。こ

れは県の防除実施基準で無人ヘリ防除は、目視で低空のため薬剤の飛散が少なく、防除には有

効と聞きますが、これまでこの無人ヘリの空中防除はなぜ採用されなかったのか、この費用と

効果の点はどうか、その辺をお聞きしたいと思います。 

 樹幹注入の件ですが、これについて、上平地区で３０本の実施をしたと、この樹幹注入、こ

れは非常に高価なんですよね。私がちょっとお聞きしたところでは、直径が４０ｃｍの松に約

１万５千円かかると、そしてこの１回、予防注射をしても５年ぐらいという効果しか認められ

ないということであります。この樹幹注入について、今後はどういう方向でやっていくのか、

また上平地区といって、この樹幹注入、山の木の樹幹注入であったのか、それともお宮とか神

社とかそういう公園とか、そういう樹幹注入は今までされてきているかどうか、またこれから

予定あるのかどうか、その辺を伺います。 

 また、この松くい虫対策についてですが、先ほど、課長からの答弁でありますと、守るべき

松林を優先して、個人の問い合わせに対しては順次対応していくということなんですが、今、

個人からの問い合わせはどのくらいの数があるんでしょうか。また、どのくらい待てばこの対

応をされるのかどうか、その点をお聞きします。 

 最後に、ふれあいの森とセブンの森、これについて２３年の１２月議会に請願が出されまし

た南条生産森林組合からのバイオトイレ、先ほども金額を示されましたけれども、今現在、こ

のセブン＆ホールディングスから寄附をいただいて運営をしているということですよね。そし

て、この簡易トイレもそのたび、セブン＆アイのボランティアで春、秋、２回されているとい

うわけですが、そのときに簡易トイレを持ってきて、あとまた回収すると。このセブン＆アイ

から寄附をもらっているんですから、その寄附は何でそのバイオトイレとか普通のトイレに利

用されなかったのかと、この寄附はどこへ使われているのかと。そして町は全然関知しないで、

このトイレについては、高額であったり、あとの管理が大変だろうということで、一切つくる

気はないということですけれども、果たしてそれでいいでしょうか、その点をお聞きします。 

 時間がないですから以上です。 

産業振興課長（塚田君） 松くい虫の伐倒にされたものの後利用ということでございます。後利

用ということで、有効に利用したいというふうに考えておりますが、ペレット材への加工とい

うものについては、搬出の問題とかがございますけれども、いろいろとこれから検討をしてま
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いりたいと思います。 

 それと無人ヘリの関係でございますけれども、無人ヘリについては、やはり有人ヘリと違い

散布範囲がどうしてもパイロットが見える範囲でしかできないという問題がございます。やは

り見える位置で操縦いたしますので、ある程度決められた範囲でしか散布できないという問題

がございますので、どうしても手間暇がかかってしまうという問題がございます。 

 それと樹幹注入でございますが、確かにおっしゃるとおり高価でございます。今回、その自

在神社の周辺の松、やはり地域一帯を景観として残しているものでございますので、その点に

ついて守るべき松林ということで、今回この３０本の樹幹注入をさせていただいて、様子を見

ていきたいというふうに考えております。 

 それと個人の問い合わせについてどのくらい待てばよいのかということでございますが、先

ほどご答弁申し上げましたとおり、やはり順番がございます。守るべき松林をまず最初にやっ

て、なおどうしても危険な箇所というものがやはりあると思います。人の上に倒れてくるとい

うような危険があるものについては、そういうものは先に処理をさせていただければというふ

うに考えます。 

 それとセブン＆アイの森でございますけれども、あくまでもこれはセブン＆アイホールディ

ングスと南条森林組合との契約でございます。寄附についても町のほうとしては、ちょっと存

じ上げない内容でございますので、そちらのほうは、その両者で検討されているというふうに

考えます。町といたしましては、その整備の際に町長が出席したり、町の担当者が出席をさせ

ていただく程度でございます。 

 それと、簡易トイレでございますけれども、やはりそれは森林組合のほうでその簡易トイレ、

携帯用のトイレ、四つで間に合うだろうという判断のもとでその作業の都度、森林組合のほう

で設置をしているというものでございますので、それはあくまでも実施する団体の判断という

ことでございますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

２番（塚田君） 山を守るということは、非常に大変なことであります。特に７５％からの森林

を町が負うということは非常に難しいというふうに思います。特に５０年ぐらい、植林をしま

してから人工林が５０年たってきていると。そしてその間伐材は５０年以上の大きさになれば

ほとんど使用も不可能に近いということでありますから、今、間伐は非常に急がれて、そして

その後利用も含めまして大きな問題になってくるだろうと、そういうふうに思います。 

 トレッキングクラブの皆さんが整備をされているというボランティア、これについては毎年

やらなければ、本当に伸びて草木が伸びてしまってコースがわからなくなってしまうと、そう

いうことであります。本当に私も毎月一度ぐらいは里山歩きをし、年に一度ぐらいはこの坂城

の山をトレッキングさせてもらっているわけですが、この里山のトレッキングを本当にしてい

ると、毎日暮らしている町を山の上から見ると、非常にロマンを感じるわけであります。 
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 びんぐし山の湯さん館の風呂の魅力は、湯質、湯量とともにロケーションがいいということ

で、眼下に広がる町の景色と四季の移ろいが私たちの財産であります。このびんぐし山の松が

松くい虫でなくならないように、みんなで知恵を出し、またずくを出し、自然の恵みを守り育

て、次の世代につなげていきたいものであります。以上で、私の一般質問を終わります。 

議長（柳澤君） ここで昼食のため、午後１時３０分まで休憩いたします。 

（休憩 午後 ０時０５分～再開 午後 １時３０分） 

議長（柳澤君） 再開いたします。 

 次に、３番 吉川まゆみさんの質問を許します。 

３番（吉川さん） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問を

行います。 

 ２０１１年３月１１日、日本中を震撼させた東日本大震災と東京電力第一原発事故が発生し

てから明日で丸３年を迎えます。いまだに２７万人弱の人が避難生活を送っていると聞き、全

ての被災者が当たり前の日常生活が送れるよう、さらに復興に力を入れてほしいと願わずには

いられません。 

 それでは内容に入ります。 

 １．除雪対策について 

 ２月８日の大雪は、降雪時間が１８時間だったのに対し、１４日、１５日の降雪時間は２倍

近い約３０時間でした。南岸低気圧のおかげで想定外の豪雪という結果をもたらしました。

１週間ほどたったころ、某紙に、丹精を込めて植えた花の苗がハウスの下敷きになってしまっ

た、悲しくて布団をかぶって泣いた、ご免ね、花たちと。これを読んで胸が締めつけられる思

いになりました。当町でも先ほどもお話がありましたとおり、同じような被害に遭われた方々

がいらっしゃいます。心よりお見舞い申し上げます。 

 今回の記録的な豪雪はふだんから大雪になれていない我が町にとって、多くの課題を与えて

くれました。特に関係部局では除雪に対する町民からの要望がかなりの量で、錯綜した情報を

整理しながら取り次いだり、手を打ったりと、さまざま大変だったのではと推察をいたします。 

 さて、午前中も同僚議員から被害状況や今後の対策について質問があり、町からの答弁をお

聞きいたしました。地球温暖化が進む昨今、全てにおいて早目、早目の対応を講じておく必要

性を感じたのは私一人ではないと思います。 

 それでは、質問に入ります。 

 イ．通学路の確保は 

 １４日から降り始めた雪は、翌日は物の見事に降り積もり、どこから手をつけていいのかと

いうほどの大雪でした。たまたま土日ということで学校は休みだったので、混乱は免れたかと

思いますが、誰もが一番心配をしたところが通学路の除雪だったと思います。通学路も広い道
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路から狭い道路、また歩道などさまざまな道路があります。そこをどのように手を打ち除雪を

進められたかお尋ねいたします。 

 ロ．生活道路の除雪は 

 さて、県道や町道の一部は重機が入り除雪が進みましたが、一方狭い道路や町営住宅内など、

高齢者住まいのところは除雪が大変厳しい状況でした。一般的に地域が主体になって除雪を進

めるのが生活道路ですが、今回はなかなか思うに任せず大変困難でした。そこで、今回の生活

道路の除雪対応はどうされたかお尋ねいたします。 

 ハとして、情報の発信、伝達は 

 １００年に一度とも言われたこの大雪で、一番感じたことは、行政を町民が情報の共有がで

きなかったということです。それは私も回っていく中で、町が一生懸命除雪に対応していただ

いていても、除雪の順序や対応について多くの町民には流れていなかったということを感じま

した。また、誰もが自分の周りを何とかしてほしい、しなければという気持ちで状況を受け入

れる余裕もなかったと思います。そこで、今回、除雪の情報などはどのように町民に発信し、

伝達をいたしましたか、その点についてお尋ねをいたします。以上で１回目の質問を終わりま

す。 

建設課長（青木君） １．除雪対策についてのイ．通学路の確保とロ．生活道路の除雪について

お答えいたします。 

 まず、町の除雪計画といたしましては、除雪基準であります１０ｃｍの積雪を超えた場合、

除雪委託路線３７路線について除雪委託業者９社により除雪を実施しております。 

 ご質問の通学路の確保ということでございますが、町が委託している幹線の車道については、

建設課で行っておりますが、その他の生活道路や歩道につきましては、地元の皆様にお願いし

ている状況でございます。しかし、今回２月１４日から１５日の大雪につきましては、町内で

８０ｃｍの積雪を記録したため、教育委員会などから要請のありました道路等で重機でしか対

応できない路線につきましては、建設課において業者に指示をし優先的に除雪をした状況でご

ざいます。また、坂城大橋の歩道と鼠橋の歩道につきましては、村上方面からの学生の通学に

使用するため、委託業者と建設課職員により除雪を実施いたしました。 

 次に、地域の生活道路につきましては、行政協力員会において町が実施する幹線につきまし

ては、区長様にご説明をし生活道路の除雪についてご協力をお願いしたところでございますが、

今回区長さん方のご協力を得る中で、区内の重機等を所有している方々にもお願いをいたしま

して、区内で除雪を行っていただいた状況でございます。幅が狭い生活道路ですとか、急峻で

重機等が対応できない生活道路につきましても、区長様を初め住民の皆様のご協力により除雪

の対応をしていただいたところでございます。 

 建設課といたしまして、今回は大雪だったということもございまして、除雪の委託路線以外
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の町道につきましても地域からの要望があった生活路線５５路線につきましては重機等により

除雪の対応をしたところでございます。以上でございます。 

まちづくり推進室長（中村君） ハ．情報の発信、伝達はについてご答弁申し上げます。 

 町民の皆様への情報の伝達につきましては、有線放送、ホームページ、メール発信システム

オクレンジャーにより情報伝達を行いました。有線放送では、先月の８日から２６日までの間

に大雪警報の発令のお知らせ、幹線道路除雪のお知らせや生活道路の除雪について、町民の皆

様へのご協力のお願い、町循環バスやしなの鉄道の臨時運休、時間の変更等のお知らせ、小中

学校休校のお知らせ、びんぐし湯さん館臨時休館や営業時間短縮のお知らせ、人権を尊重し豊

かな福祉の心を育む町民集会や分館対抗球技大会中止のお知らせ、それからあんしんお届け便

の運行時間変更のお知らせなど、町から計４７回の臨時放送をしております。 

 また、地区別放送をご活用いただき、六つの区の皆さんが除雪への区内の協力依頼、また区

の行事の中止、こういったお知らせを各地域内においてそれぞれ発信をいただいております。 

 町ホームページにおきましては、大型重機による幹線道路除雪のお知らせ、生活道路除雪へ

の町民の皆様のご協力のお願い、雪捨て場の案内についてお知らせを掲載をいたしました。ま

た、小中学校の休校につきましては、オクレンジャーに登録をいただいている保護者の皆様へ

メール発信による臨時休校や登下校の注意喚起などのお知らせをしたところでございます。 

 今後とも、災害時につきまして適切な情報を発信ができるよう努めてまいりたいと考えてお

ります。 

３番（吉川さん） ただいま詳しい説明をいただきました。今回は、先ほど来お話があるとおり、

考えられない大雪でしたので準備ということがありませんでした。でも防災の観点から見ても、

この想定外という言葉以上の思いでこれからも対応していかきゃいけないと思います。そうい

う意味で幾つかお聞きしたいと思います。 

 先ほど、建設課長から通学路についての対応のお話がありました。その件なんですが、学校

の近辺の方から除雪対応について、ちょっとお話をいただきました。それはですが、地元の皆

さんで除雪を皆さんでやった後に除雪車が入ってきて、それで除雪をしていただいたと。そう

しましたところ、本当に路地の交差するところに山積みになった雪が残ったり、また各家の入

り口に雪が高く押し残されてあって、それがやった後にまたそれが山になってしまったという

ことで、かたい雪がそこに残っていたということで、その辺をこれからどう対応していくかと

いうお話をいただきました。 

 そこで、除雪をしていただく業者の方と、また区と連絡網をつくっていただいて、この地域

はいつ幾日の何時からやりますよ、だから地元の方もお願いしたいというような、そういう連

携をとるような手法を考えていただけないかというお話が１点ありました。それについて、お

考えをお聞きしたいと思います。 
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 それから通学路に対して、午前中もお話がありましたが、民家のないところなどもたくさん

あるわけですが、今回も職員の皆様が除雪をしていただいたところもたくさんありました。し

かし、全体的に見ますと短い期間で休みをとりまして、今回休みを入れたんですけれども、除

雪を短時間でやるということに対して、これからの対策としてＰＴＡとか保護者の皆さん、ま

た通学路の該当する区の皆さんに出ていただく、また場所を決めておおむね何ｃｍ以上積もり

ましたら、そこの除雪に協力をしていただきたいというような、マニュアルを作成したらどう

かと思いますが、その点についてもお聞きしたいと思います。 

 そして、生活道路についてでありますが、地域によっては一斉に鈴を鳴らしてみんな出てき

て、全戸で対応をしてきれいになったというところもあります。しかし、今、高齢化が進んで

おりまして、なかなか全戸で出ることができない場合もあります。今回もある方から、課長か

らもお話がありましたが、重機を持っている人がいるので、前もって運転できる人を登録制度

をつくっておいて、その方にいざというときには対応していただくような形がとれないかとい

う提案がありました。その点と、それからもう１点、高齢者のお宅、そこを各区でもちろん

やっていただいていると思いますが、手落ちがあると思いますので、そういう方たちのために

雪かき隊のようなボランティアを立ち上げて対応していくような、そういう案はどうかと思い

ます。この３点についてもう一度お考えをお聞かせください。 

建設課長（青木君） まず再質問をいただきました家の前に雪をかいてしまって、雪が積もって

しまったというような状況でございますが、町でお願いしております３７路線につきましては、

委託業者の方に路線ごとにやる箇所は決めてございます。ただ今回のような大雪の場合ですと、

路線によっては非常に時間がかかってしまうという中で、路線を限らず逐次どの路線に入って

いるかということを連絡いただきながら、必要に応じてお互いに融通し合って路線をやったと

いうようなことがございまして、なかなか何時にどこの路線というような形は今回はとれな

かったわけなんですけれども、通常の場合ですと路線を、入る路線とか決まっておりますので、

大体入る順番等事前に区長さん方にご連絡できるような形をまた考えてまいりたいと思います。 

 あと、また今回区長さん方のほうで地元の重機等をお願いして除雪を行いましたけれども、

今回区長さん方、急にお願いした場合もございますので、今後は町といたしましても地元の建

設重機をお持ちの方ですとか、さらにまた免許を持っている方、こういう方を事前に把握して

おきまして、いざというときにはまた区長さんと協力する中でお願いするような形をとってま

いりたいと考えております。あと、また町内の企業の方ですとかにも協力いただけるような体

制を含めてまた考えてまいりたいと思っておりますが、よろしくお願いいたします。 

教育文化課長（柳澤君） 通学路の保護者との連携という部分でございます。今回の除雪につき

ましては、町の委託業者による除雪のほか、地域の皆さんを初め保護者の皆さんのご協力もい

ただく中でお願いをしてきたところでございます。 
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 そういう中で、この除雪に関しましては、ある程度の間隔ですれ違いのできるエリアを確保

するなど、子供たちが積雪をしました道でもできるだけ安全に歩けるような対応してまいりま

したけれども、課題となりましたのは人家やあるいは事業所のないところ、あるいは間隔のあ

いているような通学路については、除雪に時間を要したというような箇所もあったというふう

に把握をしているところでございます。 

 そのような課題を踏まえまして、今後保護者あるいは校長会というようなところ、ＰＴＡを

中心とします校外指導部の皆さんと除雪につきまして、検討を図っていきたいというふうに考

えております。以上です。 

福祉健康課長（天田君） 私のほうからは、雪かきボランティア隊の問題についてお答えをいた

したいと思います。雪かきあるいは除雪ボランティア隊は、北海道や東北、新潟など日常的に

降雪量の多い地域にあるようでございます。県内では常設的にボランティアに取り組んでいる

というところは承知をしていないところでございますが、今回の大雪について長野県社会福祉

協議会によりますと、軽井沢町の社会福祉協議会におきまして災害ボランティアセンターを設

置し、町内外から除雪ボランティアを募集したとお聞きをしております。 

 今回、坂城町社会福祉協議会では、そこまでは至りませんでしたが、今後に向けまして社会

福祉協議会ともお話をしてまいりたいと考えております。 

議長（柳澤君） 先ほど、教育文化課長を学校教育課長と申し上げたかと思いますが、大変失礼

いたしました。訂正いたします。 

３番（吉川さん） 今、各担当課長から答弁をいただきました。ぜひ、緊急事態でしたけれども、

これからはこのようなことは絶対ないとは言えません。そういう意味でも事前に把握をしてい

ただいて、体制をぜひつくっていただきたいと思います。 

 それから、ＰＴＡの関係もそうですが、今、本当に子供さんも少なくなっております。そう

いう意味でも、該当する区の方たちにぜひ声をかけていただいて、すぐに体制を組んで取り組

めるような形をお願いしたいと思います。 

 そして、先ほども福祉課長からもありましたが、今回もあるヘルパーさんともお話ししたん

ですが、やはりヘルパーさんがお宅にたどり着くまでに、やはり時間が決まっていても、なか

なかたどり着かなかったというお話を聞きました。そういう意味でも、それも皆さん、シャベ

ルを持ちながら、その現場に行ったわけですけれども、時間に着かなかったおかげでその方か

らかなり怒られたとかというようなお話も聞きましたので、私も本当にそういうところにもっ

ともっと目を向けて町としても取り組みを強化していかなきゃいけないと思いました。 

 そしてハの情報の発信ですが、今も答弁をいただきました。今回、町のホームページですけ

れども、掲載は１７日が初めて載りました。千曲市では１６日の時点で雪の捨て場、また軽ト

ラックの貸し出し等についての情報が載っておりました。町民は一番、もちろん有線の体制は
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大切です。しかし有線もあるお宅とないお宅とあります。そういう中で、この情報をしっかり

とホームページにもっと早い時期で載せていただきたかったなということを今回痛切に感じま

した。そして、今も４７回、有線を流していただいたというお話がありましたが、今後のため

にも、しっかりとしたホームページの掲載をお願いしたいと思います。 

 そして、一番はあれですね、国道、県道、通学路、そして生活道路、農業用のハウスの被害

等たくさんの課題がありました。これは全部対応の課が違いました。そういう中で、一つ感じ

たのは、午前中にも町長から答弁がありましたけれども、早い時点で一番は、対応はしている

んですけれども、情報収集と発信を一本化して町民に投げかけていただきたかったということ

を一番私は感じたんですが、できれば総務課対応でやっていただきたかったと思いますが、そ

の点について答弁を求めたいと思います。 

総務課長（田中君） 午前中、中嶋議員に町長から答弁をいたしましたが、今回、災害対策本部

が設置はいたしませんでした。しかし、各課との連携はとれたし、連絡はとっておりました。

まず建設課とは道路の除雪の状況、それから坂城駅、テクノさかき駅の駅前、高速バスの駐車

場等の除雪の状況、これは町長答弁の繰り返しになっちゃいますけれども、よろしくお願いし

たいと思います。 

 それと、各課では所管しておりますテクノセンター、鉄の展示館、けやき横丁、文化セン

ター、図書館、給食センター、保育園等の除雪の状況、また小中学校の休校、保育園は希望保

育、それから鉄の展示館、それとふるさと歴史館の休館、それから人権を尊重し豊かな福祉の

心を育む町民集会の中止等の連絡については、私のところにも入ってきております。理事者の

ほうにも伝わっております。それと大型重機の借りの状況も私のところへ入ってきています。

これは私のところに連絡がたまたま入りまして、大型重機使ったほうがいいんじゃないかと連

絡が入りました。それですぐ、建設課長のほうへ連絡をとって翌日、だから１７日の日には大

型重機が入ってきて、鼠橋から産業道路のほうへ除雪ができてきたと思います。そういった形

の中で連絡は取り合っております。 

 それから、２月１７日月曜日からは確定申告が始まりますので、役場の駐車場の除雪も行い

ました。しかし、職員駐車場につきましては、きちんと除雪ができなかったために役場から

１ｋｍ以内の職員は歩いて、家が近所の職員は乗り合いで通勤するよう課長全員が役場にいた

もので、課内の職員に伝えるように各課長に私のほうが直接話をいたしました。ですので、各

課とは連絡はとれておりますし、理事者のほうにも連絡もちゃんととれております。しかし、

町長の答弁でもありましたが、町民の皆様への情報発信のあり方については、今後、課題が残

るかなということであります。よろしくお願いをしたいと思います。 

３番（吉川さん） 今答弁をいただきました。いずれにしましても、横の連携はとれていたとい

うことは理解できました。あと、やはり町民にその情報の伝達がもう一歩足りなかったなとい
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うことを感じたわけです。もう皆さん、本当に職員の皆さん、寝ずに頑張っていただいている、

そのことをやはり町民の皆さんが知るということも大事なことだと思います。そういう意味で、

今回、そのやっていることが、例えばここの道路は交通渋滞ですのでこちらに回ってください

とか、この午前中はここのところをやっていますとか、そういう詳しい情報をもっともっと、

何というんですかね、発信していただければよかったと思います。今回の教訓を大事にして今

後の防災活動に大いに生かしていただいて、また町民の命と生活を守るために対策の強化を望

みたいと思います。 

 それでは次の質問に移ります。 

 ２．健康日本一のさかきへ 

 イ．「健康マイレージ」の取り組みについて 

 「健康づくりが、あなたを、家族を、町を幸せにします」この標語いいと思いませんか。こ

れは静岡県袋井市の健康チャレンジ！！すまいる運動の標語です。この市では合併後、平成

２２年に日本一健康文化都市宣言を制定し、市民一人一人の主体的な健康づくりに力を入れて

まいりました。その一環としてこの健康マイレージ制度が成果を上げております。昨年１０月、

この先進的な取り組みを進めている袋井市にその効果を知りたくて、視察に行ってまいりまし

た。 

 さて、マイレージとは、昨日も息子に言われました。マイレージなんて言ってもみんなわか

らないよって言われました。このマイレージというのは、飛行機が飛んだマイル数に応じてポ

イントがたまり、得点が得られる、航空会社のマイレージサービスから来ている言葉です。最

近この健康マイレージという言葉をよく耳にするようになりました。 

 内容は、運動系、また食事系、ウオーキングの三つの取り組みの実践でポイントをためると

得点を利用することができる制度であります。これは町民の皆さんが楽しみながら健康増進に

励むことができます。結果として、医療費や介護費の抑制につながったり、地域のコミュニ

ティーや経済の活性化も期待できるユニークな施策です。 

 袋井市では、自身の健康活動ポイントを換算して公共施設の利用券や食事券と交換したり、

また各幼稚園や小学校などの教育機関に寄附ができるという、親子が楽しめる制度として定着

をしてきています。今では市民健康運動としても広がりを見せています。健康マイレージの取

り組みは、今、全国の自治体で注目されており、それぞれの地域の事情に合わせ特色を生かし

て取り組んでいる自治体が増えてきております。 

 我が町でも、町民の皆さんが積極的に健康づくりに参加できるよう、この健康マイレージ制

度を取り入れてはいかがでしょうか、お考えをお聞きします。これで１回目の質問を終わりま

す。 

福祉健康課長（天田君） 健康マイレージの取り組みにつきまして、お答えをいたします。健康
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マイレージは議員さんからも今ご説明をいただきましたが、住民に健康づくりを促進する制度

で、市町村が定めた健康づくりメニューを行うことによって、ポイントを集めたまったポイン

トを協賛店や施設等が提供する割引券や商品券等のサービスと交換して利用できる新しい仕組

みで、全国的には幾つかの自治体で取り組んでおられます。中でも静岡県では、県と市町村が

連携する形で進めており、現在は九つの市と町が協賛しているとお聞きをしております。 

 県内では、松本市において認知症予防対策の一環として同様の取り組みがあり、ポイントを

集め応募することによって、抽選で景品が当たるという内容で事業を行っているとお聞きをし

ております。いずれにしましても、住民の健康づくりを推進する先進的な事業として注目をし

ているところでございます。 

 国民健康保険特定健診につきましては、増え続ける医療費の抑制を図るとともに、何よりも

町民の皆さんの健康を守るために１年に１回の受診を呼びかけ、受診率６５％達成を目標とし

てさまざまな取り組みを推進しているところでございます。 

 平成２５年度においては、「チャレンジＳＡＫＡＫＩ」重点事業に位置づけ、特定健診受診

率６５％達成プロジェクトを立ち上げ、各課で開催する会議などに保健センターの職員が出向

き、少しお時間をいただく中で特定健診の受診についてＰＲをさせていただいております。特

に住民環境課で開催しましたごみ減量化・資源化懇談会に同行し各区でお話をさせていただき

ました。また、循環バスや役場の公用車にマグネットシートを張るなど、広報にも努めている

ところでもございます。さらに２６年度からは、特定健診が開始される４０歳の方を対象に、

４０歳スタート健診として、さらなる健康意識の高揚を図り健診のきっかけづくりを目的に、

健診料金の助成額を拡大し、自己負担の額を千円といたします。 

 当町におきましては、健康マイレージ事業の導入よりもこのような独自の取り組みを実施す

る中で、生活習慣病を初めとする疾病の予防や健康意識の高揚を図るとともに、特定健診の受

診率向上に取り組んでまいりたいと考えております。 

３番（吉川さん） ２回目の質問をします。本当に今も課長からお話がありました。１年に１回

の健診、この特定健診に一生懸命力を入れております。そして今も独自の取り組みということ

で、来年度、２６年度から４０歳の方、この方の健診料金を千円にできるということで、すば

らしい取り組みだと思います。これをやることによって、どれだけ成人病を発見し、また医療

費の削減につなげられていくか、ここが一番、２６年度は大きなポイントになると思います。 

 そこで、我が町のここ二、三年の１人当たりの国保の医療費と町での健康づくりへの取り組

みについてお聞かせいただきたいと思います。 

福祉健康課長（天田君） 再質問の国保の医療費と健康づくりへの取り組みについてお答えをい

たします。国民健康保険加入者の１人当たりの医療費でございますが、平成２２年度は３０万

３，７２０円で、長野県下では高いほうから２０番目、２３年度は３３万２，６１１円で県内
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では高いほうから９番目、２４年度は３４万４，９６４円で県内では高いほうから１０番目と

なっております。 

 健康づくりの取り組みについてでございますが、町の健康づくり計画「すこやか坂城２１」

に基づき生活習慣病の予防のための特定健診に関する取り組みのほか、がん検診等の実施、ヨ

ガ、ストレッチ等の運動教室や食育等の講演会を実施する中で、疾病の重症化予防や健康維持

等に関する知識の普及に努めております。 

３番（吉川さん） ただいま課長より答弁をいただきました。それでは町長にお聞きします。町

長は平成２４年の第２回定例会から特定健診の呼びかけに力を入れ始めました。もちろん国の

方針もありましたが、ただいまの６５％を何としても達成したいという思いで始めたことだと

思います。そして、ただいま課長からも答弁いただきましたとおり、１人当たりの国保の医療

費ですね、これが２４年は７７のうち１０番目ですね、今のお話で、そうでしたね。そういう

ことで、本当にうちの町はなかなか国保の医療費が削減できておりません。 

 その中で、町長にお聞きしたいのですが、今、課長がおっしゃっていたがん検診、またいろ

んな健康講座とかありますが、これはこちらから発信して特定の方のみができることでありま

して、日常的にできる方策とは思えません。そんな意味で、町民全体で日常的に健康を意識す

る取り組みが今とても必要だと私は考えますが、それについて町長のお考えをお聞かせくださ

い。 

町長（山村君） 先ほどご提案のあった健康マイレージというような考え方、これはなかなかす

ばらしい考え方だと思います。今、課長から説明しましたように、それをやるのは毎年、毎年

やっぱり健診を受けていただくというのも、これももっと重要なことかと思っています。総合

的に体を診ていただくと、それによって医療費少なくするということでありますので、もしか

したら坂城町の健康マイレージというのは、毎年受けていただくということに何か、２０年続

けてやったら何かご褒美出すとか、そういうような毎年、毎年受けていただくというのはやっ

ぱり大きなマイレージ、それこそマイルストーンだと思っておりますので、まずそれを今回は

４０歳がスタートの年になりますので、それを習慣として自分の健康を自分で考えていただく

ということを広げていきたいというふうに思っております。 

３番（吉川さん） ただいまの町長の答弁では、特定健診をずっと維持、継続して受けていただ

いた方に何か特典を出そうかというような提案でありました。 

 本当にこの袋井市では、なぜこれを始めたかというと、皆さんも本当に２０年からこの特定

健診を開始したわけですが、なかなか健診を受ける動機づけができないということで始めたそ

うであります。それで袋井市では、この特定健診の受診率が２１年が４９．２％、そして

２２年が５１．９％、２３年が５２．９％というところまで伸びてきている現状であります。

これはどこの市町村でも今、一番課題になっていることです。 



 

－82－  

 一番、私が思うのは、町から発信をして特定健診、特定健診と言っておりますが、なかなか

意識して来る人は来ます。しかし、来れないこぼれている人たちを、どうやって拾い上げてい

くかということがとても大事なことだと思います。町長も庁舎に歩いてきていらっしゃるとい

うお話も聞きましたが、ふだんなかなか意識をしなければできないことってあると思うんです

ね、健康に対して。今、本当にこの今の現代社会は歩く、動く、この機会が低下しております、

車社会になって。また、過食、偏食の傾向もあります。若い人たちの中にはね、またストレス

の増加や不規則な生活のリズム、これも生活習慣病の大きな原因になっていると思います。 

 今回のこのマイレージ制度というのは、健康づくりをしやすい機運に持っていけるかどうか、

また健康づくりに対する動機づけをできるかどうか、この辺をポイントに置いた方策でありま

す。これは１年間ずっとやるのではなくて、７月から、袋井市の場合は１１月まで５カ月間だ

け、全町的に総挙げでやろうということでやっております。このいいところは、保育園、幼稚

園、また小学生、中学生、高校生全部が一つになって取り組むという点なんですね。 

 これが資料なんですけれども、これは幼稚園と保育園でやるものなんです。これは塗ってい

くんですけれども、またこれは小学生用です。これも野菜の好き嫌いをつけたりとかね、そう

いう本当に簡単な取り組みです。そして、大人に関しては、このように一月の日にちが書いて

ありまして、ここに健康で、例えば運動系の健康づくりとして、じゃあ、私は腕立て伏せが苦

手だから毎日１０回やろう、また食事系では野菜からまずご飯のとき食べよう、また毎日何歩

歩いたという記録をつけるという、この三つの取り組みをやったときに初めてポイントが３ポ

イントつくということで実施している制度でございます。 

 これは私はとてもやりやすい取り組みだと思います。そういう意味で提案をしているわけで

すけれども、この資料づくりには約６０万ぐらいでできるそうなんですね。そういう意味でも、

やろうと思えばすぐにでも取り組める取り組みだと考えますが、課長、いかがでしょうか。も

う一度、答弁お願いしたいと思います。 

福祉健康課長（天田君） 再質問にお答えをいたします。先ほどもご答弁の中で申し上げました

が、この事業、住民の皆さんの健康づくりを推進する先進的な事業ということで、私どもも注

目をしております。ただ、特定健診の受診率６５％達成プロジェクトも現に実施をしていると

ころでございますし、また今年度４０歳スタート健診も実施をしているところでございます。

また、それぞれほかの事業も展開をしているところでございますので、まずはそういう事業を

しっかり積み上げましてまた、そちらのほうをですね、できましたら議員さんにその資料を

ちょっと拝見させていただいて、勉強もさせていただければと思っているところでございます。 

３番（吉川さん） まずは２６年度は４０歳スタート健診をまず着実に進めていくというお答え

をいただきました。この４０歳スタート健診がどれだけの方が積極的に受診していただけるか、

そこが大きなポイントだと思います。そのためには周知徹底ですね、その辺、広報の辺から
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しっかりと取り組んでいただいて、また結果的にすばらしい結果が出るといいと思います。そ

して、今もお話しいただきましたが、医療費削減のためにいろんな方策を取り入れながら、当

町でもしっかりと取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは次の質問に移らさせていただきます。 

 ３．循環型社会を目指して 

 イ．レアメタル等の回収、リサイクルの取り組みについて 

 携帯電話やデジタルカメラなどの使用済みの小型家電に含まれるアルミニウム、貴金属、レ

アメタルなどの回収を進める小型家電リサイクル法が昨年４月より施行されました。小型家電

に含まれるレアメタルや貴金属は、多くを輸入に依存しその大半はリサイクルされずにごみと

して埋め立て処分されてきました。新制度では、消費者や事業者に新たな負担や義務を課すこ

れまでの各種リサイクル法とは異なり、自治体とリサイクル事業者が柔軟に連携をして、地域

の実態に合わせた形でリサイクルを推進することが狙いとなっております。既に施行されてか

ら１年を迎えようとしておりますが、当町でのレアメタル等の回収、リサイクルへの取り組み

についてお聞きいたします。これで１回目の質問を終わります。 

町長（山村君） 循環型社会を目指してということで、レアメタル等の回収、リサイクルの取り

組みについてお話を申し上げます。私は葛尾組合の責任者としても重要なテーマだと思ってお

りますので、私のほうから答えます。 

 小型家電には、鉄、アルミ、銅、貴金属、レアメタルといった有用な金属が含まれておりま

す。一方、亜鉛などの有害な物質を含むものもあるため、適正な処理が必要となっているとい

うことであります。現在は、鉄などの一部金属を除いて廃棄物の埋立地に処分されるというこ

とから、使用済み小型家電機器等の再資源化を促進するため、使用済小型電子機器等の再資源

化の促進に関する法律が昨年４月に施行され、市町村は分別収集するため必要な措置を講ずる

とともに、再資源化を適正に実施し得るものに引き渡すよう努めなければならないとされてお

ります。 

 この法律の対象品目は、携帯電話、パソコンなど、電気コードがつく、または電池で動くも

のが対象で、既に施行されております家電リサイクル法の対象品目である冷蔵庫ですとか洗濯

機、大型テレビ等は対象外となっております。小型家電は、消費者から排出され市町村が回収

後、国の再資源化事業計画の認定を受けた認定事業者に引き渡され、分解、破砕し金属の種類

やプラスチックごとに選別し、金属精錬事業者が金属資源として再生することになります。こ

の過程で有害物質も処理され、消費者から回収された小型家電はリサイクルされ、再び製品と

して帰ってくるということになります。 

 収集運搬過程におきまして、個人情報保護については、配慮する重要事項であり、携帯電話

やパソコンのように記憶媒体を含むものが対象品目であることから、回収に当たっては個人記
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録をしっかりと消去して出していただき、適切な管理を行い認定事業者に引き渡し処分してい

ただくことが重要ということになります。 

 今後、当町におきましても、法の趣旨に沿い、千曲市と協調して葛尾組合での実施をしてま

いりたいと考えております。実施に当たりましては、葛尾組合において認定事業者を選択し、

町としては回収に当たり対象品目は基本無料とし、排出方法、排出場所等を広報・ホームペー

ジなどを通じＰＲに努めていきたいというふうに考えております。スタート時期につきまして

は、新年度、２６年度内で諸準備が整ったところで始めてまいりたいと考えておりますので、

ご協力をお願いしたいと思います。以上でございます。 

３番（吉川さん） 再質問いたします。ただいま町長より詳しい説明をいただきました。本当に

気になっていたことですけれども、当町でも千曲市と一緒に取り組みを具体化していくという

ふうになって、本当によかったと思います。そして、無料で引き取っていただけるということ

で本当にありがたいと思います。そして、この取り組みによって、私の家にもいっぱい携帯電

話が眠っているんですが、家庭に眠っている小型家電が回収が進んで本当に貴重な資源がまた

生きてくるということであります。大きな前進だと思います。 

 ちなみに、長野県の中では、今年度、２５年度では１１の自治体が取り組みを開始したと

伺っております。そして来年度は、１７の自治体が始めると手を挙げているそうです。そこで、

一つ、お聞きしたいんですが、よく国のほうでも回収ボックスを貸与して、補助金のかわりに

それを置いて使っていただくような、そういう制度があるというのをお聞きしたんですが、こ

の回収ボックスをほかのところでは、市役所とか公共の文化センターとか、そういうところに

置いて集めているところもあるそうでございますが、その点については当町ではどのような取

り組みをされますか、その点について計画をお聞きしたいと思います。 

住民環境課長（金子君） お答えいたします。回収方法につきましては、休日に実施しておりま

す粗大ごみと資源物収集のサンデーリサイクルにおいて回収を予定しております。町内４カ所

を毎月巡回しまして回収を行っておりますので、予定ではその会場へ持ち込んでいただきたい

と考えております。 

 公共施設での回収はできないかというご質問でございますが、回収対象品目にはパソコンや

携帯電話などの記憶媒体も含むわけでございますが、先ほど町長の答弁でも申し上げましたが、

排出される際には個人情報等も消去をお願いをいたしますが、消去されずに排出される方も想

定する中で、無人の状態での回収は十分な管理ができないこと、また対象品目以外のものが排

出される可能性があることなどから、現段階では公共施設に回収ボックス等を設置して回収す

る方法については検討しておりません。新年度より粗大ごみと資源物収集のサンデーリサイク

ルを月に１回から２回に回収を増やしまして、利便性を高めます。そういった中で、小型家電

リサイクル回収資源の対応をしていきたいと考えておりますので、ご協力をお願いいたしたい
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と思います。 

３番（吉川さん） 課長のお話では、サンデーリサイクルのときに同じ場所に持っていけば回収

をしていただけるということでよろしいですかね。いずれにしましても、人間が追求した便利

と必要というもの、これを追求したことによって今、地球を壊して今回の大雪のような自然災

害を招いております。そういう意味でも、本当に私自身もそうなんですけれども、もう一度原

点に返って環境について見直していきたいと感じました。以上で私の一般質問を終わりにしま

す。 

議長（柳澤君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午後 ２時２１分～再開 午後 ２時３１分） 

議長（柳澤君） 再開いたします。 

 次に、４番 窪田英子さんの質問を許します。 

４番（窪田さん） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問を

行います。 

 １問目、雇用促進住宅東の駐車場について 

 平成２１年ごろ、突然雇用促進住宅東側に駐車場ができるようになった。右折や左折をしな

ければならないところに大きな普通車が駐車し、車にぶつけないように注意して左折すると、

左側にコンクリートの柵があり、そこにこすって知り合いが車を傷つけていました。議員さん

にお願いして、理由を述べどうにかしてほしいと言うと、コンクリートは動かすことはできな

いと所有者が申し出て終わり。２０台くらい駐車していた車を平成２４年に駐車中止しました。 

 駐車の部分が開放され広くなり、事故を聞くことはなくなりました。しかし、何しろ狭いの

で、入ってくる車があるか見通して入車しなければならず大変です。少しの区間でも車を待た

ずにすれ違うことができれば安全に運転できます。また、区のほうにそのコンクリートにポー

ルをつけてほしいと要請しました。また、夜でも事故のないよう左折してもらうためお願いし、

ミラーの設置も区のほうへお願いし、事故の少ない中之条区にしたいと思います。 

 それでは質問に入ります。 

 イとして、道路の拡幅について 

 イ．駐車場として利用するのか、空き地にしておくのか。ロ．インター線に通じる道なので、

道幅を広くしてほしい。ハ．土手をコンクリートで土留めをすればもう少し広くなる。結構花

を楽しんでいる住人がいるので、土手を利用して花を咲かせているので、これもまた利用方法

としてすばらしいと思っています。これで１回目の質問を終わります。 

建設課長（青木君） 雇用促進住宅東の道路について、イ．道路拡幅についてお答えいたします。

ご質問の道路は、県道坂城インター線と中之条の町道Ｂ０４０５線、通称山小路を結ぶ路線で、

雇用促進住宅東側の区間は、幅員が約３ｍで、道路に沿って以前は駐車場として利用をしてお
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りました箇所につきましては、現在空き地となっております。その部分も含めて町の所有と

なっております。またこの道路の北側には墓地があり、幅員が約２ｍと狭くなっている状況で

ございます。 

 道路の拡幅につきましては、雇用促進住宅に面している区間につきましては、空き地でござ

いますので、土手に土留め等をして面積を広くする対応はしなくても拡幅は可能かと思われま

す。しかし北側の墓地がある区間の拡幅につきましては、用地買収が必要になっている状況で

ございます。道路拡幅整備を行うには、坂城インター線から山小路までの区間を一体的に検討

する必要があると考えられます。この道路のような生活道路の拡幅につきましては、各区にお

いて取りまとめていただく町単補助事業により取り組んでおります。地元の中之条区における

この道路の位置づけですとか、他の要望箇所との関係などにつきまして、中之条区とも相談す

る中で、今後検討してまいりたいと考えております。以上でございます。 

４番（窪田さん） ２回目の質問に入ります。ポールとミラーの件は、９日、消防車お披露目の

日ですので、区長さんが見えていましたので、その図を示し説明し書類を提出するよう準備し

ています。それと拡幅についてインター線と山小路を町単工事というんですか、それは町のほ

うで行ってくれるわけですか。 

建設課長（青木君） ご質問の町単補助事業につきましては、各区から上げていただくという形

が原則となっております。ご質問のございました今の道路につきましても、こちらのほうから

また区長さんのほうにご連絡をとりまして、区の中でまた必要があれば出していただくという

ような形になろうかと思いますが、現在のところ、まだ中之条区のほうからは、その箇所につ

いての町単補助事業というのは今年度出ておりませんが、一応こちらのほうから一応区長さん

のほうには確認をとらせていただきます。 

４番（窪田さん） では、ポールとミラーの件もありますので、一応、町のほうが区長さんに話

してくださるということですけれども、こちらのほうからも再度お願いしたいと思いますけれ

ども。 

建設課長（青木君） 道路の件につきましては、区長さんのほうに町単補助で出す、区の中でそ

ういう順位づけをしていただけるかどうかということを確認をさせていただきます。ポールと

いう部分につきましては、ちょっと私どものほうも町単補助事業とかという形になりませんが、

一応道路のほうで支障になるような場合につきましては、ちょっと現場のほう確認をさせてい

ただくということでよろしくお願いいたします。 

４番（窪田さん） はい、わかりました。ありがとうございます。 

 では、２問目の質問に入ります。 

 消防団員の募集について 

 消防団員をしながら仲間づくりは大変らしく、募集に関しては役場でやってもらえないかと
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以前から言われていましたが、状態を見てからと見ていると、消防団員が本当に不足している

みたいで消防団員を外から見ていると、若いときのあの姿は格好いい、訓練に耐えている機敏

なさまはもっと格好いい、憧れのような姿ではないかと思う。ぜひ、出初め式等を見学して憧

れて入ってもらいたい。親もそれなりに社会に尽くしている我が子を誇らしげに、反対するの

ではなく、社会人の一人として立派な仕事をしていると褒めてほしい。規律を守って訓練して

いるさまは本当に美しい。何年も奉仕してくださっている隊員の皆様に僕がかわってやろうと

申し出てご苦労さまとねぎらってかわってあげましょう。 

 イとしまして、消防団員の確保について 

 イ．消防団員の新入団員確保が難しいと聞いているが、募集の方法など町の対応は。 

 ロとしまして、他の市町村は 

 他の市町村の状況は。 

 ハとしまして、今後の方向性は 

 ハ．消防団員の活動のＰＲ活動をしては。確かに、成人式、町民運動会、出初め式等はぜひ

一度、目で確かめて、あとテレビや広報誌等も情報として広く見聞を広めて団員になるよう頑

張ってほしい。これで１回目の質問を終わります。 

町長（山村君） 消防団員の募集について、またイとして消防団員の確保について、ロ．他の市

町村は、ハ．今度の方向性はというご質問でございます。坂城町の安心・安全を守るという意

味で、消防団の皆さんの活躍は非常に重要だと思っております。３年前の大震災のときから思

い浮かべますと、ますますその重要性は増しているというふうに思います。昨日、中之条の第

４分団で新しいポンプ車のお披露目がありました。消防団員の皆さん非常に意気軒高で今年の

埴科大会、県大会は必ず出るという約束もしていただきました。大いに期待をしたいところで

あります。 

 さて、消防団員の募集についてのご質問のイの消防団員の確保の状況について、お答えいた

します。町の消防団は、本部及び１２分団で構成されており、各分団２０名から２７名の定数

を持ち、現在定数及び実数は２６５名となっております。 

 地域防災力の中心として大きな役割を果たされておられます。この消防団ですが、当町の消

防団の年齢構成は、２０代、３０代が中心となっており少子高齢化などによりそれらの年代層

が減少傾向にあると言えます。平成１７年と２２年の町の人口の比較では、総人口が５％減少

しているのに対しまして、２０代の人口は７．８％の減少と進入団員の多くがこの年代であり

ます。町消防団の中核を担う年代層の減少が目立っているというところであります。また、社

会構造、就業構造の変化や核家族化、大都市への若年層の流出、都市化の進行や個人の価値観

の多様化が進む中で、地域における連帯感が希薄化するなど地域社会の機能が低下しており、

従来の消防団員確保の主たる方策であった地縁等による確保が難しくなってきているというと



 

－88－  

ころであります。 

 消防団員の確保につきましては、地道に若い世代のお宅に訪問して勧誘を行っております。

町としましては、区長会を通して地元区長さんにお願いをし、団員確保や勧誘にご協力をいた

だいております。また、成人式などの町の行事で団員募集のパンフレットを配布したり、町内

事業所にも団員確保に向けた依頼をお願いしているところであります。 

 消防団としましても、町民まつり、坂城どんどんの開会式のファンファーレをラッパ分団が

行ったり、踊り流しでも消防団連として参加したり、また町民運動会と交通安全町民大会にあ

わせて文化センターグラウンドにて消防自動車の展示や記念撮影、火災予防、団員募集などの

パンフレットの配布、小さなお子さんに消防グッズの配布を行うなど、積極的に活動のＰＲを

行っているところであります。引き続き地域防災体制のかなめとなる消防団員の確保、拡充強

化に消防団や地域の皆様方と取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、（ロ）の他の市町村はについてお答えします。消防組合が同じである千曲市や近隣の

上田市においても、お話を聞く限りでは消防団員の確保には苦労しておられるようであります。

消防団員の確保につながる有効な方法は、なかなか見つからず、地元と協力しながら一人一人

勧誘に歩くといった坂城町と同様の方法をとっておられるようであります。今後も近隣の消防

団や広域の消防団と意見を取り交わし、参考となる取り組みや効果的な事例など団員確保につ

なげてまいりたいと考えております。 

 次に（ハ）の今後の方向性はについてお答えします。消防団の活躍の場でありますポンプ操

法大会や出初め式は、当日にも大勢の方々に観覧していただいております。また、上田ケーブ

ルビジョンでもその様子が放映されており、その雄姿をＰＲさせていただいております。先ほ

ど申し上げましたけれども、今年は第４分団のポンプ車が新しくなりました。「広報さかき」

に掲載をし、地元中之条におかれましては、地元自主防災会と消防団が協力をして昨日のお披

露目式を挙行された。そして高性能なポンプ車のＰＲをされております。今後さらなる地元の

安全・安心へと役立つことと存じます。 

 先ほどの申し上げましたように、消防団として地域の方々が集まるさまざまな機会を捉えて

ＰＲを行ってきておりますが、今後につきましてもさらに多くの機会を捉え町の広報誌やホー

ムページ、各報道機関を通じ活動や役割などのＰＲ活動を行っていくことが消防団の発展、新

人確保の確保や住民の安心・安全につながるものと考えております。 

４番（窪田さん） 礼儀正しく規律を守って経験している姿は、現実の社会でも生きています。

ある年齢に達して、過去の消防隊員だったころを思い出して話している姿もまた楽しげで美し

いと思います。これで終わります。 

 ３問目に入ります。雪かきについて 

 爆弾低気圧で大雪となり、８、９と大分交通が乱れた。気象庁によると、温暖化が進んで気
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温が上がると積雲の中に大気が抱えられている水蒸気の量、飽和水蒸気量が増え、多くの雪を

降らせる原因となる。このため局所的に大雪となるゲリラ降雪となるケースが増加すると見て

いる。また、１４日から県下の大雪、交通が乱れて坂城も朝から大雪の始末で体力ともに大変。 

 雪かき一つのことで大きなことを学びました。自分の家の周りを歩くようにするのと、車が

出ていけるようにするだけで精いっぱいで、道路は自分の家の前ぐらいしか体力がないのに、

次の日にお手伝いをする夫婦のボランティアの姿を見たり、道路を車で雪かきをしてくれる人

や役場の建設課の人たちは休日なのに雪かきに追われて、電話だけでも大変なことだったのに、

その上、大雪なので距離も長く雪かきの姿だけでも頭が下がります。夢にも見たことのない大

雪で、体力だけが参って、月曜日から車を出せるようにするのに精いっぱいな自分が情けなく、

今度雪が降ったら今回を反省し次回に備えようと思いました。 

 質問に入ります。イとしまして、大雪の場合の雪の処分方法は 

 イ．大雪で片づける場所がないので、トラックでまとめた雪をある場所にまで運ばないと道

が１車線になったり、３車線あった高速道路の入り口が２車線になったりで、雪かきの雪の山

が道を防いでしまっていました。 

 ロとしまして、通学通園の道は第一に 

 ロ．通学等に必要な道の除雪の遅かったのが休校になり助かりました。 

 ハとしまして、歩道の雪かきが甘い 

 ハ．雪かきはしてあるが、除雪が完全でなく滑ると苦情が。歩道が雪かきしてあったが、塩

カルでもまいて道が見えたほうが安全だったかもしれません。 

 ニとしまして、一人住いの高年齢宅は第一に 

 高齢者は雪かきができない。民生委員の方の動きはどうだったのでしょうか。 

 ホとしまして、道路に雪を出しているが 

 ホ．道路に雪を出す人がいて、せっかく雪かきをしてあるのに、車も危ない。家庭にも雪を

運ぶ一輪車があると体力を保つことができると思い、次回の雪までにはと考えていました。 

 ヘとしまして、除雪車が区にほしい 

 ヘ．区ごとに、除雪車ミニ１台が欲しいが、町からの補助は。除雪については大分お金を

使っているので、どちらが経済的に考え、大雪の場合がこれからもあるかもの視野で、町のお

金を使わないほうにその分前倒しで使用しては。これで１回目の質問を終わります。 

建設課長（青木君） ３．雪かきについて、イからヘのうち建設課に関係する項目について順次

お答えいたします。先ほどの答弁と同じ部分にもなりますが、町の除雪計画につきましては、

除雪委託業者９社により幹線道路を中心とした除雪委託路線３７路線の除雪を行い、生活道路

や歩道の除雪につきましては、地元にお願いしているところでございます。 

 イの大雪の場合の雪の処分方法につきましては、生活道路につきましては、各区などにおい
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て雪の搬出をお願いしているところです。今回、土地開発公社の所有している工業用地や住宅

用地を雪捨て場として利用し、千曲川河川敷にもバラ公園駐車場と坂城大橋下の運動公園の

２カ所に雪捨て場を設け、雪の搬出をしていただいたところでございます。 

 今後、雪捨て場のご案内につきましては、行政協力委員会の際、各区長さんに事前に説明を

したり有線放送やホームページにより事前にお知らせをしてまいりたいと考えております。 

 続いて、ロ．通学通園の道は第一にについてお答えいたします。通学通園道路の除雪につき

ましても、幹線の車道については建設課で行いますが、その他の生活道路や歩道につきまして

は、地元の皆様にお願いしている状況でございます。今回の記録的な大雪のため、通常除雪を

行っていない歩道や通学路につきましても、教育委員会から要請のあった重機等でしか対応で

きない路線につきましては、優先的に除雪を実施した状況でございます。 

 ハ．歩道の雪かきにつきましては、坂城大橋歩道と鼠橋歩道につきましては、除雪委託業者

による除雪と建設課職員による除雪を実施いたしました。その他の歩道につきましては、基本

的に地元にお願いしているところでございます。 

 歩道の雪かきについて雪が残っているとのご質問でございますが、今回のような大雪の中で

は、舗装面を出すまでの雪かきは大変困難で、まず通れるようにするということを優先的に除

雪いただいたものと思われます。残った雪が凍結して滑る場合につきましては、必要に応じて

道路用融雪剤をご利用いただけるよう、昨年１２月に各区の要望を取りまとめ各区に配布をし

てございます。さらに町にも用意してございますので、ご利用いただきたいと存じます。 

 ホ．道路に雪を出している関係につきましては、路肩に寄せられた雪が日陰ではなかなか解

けないため、車道に出されているものと考えられますが、ご質問にありましたように、出され

た雪によるスリップや雪が解けて凍結する場合も想定されますので、道路には出さないよう広

報や有線放送を通じて呼びかけをしてまいりたいと考えます。 

 区ごとにミニ除雪車を設置ということでございますが、町で補助する提案につきましては、

除雪車のメンテナンスの経費ですとか、置き場等も必要になってまいり、また使用頻度につい

ても検討していく必要があると思います。補助を行うかどうか、今後また検討してまいりたい

と考えますが、このような大雪の際には地域の重機所有者、または免許をお持ちの方々などと

今後どのように協力していくかを検討しながら除雪体制の整備を図ってまいりたいと考えてい

るところでございます。以上でございます。 

福祉健康課長（天田君） 私からはニの一人住いの高年齢宅は第一にについてお答えをいたしま

す。先月の大雪では、長野県はもとより近県を含め広範にわたりまして記録的な積雪が観測さ

れ、坂城町におきましても全町的な大雪で除雪にも大変な時間と労力を要したわけでございま

す。 

 町といたしましても、特にこうした広範囲への対応が必要となる状況では、ひとり暮らしの
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高齢者を含め個々のお宅のご要望にすぐに対応するというのは難しい実情でありました。また、

民生委員さんにつきましても、各委員さんとも担当地区内で複数のひとり暮らし老人登録者を

受け持っておられ、委員さんご自身が直接除雪の援助をするということは、事実上厳しい状況

で、安否確認には電話や有線などで行ったり、訪問員さんを初めご近所の方々の協力もいただ

きました。 

 民生委員さんには常日ごろから特にひとり暮らしの高齢者の方などの安否確認等に心配りを

いただいているところでございますが、災害時等の確実な安否確認が実施できるよう再度、民

生委員会等でもお願いをしながら一層の連携を図ってまいりたいと考えているところでござい

ます。 

４番（窪田さん） これで１回目の質問を終わります。再質問はございません。 

 ４問目、第二美里園の建設について 

 人生９０年時代に向けて平成２４年９月の一般質問で、住民の方々から申し込んでもすぐに

入れないんだよと聞いて一般質問したら、新設は難しいとの答弁でした。１年余り、こんな早

く建設に向かったのか、答弁をお願いします。 

 イとしまして、施設の概要は 

 イ．入所定員と入所希望数は。ロ．敷地利用は。ハ．入所できるのは坂城の住民のみですか。

ニ．入所の際に費用はどのくらいかかりますか。ホ．部屋の大きさは。 

福祉健康課長（天田君） 第二美里園の施設の概要はについてお答えをいたします。昨年１０月

から社会福祉法人坂城福祉会が建設を進めております特別養護老人ホームは、先月２８日に引

き渡しを終え、施設名も第二美里園と正式に決定をしたとのことでございます。また、町が実

施している隣接の道路整備につきましても、今月下旬には完了する予定で４月１日の開所に向

けて準備が進められているところでございます。 

 第二美里園は、入所定員２０名のユニット型施設で、１ユニット１０名が一つのグループと

して共同生活を行います。少人数で生活することにより一人一人にきめ細かな介助ができ、入

所された方が家庭に近い状況の中で毎日を過ごしていただける施設であります。現在の申し込

み状況でございますが、坂城福祉会はこの第二美里園を加え３施設になります。３施設どこで

もよいとする方を含めまして３２名の申し込みがあり、今後坂城福祉会において入所される方

を決定してまいります。 

 この施設は、長年住みなれた地域で親しい人たちに囲まれながら過ごせることを目的とした

地域密着型施設ですので、入所要件は坂城町にお住まいの方に限ることになります。入所に際

しての費用ですが、その方の介護度や所得の状況によって利用負担額が違ってきます。 

 次に、建物等の概要ですが、敷地は施設の建物及び入所者のご家族や施設職員が使用する駐

車場として利用がされます。居室につきましては、一部屋約１２ｍ２の全室が個室で、入所者
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のプライバシーに配慮されたつくりになります。 

 今後さらなる高齢化を迎える中で、介護施設等への入所希望者は増えていくものと思われま

す。今回、新設された第二美里園が地域密着型施設として、入所者の皆さんが住みなれた地域

で自分らしい生活を送れるような、また地域とのつながりを持ったよりよい施設になることを

期待しております。 

４番（窪田さん） ２回目の質問に入ります。２０名のところ３２名のような場合は、人数が多

い場合、介護の段階で決まるのでしょうか。 

 敷地利用の場合、駐車場っておっしゃったんですけれども、また、入所希望者が多いので、

敷地があれば、いつの日か建設できるのでしょうか。 

 ハ．今回は坂城の住民のみとか、坂城に転入してくれば入所できるのでしょうか。入所に際

しての費用の件でどのくらい用意したら入所できるのか、月々の費用のほかにどのくらいかか

るのか。 

 １人で生活できるスペースですが、家族が自由に行き来できるのでしょうか、お願いします。 

福祉健康課長（天田君） 再質問にお答えをいたします。まず初めに、入所申し込みをされまし

たけれども、その入所される方の決定についてということでございますが、まずその方の介護

度、またその方のご出身の家族の状況、介護力、このあたりを評価をされまして入所が決定を

されるということでございます。 

 次に、新しい施設ができるわけでございますけれども、今後、このような施設ができるかと

いうご質問でございますけれども、町内にはご存じのとおり養護老人ホームが１施設、特別養

護老人ホーム、この第二美里園を含めまして３施設になるわけでございます。ですので、今後

このような施設というのは、やはりバランスがございますので、非常に厳しいのではないかと

思うところでございます。 

 ３番目に、坂城町にお住まいの方に限ると、先ほど地域密着の施設ということでお答えを申

し上げましたが、坂城町に住所のある、有する方ということでご理解をいただきたいと思いま

す。 

 ４番目に、利用者の方の負担額でございますけれども、先ほどもこれは申し上げましたけれ

ども、その方の介護度や所得の状況によって負担額違ってまいりますので、一概に幾らという

ことでは申し上げられませんので、ご理解をいただきたいと思います。 

 それと最後に、入所された方への面会についてでございますけれども、面会につきましては、

施設の規定に基づきまして面会はかなうことでございますので、よろしくお願いいたします。 

４番（窪田さん） これで、質問を終わります。まとめとして、町役場で一体となり頑張ってい

るので、安全・安心の町が成り立っています。敬意を表します。これで一般質問を終わりにし

ます。 
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議長（柳澤君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午後 ３時０７分～再開 午後 ３時１７分） 

議長（柳澤君） 再開いたします。 

 ここで、会議時間の延長を申し上げます。本日の会議時間は本日の議事日程が終了するまで、

あらかじめ会議時間を延長いたします。 

 次に、６番 塩野入猛君の質問を許します。 

６番（塩野入君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問を

いたします。 

 １．工業技術支援について 

 今年１月２４日に私が委員長をさせていただいております総務産業常任委員会では、長野市

にある長野県工業技術総合センター並びに、同食品技術部門の両施設を訪ねました。工業技術

総合センターは県商工労働部の現地機関であり、製造業の発展に寄与する試験研究機関で、中

小企業の技術的課題の解決や技術開発を支援します。動き出した長野県総合５カ年計画「しあ

わせ信州創造プラン」の信州地域ブランドづくりにも焦点を合わせています。 

 翻って、本町には公益財団法人さかきテクノセンター初めさまざまな工業技術の向上、研究

開発を支援する組織があり、それぞれが活発に活動しているところであります。そこで、これ

から本町の工業技術支援についてお考えをお聞きします。 

 イ．支援体制について 

 本町の製造業は約２５０社、その多くを下請の中小零細企業が占めています。工業の町坂城

をつくり上げてきた歴史の一つには、昭和３２年の工業誘致条例の制定から工業振興条例へと

進んだ行政政策や企業のスピンアウトなどによる企業集積が進み、企業間の相互扶助が生まれ、

協力体制へと進む中で、たぐいまれな本町の工業技術支援の組織や仕組みがつくり上げられて

きたと考えられます。 

 昭和５５年には、中小企業能力開発学院が経営者、従業員の専門知識、技能を習得すること

を目的に創設されました。さかきテクノセンターは産業技術の研究開発の支援等を行い、活力

ある地域経済社会の形成と基盤強化に貢献するために平成４年に設立されています。 

 一方で、業種も形態もさまざまな製造業が集まり、高品質の製品の生産体制を推進するテク

ノハート坂城協同組合や若手経営者、後継者による異業種交流グループ、坂城町ニューリー

ダー研究会では、既にゆらゆらねずこんなどを開発し販売しています。このように、時代とと

もに工業技術に対しての支援体制が充実してきているところでありますが、現在本町の工業技

術を支援するこういった組織などはお互いにどのように結びつき、それがどのように形づくら

れて効果的に働いているのでしょうか、お聞きをいたします。 

 また、こうした工業技術を支援する団体、あるいはグループなどはこのほかにもありますで



 

－94－  

しょうか、お伺いをいたします。 

 ロ．テクノセンター、Ｂ．Ｉプラザの役割 

 工業技術総合センターへ向かう途中に、創業支援センターの看板が目にとまりました。ここ

で、私がおやっと思ったことは、工業技術総合センターはさかきテクノセンター、そして創業

支援センターは坂城町創業支援施設Ｂ．Ｉプラザさかきと似通った施設ではないかということ

であります。町商工業振興条例第４条の２には、町長はさかきテクノセンターの事業を支援す

るとあり、テクノセンターに対し、事業運営の補助がなされています。今、３Ｄプリンターの

導入も話題になっています。私は、このテクノセンターは製造業の試験研究機関として技術的

課題解決、技術開発支援をする工業技術総合センターと同様な役割を持つ、いわば、その坂城

町版に見えますが、いかがでしょうか。 

 そして、町としては技術支援の観点からテクノセンターをこれから先に向けてどんな位置づ

けのもとに、どのように展開することを期待しますでしょうか、お尋ねします。 

 次に、Ｂ．Ｉプラザさかきについては、条例によって施設の管理はテクノセンターに委託さ

れております。文化財センターも併設されていますが、管理運営上の問題や支障がなく進んで

いるのでしょうか。また、入居状況はどんなでしょうか、お聞きします。そしてこの施設も県

創業支援センターと同じ役割を担っているのではないかと思いますが、どうでしょうか、お尋

ねします。 

 ハ．技術支援に向けて 

 工業技術総合センターは、豊富な最新鋭の設備と豊富な知識、経験を持つ職員により企業の

悩みなどを解決に至るまで親身になって支援したり大学、高専や産業支援機関と連携して県内

企業の新しい製品づくりを支援します。現地を視察しながら、本町の中小製造業の皆さんが抱

える技術的なさまざまな問題の解決に大いに役立ち、利用しなければもったいない施設だと感

じました。また、こんな立派な施設の存在が広く県内に行き届いていないとも感じました。利

用に向けてのＰＲ不足など、県の姿勢の希薄さを残念に思います。 

 支援体制の整った公の施設であり、相談や施設利用は基本的には無料であります。工業の町

として、工業技術総合センターの相談利用の促進に向けて町やテクノセンターの側からも工業

技術総合センターの存在も含めた一層の宣伝強化が必要と思うが、いかがでしょうか。 

 また、テクノセンターとの連携も強めて相互の結びつきを深め充実させていただきたいと思

うが、お考えをお聞きをいたします。 

町長（山村君） 坂城町の工業技術の発展につきまして、テクノセンター等の役割は非常に重要

なことだというふうに思っております。私からは、工業技術支援についての全般的なお話を申

し上げさせていただいて、各個別イ、ロ、ハにつきましては担当課長からご説明申し上げます。 

 町の最近の企業の状況につきましては、いわゆるアベノミクス効果により企業に明るい兆し
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が出てきておりますけれども、４月からの消費税増税の影響による一時的な景気の落ち込みな

ども懸念されております。今回、上程させていただきました平成２６年度当初予算では、坂城

町の産業の中核である工業振興を図っていくため、積極的な予算編成も行っております。 

 まず、企業の創造的人材の育成、高度先端技術の研究開発及び新分野開拓などを担う坂城テ

クノセンターが、昨年１１月に開館２０周年を迎えたということを契機に「さかきものづくり

展」これ仮称ですけれども、今年の１０月に開催を予定しております。この展示会は坂城のも

のづくり技術を町内外に発信して、町の産業の発展を目指すとともに、次世代を担う子供たち

や学生の人材教育の場として計画しております。 

 具体的な内容につきましては、町内のものづくり技術、製品展示やものづくり講演会、より

効果的なＰＲを行うためプレゼンテーション、研修会の開催を予定しております。私は坂城に

来て３年間いろいろ町の企業の状況も見てまいりましたけれども、個々の企業の持っている要

素技術、すばらしい技術がたくさんあります。どうもしかし、それを外に見せるという努力は

まだまだ足りないかなと思っております。昨年も上田の総合展ですとか、諏訪メッセ等ござい

ますけれども、坂城の町から参加する企業は非常に少ない。じゃあ、逆に坂城に来ていただい

て見ていただく機会もないということで、今回、坂城で久々になると思いますけれども、こう

いう展示会をやりたいということでございます。 

 それから、テクノセンターに設置されております試験計測機器のうち、三次元測定器を更新

いたします。それとともに３Ｄプリンター、先月導入いたしましたけれども、この機器リース

料の支援も入れております。先月、３Ｄプリンターの設置並びに説明会を開催しましたけれど

も、八十数名の方が参加されたということで、非常に大きな関心を期待を持たれているなとい

うことであります。これも一つの新たなテクノセンターの今後の生きる道の一つの起爆剤とし

て、町の固有の技術とかみ合わせて使っていけるかなというふうに思っております。 

 それから、２年目を迎えますけれども、コトづくりイノベーション補助金や坂城町の工業を

紹介するパンフレットの作成など、今後の坂城町の工業振興に向けた第一歩となるよう、予算

編成を行いました。企業の皆さんにどんどん活用していただき、坂城町の企業の業績アップに

さらにつながることを期待しております。 

 それから、技術面だけじゃなくて、私、重要なのは経営面のサポートだと思っております。

それも今年３年目になりますけれども、若手の経営者の坂城経営革新塾などのサポートという

ものもいろんな形で続けていきたいというふうに思っております。その他、ご質問の詳細な点

につきましては、担当課長から答弁させます。以上であります。 

産業振興課長（塚田君） 町の企業に対する支援体制につきましては、坂城町、坂城町商工会、

公益財団法人さかきテクノセンター、テクノハート坂城協同組合の４団体が中心となって行っ

ております。工業支援組織がどのように結びつき、それがどう効果的に働いているかとのご質
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問でございますが、この４団体では毎月月末に打合会を実施し、各団体が行う今後の事業につ

いて協議、調整や情報交換、日程確認等を行っております。これによりそれぞれの支援団体が

検討していることや、上部団体の情報等も把握でき事業内容によっては連携して行い、重複し

た事業も避けられることから、効果的に企業に対し事業を行うことができていると考えます。 

 また、坂城町の工業を支援するグループにつきましては、グローバル化する経済の中で、海

外展開に向けて研究、推進する「坂城国際産業研究推進協議会」や大学等研究機関の持つすぐ

れた研究シーズと地域企業の技術力のマッチングによる共同研究、共同開発を目指す「さかき

産学官連携研究会」、町内企業の技術者が連携し新製品開発を目指す「さかき技術交流研究

会」、若手経営者の育成を目指す「坂城経営革新塾」、地域産業の活性化と産業創出を目指す

「浅間テクノポリス地域センター」などがあります。このいずれも４団体に属する職員が事務

局や委員を務めておりますので、各団体の事業や会員の方から事業の中で出された意見等も

４団体の打合会等で周知を図ることをでき、支援団体の職員全員が共有するよう努めておりま

す。 

 続きまして、テクノセンター、Ｂ．Ｉプラザの役割についてお答えいたします。まず、テク

ノセンターにつきましては、当時の長野県工業試験場の機能を参考にし、町内企業を支援する

観点で建設いたしました。当時約３６０社を超える製造業企業が集積する坂城町において、長

野や松本の試験場に行かなくても技術開発支援や試験測定機器による計測、人材育成等を行う

ことが目的であります。 

 テクノセンターの今後につきましては、これからも坂城町の工業のみならず、この地域の工

業支援中核施設として位置づけていくとともに、企業の工業技術の高度化、高付加価値化をよ

り一層図るため、産学官連携による工業技術集積のネットワーク強化や人材育成など、創意工

夫に満ちた意欲的な取り組みを期待しております。 

 Ｂ．Ｉプラザにつきましては、平成１４年度に新規創業、もしくは創業して間もない企業、

また既存企業の新分野への進出に係る研究開発等を支援するため設置されました。県の創業支

援センターと同じ役割を担っているのではないかとのご質問ですが、基本的には同じ役割を

担っております。 

 しかし、ものづくりの町さかきとして、新規に創業しようとしている方や、新分野進出を検

討している企業を支援していくことは、これからの坂城町の工業を考えていく上でとても大事

であると考えます。現在の入室状況につきましては、１１室中８室に企業や団体が入居されて

おり、施設内に文化財センターが併設されておりますが、管理運営等、問題や支障なく運営が

されております。 

 続いて、町内企業の技術支援に向けて県の工業技術総合センターの宣伝が必要ではないかと

いうご質問ですが、２月４日火曜日に「おでかけセンターｉｎ坂城」と題しまして工業技術セ
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ンターの四つの技術部門の職員の方においでいただき、センターの業務概要や支援事例を紹介

する事業を実施いたしました。当日は町内を初め近隣市町村の工業関係者や産業支援機関の皆

さんなど約５０名の方にご参加をいただきましたが、今後もこのような機会があるごとに、周

知を図ってまいりたいと考えております。 

 工業技術総合センターとテクノセンターとの連携強化をとのご質問ですが、現在のセンター

長は昨年３月まで工業技術総合センター食品技術部門の部門長であり、現在テクノセンターの

コーディネーターを務めていただいております２名の方々も元長野工業試験場場長を務められ

た方です。こういった方々にテクノセンターの要職を担っていただいており、人的ネットワー

クや豊富な知識などを通じて坂城町の工業の発展のためご尽力をいただいております。今後も

より一層工業技術総合センターとの連携強化を図り、坂城町企業の技術支援のため対応してま

いりたいと考えております。 

６番（塩野入君） このたび、テクノセンターでは、樹脂などにより立体物をつくる３Ｄ３次元

プリンターが１台導入され説明会が盛況だったようで、今、町長から八十数名が参加したと、

こういうことでありますが、製造業界の反応や効果、そういったものはどんなだったでしょう

か、お聞きをしたいと思います。 

 また、最新鋭の３Ｄプリンターの導入により本町の技術支援に向けてどんな活用を期待しま

すでしょうか、お尋ねをいたします。 

 Ｂ．Ｉプラザは、インキュベーター施設ですので、一定の期間、ここでひとり立ちの準備を

して坂城町で企業を起こしていただくための施設であります。しかし、今は高齢化が進み後継

者不足という構造的な問題で、創業支援施設の需要は薄らいでいると思われます。今、ご答弁

の中で、１１室中８室ということで空きがあります。今の縛りを見直し、期間を緩めたり条件

を広げるなど、入居しやすくする時期に来ていると思いますが、ご見解をお聞きをいたします。 

 次に、第５次長期総合計画にはテクノセンターなどとの連携を強化し、産業技術の集積と高

度化を図る必要がある中で、次世代につながる新分野の開拓や創意工夫に満ちた意欲的な取り

組みを工業支援機関との連携により支援します。企業間連携に加え、大学や国、県の公的試験

研究機関などと産学官連携を強化し、付加価値の高い新製品開発などに取り組みますとありま

す。これらの目標達成に向かうその基軸はやはり工業技術支援であろうかと思います。工業技

術支援の観点から総合計画の目標に向かう施策の推進がどのように図られていくのでしょうか、

お尋ねをいたします。 

産業振興課長（塚田君） 再質問にお答えいたします。先ほど町長から答弁ありましたとおり、

２月２５日に開催されました３Ｄプリンター導入説明会には、町内外から予定の人数をはるか

に超えまして８０名以上の方々にご参加をいただきました。その中で、アンケートを行ったわ

けですけれども、その中で参加者のほとんどの方が使ってみたいというような回答でございま
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した。そのように多くの企業関係者の皆さんに関心を持っていただいたというふうに感じてお

ります。 

 また、この３Ｄプリンターを金型からつくると費用や時間がかかる試作品の製造などに活用

していただきまして、企業の製品開発に今後とも役立てていただければというふうに考えてお

ります。 

 続いて、Ｂ．Ｉプラザの入居条件を緩和し、入居しやすくする時期に来ているのではないか

というご質問でございます。今年度につきましては、数社から入居の照会がございました。し

かしながら、ほかに空き工場が見つかったり、会社の事業計画の変更等によりまして、結局は

入居には至りませんでしたが、一定の需要は今後ともあるかというふうに考えております。現

在の空き部屋の状態は３室、３部屋ございますけれども、ものづくりの町として、ある程度の

空き部屋は確保しておきたいなというふうに考えております。そのようにいつ来られてもいい

ように、今後ここしばらくは現状どおりで対応できたらなというふうに考えているところであ

ります。 

 また、総合計画の目標に向かう施策の推進についてでございますけれども、やはり繰り返し

になりますが、町、町商工会、テクノセンター、テクノハートのこの４団体がやはり密接に連

携をとりながら、また中核となりながら企業の皆さんの声を聞いていろんな施策を進めていけ

ればというふうに考えております。以上です。 

６番（塩野入君） 工業技術センターは中小製造業者の皆さんにとって、新製品の開発、製造業

の改善や品質の向上など、これから次のステップへと進めるための強力なアドバイザーであり

ます。消費者や発注元からの要望、要求に工業技術総合センターの技術的な支援を得て解決す

ることが可能です。それには、テクノセンターなど本町の技術支援施設との連携を密にして、

県レベルの支援施策を気軽に相談、利用できるようにすることが肝心です。企業の発展に向け

て、県や町の技術支援システムが十分に機能されることを願いまして、次の質問に移ります。 

 ２．豪雪被害について 

 既に何人かの議員からの質問がなされていますが、私からも豪雪被害についての質問をいた

します。２月の立春を過ぎこの時期の南岸低気圧による、いわゆる上雪により８月にはまれに

見る大雪となり、翌週１４日から１５日にかけてはさらに豪雪となり、本町では記録的な被害

に見舞われました。特に、１４日から１５日にかけての豪雪は、御年９３歳を過ぎた母親もこ

んな大雪は初めてということで、まさに開闢以来の豪雪となった気がいたします。この今回の

豪雪被害についてこれから順次お聞きをいたします。 

 イ．豪雪状況について 

 初めに８日、そして１４日から１５日にかけての豪雪は、先ほどの答弁で上田地域では

４０から８０ｃｍということでありますが、これがここではそれぞれどのくらいに達していた
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んでしょうか。そしてまた、今回の大雪は開闢以来と申しましたが、過去の統計上ではそれは

どんな記録になるんでしょうか、お聞きをしたいと思います。 

 次に、豪雪による要望、要請や苦情など寄せられた件数はどれくらいありましたでしょうか。

そして寄せられた内容は、主にどういうものであったでしょうか、お聞きをします。 

 幹線町道などの除雪は割り当てられた建設業者が除雪することになっていますが、今回、除

雪体制の機能はどうだったでしょうか。豪雪という緊急事態にあって、どんなところが滞って

しまったのかお聞きをします。小道や通路などの生活道の多くは、家屋と接しているため除雪

した雪の置き場がなく困っているケースがありました。先ほど少しお答えもありましたが、雪

の捨て場確保はどうだったでしょうか、お聞きをします。 

 １９日には、上信越自動車道の佐久－坂城インターチェンジ間が開通し、５日ぶりに全線開

通になりました。坂城インターが利用できるようになり、インター線の除雪は間に合ったで

しょうか、お聞きをします。 

 ロ．被害状況と対応について 

 先ほど、農業施設で８千万円、商工業で１億７千万円でしょうか、ご答弁がありましたが、

今回の豪雪に対して専決処分もなされたところでありますが、豪雪に対する費用総額はどれぐ

らいになったのでしょうか。また８日の大雪とそれから１週間後の１４日から１５日にかけて

の豪雪の費用割合というのは、どんなでしょうか、お尋ねをします。 

 特に１４日から１５日にかけての豪雪は、さまざまな分野に大きな被害を与えました。まず、

道路、交通について。建設業界の人手不足が深刻化していますが、本町では除雪作業でそのよ

うな影響がありましたでしょうか。また、除雪分担の取り組みの濃淡はありましたでしょうか。

応援支援体制などの対応は図られたのでしょうか。そして豪雪の影響により３月の年度内の完

成のおくれが懸念される公共工事などは見込まれるでしょうか、お聞きをいたします。 

 次は、産業物流について。網掛区でも花卉、アスパラなどのパイプハウスの倒壊といった農

業生産施設の雪害が目に余ります。花卉ハウスは、土壌消毒を終えて既に伏せ込みも済ませ育

成しようとしたやさきの被害で、さらに保険に加入していないハウス施設などもあり、泣くに

泣けない現実があります。町でも動いてはおりますが、被災したパイプハウスなどへの解体、

改修、再建への経費助成など財政支援を速やかにお願いしたいが、どのようにお考えかお聞き

をします。 

 また、農林水産省ではパイプハウスなどの再建費の一定額を負担、県でも具体的な支援策を

検討中ですので、こうした国、県の負担、補助の強力な要請を行っていただきたいが、お考え

をお聞きをします。 

 工業の町にあって、豪雪により休業したり操業がおくれ、稼働率が低下するなど、製造業へ

の影響はどんなだったでしょうか。豪雪災害により製造業者への現行の支援制度はどんなもの
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があるのでしょうか、お聞きをします。 

 本町のスーパーやコンビニでパンの棚が空になったり、生鮮食品が不足するなどの事態が生

じました。物流への影響はどんなだったでしょうか、お聞きをします。 

 生活福祉面については、人工透析の薬品不足が生じたり、持病の薬が切れ、医療機関に問い

合わせがあるなどの事態が発生していましたが、本町ではそうした医療関係での緊急事態はあ

りましたでしょうか。また、高齢者のひとり世帯などへの対応などはどのようにされたのか、

お聞きをします。 

 ハ．災害対策について 

 今回の記録的豪雪に対して、これを教訓にした強力な災害対策が不可欠です。町から委託さ

れた建設業者がフル稼働はしているが、生活道路までは手が回らない、たまりかねて区長は独

自に地域の除雪手配をする。県道では大型車両同士の接触事故による通行どめが生じ、道幅確

保のために全面通行どめにして２回目の除雪をしている。浮かび上がったさまざまな問題や課

題をこれからどのように分析されていくつもりでしょうか、お尋ねをします。 

 倒壊したパイプハウスを見るにつけ、農業生産施設の災害支援対策が必要です。町、農業委

員会、各農業団体、それに農協などによる一体的な災害支援の充実が大切でありますとともに、

施設に対する補償、保険等の加入促進など財政支援の側面も確立していかなければならないと

思いますが、いかがでしょうか。 

 そして、ひとり暮らしや定期的な通院が必要な高齢者、障害のある人たちに対する行政の配

慮は絶対に欠かすことはできません。生活福祉などの災害対策はどのようにつくり上げていか

なければならないとお考えでしょうか、お聞きをいたします。 

建設課長（青木君） ２．豪雪被害についてのイ．豪雪状況について、ロ．被害状況と対応につ

いて、ハ．災害対策のうち建設課に関係する項目についてお答え申し上げます。 

 今年の２月は発達した低気圧の影響で日本各地で大雪の被害をもたらしました。積雪量につ

きましては、坂城町での公式な記録はございませんが、今回、町内で８日が約４０ｃｍ、

１４日から１５日は約８０ｃｍの積雪があった状況でございます。気象庁の気象データにより

ますと、上田地点におきまして８日は過去４位、１４日は過去３位、１５日は統計以来２月と

して最高を記録いたしました。今年２月の月間降水量につきましても、平成元年の２月を超え、

過去最高を記録したとのことでございます。 

 今回の大雪に伴い要望や意見が寄せられた件数は、除雪依頼の要望に関するものが１５日が

約５０件、１６日が約２０件、１７日が約２０件など、総数では１００件程度となっている状

況でございます。そのほか、電話での意見や問い合わせなど寄せられたものが１００件以上

あった状況でございました。 

 寄せられた意見や要望の内容につきましては、幹線道路の除雪が進められた段階では、路肩
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に寄せられた雪により道路付近が狭くなっているため、すれ違い場所を設けるなど除雪の仕方

についてのものと、町が除雪を委託している路線以外の除雪を求めるものが主な内容でした。

その後、圧雪により路面の状況が悪くなっていった段階では、通行に危険な状況のため、残っ

ている雪の除去を求める内容となっていったところでございます。 

 除雪体制の機能につきましては、８日及び１４日から１５日は、大雪警報も出ており、積雪

が１０ｃｍ以上が見込まれたため、除雪委託業者９社では車両の前に除雪用の器具を取りつけ

て走行するタイプやトラクターシャベル、バックホーといった建設機械を用いて除雪を行った

ところでございます。 

 除雪の方法といたしましては、降雪量が多かったため、交通の確保を最優先に考え、圧雪状

態ではありましたが、幹線道路については車の通行を確保いたしました。さらに大雪という緊

急事態の中で、主要幹線を大型重機による除雪を行ったことにより、委託業者９社に委託路線

３７路線のほかに地域から要望のあった路線についても除雪をお願いすることができました。 

 １６日からは、町内で重機を所有している業者の皆様にも協力いただく中で、委託路線のほ

かに５５路線についても除雪を実施いたしました。建設業者の皆様には、通常業務よりも優先

して除雪をしていただき、１４日から１５日にかけての大雪の際は、２週間連続で除雪作業を

していただいたところでございます。 

 循環バス路線につきましては、一般車両の通行は確保できておりましたが、大型車の安全通

行を図るため地元建設業者の皆さんによる除雪作業とさらに大型重機による除雪作業を実施し、

１７日月曜日から１９日水曜日までの３日間は、終日運休となりましたが、２０日の木曜日か

ら幹線道路の部分運行を行い、２４日、月曜日には全面運行を開始いたしました。他市町村と

比べると早い段階の全面通行ではありましたが、利用者の皆様にはご不便をおかけしたところ

でございます。 

 次に、雪捨て場につきましては、土地開発公社の協力を得て、所有している工業用地や住宅

用地を雪捨て場として利用し、千曲川河川敷のバラ公園駐車場と坂城大橋下の運動公園の２カ

所を雪捨て場を設けました。千曲川河川敷の雪捨て場につきましては、除雪を１４日に実施い

たしましたが、その後の積雪により搬入路が進入困難となり住民の皆様にご迷惑をおかけいた

しましたが、１６日再度除雪を実施して運び込みができるようにいたしました。 

 坂城インター線の除雪につきましては、県において今回の大雪による上信越道の通行どめ以

降、１５日と１６日に除雪作業が進められ、全線開通には支障がなかった状況です。 

 次にロ．被害状況と対応についてお答えいたします。大雪に対する費用につきましては、

８日の積雪については業者による除雪に対する費用が５日間で約１８０万円かかっております。

１４日から１５日にかけての大雪につきましては、現在取りまとめている段階で、まだ金額の

確定はしておりませんが、専決をお認めいただいた１，１００万円前後になる見込みで、不足



 

－102－  

が生じた場合は３月補正での対応をお願いしたいと考えているところでございます。 

 除雪の応援支援体制につきましては、除雪の進みぐあいにより担当路線以外の路線にも応援

に入っていただくなど、状況により建設課から指示を出して支障がないように除雪を進めてま

いりました。さらに、１６日からは、除雪を委託している９社以外に、町内などで重機を所有

している業者の皆様にもご協力いただく中で除雪を実施いたしました。 

 公共事業などのおくれにつきましては、下水道工事等が心配されたところでございますが、

除雪作業の影響により作業が進められなかった時期もございましたが、年度内の残りの工期内

で完成すべく鋭意工事を進めている状況で、除雪作業の影響による工期のおくれが生じる工事

はないと見込んでいるところでございます。 

 次に、ハの災害対策についてお答えいたします。大雪により大型重機による除雪や生活道路

の除雪について必要となった際に対応いただけるよう、体制を整備していく必要があると考え

ております。 

 今後の除雪体制につきましては、町内の建設業者を中心とした現在の除雪体制のほかに、他

の業者による応援体制の整備や町内企業の協力や地域の建設重機の所有者、さらに免許をお持

ちの方などとどのように協力をしていただくかを検討しながら除雪体制の整備を図ってまいり

たいと考えております。以上でございます。 

産業振興課長（塚田君） 農業被害の状況につきましては、２月２６日に実施した調査の結果、

１６０棟のパイプハウスの倒壊、損壊、ガラスハウスのガラスの破損があり、その被害金額も

約８千万円と大きな被害を受けたところでございます。リンゴやブドウなどの果樹の被害につ

きましては、今後の詳しい調査が必要でありますので、今後も引き続き調査を行ってまいりま

す。 

 被災したパイプハウス等の撤去、再建への財政支援につきましては、国においては５割の補

助を予定しておりますし、県においても町補助の半額を補助する方針ですので、国、県の動向

を見きわめながら、できるだけ被災農家の負担を最小限とし、営農再開を後押しできる支援策

を早期に実施してまいりたいと考えております。 

 また、ちくま農協においても被災農家の支援対策の一つとして、町農業支援センターや長野

改良普及センター等と協力しながら復旧作業や栽培再生に向けた作業支援隊を組織し、被害農

家の意向を確認しながら復旧にかかわる支援を行っていくこととしております。また資材に対

する助成もありますので、各営農センターにご相談いただければと考えます。 

 また、積雪によるハウスの倒壊など、この地域では余り予想もしていなかった災害のため、

ＮＯＳＡＩの園芸施設共済への加入が少ないという状況もありますので、農業共済組合と協力

する中で、加入促進を図る取り組みについても、今後検討してまいりたいと考えているところ

であります。 
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 今回の大雪に対する製造業への影響でありますが、雪が降った週明けの２月１７日、月曜日

には全社員が社内の雪かきを行ったため、生産をストップさせた企業や高速道路の通行どめや

道路の除雪作業の影響等もあり、社員の通勤や資材納入、製品出荷等に影響が出ました。また、

帰宅時の交通渋滞を考慮し、退社時間を午後４時に繰り上げて社員を帰宅させたという企業も

あったとお聞きしております。 

 ２月１８日、火曜日には、多くの企業で生産はほぼ正常に戻りましたが、物流に影響が残り、

最終的に正常の生産体制に戻ったのが翌週の２月２４日、月曜日からという企業もございまし

た。さらにテント倉庫の損壊など、一部の企業では被害が出ております。こういった被害を受

けた企業への支援制度につきましては、県や町が低利で長期固定の融資のあっせんを行ってい

ます。また、経済産業省では特別相談窓口の設置や災害復旧貸し付け等を行っており、事業所

から相談があった場合には、被害を受けた企業の状況に合った制度を選択できるよう、対応し

てまいりたいと考えております。 

 スーパー、コンビニ等物流への影響につきましては、特に上信越道の坂城インターチェンジ

から佐久インターチェンジ間、松井田妙義インターチェンジから藤岡ジャンクションの間が

２月１９日、水曜日早朝まで通行どめとなったため、特に関東方面からの物流に影響が生じ、

商品の納入がおくれたり、品物によっては欠品になるものもあり影響を受けております。 

 イトーヨーカドーあんしんお届け便につきましては、２月１７日の月曜日にも運行が行われ

ました。一部の販売場所では除雪が間に合わず、販売を行うことができない場所もありました

けれども、販売を行ったところでは買い物に来られた方に大変喜ばれたとお聞きしています。

また、イトーヨーカドーと連携し通常の月曜、木曜ルートに加えて、臨時に２月２１日、金曜

日と２月２３日、日曜日にも販売を行いました。２月２０日の木曜日に実施を決定し、急遽、

有線放送やホームページで告知いたしましたが、こちらも大勢の方に来ていただきました。 

 今後ともこういった自然災害があった場合には、買い物に不便が生じている方の支援のため、

協力をお願いしてまいりたいというふうに考えております。 

福祉健康課長（天田君） ロの被害状況と対応についてのうち、生活福祉面についてお答えをい

たします。 

 初めに、医療機関における人工透析の薬品等の不足など緊急対応や問い合わせにつきまして

は、当町ではありませんでした。また、持病の薬切れにつきましては、スノーモービルをお持

ちの町民のご協力を得て和平、平沢地区の方に高血圧の薬などをお届けできたことは、さきに

中嶋議員さんのご質問にもお答えをしたところでございます。 

 次に、高齢者ひとり世帯への対応でございますが、こちらも繰り返しになりますが、ご近所

や地域の皆さん、民生委員さん、介護支援事業所などの協力により迅速に除雪や安否確認が行

われたため、大きな障害は起きませんでした。 
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 続きまして、ハの災害対策についてのうち、ひとり暮らしや定期的な通院が必要な高齢者、

障害のある人たちに対する生活福祉面の災害対策をどのようにつくり上げていくかについて申

し上げます。今回のような大雪を含め、災害時において特に高齢者や障害のある方への支援の

あり方は、当町だけでなく全国的にも大きな課題となっております。 

 平成２３年３月に発生しました東日本大震災におきましては、被災地全体で亡くなられた方

のうち６５歳以上の高齢者の死亡者数は約６割であり、また障害のある方の死亡率は被災住民

全体の死亡率の約２倍に上ったとお聞きをしております。国におきましても、こうした状況を

鑑み、昨年６月に災害対策基本法を改正し、今後、市町村に対し避難行動要支援者の名簿作成

の義務づけや要支援者本人の同意を前提として、平常時からの支援関係者への情報提供ができ

るといったことが規定されました。情報提供先となる支援関係者には、消防、警察、民生委員

などとともに、自主防災組織も規定されており、これはとりもなおさず地域における組織体制

の向上に期待するところが大きいものと理解をしているところでございます。 

 今回のような全町的な積雪や災害時において、支援を要する方への迅速な対応といったこと

を想定いたしますと、やはり地域の皆さんのご協力が不可欠であり隣近所や地域での支え合い

が最も有効な方策であろうと考えるところでございます。 

 今後におきましては、高齢者や障害のある方などへの円滑な支援が図られますよう、ご本人、

ご自身の自助と地域による共助の取り組みを対策の基本として、住民の皆様へのご協力の呼び

かけや一層の啓発を図ってまいりたいと考えているところでございます。 

６番（塩野入君） 先ほども通学路除雪で、入り口に積み上げられてという旨の質問がありまし

たが、やっぱり県道も同じようなことがありました。県道長野上田線が網掛区を南北に縦断し

ています。交通量の少なくなった夜中の１２時ごろに除雪作業が行われました。圧縮され氷の

岩盤が路側に高く積み上げられ盛り上げられ、翌朝の通勤にそれが障害になって車が県道から

出られません。勤務時間が迫る中で、各自が取り除いてはいますが、分厚い氷片でこれがなか

なか重く張りついてもいますので、除去に難儀し怒り心頭であります。除雪後のそれが日を置

いて突然知らぬ間に出入り口にうずたかく積まれてしまっては、たまったものではありません。

豪雪災害時ですから、有線放送や屋外緊急放送での呼びかけの手段があります。国道脇もそう

でありましょうから、国道事務所、建設事務所などと連携を図り、沿線地域住民への配慮が欲

しいが、お考えをお聞きをします。 

 次に、１９日、午前９時半ごろに県道長野上田線の網掛公民館脇で、大型トラック同士の接

触事故により県道が封鎖され、１１時過ぎまで全面通行どめのやむなきになりました。この事

故により千曲建設事務所では、引き続き午後５時過ぎまで県道を通行どめにして、道幅確保の

本格的な除雪が行われました。 

 一方で、この日、午前１０時ごろに産業道路では大型車両による除雪作業で部分的交通規制
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がされている旨、有線放送で流されました。豪雪時から４日もたった１９日に県道も産業道路

も交通規制され、しかもこの日は上信越自動車道が全面開通し、坂城インターの利用で交通量

が増しているにもかかわらず、規制のなかった南北幹線道路は国道が１本だけであります。私

も安協支部長として県道の交通指導を行いましたが、大変でした。国道、県道など幹線道路を

受け持つ国、県機関との連絡、連携はなされなかったのでしょうか、お尋ねします。 

 今回の豪雪災害を受け、道路交通、産業、物流、そして生活福祉などの分野別対策と、それ

をまとめた町全体の雪害対策をつくり上げていかなければなりません。それには今回の豪雪災

害をじっくりと検証され、新たな対策を講じた計画なりマニュアルを作成していく必要がある

と思いますが、お考えをお聞きをいたします。 

建設課長（青木君） 再質問についてお答えいたします。国道、県道などの幹線道路を受け持つ

国、県機関との連絡、連携についてお答えいたします。 

 除雪に対する要望や意見は、国道、県道に内容を伝えて対応してきているところでございま

す。ご質問の県道長野上田線、網掛区を南北に縦断する区間については、除雪がされていない、

あのままでは事故が起きるといった意見も受け、千曲建設事務所に除雪の要請をしたところで

す。千曲建設事務所では、今回の雪の中、路面状況が日々変化し交通事故防止のため早急な対

応が必要となったため、緊急的に夜間の除雪を実施することになり、事前の周知は困難な状況

だったとのことでございます。国道につきましても、除雪路線の延長が長く、いつどの地域に

除雪車が入るのかは事前の周知は困難の状況とのことです。 

 しかし、住民の皆様には、出入りについて大変なご不便をおかけするようになるため、事前

の周知について国、県と連絡する中で可能なところは除雪日時について事前に連絡いただける

よう、要望してまいりたいと考えております。 

 国、県機関との連絡、連携につきましては、除雪体制の連携を図るため、県では毎年、長野

県雪対策道路連絡会議、千曲建設事務所主催の管内除雪会議を開催し、高速道路を含む各道路

管理者、警察署、主要交通機関、除雪業者との相互連携が図られております。県が実施した網

掛地区を全面通行どめにしての除雪作業は、１９日午前９時３０分ごろに網掛公民館で発生し

た大型トラック同士の接触を受けて県と警察署が協議の上、早急な対応が必要と判断し車両の

安全通行を確保するため、緊急的に実施されたものでございます。町の産業道路につきまして

はも、幹線道路の安全な通行を確保するため、大型重機を手配しての除雪中で、県道の通行ど

めに伴う変更はできなかったところですが、今回、通行どめの時点では町で鼠橋通りの除雪が

終了していたため、国道上田坂城バイパスと国道１８号線間の大型車の通行は確保されていた

ところでございます。 

 今回の豪雪災害を受けて町全体の雪害対策につきましては、各課で担当する分野別対策に必

要と考えられる新しい対策もあわせて検討し、まとめていく必要があると考えております。ま
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た、各課連携したマニュアルづくり、作成についても検討を要するものと考えているところで

ございます。 

６番（塩野入君） 自然災害は侮ると大変な事態になります。このところの自然界の異変により

想定外が当たり前のようになっています。今回の豪雪災害の処理に多くの日数がかかってし

まった原因をよくよく見ると、自然災害への備えのほかにも考えなければならないことが浮か

び上がってきます。 

 委託された建設業者はフル稼働しているが、幹線道路だけで手いっぱいであったり、車の接

触事故や歩道の確保などで除雪を繰り返すような事態を見るに、常日ごろ建設業者の機動力を

しっかりと検証しておいたり、車社会にあっての除雪幅は最低どれくらいが必要かをあらかじ

め設定するなど、ソフト面からの取り組みも大切と感じました。災害対応をいかに迅速にかつ

的確、確実に対応できるかのより一層の細かな対策を望み、これにて私の一般質問を終わりま

す。 

議長（柳澤君） 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

 明日、１１日は午前１０時から会議を開き、引き続き一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

（散会 午後 ４時１２分） 
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３月１１日本会議再開（第３日目） 

１．出席議員    １４名 

    １番議員  柳 澤   澄 君    ８番議員  山 﨑 正 志 君 

    ２ 〃   塚 田 正 平 君    ９ 〃   入 日 時 子 君 

    ３ 〃   吉 川 まゆみ 君   １０ 〃   中 嶋   登 君 

    ４ 〃   窪 田 英 子 君   １１ 〃   塚 田   忠 君 

    ５ 〃   塩 入 弘 文 君   １２ 〃   池 田   弘 君 

    ６ 〃   塩野入   猛 君   １３ 〃   大 森 茂 彦 君 

    ７ 〃   西 沢 悦 子 君   １４ 〃   宮 島 祐 夫 君 

２．欠席議員    なし 

３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者 

 町 長  山 村  弘 君  

 副 町 長  宮 下 和 久 君  

 教 育 長  宮 﨑 義 也 君  

 会 計 管 理 者  春 日 英 次 君  

 総 務 課 長  田 中 一 夫 君  

 企 画 政 策 課 長  荒 川 正 朋 君  

 まちづくり推進室長  中 村  淳 君  

 住 民 環 境 課 長  金 子  豊 君  

 福 祉 健 康 課 長  天 田 民 男 君  

 子 育 て 推 進 室 長  宮 嶋 敬 一 君  

 産 業 振 興 課 長  塚 田 陽 一 君  

 建 設 課 長  青 木 知 之 君  

 教 育 文 化 課 長  柳 澤  博 君  

 収 納 対 策 推 進 幹  宮 下 和 久 君  

 
総 務 課 長 補 佐 
総 務 係 長  大 井  裕 君  

 
総 務 課 長 補 佐 
財 政 係 長  臼 井 洋 一 君  

 
企画政策課長補佐 
企 画 調 整 係 長  竹 内 祐 一 君  

 教 育 委 員 長  中 村 浩 志 君  

４．職務のため出席した者 

 議 会 事 務 局 長  山 崎 金 一 君  

 議 会 書 記  小宮山 和 美 君  

５．開    議   午前１０時００分 
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６．議事日程 

第 １ 一般質問 

 （１）情報の提供と共有についてほか               西沢 悦子 議員 

 （２）平成２６年度の重点施策について              山﨑 正志 議員 

 （３）再び戦争を繰り返さないためにほか             塩入 弘文 議員 

 （４）家庭・地域・学校の連携による町の子ども育成力の 

    さらなる活性化についてほか                宮島 祐夫 議員 

７．本日の会議に付した事件 

  前記議事日程のとおり 

８．議事の経過 

議長（柳澤君） おはようございます。会議に入る前に申し上げます。平成２３年３月１１日に

発生した東日本大震災から３カ年が経過いたしました。この未曽有の大災害の犠牲になられた

皆さんに対し、哀悼の意を表するため、午後２時４６分に１分間の黙禱をささげたいと思いま

す。議員各位、理事者等のご理解をお願いいたします。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１「一般質問」 

議長（柳澤君） 最初に７番 西沢悦子さんの質問を許します。 

７番（西沢さん） おはようございます。ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、

通告に従い一般質問を行います。 

 今もお話にありましたように、３年前のちょうど今日３月１１日、経験した大きな災害はこ

の国の防災の考え方を根底から変えました。そして、被災され、今なおご苦労を続けておられ

る全ての皆様に一日も早く日常が戻ってほしいと願っております。防災、減災について、準備

も努力も常に必要だと認識を新たにいたしました。 

 それでは質問に入ります。 

 １．情報の提供と共有について 

 イとして、災害時の情報提供についてです。 

 この質問につきましては、昨日、同僚議員の内容と重なる部分もございますが、ご了解いた

だきたいと思います。 

 私は前回１２月議会の一般質問で、災害時の情報を確実に伝える手段について質問をいたし

ました。町長は答弁で、平成２６年度から携帯端末を使った緊急速報メールの導入を検討、ま
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た有線放送の屋内・屋外スピーカーでの伝達方法を工夫し、さらに有線放送システム更新に合

わせて新情報通信施設は２６年度中に意見集約をしたいと述べました。 

 昨日の答弁では、２６年度当初より緊急速報メールを導入し、Ｊ－ＡＬＥＲＴ自動起動装置

の整備も計画しているとのことでした。新年度は災害時の情報伝達の方法が充実するというこ

とで大きな進歩ですが、今回の「１４信州豪雪災害」と呼ばれるそうですが、この災害で町か

らの情報提供の状況はどうであったでしょうか。 

 １５日、１６日の２日間は有線放送で、１５日の町民集会、１６日のスマイルボウリング大

会の中止、小中学校の休校、巡回バス・しなの鉄道の運行停止のお知らせがありました。新幹

線や高速道路の情報はテレビで絶え間なく流されていましたが、町の中の情報は少なかったと

思いました。１７日月曜日からは町のホームページに除雪についての情報がアップされてきま

した。多くの町民からたくさんの情報が寄せられたと思います。災害時には素早い判断と情報

提供が求められますが、１２０年に一度と言われる豪雪に見舞われ、現場優先で対応せざるを

得なかったことも理解できます。その上で、これからのために反省と今後の対策を考えなけれ

ばなりません。そこで、次の３点についてお尋ねします。 

 金曜日から日曜日にかけての休日の対応について、情報収集と管理、情報提供はどのように

されたでしょうか。また茅野市、富士見町では緊急速報メールが有効に機能したとの報道があ

りました。当町も２６年度当初から導入が計画されています。一日も早い運用の開始を目指し

てほしいと思います。また、あわせて新情報通信施設の導入を早めることはできないでしょう

か。 

 次に、町全体に向けての有効な情報伝達手段はなかったと思いますが、今機能している有線

放送や屋外スピーカーをもっと利用するべきだったのではないかと思いますが、お考えをお聞

きします。 

 次に、ロとして情報を共有したまちづくりをです。 

 私は以前に、北海道ニセコ町の徹底した情報共有による住民との協働のまちづくりを紹介い

たしました。１０年後、２０年後の坂城町をどのようにしたいか。これからのまちづくりにつ

いて住民要望を的確に把握し、住民参加による協働のまちづくりを進めるためにも、情報の提

供と共有が第一歩だと考えます。 

 この３月議会に新年度予算が上程されました。総額６０億６００万円、前年比６．２％の増

額であります。南条小学校の建設を初め、新規事業も取り組まれております。本来、町が保有

するお金、財産は町民のものという考えに立てば、当然予算について、その使い方の内容や目

的などを詳しく説明をしなければなりません。私はそうあるべきと思いますが、どのようにお

考えでしょうか。予算審査の内容については議会報でお知らせいたしますが、予算の目的や目

指す効果などについて詳しくわかりやすい説明をどのようにされますか、お尋ねいたします。 
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 以上で、１回目の質問といたします。 

町長（山村君） ただいま情報の提供と共有について、るるご質問をいただきました。私からは

全般的な考え方、並びに特にイの災害時の情報提供についての考え方について述べさせていた

だきます。その他は担当課長からお話し申し上げます。 

 今お話しありました、今回の２月８日、そして１４日から１５日にかけての２週続きの大雪

に見舞われ、しなの鉄道の臨時運休や国道１８号線の渋滞、交通網の混乱による通勤、通学な

どに大きな支障がありました。しかしながら、幸いにも町内の電気、水道、電話、有線放送と

いったいわゆるライフラインには大きな被害はございませんでした。職員による現場確認等は

もとより、町民の皆さんからお寄せいただく情報や警察署、消防本部等の相互連絡等により情

報の収集、共有、発信に努めたところであります。 

 町民の皆様への情報の発信につきましても、有線放送、ホームページにより町循環バスやし

なの鉄道の臨時運休のお知らせ、小中学校休校のお知らせ、びんぐし湯さん館休館や営業時間

短縮のお知らせ、除雪作業の進捗状況のお知らせ、また人権を尊重し豊かな福祉の心を育む町

民集会や分館対抗球技大会中止のお知らせ、あんしんお届け便の運行時間の変更などについて、

逐次情報を提供いたしました。また、小中学校の保護者の皆様へはメール配信システムオクレ

ンジャーにより、臨時休校や通学路の除雪状況、登下校時の注意喚起などを行ったところであ

ります。 

 ところで、今後の情報発信につきましては今お話ありましたように、より多くの皆様に適切

なタイミングで情報をお届けできるよう、従来の有線放送電話による屋内外のスピーカー放送

に加えて、今年度の補正予算対応で導入を計画しております、国の全国瞬時警報システム、通

称Ｊ－ＡＬＥＲＴによる自動配信システムと連動した事前登録制のメール配信システムや、新

年度早々には携帯電話キャリアとの協力により坂城地域内にある携帯へ一斉配信する、いわゆ

るエリア配信メールの導入など、多様な情報発信の整備を図ってまいります。 

 一方、平成６年度に導入しました有線放送電話につきましても２０年たち、経過年数や保守

部品の確保等も年々厳しい状況になっております。老朽化による施設更新を迎える時期に来て

おると考えております。現行の有線放送にかわる新情報発信システムにつきましては、現在、

各通信事業者やメーカーから多様なシステム構築の提案もいただいている中で、当町の実情や

地区別放送やページング放送といった地域コミュニティーの形成に有利な仕組みの充実等も視

野に入れ、平成２６年度中に詳細、中身の検討を終わり、２７年度から、これは完全ではない

かもしれませんが、一部かもしれませんが、とにかく事業着手をしていきたいというふうに考

えております。 

 現在、有線放送加入が全世帯の約半数となっているという状況の中で、全町民の方への情報

発信手段として屋外スピーカーにつきましては、発信のタイミングなど課題もありますが、有
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効な手段として今後も適切な情報発信に努めてまいります。ということで、２６年度にかけま

して、より効率的な適切な新しいシステムの内容を詰めまして、２７年度から一部着手できる

ような形で進めていきたいと思っております。 

総務課長（田中君） 続きまして、ロの情報を共有したまちづくりをについて、お答えをいたし

ます。町の予算の内容に係る情報につきましては、現在、複数の方法によりお知らせをいたし

ております。 

 まず、町内全戸に向けたお知らせといたしましては、町の最大の情報手段である「広報さか

き」４月号に当初予算関連の記事を４ページにわたって掲載し、予算の特徴や考え方、主要事

業のほか、歳入歳出別の科目ごとの予算額と、前年度との比較等につきまして表やグラフを活

用しながら、できるだけ分かりやすい内容でお伝えするよう努めております。 

 また、新年度の予算につきまして、さまざまな分類により集計し、予算の配分をご覧いただ

けるとともに、それぞれ前年度と比較が可能な集計表や内訳表を掲載するほか、事業ごとに内

容と主な経費を見ていただける予算資料を議員の皆様に予算書と一緒にお配りをいたしており

ます。２６年度の予算資料につきましても、当初予算の議決をいただき次第、町ホームページ

に掲載し、全てのページを閲覧いただけますとともに、ダウンロードも可能な形で公開をいた

してまいります。 

 なお、予算書につきましては無料で閲覧をいただけるほか、希望があれば有料ではあります

が、お渡しもいたしております。 

 ご質問にございました、北海道ニセコ町の住民向けの予算資料につきましては、以前拝見し

たことがありますが、当町でいうと先ほど申し上げました予算資料に相当するものに写真やイ

ラスト、グラフなどを用い、また循環バスの時刻表など生活ガイド的な情報を加えたもので

あったと記憶をいたしております。 

 町では２６年度早々に、町への届け出やさまざまな手続、ごみの出し方ほか生活情報などを

カラーページでわかりやすくまとめた「坂城町くらしの便利帳」を全戸に配布する計画をいた

しております。また、その中には福祉制度や各種助成制度など、町の事業も幾つかご案内をさ

せていただいておりますことから、当初予算のお知らせ方法につきましては経費などを考慮し、

当面、この仕組みにより継続してまいりたいと考えております。 

７番（西沢さん） それでは、２回目の質問に入ります。 

 イ．災害時の情報提供についてですが、災害対策本部が立ち上がれば広報班ができるので情

報収集、管理、情報提供まで担えると思いますが、昨日の答弁で、今後積雪５０ｃｍを目安に

災害対策本部の立ち上げを考えていきたいということでございました。そうしますと、今回の

ように、これからも災害対策本部ができなかった場合、そういう広報班で行うべき仕事は役場

内のどこの部署が担当するのでしょうか、お尋ねいたします。 
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まちづくり推進室長（中村君） 本部の設置がない中でという対応でございますが、基本的には

有線放送、屋外スピーカー、これが全町向けの現在発信手段というふうに考えております。ま

たホームページ、これについてもかなり多くの方に発信ができるものというふうに考えてござ

います。これについては、まちづくり推進室が担当していくということでございます。 

 実際のこの情報の発信につきましては、たまたま今回休日ということもございました。有線

放送等、実際の発信のタイミング、それぞれ随時発信については必要な部署において緊急放送

等を実施はさせていただいたところでございますけれども、今後も臨機応変な対応ということ

で対応を図ってまいりたいと考えております。 

７番（西沢さん） そうしますと、災害対策本部ができなかった場合の情報を収集する部分まで、

まちづくり推進室のほうで担っていくという考え方でよろしいでしょうか。 

まちづくり推進室長（中村君） その収集につきましては、実際には情報そのものが本部が立ち

上げない中では入ってくるところがそれぞれの担当部署に入ってまいります。そこで一旦は受

けていただくという形になります。今回もそうでありますけれども、後ほどそれらを一元的に

集めていくと、そういう対応になってまいります。 

７番（西沢さん） それでは次に、Ｊ－ＡＬＥＲＴの自動起動装置の整備が平成２６年度中とい

うふうに答弁されていますが、その具体的なイメージがなかなかつかめないでいるんですが、

まず国からその緊急災害情報が流れてきて、それがＪ－ＡＬＥＲＴが整備されていると、それ

ぞれの個人の携帯に直接情報が入ってくるというふうに捉えてよろしいんでしょうか。 

 それと、その緊急情報を町側が受信する場合に、その受信できるパソコンというんですかね、

受信できる機器というのはこれ何台あるんでしょうか。それと、それによってまた役場内から

各課からいろいろな情報が出せるとすれば、その発信する送信できるパソコンというのはどの

ように配備されるのかということですね。 

 それと、登録制によるメールの配信とありましたが、これにつきましてもちょっと詳しく内

容をお話しいただきたいと思います。 

住民環境課長（金子君） 情報配信メールについてお答えいたします。 

 情報配信メールにつきましては、来年度設置予定をしておりますＪ－ＡＬＥＲＴの自動起動

装置とあわせて設備の設置をしてまいります。 

 配信するメールの内容でございますが、Ｊ－ＡＬＥＲＴから受信した災害情報などを瞬時に

配信をし、またその後、町からの詳細な災害情報や避難情報などを配信してまいります。こち

らのメールにつきましては、情報の受信をご希望される場合には事前に登録をしていただくと

いうことになります。また、緊急速報メールにつきましては坂城町内のみの配信となりますが、

こちらのメールにつきましては、町外にいても坂城町の情報が取得できるというものでござい

ます。 
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 それから、Ｊ－ＡＬＥＲＴの受信機器の関係でございますが、これは住民環境課のほうで管

理をしておりますが、１台ということでございます。 

 それから、この役場からというか各課からの情報の部分につきましては、機器が設置されて

からの検討ということの中で検討させていただきたいと思います。以上です。 

７番（西沢さん） このＪ－ＡＬＥＲＴに加えて、登録制によるメールの配信などにつきまして

は、その使い方や役場の中でも十分検討されて進めていただきたいというふうに思います。 

 それから次に、新情報、これ通信システムというふうに私は捉えていましたが、今の町長の

答弁では発信システムというふうにお話しでしたが、これどのように捉えたらいいのでしょう

か。新情報発信システムということですと、町全体の情報伝達手段ということでいいのかもし

れません。また、それにつきまして今、２６年度中に意見集約をする中で、ふだんの地域コ

ミュニティー活動に欠かせない地区別放送とか、グループ放送をより進化させていくというお

話でした。これについては私も本当にふだん町内におけるその地区別あるいは学校単位である

とか、区単位であるとかというその情報手段というのも本当に大切だなというふうに思ってお

りましたので、ぜひこの辺につきまして十分に検討されて進めていただきたいというふうに思

います。 

 それで、平成２６年度中に方向を決めて、２７年度から事業着手というお話がございました

が、これ２７年度中に一部でもこれ使用が可能というふうに捉えていいでしょうか、その辺、

お尋ねいたします。 

まちづくり推進室長（中村君） 新情報システムにつきましては、先ほど町長から答弁申し上げ

ましたように、いろいろな形態が考えられるという中でございます。その選択に当たっては、

どれが一番ふさわしいのか十分検討をした上で進めてまいりたいと考えているところでござい

ます。 

 ２７年度着手ということでありますが、当然、そのシステムの設計であるとか、それから当

然財源の確保、これらにもそれなりの時間がかかるだろうというふうに思われます。２７年度

中に運用できるかどうかという部分については、現在のところ、そこまで確定的なことは申し

上げられませんが、なるべく早目に運用できるように今後進めてまいりたいと考えております。 

７番（西沢さん） ぜひ早期に使用できるように進めていただきたいと思います。 

 次に、ロの情報を共有したまちづくりをについて２回目の質問に入ります。 

 町の事業について説明を工夫してわかりやすく町民に伝える、これが情報を共有することに

なるのではないでしょうか。課長答弁の中に「くらしの便利帳」を作成するとありましたが、

わかりやすく情報を提供するよい手段だと思います。ぜひ早期に完成させて、各戸に配布をし

ていただきたいというふうに思います。 

 ニセコ町と同様にというふうに考えているわけではありません。昨年９月の第３回定例会の
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閉会の挨拶の中で町長は、「子育て支援、若者支援の事業をもう少し全体的としてわかりやす

いパッケージとして町内外に発信していきたい。」と述べられました。期待をしていますが、

町長、この件につきましてはどのように進められているでしょうか、お尋ねいたします。 

副町長（宮下君） 昨年、町長のほうから、子育て支援、そしてまちづくり、人に住んでいただ

く町にするためのパッケージが必要じゃないかということで町長から命を受けました。いろい

ろなところでいろいろな施策がばらばらに出ている。でもなかなか町民の方には理解できない

だろうということで、それを一つの形のものに取りそろえるというようなことで、町内の子育

て、それから若者対象というような考え方の中で、町長が仕掛け人でありますので、仕掛け人

になりまして私と総務課長がプロデューサーという形で組織を立ち上げました。それは、チャ

レンジＳＡＫＡＫＩの中の位置づけを持ちまして、庁内若手女性職員を集めまして、そういう

中でそれぞれの分野のものを今考えているところです。 

 例えば、子育ての支援はこういうことです、住むための情報としてはこういうものがありま

す、それから学校へ入ったらこういうものがあります、保育園とはこういうことです、医療は

こうですと。そういうようなものを一つのものとしたパンフレットを今作成中であります。年

度がかわりまして新年度になりましたら、例えば町内の大手企業さんを中心にそこからスター

トをし、まず会社の皆さんにもそういった、町が全体としてこういう施策の展開を図っている

んだと、一人でも多くの方に坂城に住んでいただき、活力ある坂城町をつくっていきたいとい

うようなものを今取り組んでいる最中です。 

 そういった中で一人でも多くの若者にこの町に住んでいただき、一人でも多くの人口を増や

していくというような施策を取り組んでいきたいと今進めているところでありますので、また

よろしくお願いいたします。 

７番（西沢さん） 今、お話を伺いました。プロデューサーがすごいので企業にも呼びかけて坂

城町に住んでいただきたいというメッセージを発信していきたいということです。この内容に

ついて、これ全戸配布ということは考えておられないのでしょうか。今、町の若者たちが常に

口にすることは、若い者には何もないよねという、そのいろいろなものがあるんだよと説明し

ても、なかなか実感として受け取ってもらえないという部分がありますので、全町民の皆さん

にも坂城町のその子育て支援、若者支援の内容を本当に理解をしていただきたいというふうに

思いますので、ぜひそのようにお願いいたします。 

 それから、「広報さかき」やホームページにいろいろな予算についてわかりやすい発信をし

ていくという内容でしたが、予算説明資料をホームページにアップしていくということですが、

その場合にも、よりわかりやすくということを心に置いて進めていただきたいというふうに思

います。 

 次に２として、２０２５年問題について、イの健康づくり計画に盛り込む考えはについて質
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問いたします。 

 この問題につきましては、その前段の２０１５年問題から始まるわけですが、私も含めて団

塊の世代は２０１５年に６５歳以上、前期高齢者になり、その後、急速に超高齢化社会が進み、

２０２５年には７５歳以上の後期高齢者になります。４人に１人が７５歳以上の超高齢化社会

では、医療、介護、福祉サービスへの需要が高まり、社会保障体制は破綻してしまうとの指摘

があります。 

 ７５歳以上人口は２０２５年を境におよそ２，２００万人で高どまりしますが、現役世代が

減少し続けるために超高齢化社会は続くことになります。これは新聞で報道された数字ですが、

生涯医療費を見ると、７０歳以降に生涯の医療費の約半分がかかっています。また、要介護・

要支援になるリスクは７５歳から上昇し、８５歳以上では約半数が認定を受けると予測されま

す。認知症高齢者も増え続け、１千万人に達するおそれとの予測です。しかも、女性の４人に

１人がひとり暮らし高齢者の状態になるとのことでした。 

 国が進める消費税増税と給付の削減だけでは解決になりません。１０年後に向けてカウント

ダウンが始まったと捉えるべきと思います。坂城町健康づくり計画「すこやかさかき２１」で

は計画の期間を２０１１年度から２０２０年度までとしていますが、必要に応じて見直しをす

ることとなっています。この２０２５年問題の解決のために、必要な健康増進事業を健康づく

り計画に新たに盛り込む考えはないでしょうか、お伺いいたします。 

 次にロとして、ロコモ予防対策の推進をです。 

 ２０２５年問題の対策として、ロコモ予防対策に力を入れる自治体が増えてきました。ロコ

モ、ロコモティブシンドロームと言われ、これは日常生活に欠かせない運動機能が低下した状

態で、その結果、要介護や寝たきりになる危険性が高いとされています。骨粗しょう症や変形

性ひざ関節症、歩くときにひざが痛い、腰が痛いという人はロコモまたは予備軍と呼ばれ、ロ

コモは新しい国民病だとも言われています。 

 適切な運動習慣に基づき、自分の身は自分で守るという考えから、ロコモ予防対策が始まり

ました。特定健診、保健指導でメタボ健診はほとんどの人が知っていますが、ロコモの認知度

は５０歳以上の約３割という調査があります。要介護状態や寝たきり予防のために、国はロコ

モの認知度を８０％に高める目標を掲げ、今年度よりロコモ対策の市民講座に補助金を出して

います。この対策の目的は、定期的な運動習慣を身につけ、自立して暮らせる健康寿命を平均

寿命に限りなく近づけることです。坂城町でもこの対策に早急に取り組んでほしいと思います

が、お考えをお聞きします。 

 次にハとして、認知症対策についてです。 

 この問題につきましては、前回の議会でも質問いたしました。当町では介護保険の要介護認

定を受けている人６３５人のうち、約７割に当たる４４０人に認知症状があり、認定されてい
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る方については、施設に入所あるいは在宅で介護保険サービスを受けているとのことでした。

厚労省の調査によれば、認知症と同数の認知症予備軍がいると推定されますので、深刻な事態

だと受けとめています。一番の問題は、認知症かもと思われる軽度認知障害の人を早期に見つ

けて治療に結びつけることです。前回は、早期発見のための訪問事業を提案しました。やはり

保健師を中心とした訪問事業が重要だと考えます。そのための体制づくりを早期に望みます。

どのようにお考えでしょうか。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

福祉健康課長（天田君） ２０２５年問題についてのご質問のうち、初めに健康づくり計画につ

いてお答えをいたします。 

 国は健康増進法に基づく健康日本２１を平成１２年度に策定をいたしました。この計画は、

国民の健康増進の総合的な推進を図るための基本的な方針を示すもので、さらに２５年度から

３４年度までを計画期間とする第２次健康日本２１を策定し、健康増進を図っておるところで

ございます。 

 この第２次健康日本２１の基本的な方針は、第１に健康寿命の延伸と健康格差の縮小、第

２に生活習慣病の発症予防と重症化予防、第３に社会生活を営むために必要な機能の維持や向

上、第４に健康を支え守るための社会環境の整備、そして第５に生活習慣及び社会環境の改善

であります。 

 町におきましても、国が示した健康日本２１に基づき、町の特性と健康実態に沿った坂城町

健康づくり計画「すこやかさかき２１」を策定し、これを町民の健康づくりの基本となる計画

として位置づけ、施策の推進を図ってまいりました。さらに、第１期計画の最終年度であった

平成２２年度には、当初計画した数値目標を評価するとともに、少子高齢化や生活習慣病の増

加など社会環境の変化を踏まえ、坂城町母子健康計画、坂城町食育推進計画を合わせた総合的

な計画とし、平成２３年度から３２年度を第２期とする「すこやかさかき２１」を新たに作成

し、健康増進事業を推進しているところでございます。 

 この計画は、坂城町第５次長期総合計画の施策大綱にあります「ともに生きる福祉と健康の

まちづくり」を基本目標に、生活習慣病予防及び医療費の適正化の推進、寝たきりや認知症の

予防など、乳幼児期から高齢期までのライフステージに沿った、さまざまな事業を展開してい

るところでございます。 

 このように、高齢者の健康増進事業につきましても既に健康づくり計画に盛り込んで進めて

いることをご理解いただきたいと存じます。今後も引き続き、第２期「すこやかさかき２１」

に基づき、町民一人一人が健康で長生きできるまちづくりを進めてまいります。 

 続きまして、ロコモ予防対策についてお答えをいたします。 

 ロコモティブシンドロームは、日本語では運動器症候群と言われ、骨や関節、筋肉など身体
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を支えたり動かしたりする運動器の機能が低下し、立つ、歩く、走る、登るなどの動作に障害

が出た状態を指します。こうしたことから、介護や支援が必要になり、また寝たきり状態にな

る危険性が高いことから、広くこの問題を周知する上で日本整形外科学会がロコモティブシン

ドロームと名づけ、ロコモの略称で呼ばれております。 

 介護や支援が必要になる疾患の多くは、脳血管疾患とともに関節の病気や転倒、骨折が原因

であります。この予備軍に当たる４０歳代、５０歳代の年齢でも運動不足や肥満といった生活

習慣が筋力低下や関節負担から体幹の不調を引き起こしてしまいます。これを放置せず、早期

の要望対策をそれぞれ皆さんがご自身で心がけていただくことが重要であります。 

 町はこうしたことを踏まえ、筋力アップの運動やストレッチ体操を中心に、日常生活の中で

も実践できる内容として、ストレッチ教室やヨガ教室、地域に出向いた運動教室、国保高齢受

給者証の交付に合わせたロコモ予防運動教室、生きがいデイサービスでの運動指導などの事業

を実践しております。引き続き大勢の皆さんにこのような教室に参加していただけるよう、要

介護や要支援の予防、ひいては寝たきり予防に向けた取り組みとそのＰＲに努めてまいりたい

と存じます。 

 続きまして、認知症対策についてお答えいたします。 

 認知症が発症する前兆である軽度認知障害は、正常な老化とは明らかに区別でき、しかも本

人や周りの人が認識できる程度の認知障害があらわれるもので、日常生活を送る上で支障を来

すほどではない障害と言えます。こうした方は認知症に移行する危険性が高い状態にあると言

えますが、軽度認知障害の全てが認知症になるとは限りません。軽度の段階で発見し、知的刺

激や運動を心がけ、生活習慣病を管理するなどの適切な対処や治療で認知症の発症予防や進行

をおくらせることが可能であることがわかってきております。 

 町では認知症状の発見がおくれると思われる、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯など

へ、地域包括支援センターの保健師が中心となり、保健センターを初め在宅介護支援センター

や社会福祉協議会が連携し、定期定な訪問を心がけ、早期発見、早期診断、早期対応に努めて

おります。定期的にかかわることで健康状態ばかりでなく、生活ぶりなどの変化も的確に捉え

ることができ、ご家族等にも状況をお伝えしております。また、保健センターでは若い年齢か

らの生活習慣が重要な認知症予防につながることから、健康診査や保健指導などにより生活習

慣病の予防に努めております。 

 高齢者になれば誰もが認知症になる可能性があります。認知症についての相談は地域包括支

援センターが、健康相談につきましては保健センターがそれぞれ中心となり、業務を行ってお

ります。引き続き保健師同士の連携体制の充実を図り、訪問事業を進める中で認知症の予防や

早期発見に努めてまいります。 

７番（西沢さん） ２回目の質問を行います。 
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 イの健康づくり計画に盛り込む考えはについてですが、今の答弁で健康づくり計画に十分盛

り込まれているという内容でございました。しかし、２０２５年の問題に向けて、高齢者もで

すが、今の４０代、５０代の人も健康でいるときは１０年先、２０年先も健康であるというふ

うに本当に思いがちなんですよね。 

 そこで、高齢者は自分で健康になる努力が本当に必要なんだということと、それから日ごろ

の運動や健診によって、自分の健康状態を把握する努力の重要性について知らせたり、アピー

ルすることについて、それはもう、その健康づくり計画の内容をお知らせするとともに、その

部分についても盛り込んでアピールをしていただきたいというふうに思いますが、その点につ

いてどのようにお考えでしょうか。 

福祉健康課長（天田君） 計画の盛り込みについてでございますけれども、先ほどの繰り返しに

なってしまうかもしれませんが、健康づくりの取り組みにつきましては、町の健康づくり計画

「すこやかさかき２１」に基づき、ライフステージに沿った各種事業を展開しております。ま

た、その事業を通じる中で疾病の重症化予防や健康維持に関する知識の普及やＰＲ、こちらの

ほうもうたっております。またその関係で努めてまいりたいと考えておりますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

７番（西沢さん） その２０２５年に向けて、これから１０年後に向けてこういう社会が来てし

まうという、そういう内容についても、もう少しアピールしてほしいなというふうに思います。 

 それでは次に、ロのロコモ予防対策の推進についてですが、今ちょっと大変失礼いたしまし

た。今の課長の答弁の中でロコモ予防運動教室が開かれているというふうに受け取りましたが、

それでよろしいでしょうか。済みません、ちょっとその内容について、またご説明をいただき

たいと思います。 

 地域包括支援センターの事業でいろいろな生きがい活動支援事業が行われております。その

対象は虚弱な高齢者という内容だと思いますが、ロコモ予防は現在元気な高齢者、それから筋

力の低下が始まる４０歳以上を対象に体力づくりをして、要支援・要介護者をできるだけ少な

くしていこうというためのものです。 

 そこで、この予防対策として簡単にできる体操の普及に力を入れている自治体が本当に多く

なっているんですが、佐賀県では県の段階でロコモ予防カレンダーというのを４０歳以上に配

布して、その中に毎日できる簡単な体操を入れて呼びかけているというふうにお聞きしており

ます。また、山形県では県知事がもうテレビで普及の推進を始めたという、この「花の山形！

しゃんしゃん体操」というらしいんですが、始めたということもお聞きしました。そのほかに

さいたま市とか、京都市とか、そのロコモ予防に力を入れている自治体が全国で増えてきてい

るという状況にあります。 

 坂城町でも以前に農民体操というんですかね、有線で流していたことがありました。それと
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同じことをしましょうということではないんですが、町レベルで本当簡単な体操をどこでもで

きるというような、そういうその体操を進めていくというような、そんなお考えはないでしょ

うか。 

福祉健康課長（天田君） ロコモ予防の関係についてお答えをいたします。 

 まず、先ほどロコモ予防運動教室実施をしていると申し上げました。こちらのほうでござい

ますけれども、国保の高齢者受給者証の交付にあわせまして、まずその内容のお話については

保健師のほうがさせていただいております。また、運動につきましては運動指導士とか、そう

いう専門の方が担当して行っていただいております。役場の講堂のほうでやっております。 

 次にですけれども、今後の取り組みということでございますけれども、確かに近年は自動車

の普及とか、家事の少量化などによって身体運動が低下して、そんなことから生活習慣病等の

増加の一因になっているわけでございます。ですので、そういったところも十分にＰＲをさせ

ていただく中で、町民の方お一人お一人が自分の健康は自分で守り、自分でつくるという意識

をつけていただいて、そしてまたそれぞれの事業を実施する中で、健康づくりにさまざまな形

で支援する体制づくりに努めてまいりたいと思います。 

 体操についてでございますけれども、ちょっと今、急にそういうお話をいただいたものです

から、それぞれでまた検討をさせていただければと思います。 

７番（西沢さん） このロコモ予防対策につきましては、今、ロコモ予防運動教室が開かれてい

るということでした。こういう運動教室が開かれているということを私知らなくて大変失礼し

たんですが、こういうロコモの予防対策について、もっとこう、この言葉についてもですね、

皆さんにこういう状況にあるというようなことを広報であるとか、そういうところでもっと

もっと使っていただきたいなというふうに思います。それについてもお考えをお聞きいたしま

す。 

福祉健康課長（天田君） ロコモのＰＲについてお答えをさせていただきます。 

 確かに今、町の方でいろいろな事業を実施している中で、ロコモという呼び方で呼んでおり

ますのは、先ほど申し上げたロコモ予防運動教室だけでございます。従来、例えばストレッチ

教室ですとか、ヨガ教室とか、そういう従来の呼び方で呼んでおりますので、そんな形になっ

ております。ですので、必要に応じて広報等またそういう教室等でもＰＲに努めてまいりたい

と思います。 

７番西沢悦子 それでは、ハの認知症対策についてお伺いいたします。 

 認知症についても１０年度に向けて、本当に重い課題だと思います。今の保健師によるいろ

いろな訪問活動につきましても、本当によくやっていただいているというふうに思いますが、

この全戸訪問という形の中で、全家庭の皆さんの健康状態を把握してくるということが、本当

に大切だというふうに感じたのは、２月６日に社会文教常任委員会で松川町の健康なまちづく
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りを研修してまいりました。その中で、いろいろな示唆をいただいてきたんですが、この全戸

訪問によって本当にピンポイントでいろいろな指導ができるという内容でございました。それ

から、家庭内のいろいろな状況を把握しながら認知症かもしれないという高齢者についても治

療につなげたり、いろいろな配慮がなされてきたということでございます。 

 今、保健センターではいろいろな事業が本当にたくさんあって、いかに忙しく大変な状況で

あるかということは理解をしておりますが、ぜひこの保健師の全戸訪問について、その体制を

整えていただきたいというふう思います。松川町で、この全戸訪問を可能にしたのは、事務内

容と事務分担の見直しを徹底的にして、ようやく保健師の全戸訪問が可能になったというふう

にお聞きしました。当町でもぜひそのようなところを検討できればと思います。どのようにお

考えでしょうか。 

福祉健康課長（天田君） 保健師の訪問事業についてお答えをさせていただきます。 

 保健師は地域と個々の家庭を結ぶ大変重要な仕事であると思っております。また、そういう

ことによっての訪問活動は、やはり常に心がけていかなければいけないのではないかと考える

ところでございます。こうした活動がスムーズに行えるよう、また体制づくり、引き続き努め

てまいりたいと思います。 

７番（西沢さん） 認知症対策について、保健師の訪問事業ということでございますが、本当に

忙しく新たな事業がどんどんと起きてくる中での対応ですので、すぐにということは難しいか

と思いますが、本当に事務内容であるとか、事務分担であるとか、そういう見直しをした上で

検討をしていただきたいというふうに思います。 

 それではまとめですが、今回の豪雪で私の常会では鈴を振って、すずというか、りんという

んですかね、昔学校で振ったのですが、全戸総出で除雪をしました。大変な作業でしたが、久

しぶりにご近所の皆さんとの共同作業には気持ちが盛り上がりました。地域コミュニティーが

機能していればこそと思いました。また、以前にもお願いをしたことですが、命を守る情報と

しての命のカプセルについて、全町での取り組みを早期にお願いしたいと思います。 

 以上で、私の一般質問を終わります。 

議長（柳澤君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前 １０時５３分～再開 午前 １１時０３分） 

議長（柳澤君） 再開いたします。 

 次に、８番 山﨑正志君の質問を許します。 

８番（山﨑君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問を行

います。 

 １．平成２６年度重要施策についてであります。 

 イ．主な重点施策を問うであります。 
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 「人がともに輝く ものづくりのまち」をキャッチフレーズとして、チャレンジＳＡＫＡＫ

Ｉを筆頭に民間の新しい血が入って３年が過ぎました。平成２６年度予算は山村町政において

任期の節目であり、４年間の集大成の年でもあります。そこで、平成２６年度の主な政策につ

いて質問いたします。 

 まず、工業の町坂城において２５年度新規に行われた、コトづくりイノベーション補助金に

ついてであります。ねずこん起き上がらせこぼし、スマートコントローラー、ねずこん型家電

メーターが採択されました。２６年度、この補助金は継続されるわけですが、２５年度、この

補助金の活用によりどのような成果があったかお伺いいたします。 

 ねずこん起き上がらせこぼしは、ねずみ大根まつり等で実際に手にすることがありました。

ほかの２件に関してはどのようなものなのか、また研究開発は完了されたのか、それとも継続

して研究開発の途上であるのか、お伺いいたします。 

 続きまして、地場産業の振興や地域の活性化を目的として、地元農産物を活用した加工品の

開発やその販売にかかる経費に対して、さかきブランドづくり事業補助金が新規事業として計

上されております。さかきブランドを内外に発信し、坂城のイメージアップ、知名度アップに

向けて大いに期待するところであります。そこで、この補助金の対象者をどのように考えてい

るのか、お伺いいたします。 

 続きまして、道路関係であります。Ａ０１号線において、２６年度は土地買収が主な事業と

して上がっております。そこで、長年の課題である若草橋南のグリーンベルト地帯について質

問いたします。私を含め、先輩議員も同僚議員も質問してきた経緯があります。学童、生徒の

通学路として危険であるから、早期の歩道設置の要望書が、小中学校のＰＴＡからも毎年町に

提出されております。昨年、若草橋以南の事業認可がされました。長年の要望である歩道設置

はいつごろを目途としているのか、お伺いいたします。 

 続きまして、道路ストック総点検事業において主な主要道路の点検とありますが、主要道路

とはどの道路を指すのか、また、歩道も点検対象になるのかお伺いいたします。 

 次に、１６９系についてであります。２６年度１６９系車両に電気の引き込み工事を行い、

車内の照明、空調設備を設置するとありますが、現時点ではふーど市等のイベント以外では利

用されていない状況であります。活用方法には多くの応募があったと思われますが、常設ある

いはそれに近い活用方法はどのようになっているのか、お伺いいたします。 

 続きまして、ワイナリー形成事業においてであります。苗木の購入補助金が計上されていま

す。その補助金の対象者をどのように考えているのか、お伺いいたします。 

 次に、６歳児の発達フォロー事業を行うすくすくランドについて質問いたします。このすく

すくランドはどのような形で取り組むのか、また５歳児健康検診の延長線上にあると思います

が、その点をどのように考えているのかお伺いいたします。 
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 続きまして、学校関係であります。新たに小学校に配置される外国語指導講師についてであ

ります。この講師は村上小学校に配置されますが、町内３小学校においてどのような学年を対

象に授業を行うのか、また週何時間を予定しているのかお伺いいたします。 

 続きまして、南条小学校建設について質問いたします。この３月１７日に南条小学校建設委

員会が開催され、実施計画、実施設計図が提出されます。そこで何点か質問いたします。 

 まず、地元産の木材の活用についてであります。町長はできる限り地元産の木材を活用した

いとおっしゃっておりました。昨年６月、議会には南条生産森林組合より地元産の木材の利用、

活用を望む請願書が提出され、採択されております。地元産、特に坂城産の木材の利用はどの

ようになっているのか、お伺いいたします。 

 次に、樹木についてであります。中村教育委員長を中心として調査されましたが、どのよう

な結論になったのか、出たのか、お伺いいたします。 

 続きまして、建設費についてであります。２６年度、約５億円の予算が計上されております。

また２７年度は約１１億円が計上される予定であります。東日本大震災の復興、２０２０年東

京オリンピックの開催により、資材や人手不足により建設費の高騰が予想されております。長

野市の市役所建設を初め、各自治体でも不落ということが起きております。坂城町ではこのよ

うなことがないのか、どのように考えているのか、お伺いいたします。 

 次に、ソーラー発電についてであります。低学年棟に３０ｋＷのソーラーパネルを設置する

わけですが、予算的に今回は３０ｋＷを低学年棟につけるわけですけれど、将来、高学年棟あ

るいは管理棟に設置できるような強度ができる設計になっているのか、お伺いいたします。 

 以上で、１回目の質問といたします。 

町長（山村君） 山﨑議員さんから、平成２６年度の重点施策ということでご質問をいただきま

した。本議会の招集のご挨拶のときにも、２６年度の予算の重点的な項目は申し述べましたけ

れども、改めて一般質問ということで、発言する機会を与えていただきましてありがとうござ

います。では、私のほうから重点的な施策のポイントについてお話し申し上げまして、いろい

ろるるご質問のありました詳細につきましては、担当課長からご説明申し上げたいと思ってお

ります。 

 招集挨拶や当初予算案の提案説明でもお話しいたしましたとおり、新年度の予算編成に当た

りましては、厳しい財政状況を踏まえながらも、笑顔のまち、人が輝くまちの具現化に向けて、

限られた財源の中で教育環境や子育て支援の充実と、将来につながる予算編成を心がけてまい

りました。 

 歳入歳出予算の総額は６０億６００万円、南条小学校建設工事の実施や小学校への英語指導

講師の配置といった教育関連事業に加え、第３子以降の保育料の軽減や不妊治療補助金の創設

などの新規事業を盛り込む中で、２５年度当初予算と比較いたしますと、プラス６．２％、
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３億５千万円の増額といたしましたところでございます。 

 ご質問の今年度の重点施策につきましては、まず、２６年度から２カ年をかけまして南条小

学校の建てかえ工事を進めてまいります。南条小学校建設は新年度の町の最重点事業であり、

全体事業費１６億２千万円ほどのうち、２６年度につきましては特徴となる音楽堂や低学年棟

などにかかわる工事経費として約５億円を計上しております。 

 そのほかのハード事業につきましては、町道Ａ０１号線を初めとする道路改良や公共下水道

の整備に加えまして、今年度から事業に着手いたしました橋梁修繕事業や町営横尾団地への下

水道接続工事につきましても、引き続き工事を進めてまいります。 

 また、長年の懸案となっておりました小網地区への上水道整備事業につきましては、３カ年

の計画で事業を進めてまいりましたが、一部舗装復旧を除きまして、管渠の布設、消火栓の設

置等につきまして、２６年度で完了するという計画となっております。 

 また、５月の竣工に向け、工事が進む、坂城駅エレベーター設置にあわせまして、駅周辺の

段差解消やグリーンベルトの設置を進め、さらなるバリアフリー化を図るほか、昨年５月に坂

城駅前に設置されました１６９系車両につきまして、さらなる利活用を見据えた電気の引き込

み工事にあわせまして、車内照明、空調設備を整備し、駅前活性化にもつなげてまいりたいと

考えております。 

 続きまして、ソフト事業につきましては、まず少子化対策・子育て支援施策では不妊治療を

受けているご夫婦に対しまして治療費用の一部を助成する不妊治療費助成事業を新設いたしま

す。また、第３子以降の保育料につきまして、従来の減免措置に加えて第２子の年齢にかかわ

らず第３子以降の保育料を半額とする新たな軽減措置を設けてまいります。加えて、２４年度

から実施しております５歳児健康相談のフォローアップ事業としまして、６歳児の発達を支援

するすくすくランド事業に取り組んでまいります。 

 さて、環境面ではスマートタウン坂城を目指して、再生可能エネルギーのあり方等について、

大学や企業との連携を図る中でさらに研究を進めるとともに、太陽光発電システムの設置にか

かわる補助制度につきましても引き続き実施してまいります。 

 産業面では、さかきテクノセンターにおける３次元測定器の更新と３Ｄプリンターの導入に

支援を行うとともに、町独自の展示商談会として開催が予定されている、これ仮称ですが、さ

かきものづくり展に助成を行ってまいります。あわせまして、昨年創設いたしました町内事業

者が行う新製品開発等に助成を行うコトづくりイノベーション補助金を継続するほか、同補助

金の農業商業版とも言えるさかきブランドづくり補助金を新設し、町の特産品や町のイメージ

キャラクターねずこんなどを活用した商品開発や販路拡大を支援いたします。 

 また、さかきワイン特区の認定を受けたさかきワイナリー形成事業につきましては、引き続

き試験圃場の栽培管理を行いながら、ワイナリー実施主体の組織化に向けたセミナーの開催に
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取り組み、さらなる条件整備を進めるとともに、好評を博している巨峰ロゼ、スパークリング

ワインにつきましても引き続き委託醸造を行い、町の定番商品としての位置づけを確立してま

いります。 

 続きまして、教育面では、社会のグローバル化に対応した人材育成に向け、新たに小学校専

任の英語指導講師を配置いたします。小学校への英語指導講師の配置につきましては、昨年

１２月に国が公表した英語教育改革実施計画にも盛り込まれた、大変先進的な取り組みとして

その成果に期待するところであります。 

 また、教育コーディネーターを配置しての就学相談委員会の運営と教育相談事業につきまし

ては、今後さらに子育て支援センターや保育園、小中学校などとの連携を深め、よりきめ細か

な支援につなげてまいりたいと考えております。 

 また、地域医療の充実につきましては、信州上田医療センターの医師確保事業に参画すると

ともに、施設の近代化に向けての改修の進む厚生連篠ノ井病院に助成を行い、高度医療の提供

体制整備を支援してまいります。あわせて、健康診査やがん検診といった健康づくり施策の推

進に加え、障害者の総合支援サービスの充実や介護保険、後期高齢者医療制度への対応など、

福祉を取り巻く諸施策についても的確な対応に努めてまいりたいと考えております。 

 以上、招集挨拶や当初予算案の提案説明と重複いたしましたが、平成２６年度当初予算の特

徴と重点施策の概要についてお話しいたしました。ご質問いただきました個々の施策の内容に

つきましては、担当課長からご説明いたします。 

産業振興課長（塚田君） コトづくりイノベーション補助金につきましては、ものづくりからコ

トづくりへの展開を支援することを目的に、意欲ある中小企業者等が実施する町内ニーズに対

応した新製品開発等に要する経費の一部を助成し、新たな価値創造による地域産業の振興と活

性化を図るため、平成２５年度から補助制度を創設いたしました。 

 ２５年度は、１社、１団体から合計３事業の応募があり、審査会の審査を経て、６月に事業

採択し、それぞれ事業を行っていただいております。現在のところ、採択した３事業のうち、

ねずこんプロジェクトにつきましては既に事業が完了し、使用電力量に加えて水道、ガスなど

の使用量や血糖値や血圧などのデータを一元的に管理し、情報提供可能なシステムとして構築

するための中心となるコントローラー、スマートライフアシストコントローラーの開発及びね

ずこん型家電用電力メーターの開発の２事業につきましては３月３１日までが事業期間であり、

現在も事業進捗中でございます。 

 事業成果といたしましては、ねずこんプロジェクトでは研究会の会員企業１８社が連携し、

新製品開発に取り組み、ねずこんの起き上がりこぼし、最近ではゆらゆらねずこんと言います

が、という一つの製品を世に送り出すことができたことや、開発過程の中で課題が生じた場合

も会員それぞれが持つ得意な技術を生かして、アイデアや創意工夫により課題を克服できた点
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も一つの成果と言えると思います。 

 今回のコトづくりイノベーション補助金採択事業の中で、現在のところ研究開発を継続して

いる事業はありませんが、今回のニューリーダー研究会のように、共同で製作したこの事業が

契機となり、企業間連携が生まれ、町内企業の新たな事業展開、新分野進出のきっかけとなる

ことを期待しています。 

 次に、さかきブランドづくり事業補助金についてお答えいたします。さかきブランドづくり

事業につきましては、地場産業の振興及び地域の活性化を目的としまして、地元農産物等を活

用した加工品の開発や、その販売に取り組む団体・事業者に補助金の交付を予定しております。 

 補助対象は、町内で生産された農産物を使用した商品の開発、新商品を開発するために必要

な機械装置等の購入やリースにかかる経費、商品のパッケージ等のデザインの開発や改良にか

かる経費、開発のための研修や販路開拓に関する調査経費のほか、新商品の販売を促進するイ

ベントへの参加経費等に対する補助金交付をしてまいります。 

 この補助金の額につきましては、生産設備の整備拡充及び商品の新規開発・改良事業に関し

ては対象経費の２分の１以内、２０万円を限度とし、商品の販売促進に関しては対象経費の

２分の１以内、５万円を限度といたします。町内事業者による、ねずみ大根キャラクターのね

ずこん関連の商品も増えてきております。坂城町のイメージアップに向け、地域の資源を活用

したさかきブランドの発信を支援してまいりたいと考えるところであります。 

 次に苗木補助、これはワインぶどう産地化補助金でございますが、これについてお答えいた

します。昨年１１月に構造改革特区の認定をいただいたことにより、酒類製造免許取得に必要

な最低醸造量が６千リットルから２千リットルに緩和され、小規模でのワイン製造が行える環

境が整ったところでございます。次世代へ維持可能な維持・発展を踏まえましたワイナリー形

成事業を推進するため、平成２４年度から醸造用ブドウ試験圃場の設置、また２名の担い手の

決定等を行ったところでございます。 

 そのような状況の中、ワイン製造に必要なワイン用ブドウは収穫できるまで、定植後少なく

ても３年から５年はかかるということから、今後、醸造用ブドウ栽培の促進を図る必要があり

ます。そこでワインブドウの産地化に向けた支援ということで、ワインブドウの苗木購入に対

する補助事業に取り組むことといたしました。 

 補助金額につきましては、補助率２分の１で２０万円を限度としての交付を予定しておりま

す。交付対象者につきましては、町内におけるワインブドウ製造事業のため、ワインブドウの

供給に協力していただける認定農業者や地域の担い手となる農業者に補助を予定しているとこ

ろでございます。将来的な醸造用ブドウの産地化やワイナリー設置を含めた６次産業化等、新

たな産業の広がりを目指してまいりたいと考えております。 

建設課長（青木君） 建設課に関係するＡ０１号線と道路ストック事業についてお答えいたしま
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す。 

 まず、Ａ０１号線道路改良事業につきましては、平成１９年度から南条小学校東側の山金井

交差点から宇佐八幡宮上交差点北側までの区間と、平成２５年度からは谷川にかかる若草橋か

ら南へ１３０ｍまでの区間についても事業化を整備し、進めております。平成２６年度におき

ましては、両地区とも用地買収と建物補償を進め、用地買収が済んだ部分において工事を予定

しているところでございます。 

 ご質問のＡ０１号線の若草橋以南のグリーンベルトの部分の報道についてでございますが、

平成２５年度に一部用地買収に着手し、平成２６年度には建物が支障となるお宅につきまして

物件調査をさせていただき、移転補償を進め、交渉に取りかかる予定をしております。谷川に

かかる若草橋につきましても事業の中でかけかえが予定されているため、グリーンベルトの部

分の歩道としての舗装までの完成はまだ先の年度になりますが、用地買収ができたところから

用地内において施工可能な部分につきましては敷き砂利、砂利などでの歩道を設置して通学路

の安全に努めてまいりたいと考えているところでございます。 

 続きまして、道路ストック総点検事業についてお答えいたします。平成２５年２月に国から

点検実施要領が示されて、国、県、市町村それぞれ管理している道路の点検に着手している状

況です。町では国の交付金を利用し、道路の舗装を点検対象として、ひび割れやわだちの発生

状況により、損傷の状況を点検し、補修を進めていくための資料を得る予定としております。 

 この総点検により修繕が必要とされた部分を計画的に修繕していく場合は、修繕費用につい

て国の交付金の対象となるものです。平成２６年度点検を行う主要道路につきましては、産業

道路、鼠橋通り、逆木通り、昭和通りといった幹線道路のほか、集落を結ぶ路線、工業団地内

の道路等を予定しており、全町に分布している主要路線、車道の延長で４４ｋｍを点検対象と

しております。老朽化や車両通行による損傷を点検するもので、歩道については対象外となっ

ております。 

 今回の点検実施により得られる損傷状況の資料をもとに、今後一定区間の全面的な舗装、補

修については国の交付金を活用し、損傷状況や交通状況を勘案する中で計画的に修繕を図って

まいりたいと考えております。以上でございます。 

まちづくり推進室長（中村君） １６９系車両の利活用につきまして申し上げます。 

 １６９系車両の利活用につきましては、町内の有識者、商工関係者、坂城駅周辺地域代表者

による１６９系電車利活用検討会において、さまざまなご提案をお寄せいただき、地域の皆様

と連携をして活用を図ってまいりました。具体的には、坂城どんどんや商工会商業部会が開催

をしました、ふーど市の際の飲食のできる休憩場所など、多くの皆様に車両を開放をして、ご

利用をいただきました。 

 昨年９月に行ったボランティアによる車両の清掃活動には、地域の皆様を初め、県外からも
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多くの方にご参加いただき、１６９系車両に込めるファンの思いや熱意を伺う機会ともなりま

した。年末には、にぎわい坂城の皆さんと連携をしたイルミネーションの飾りつけなど、この

１６９系車両を出会い、交流、触れ合いの場として活用を図ってまいりました。 

 そして、来る３月１６日には、しなの鉄道株式会社及びしなの鉄道活性化協議会のご後援を

いただく中で、１６９＆ろくもん講演会を開催いたします。これは昨年５月に１６９系車両が

静態保存されて以降、新たに集う場ができ、今年５月の坂城駅エレベーター完成や周辺のバリ

アフリー化工事等を踏まえ、駅を起点に坂城町を元気にする取り組みの一環として企画したも

ので、「しなの鉄道観光列車『ろくもん』による地域振興」と題して、しなの鉄道の山田専務

にお話をいただくほか、地元の国鉄やＪＲのＯＢ関係者の皆さんに１６９系車両にまつわる思

いをお話しいただきます。また、講演会終了後には１６９系車両ファンクラブ設立総会を開催

をし、会則の決定や事業計画等を定め、行政とは異なった視点からの利活用に期待をいたすと

ころであります。 

 一方、ご質問にありましたように、２６年度におきましては施設利用の利便性向上を図るた

め、車内照明や空調設備の整備を計画しております。ご質問の常設的な活用につきましては、

ミニ図書館や喫茶店、売店など、多くの提案をいただいておるところでありますが、設備、経

費、スタッフ配置など、さまざまな課題がございます。当面は駅エレベーターの竣工記念イベ

ント等、駅周辺で行われるイベント利用やしなの鉄道と連携した取り組みなどの活用を図りな

がら、さらなる利活用に向けて、ファンクラブや地域の皆様、商工業団体、鉄道事業者等と検

討を進め、町の活性化に努めてまいりたいと考えております。 

子育て推進室長（宮嶋君） ６歳児の発達支援フォロー事業すくすくランドの取り組みについて

お答えします。 

 子供たちがそれぞれ個性や特徴を大切にしながら健やかに成長し、持っている力を十分発揮

できるように、一人一人に応じた育ちを応援していく事業として、また、ご家族の子育てを支

援するため、平成２４年度から５歳児の健康相談事業として５歳児すくすく相談を実施してお

ります。 

 ６歳児の発達フォロー支援事業すくすくランドは、その５歳児すくすく相談において、体の

バランス感覚や友達とのコミュニケーションが苦手で自分の行動がコントロールできず、発達

フォローが必要と思われる園児を中心に、保育園の６歳児を対象として平成２６年度から新た

に取り組む発達フォロー支援事業でございます。 

 事業の狙いといたしましては、第１に、一人一人の子供の成長、発達や行動改善を促すため

の活動を行い、どんなタイプの子供でもちょっと頑張ればできる課題を行うことで達成感が持

てるようにする。第２に、友達や保育士に認められることで達成感や自信が持てるようにし、

自尊感情を育つようにする。第３に、友達と一緒に同じプログラムを行うことで共感し合う気



 

－128－  

持ちを育て、活動中のルールを守ることの大切さを理解できるようにする。この三つのねらい

を柱とし、保育園ごとに毎月１回実施するもので、一グループ８名から１０名に分け、刺激の

少ない安定した環境を整え、集中力が持続できる３０分程度を目安に一グループごとに行いま

す。 

 すくすくランドの活動のプログラムは、一人一人が誰でもできる課題をプログラムとし、子

供の状況に合わせて段階を追って徐々にプログラムを変更して行うもので、感覚統合に養うリ

ズム遊びや運動プログラムといった活動となっております。この事業は、子育て支援センター

が中心となり、５歳児すくすく相談から６歳児すくすくランドと継続して支援することにより、

児童の発達段階を保育園、保健センター、教育文化課、福祉健康課、小学校が情報を共有し、

小学校への移行支援体制の連携を図ることにより、無理のないスムーズな就学につなげていく

大事な子育て支援と捉え、６歳児発達フォロー支援事業すくすくランドを実施してまいりたい

と考えております。よろしくお願いします。 

教育文化課長（柳澤君） 小学校に配置する外国語指導講師の活用についてお答えいたします。 

 文部科学省では昨年１２月に、初等中等教育段階からのグローバル化に対応した教育環境づ

くりを進めるため、小学校における英語教育の拡充、強化などを盛り込んだ英語教育改革実施

計画を公表いたしました。これは平成３０年度までに指導体制を整備し、段階的に先行実施、

平成３２年の東京オリンピック、パラリンピックの開催を見据え、学習指導要領を改訂し、全

面実施といったスケジュールとなっております。 

 この計画の中で新たな英語教育のあり方として、小学校における外国語活動として、中学年

から実施し、高学年の外国語活動を週３こま程度実施していく方針を示しております。これま

で小学校５・６年生の外国語活動は年間３５こまとし、当町では各小学校で外国語コーディ

ネーターを配置し行ってまいりました。また、他市町村では余り例のない坂城町独自の取り組

みとして、教職員を対象に英語を母国語とするネイティブスピーカーによる英語研修を行って

まいりました。２６年度においては、今回、文部科学省の示した方針を踏まえ、更埴地域内の

小中学校で行う全郡研究のテーマとして英語教育を掲げる村上小学校を拠点に、小学校３校を

訪問する外国語指導講師を配置することとしております。 

 企業活動のグローバル化が進み、町内企業においても海外出張が特別なことでなくなりつつ

ある中で、英会話は大変重要になっております。活用計画としては各校５・６年生に対しては

週１回一こまずつの外国語活動のほか、中学校に配置している外国語指導講師とあわせ、各校

３・４年生に対しても外国語活動を予定しております。さらに、村上小学校の１・２年生につ

いては毎日１時間目の朝の時間を利用し、楽しく英語に触れる機会を設け、英語を聞いて体を

動かしたり歌を歌ったりする中で、英語の発音になれるといった活動も計画しております。 

 ２０２０年開催が決定しました東京オリンピックを見据え、目標を持って子供たちが楽しみ



 

－129－  

ながら英会話学習ができるよう、町といたしましても力を入れていきたいと考えているところ

でございます。小学校中学年からの英語によるコミュニケーション能力の素地を養い、また高

学年での教科化に向けた初歩的な英語の運用能力を養えるよう、小中学校と連携を図り、ネイ

ティブスピーカーである外国語指導講師の活用を進めていきたいと考えております。 

 次に、南条小学校改築事業についてでございます。南条小学校建築につきましては、設計委

託業者に選定された長野市のエーシーエ設計により基本設計がなされ、昨年１０月の第５回南

条小学校建設委員会において報告をいたしました。それ以降、実施設計を進め、今月１７日に

は設計の最終報告を建設委員会に行う予定となっております。設計積算業務についても現在設

計業者が鋭意進めているところであり、建設工事に関する費用につきましても順次算定を進め

ているところであります。 

 ご質問の最近の公共事業における入札の不落状況ということでございますが、建設資材など

の建築単価の上昇、人手不足による労務単価の上昇などによる影響があると考えられ、南条小

学校改築に際しましても少なからず影響があるものと考えているところであります。加えて、

４月以降の消費税増税が建築市場にどんな影響があるのかも懸念するところであります。エー

シーエ設計には、そういった状況も注視しながら積算業務を進めていただいているところであ

ります。 

 地元産材の利用についてでありますが、県の木造公共施設整備補助金を活用した計画として

おります。校舎の構造が鉄筋コンクリート造となっているため、軀体本体に木を使用する計画

ではありませんが、それぞれの部屋が木の香る校舎になるよう計画しているところであります。 

 地元産材は、どこの木を予定しているのかというところでございますけれども、私どもの希

望といたしましては、町内産がよいのではないかと考えておりますが、建設費との兼ね合いか

ら、場合によっては金額が高く、折り合いがつかない場合については、広く県内産ということ

が想定されるところでございます。 

 次に、敷地内の樹木についてでございます。現グラウンドに新校舎を建設し、現校舎敷地を

校庭にする計画でありますから、学校内にある樹木約２８０本に関して調査をしております。

信州大学名誉教授であり、建設委員会副委員長である中村教育委員長にご指導をいただきなが

ら、残す木、伐採が必要な木、移植が可能な木と１本１本現地で確認をしているところでござ

います。 

 次に、太陽光発電の部分でございます。太陽光利用につきましては、低学年棟１階屋根及び

中高学年棟２階屋根に合計３０ｋＷの太陽光パネルをＯＭ用の集熱パネルとあわせて設置する

予定となっております。したがいまして、１階と２階には既に太陽光パネルが乗るというよう

な状況でございます。管理棟の屋根という部分でございますが、この部分につきましては荷重

について余裕を見てありますので、将来的な太陽光パネルの設置は可能となっております。以
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上です。 

８番（山﨑君） それでは、２回目の質問に入ります。 

 まず、コトづくりイノベーションでありますが、今年また継続ということで、昨年度採用さ

れた３件については終了したということでありますね。この補助金につきまして、活用により

ましていろいろな研究開発が期待されるところであります。ニューリーダーを初め、単独企業

でなく横のつながりでもやっているわけですが、こうやってまだまだ横のつながりが欲しいと

思いますが、その点についてどのように考えているのか、まずお伺いいたします。 

 また、次にさかきブランドづくり事業であります。今回、このさかきブランドづくり事業に

おきまして６５万円計上されております。その中に、特産品コンテスト記念品として８万円計

上されていますが、この特産品コンテストというのはどういうところで、どのような形で行う

のか、お伺いいたします。 

 あと、次にワイナリーもこれ産業課ですね。ワイナリーに関して苗木ですが、苗木の補助と

いう形で出ています。特定の方にやるのか、また今ブドウをつくって栽培されている方、ある

いは、これからそういう方たちがワインに協力してくれる方で、そういう方たちもみんな対象

になるのか、まずそこの部分をお伺いいたします。 

産業振興課長（塚田君） 初めに、コトづくりイノベーション補助金についての横のつながりに

ついてどう考えるかというご質問でございます。 

 坂城町ニューリーダー研究会で、今回、このねずこんプロジェクトということで取り組みま

した。やはりその中でニューリーダー研究会、ニューリーダーと言っても大分年期はたってお

りますが、過去にもいろいろな商品をつくってまいりました。何か改めてつくってみてやはり

自分たちはつくるのがやはり得意なんだと、自分たちの技術はもっと広くＰＲしていかなきゃ

いけないんだということを改めて感じたというようなお話をしておりました。こういうような

お話をもっと広く広めていただきまして、今現在、経営革新塾の皆さんについてもいろいろな

商品の開発とか、そういうものを計画されております。そういうことに広がっていかれればい

いなというふうに感じております。 

 さかきブランドにつきましてですけれども、コンテスというジャンルがございます、科目が

ございますが、こちらについてもねずこんグッズが大分増えてまいりました。今現在、二十何

点、数えてみますとあります。また、いろいろな坂城の特産物を使った商品も大分増えており

ます。この中で坂町のブランドとして広く町外にも発信できるような商品はないかということ

で、こういうコンテスト形式なものを行いまして、広く皆さんに知っていただこうというよう

な取り組みを２６年度は行っていきたいというふうに考えておるものでございます。 

 また、苗木の補助についてでございますが、当然、今つくっている方が、生食用のブドウを

つくっている方がワインブドウに変更と、更新していきたいというような場合も、当然、その
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地域の担い手となっている農業者でございますので、当然、そういう方々も対象となるという

ふうに考えております。以上です。 

８番（山﨑君） コトづくりイノベーションに関しては、坂城町も大田区のボブスレー、東大阪

のロケットですか、ああやって開発できるような横のつながりができるようなふうになっても

らうようなことでやってもらえればいいと思います。 

 それでは、次に建設課のほうですけれども、Ａ０１号線、若草橋南の産業道路です。今、若

草橋の北側でボーリングされて地質の検査をしておりますが、あの部分は皆さん早急に、今、

先ほど建設課長が本舗装とはいかなくても、土地買収が済み次第、仮舗装でもいいから歩道を

つくるという形で、それは早急に手をつけるようにお願いいたします。 

 続きまして、道路ストック点検事業に関してであります。大規模の舗装に関しては国からの

交付金が出る対象になるという形であります。今年度２６年度にその点検事業が終了して、そ

の後、いつからそうやってそこの部分を舗装していくのか、あるいはその舗装していく優先順

位はどのようになっているのか、お伺いいたします。 

建設課長（青木君） 道路ストック総点検事業でございますが、今年度２６年度に幹線道路

４４ｋｍを点検していくということになります。これにつきましても点検する作業につきまし

ても、国の交付金事業を得て実施してまいるものでございます。その点検によりまして舗装の

状況ぐあい、これはひび割れ、またはわだち、そういうものを全体的に見て、そのわだちのぐ

あいが４０％以上、わだちなどひび割れができている部分については、全事業区間を区切った

中で４０％以上わだち等があれば、その事業対象になるという状況でございますので、点検結

果を見てひどいところから順位づけをしてやっていくという予定になっております。 

 特に現在、優先してやっていかなければいけないと考えているのは、鼠橋通りですとか、Ａ

０１号線の産業道路、そういうところが優先的になってこようかと思いますけれども、いずれ

にいたしましても、２６年度の点検結果を受け、２７年度から順次実施してまいりたいと考え

ているところでございます。 

８番（山﨑君） それでは順次、その特に私も文化センターから北側の産業道路は大分傷んでい

るような気がいたします。そうやってＡ０１号線において、今、若草橋南、南条小学校が終了

すれば、その先に当然ながら計画がいくと思うんですけれども、その間もまだ時間がかかりま

す。そんな部分でも産業道路の文化センターの北側のほうは早急に手を打つ部分がたくさんあ

ると思いますから、その辺は頭の中に入れておいてほしいと思います。 

 それでは、ちょっと学校関係、小学校関係に移りたいと思います。地元産の木材を利用する

という形で一応町長の答弁にもありましたし、また課長からもお話が出て、また今度はエー

シーエの設計士さんのほうでも考慮されると思いますが、坂城町において杉あるいはヒノキ、

カラマツ等、部材をどのようなまだ部材を使うのか私も設計図を見ていないからわかりません
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けれども、数量的にどの程度使えるのか。坂城町産として町有林もありますよね、あと南条生

産組合もあります。また、村上地区は長野森林組合ですか、あそこに属しています。坂城町の

中にもたくさんの木を保有しているわけですけれども、その保有した木によってどの程度数量

的に賄えるのかという部分を把握しているのか、まず一つ目にその部分を先に教育文化課長に

お伺いいたします。 

教育文化課長（柳澤君） 木材の使用という部分でございます。数量的な部分というところでご

ざいますけれども、現在、県の木造公共施設整備事業補助金を活用した計画という中で、廊下、

教室の腰壁あるいは音楽堂といったところの部分の木材というようなところに関しましては、

数量的な部分については把握をしているところでございます。 

８番（山﨑君） 木材に関しては坂城産で補える分があれば、できるだけその部分で補えるよう

にしてほしいと思っております。単価的にどうのという部分はあると思いますけれども、確か

に坂城にもたくさん木があります。その分を使うようにいろいろ研究してほしいと思っており

ます。 

 続きまして、植木に関してでありますけれども、植栽に関してであります。去年の秋ごろで

すかね、先ほど２８０本を調べたとおっしゃっておりました。その中で、どの木を残すのかほ

ぼ決まっていると思うんですよね。特にグラウンドの西側、旧農協があった側に立っている高

木ですね、ヒマラヤ杉やメタセコイアあるいは松といった高木も本当に、メタセコイアなんか

３０ｍぐらいあるでかい木です。そういうような木がありますよね。はっきり言って私はこの

辺で使えるような木はほとんどないと思っております。その後、切る木としてはもうその辺は

決まっている部分も多いと思うんですよ、その辺は出ていますか。 

 また、その何というのかな、その後利用をする、あの辺結構大きな木ですよね、大きな木で

すから、その部分であとただ単に廃材として捨ててしまうのか、今バイオマスの坂城町のボイ

ラーもありますけれど、そうやって再利用するような形で持っていくのか、まずその辺からお

聞きしたいと思います。 

教育文化課長（柳澤君） まず前段でご質問のありました、坂城町に限っての木ということでは

ないということでちょっとご理解をいただきたいと思います。建設事業を進める場合におきま

して、地元産を活用するのももちろん大切ではあるんですけれども、一方で限られた予算の中

で事業執行を進めていくことが求められているところであります。そういった部分であります

ので、建設費との折り合いが合わないというようなことになれば、広く県産材を活用していく

という考え方ということになっているところでご理解をいただきたいと思います。 

 それから、グラウンド内の樹木というようなところでございます。グラウンドの西側にあり

ますヒマラヤ杉につきましては、樹高の高さが非常に高いというようなこともありまして、南

条に本来ある在来種ではないというようなことから、中村委員長の指導もあり、伐採の予定で
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進めるような状況となっております。そのほかの活用のできる木につきましては検討していき

たいというふうに考えております。以上です。 

８番（山﨑君） 今、町内産の木材が単価的に折り合いがつかないような話をしていますけれど、

それを実際に私、町内産のここに県の資料でいろいろありますけれども、その県単価としての

その部分で、折り合いが実際つかないのかどうなのかという部分は出ていますか。 

教育文化課長（柳澤君） 現在、単価的な部分につきましては、長野森林組合を窓口にお話はか

けているところでありますけれども、その部分の回答が来ていない状況となっております。以

上です。 

８番（山﨑君） そうすると答弁というか、単価が合わないという話と全く意味合いがちょっと

違うような気がするんですけれども、どうなんでしょうか。 

教育文化課長（柳澤君） 広く県産材を想定している中で、そういう中で企業としてご参画をい

ただいてご活用、ご利用をできればという考え方でいるところでございます。以上です。 

８番（山﨑君） それでは木材のまだ仕入れルートは決まって、県内産を使うのが主であるとい

う、まだ仕入れルートは決まっていないという形で理解してよろしいということででしょうか。 

教育文化課長（柳澤君） 木材に活用する状況というところでありますけれども、明確に町内産

を使いますよとかいう決めはしていないということでございます。県産材というところで補助

金等も活用できますので、そういう部分につきましては配慮を、県産材というところで活用を

してまいります。そういった中で、町内産という部分で事業者としてご参画をいただきたいと

いうところでございます。 

８番（山﨑君） 材料の仕様書には県内産とか、あるいは国内産とか指定することもできます。

その中においては多分、今度のエーシーエさんの設計図には県内産という形で出ているんだと

思いますけれども、まだその図面、その中に坂城産を中心にとかという、そこを訴えることも、

書き込むこともできると思うんですよね、ある程度の部分ね。そういう部分も配慮していただ

くことも私は町内の活性化においては必要だと思っております。仕様書ね、木材の仕様書に確

かにそうやって書いて、県内産を使用しろとか、そういう部分はあるわけですよね。その部分

で、じゃあこれから入札に入るわけですけれども、それでどこの建設会社が落とすかわかりま

せんけれども、それなら仕様書において坂城産を特に利用してほしいと、値段さえ合えばいい

と思うんで、そこの部分でよっぽど坂城産が高かったら仕方ないですけれども、坂城産の値段

が合うんでしたら、その部分で坂城産を使うような方向性で持っていってほしいと思います。 

教育長（宮﨑君） 地元南条の木を使えれば、それにこしたことはないわけですけれども、木を

使うためにはですね、まず南条の山へ行って、それを伐採をして、乾燥をして、それでそれを

製材して使うということになります。そこら辺については南条生産森林組合さんにもお話はさ

せていただいておりますが、その期間がどのくらいかかるのか、あるいは金額的に幾らなのか
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というのを、窓口として長野森林組合さん等へやっている関係もあって、そこら辺がなかなか

うまく進まないという状況であります。こういう設計が近い中で、やっぱり期間的な制約もあ

りますので、ご理解をいただきたいと思います。以上でございます。 

８番（山﨑君） 今、強制乾燥とか、そうやって乾燥時間も短くなっておりますから、これから

部材として、板を張るのは来年度になってから、今年中はまだそこまではいかないと思います

けれども、低学年棟は行くかな。結構乾燥も今は早くなっておりますから、そういうことで使

うことを考えることもできますから、乾燥時間等もそうやって森林組合等とも話し合ってやっ

ていただきたいと思います。木というものは、地元に生えた木を地元で使うというのが一番長

もちすると言われております。ですから、そうやって、なるべくそうやって地元の木を地元で

使う方向で持っていっていただきたいと思っています。南条小学校においては、また今年度、

来年度と引き続き事業ありますもので、いい学校ができるようにみんなで見ていきたいと思い

ます。以上で一般質問を終わります。 

議長（柳澤君） ここで昼食のため、午後１時３０分まで休憩いたします。 

（休憩 午後 ０時０３分～再開 午後 １時３０分） 

議長（柳澤君） 再開いたします。 

 次に、５番 塩入弘文君の質問を許します。 

５番（塩入君） ただいま議長より発言の許可を得ましたので、通告に従い発言をします。 

 まず１の、最初に１の再び戦争を繰り返さないためにを質問します。 

 イの集団的自衛権の行使にストップをについてお尋ねします。 

 安倍政権になって以来、日本国憲法の精神を根本的に変えようとする動きが次から次と出さ

れています。国民の目、口、耳を塞ぎ、国が国民を監視する特定秘密法を、国民の多くが反対

したのに、自民、公明で強行採決をしました。そして、いよいよ本丸である集団的自衛権の行

使を解釈改憲しようとしています。このような動きの中で、国民の多くが日本が再び戦争をす

る国になるのではという心配の声が上がっています。 

 これから紹介するのは、信毎の建設標に載った若いお母さんの声です。「子や孫が平和に暮

らせる未来を」というタイトルです。「日本は今でもこれからも平和な世の中だと信じて疑わ

ない自分がいました。けれども、最近の報道や国会中継を見ていると、そうは思えません。戦

前の世の中に似たところがあるように思えてなりません。家には小学校２年生の長男と年中の

長女がいます。この子たちが大きくなるころ、どんな世の中になっているでしょうか。私は子

供たちに折に触れ、戦争はしてはいけないことも話してきました。今の政治家は自衛という大

義のもと、自分の子供や孫が戦争に巻き込まれることを想定しているでしょうか。安心して子

供を産み育てることができる世の中にしてほしいと思います。」 

 私は、このお母さんの声は多くの国民の声を代表していると思います。３月３日に発表され
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た長野県の世論調査では、集団的自衛権の行使の解釈改憲の見直しには６８％、約７割の人が

反対しています。集団的自衛権の行使を認めるということは、日本が攻撃されていなくても密

接に関係のある国が攻撃されたら、日本の自衛隊は戦闘地域で武力行使をすることもできると

いうことです。具体的には、アメリカと一緒に武器を持って戦争できるということになります。

これは憲法９条を実質的に改悪することになります。戦後の平和憲法も否定することになりま

す。 

 今まで自民党政権は、集団的自衛権の行使を憲法９条を持つ日本として認めてきませんでし

た。ところが、安倍首相は国会の答弁で、最高責任者は私だと、私が責任を持って決めるとい

う趣旨の発言をしました。時の政府が憲法を勝手に解釈すれば、憲法は憲法でなくなります。

憲法に基づいて政治をするのが立憲主義であり、法治国家です。それゆえ安倍首相初め、議員、

公務員は憲法を守ることを誓約して仕事をしているわけです。ところが今、首相みずから憲法

を破ろうとしているわけです。戦後６０年以上平和が続き、戦争で人を殺したり、殺されたり

した人は誰一人いません。だから、世界各国は日本を信頼し、憲法９条の精神を取り入れよう

としているわけです。 

 日本の天皇陛下、皇太子もこう言われています。「今日の日本は、戦後、日本国憲法を基礎

として築き上げられ、平和と繁栄がもたらされている。」と述べられています。ところが、安

倍政権は天皇を元首にし９条を変えようとしているわけです。麻生副総理がナチスヒトラーの

手口をまねたらどうかと述べて、国内外で大きな問題になりました。安倍首相はまさにヒト

ラーと同じようなやり方で憲法を変えようとしているのでしょうか。７割近く反対している国

民の声や国会を無視して、閣議決定でやろうとしているわけです。やり方もまさに民主主義を

否定するやり方ではありませんか。このようなやり方には、自民党の幹部や公明党の議員、元

内閣法制局長、改憲を主張する憲法学者も含めて、またアメリカやヨーロッパでも懸念する声

が出ています。 

 私は安倍内閣のしているのを見ていると、教育の面でも、ＮＨＫの問題でも、内閣法制局長

をかえる問題でも、全て安倍首相のお友達、同じ考えを持った人たちによって決められていま

す。すなわち、戦前の歴史認識で共通する人たちによって支配されているのではないでしょう

か。日本の戦争は侵略戦争ではなかった、自衛のための戦いであったという歴史認識の人たち

の集まりです。 

 ご承知のように、戦後は世界各国が侵略戦争は起こしてはならないという認識に立って、国

連を中心に外交や政治が行われています。先日、ロシアがウクライナに軍事介入をしたときに

世界各国が反対しました。ところが、自民党の石破幹事長は軍事介入を容認するような発言を

し、安倍政権がいかに世界の常識から逆行していることがわかります。安倍首相の戦後体制か

らの脱却という言葉は、戦後の平和憲法を変え、戦前の軍国主義国家に戻そうとすることでは
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ないでしょうか。私は再び戦争をする国にしてはならないと思います。 

 そこで、この憲法９条を実質的に変える集団的自衛権の行使についての解釈改憲をどう考え

るか、町長に答弁を求めます。 

 次に、集団的自衛権の行使を認めれば自衛隊の専守防衛の立場が１８０度変わります。今ま

で有事立法や周辺事態法などの改悪がこれから行われます。今、群馬や新潟で日米共同訓練が

行われました。自衛隊とアメリカ海兵隊が大型ヘリを使って、輸送訓練や突撃訓練が行われて

います。燃料タンクからも５００リットルが漏れ、市内に流れ出すという被害も出ています。 

 アメリカ海兵隊というのは、日本を守る部隊ではありません。海外へ戦争を仕掛ける殴り込

み部隊です。ベトナム戦争、イラク戦争のときは沖縄からいち早く出動した部隊です。この海

兵隊と訓練するということは、自衛隊の海外への戦争を予想した訓練です。まさに、集団的自

衛権の行使を念頭に入れた訓練だと思います。この訓練が終わったとき、海兵隊の司令官がこ

う言っていました。「これからは国内、国外の緊急事態に対応することができる。」と言って

います。３月９日にはアメリカ海兵隊が長野県入りして、幾つかの施設を見学する予定になっ

ています。長野県でも合同訓練が予想されます。今や沖縄の本土化が始まっています。そうな

ると地元の自治体でも、土地や施設、自治体職員、医療関係者などの提供が求められるのでは

ないでしょうか。それについてどのように考えていらっしゃるか、質問します。 

 次に、ロの平和な町づくりをめざしてのとりくみについて、質問します。一つは、坂城町は

平和なまちづくりを目指して、非核平和の町宣言をしています。今までどんな取り組みをして

きましたか、また平和学習ではどんなことをしてきましたか。 

 二つ目は、これからどんな計画を考えているか、質問します。 

 以上で、第１回目の質問とします。 

町長（山村君） 今、塩入議員さんから、再び戦争を繰り返さないためにというところでご質問

がありました。その中で、（イ）の集団的自衛権の行使に関するところを私のほうからお答え

します。基本的に国会で議論するテーマでありますので、町の議会でこれを討議するというの

は必ずしもなじまないとは思いますが、坂城町の町民の安心・安全を守るという立場で私の考

えを申し上げます。つまり、集団的自衛権に関する憲法解釈の変更と今後の有事法制という問

題について、町としてはどのように考えるかということであります。 

 まず、集団的自衛権につきましては、個別的自衛権とあわせて国連憲章において国家固有の

権利とされております。ただ、その行使については憲法で武力行使の放棄をうたった我が国に

とって、最も慎重に扱うべき問題の一つであると認識しております。 

 戦後、歴代の内閣は国会における議論を通じまして、集団的自衛権を行使することは憲法第

９条が許容する実力行使の必要最小限の範囲を超えるために許されないとの立場をとってまい

りました。憲法が施行された当時と比べ、世界情勢は変化し、その間、ＰＫＯの参加やテロ対
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策への特別措置、また日本を取り巻く東アジア情勢の変化に対応するためのミサイル防衛等の

防衛政策、またこれらに伴う法整備が実施されてまいりましたが、これらは現行の憲法解釈の

中で、集団的自衛権の行使に当たらないものということで現在に至っております。 

 今国会において、安倍内閣がこれまでの憲法解釈を変えた議論を行おうとしている現段階で

は、国会における審議の動向を注視していく必要がありますが、一般論として憲法の解釈を変

更するということについては、憲法の理念を尊重しつつ、その時代の世界情勢や日本が国際的

に求められる役割を反映し、時代に即した議論を重ねる余地も有り得るのではないかと思われ

ます。しかしながら、これまでの防衛政策が現行の憲法解釈に基づく議論の下で実施されてき

たことを踏まえ、丁寧で慎重な議論が重ねられ、加えて、国民的な議論がなされることが必要

であると考えております。 

 続いて、いわゆる有事法制につきましては、平成１５年に制定された有事法制の基本法であ

る武力攻撃事態対処法において、地方公共団体の責務として武力攻撃が発生した事態への対処

に関し、国、県、その他の機関と相互に協力し、必要な措置を実施することとされております。

さらに平成１６年には国民保護法により、国民の生命、身体及び財産の保護について必要な事

項が定められ、また米軍行動関連措置法においては、有事の際、地方公共団体が米軍の行動に

関連して自衛隊等が実施する措置に協力するよう努めるものとされました。また、これらの法

律においては、国民、事業者、医療関係者等の協力、土地等の使用について明らかにされてお

ります。 

 今後の有事法制につきましては、憲法解釈という前段の議論がどのように進展するかにより、

その方向性が定まってくるものと思われますので、憲法解釈の問題とあわせ、国会審議の推移

を注視してまいりたいと考えております。 

 繰り返しますが、私としましては坂城町町民の安心・安全を守る役目がありますので、周辺

地域の情勢に関し、国民の安全を図るため、有効な安全保障制度が構築されることを強く望む

ものであります。同時に、国防のためとはいえ、憲法が保障する国民の自由と権利を不当に侵

害し、国民に過度な負担を強いるということがないよう、十分な配慮を求めるものであります。 

 以上であります。以上でありますが、つけ加えますと、私は現在ですね、国会で本当に議論

しなきゃいけないのは経済の復興、大震災の復興、重要な問題がありますので、そっちをしっ

かり議論していただければと思います。先日の特定秘密法案につきましても、余りにも拙速に

議論をしてしまったような感じがしております。ですから、私そういう観点で国会の審議の状

況をよく見ていきたいというふうに思っております。 

総務課長（田中君） 続きまして、ロの平和な町づくりをめざしたとりくみをの、町としての今

までの取り組みについてお答えをいたします。 

 当町の取り組みといたしましては、まず、核兵器の根絶を願い、平和で幸せな町を実現する
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ため、非核平和の町宣言を昭和６０年９月２７日に宣言をいたしました。また、長崎市が事務

局となり、非核都市宣言を実施した自治体が加盟しております、日本非核宣言自治体協議会に

昭和６２年度に加盟をいたしております。県内において、非核宣言をしております自治体は、

県も含めまして７５自治体であり、さきに申し上げました協議会に加盟しております自治体は

７団体で、そのうちの一つが当町であります。 

 昨年１０月には、日本非核宣言自治体協議会から協議会が中心となって推進しております、

北東アジア各国及び関係国が条約を締結し、同地域における核兵器の開発、製造等を禁止する

北東アジア非核兵器地帯の創設への賛同を求める国際署名の依頼があり、全国４０９の自治体

が賛同し、当町も賛同書を事務局に送付をいたしました。さらに、広島市長が会長となってい

る核兵器の廃絶を国際的な規模で喚起することなどを目的とした平和首長会議にも当町は加盟

をいたしております。この平和首長会議は国際的な団体で、１５６の国や地域また

５，６４５の都市が加盟をいたしております。 

 坂城町の独自の取り組みといたしましては、毎年、広島、長崎に原爆が投下された時刻に合

わせ、役場のサイレンを鳴らし、町民の皆様とともに黙禱を行い、原爆による犠牲者の方々へ

の追悼を行っております。また、核兵器の全面使用禁止を訴えて、全国的な活動として行われ

る平和行進につきましても、町を代表して町長が激励を行い、さらに休憩場所を提供するなど

の協力をいたしております。 

 今後もこのような地道ではありますが、息の長い取り組みを継続して行ってまいりたいと考

えております。 

教育文化課長（柳澤君） これまでの平和学習の取り組みについて答弁申し上げます。 

 平和学習は１９４５年の広島、長崎への原子爆弾の投下、全国各地での空襲被害、武力行使

による戦争の実態などを学び、今後も平和な世の中を維持できるように考えることが、平和学

習の意義ではないかと考えるところです。村上小学校には、昭和２年にアメリカから平和と友

情のあかしとして送られた、青い目の人形が残されておりますが、旧校舎の解体中に偶然人形

が発見されたものです。 

 平成１６年、この青い目の人形にスポットを当てた「平和の使者 長野絹子と県内にある青

い目の人形展」が当町鉄の展示館を初め、県内８カ所の博物館等で開かれ、鉄の展示館におけ

る開催は１２日間という短い期間ではありましたが、合計６，２００名を超える多くの方にご

覧をいただきました。この取り組みに先立ち、さかきふれあい大学としても「平和の使者 長

野絹子と県内にある青い目の人形展～世界の平和は子どもから～」と題した教養講座を開催し、

町内の小中学校と埴生小学校で実施された平和学習の成果発表と、信濃教育会事務局長の山嵜

直樹氏による講演会が開催され、３００名という多くの方にご参加いただきました。 

 １７年度には「平和の大切さについて学ぼう」のさかきふれあい大学専門講座を開催し、上
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田市の無言館と松代大本営象山地下ごうの現地研修を行い、徴兵された画学生の遺作などの見

学、地下ごうでの強制労働の実情等から、平和に生活できることの喜びを実感したところです。 

 ２１年度に開催された第９回千曲川シネマフェスタでは、坂城高校が創立１００周年記念に

当たった年で、当日、坂城高校生生徒会の皆さんによる沖縄への修学旅行に際し、ひめゆりの

塔などを見学して感じたこと、事前学習で学んだことなどから、平和な世の中で生活できる感

謝の気持ちを発表していただきました。 

 ２２年度には、戦争の悲惨さを伝える野坂昭如氏の「火垂るの墓」を講談師の一龍斎春水さ

んに語っていただきました。戦争中の貧しい生活の状況などから戦争を繰り返してはいけない

といったことを、講談といった手法で伝えていただきました。 

 平成２３年は３月ではございますが、東日本大震災が起因となった福島第一原発事故が起き

た年ですが、２４年１月に教養講座として菅谷昭松本市長から「福島第一原発事故は今後の私

たちに何をもたらすか」と題したご講演をいただきました。戦争による核被曝ではありません

が、講演は菅谷市長ご自身が１９９６年から５年半の期間、ベラルーシ共和国にて行った医療

支援活動の様子、原子力発電事故による放射能汚染の実情についてお話をいただきました。 

 ２４年度には、学童疎開交流事業を坂城小学校を主会場として開催し、戦時中に豊島区時習

国民学校から坂城小学校に疎開されてきた方々から、戦争体験を児童にしていただきました。

事前には高学年を中心に学童疎開について学習し、当日お聞きした体験談とあわせ、よい平和

学習ができたものと考えております。また、今回交流がかなわなかった南条小学校や村上小学

校でも、当時は東京の国民学校から疎開児童を受け入れていましたので、全ての小学校に「伝

えたい 忘れない 学童疎開の碑」といった記念碑を建て、また授業にあわせ、寄稿文や児童

の感想文、坂城での模様を記した日記などをもとに記念誌も作成をいたしました。このように

さかきふれあい大学の講座、学童疎開交流事業などを通じて、戦争や放射能被害の実情など、

子供たちや多くの方に戦争の悲惨さ、平和な世の中を維持することの大切さについて学習を進

めてまいりました。 

 続きまして、今後どんな計画を立てるかという部分でございます。戦争と平和につきまして

は風化させてはいけない内容ですので、今後も学校での学習、さかきふれあい大学の講座を通

じた両面での学習を継続することにより、平和学習の取り組みを続けてまいりたいと考えてお

ります。学校におきましては、小学校３学年、４学年、６学年で学習する国語の教科に戦争に

かかわる教材文がございます。また、小学校６年生の社会科では史実から戦争を学んでおりま

す。生涯学習としては、平和学習を行う際の題材について、さかきふれあい大学などでテーマ

を検討し、今後も進めてまいりたいと考えております。以上です。 

５番（塩入君） 今、町長、担当課長から答弁をいただきました。改めて２回目の質問をしたい

と思いますが、三つ質問したいと思います。二つは町長へお願いします。 
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 最初に第１ですけれども、先ほど町長も答弁されましたように、今、秘密法ですね、秘密保

護法のときもそうでしたけれども、本当に十分な討論がなくて強行採決されたわけです。今回

もまたそのようなことにならないように、先ほど町長が今度の予算審議で、本当に経済問題、

東日本大震災についてもっともっと十分国会で討議すべきだという答弁がありました。僕もそ

のとおりだと思うんです。それを早く片づけて、また集団的自衛権にいくという意図が見える

わけですけれども、そういう中で本当に国民に十分意見を、国民の意見を十分聞いて、それで

国会でも十分審議していく、そして決めていくと。特に憲法問題はそれが大事だと思うんです

が、そこで町長、質問しますが、やはりこういう大事な問題についてはですね、本当に国民の

意見を十分聞いて、また国会でも十分審議して、この憲法改憲解釈については十分そういう過

程を踏むべきだということを、町村会とかいろいろ通してですね、町としても安倍内閣にやっ

ぱり意見として出すべきじゃないかというのが第１点。 

 それから第２点ですが、これは今本当に憲法が大きな国民の問題になっているわけです。ま

た、５月３日はまた憲法記念日を迎えるわけですけれども、本当に町民がこの憲法学習をこれ

からぜひ、こういう時期だからこそやっていく必要があるんじゃないかと。そういうときに

やっぱり町としても町民が憲法学習をやりたいといったときに、町としてもＴＰＰの学習が行

われたように、本当に町もできるだけ後援なり、主催なりをして積極的にかかわっていただけ

るかどうか、以上２点、町長にお願いします。 

 それから三つ目ですけれども、今、教育文化課長から平和なまちづくりについていろいろる

る説明がありました。しかし、私としてはもう１点ね、今後検討していただきたいということ

で、一つはですね、ここにも資料があるんですけれども、坂城歴史研究会でつくられた資料で

満蒙開拓の詳しい資料があります。坂城町から２１５人参加しているわけですね。そして、そ

のうち１２０人以上が亡くなっています。帰られた方は４人だけです。４人じゃなくて、行方

不明ですね、行方不明が４人います。あとの方は帰ってこられたんですけれども、本当に満州

を侵略し、満州国をつくり上げ、最後はソ連軍と戦って悲惨な戦いで多くの人が犠牲になった、

あの苦い満蒙開拓団であるわけですが、そういう満蒙開拓の歴史をぜひ坂城町でも掘り起こし

て、現在元気でいらっしゃる方から戦争体験を聞くと、これも一つ大事なことじゃないかとい

うふうに思います。 

 それから、鼠地区の滝沢久男さん、もう亡くなられたんですが、そのお兄さん、滝沢光男さ

んという方は、１９歳で特攻隊で鹿児島の知覧基地から飛び立っていったわけですね。そして、

アメリカ艦隊に体当たりをして亡くなられたと、こういう方が坂城町におられます。それで滝

沢久男さん、もう亡くなられたんですけれども、以前にここへ寄稿されてその経過を詳しく書

いてあるんです。そういう人たちの話、また、亡くなられた光男さんと同級生の方も僕の知っ

ている方で何人か現在元気でいらっしゃいます。そういう戦争体験にまつわる方が、大事な体
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験者がいるわけですが、ぜひそういう人の話をまた聞く機会を持っていただけないかと。 

 特に滝沢光男さんは特攻隊で知覧特攻基地から飛び立つ前に辞世の短歌をつくっているんで

すね。こういう短歌です。「蕾にて散るも又よし桜木の根のたゆことのなきを思えば」こうい

う辞世の短歌をつくって飛び立っていって、たった１９歳の命を落としてしまったわけですが、

こういうことをやはり二度と繰り返してはならないと僕は思うわけです。そういう意味で、ぜ

ひ戦争体験の集いをまた計画していただきたい。以上、３点です。 

町長（山村君） 先ほど課長から話がありましたけれども、疎開の記憶ですね、これを絶やして

はならないということで、それは本当小学生の子供たちが親から離れ、長い期間、坂城で暮ら

した、その体験であります。まだ生存されている方がいらっしゃるということで、ご相談して

やりました。三つの碑もつくりました。ああいうものを大切にしなきゃいけないと思っており

ます。先ほどの私に対するご質問の中で、町村会等の活動を通じてということでございますの

で、懸念を感じている方もいらっしゃると思いますので、機会がありましたら提案したいと

思っております。 

 それから、憲法に関する学習ですけれども、これは恐らく今までやっているような学習会で

すと片一方側の意見しか出てこないということがありますので、ですから双方の意見がその場

で明らかになって、それでみんなで討議するというような形でやるような学習の仕方というの

をやりたいと思っております。これは別途検討したいと思っております。以上です。 

教育文化課長（柳澤君） 今後の平和学習のという部分でございまして、満蒙開拓団の歴史ある

いは特攻隊の方々からの戦争体験の掘り起こしということでございます。この部分につきまし

ては、体験された方々の心情という部分について配慮しなければいけないというような部分が

ございます。また、どのように学習につなげていかなければいけないかという部分も検討しな

ければいけないという状況であります。この部分、慎重に検討させていただきたいと考えてお

ります。 

５番（塩入君） 今、町長と担当課長から答弁がありました。ぜひやっていただきたいと思いま

す。 

 では、２の健康なまちづくりをめざしてについて、質問します。 

 長野県は全国的にもトップクラスの長寿県です。坂城町の平均寿命は直近のもので男性は

８０．６歳、県平均が８０．９歳、やや低いですが、全国的の７９．６歳よりも高いです。女

性は８６．２歳、県平均８７．２歳より低く、全国平均８６．６歳より低いです。２４年度の

町民１人当たりの医療費は３４万６，６６９円で県下で１０番目に高いです。後期高齢者は

１人当たりの医療費は９２万６，３７３円でワーストワンです。このように平均寿命や１人当

たりの医療費から考えても、坂城町はよいほうとは言えません。そこで、坂城町として本腰を

入れて健康なまちづくりを目指していく必要があるんではないでしょうか。 
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 私は２月に社会文教委員会で松川町の健康づくりについて視察してきました。そこで感じた

ことは三つあります。一つは、町民みずからの健康についての関心や意識が非常に高かったこ

と。第２に、町長を先頭に健康づくり、特に特定健診の受診率アップを全戸訪問などをして大

変力を入れていたこと、２４年度の受診率は６６％です。そして、２５年度は保健指導

１００％を目指しています。第３に、自治会組織を初め、健康づくりの自主的な組織がたくさ

んあり、行政と一体となって取り組んでいることです。そういう点で大変勉強になりました。 

 では質問に入りますが、イの町民の健康実態について質問します。 

 特に特定健診の結果からわかる健康実態はどんな病気が多いか、また、多い順に挙げてくだ

さい。また、その原因は何かについて質問します。 

 第２に、小学生の健康実態についてですが、生活習慣病予防という観点から質問します。ま

ず肥満の実態、それから血液検査の結果からわかることはどんなことか、またそれに対する対

策についてお聞きします。 

 次に、ロの健康づくりへの具体的なとりくみについて質問します。 

 第１に、特定健診の受診率アップに向けて２５年度の取り組み状況と、２６年度に向けてど

んな取り組みを予定していますか。例えば区や公民館などの自治会組織との連携をどのように

考えていますか。 

 第２に、保健指導をどのように徹底させるか。２５年度の状況と２６年度の取り組みに向け

て質問します。特に保健師、栄養士が外に出て活動できる体制はつくられないかどうか。 

 第３に、幼・小・中学の健康づくりをするために、栄養士、養護教諭、保健師との連携を強

めることはできないか。私も小学校、中学校の養護教諭の先生と話してきましたが、強く要望

が出されています。 

 第４に、医療機関との連携をどう進めていくか。 

 以上、第１回の質問とします。 

福祉健康課長（天田君） 健康なまちづくりをめざしてについて、順次お答えをいたします。 

 初めに、町民の健康実態でございますが、今年度の健診結果による精密検査が必要な方の割

合は、１位が高ＬＤＬコレステロールで２６．３％、２位が高血圧で１８．８％、３位が高血

糖で８．１％でした。これは食生活の変化や運動不足などによる体重増加に伴う内臓肥満が原

因と考えられます。 

 また医療費から見ますと、１月２００万円以上かかった疾患は１９人で、うち９人が高血圧、

糖尿病、脂質異常等の基礎疾患があって起こる虚血性心疾患、脳血管疾患でありました。なお、

このうち５人の方は健診を受診されていませんでした。 

 次に、町内の小中学校の健康実態でございますが、肥満の実態を見ますと２５年度の学校保

健統計調査では国の平均を小学生は下まわり、中学生は上回っています。生活習慣病予防健診
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として、小学５年生、中学２年生を対象として実施をしております血液検査では脂質異常の異

常を見ており、２５年度の異常者は小学校５年生が４人、中学２年生が８人でありました。こ

うしたお子さんを対象に２４年度から生活習慣病予防健診結果相談会を開催しております。相

談会は各学校の養護教諭が窓口となり、学校での個別懇談や夏休み等の長期休暇を主に実施を

しております。また、ＰＴＡとの共催で親と子の楽しい料理教室や夏休みの児童館で食育健康

教室も実施をしているところでございます。 

 次に、ロの健康づくりの具体的な取り組みについて申し上げます。 

 特定健診の受診率アップに向けては、この２５年度から特定健診受診率６５％達成プロジェ

クトを立ち上げ、各課と連携を図り受診啓発活動を進めてまいりました。各区のご協力により

２９会場７０１人の皆さんに呼びかけをすることができました。２６年度につきましても同様

な取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

 また２６年度からは４０歳スタート健診として、特定健診が開始される４０歳の方を対象に

健診料金を千円とし、健診の受診動機づけと受診率の向上を図るとともに、早期介入による生

活習慣病の予防、重症化予防を進めてまいります。特定健診を受けた方への保健指導はおおむ

ね定着が進み、今年度の結果報告会は９０％以上の出席をいただきました。 

 保健指導では心疾患、脳血管疾患、糖尿病などを予防するため、保健指導対象者を重症順に

抽出し、特に重症者の指導を徹底いたしました。２６年度は重症化予防対象者の訪問指導の充

実が図られるよう、体制づくりに努めてまいりたいと考えております。 

 子供の健やかな成長、発達への支援は、保育園、小中学校との連携は不可欠であります。生

涯にわたる健康づくりの推進を目的に、保健センターが中心となり、保育園の栄養士や各学校

の養護教諭などによる連携を進めております。 

 保健センターと医療機関との連携は、特定健診等の結果内容をかかりつけ医の指示に基づき

保健指導を行っております。また、保健指導における生活実態の評価を受診者の同意を得てか

かりつけ医に情報としてお伝えをしております。 

 引き続き特定健診の受診率向上に努めるとともに、保健指導の充実や関係機関との連携の強

化を図り、町民一人一人が健康で長生きできるまちづくりを進めてまいります。 

５番（塩入君） 今、担当課長から答弁いただきましたけれども、２回目の質問をしたいと思い

ます。 

 町民の健康づくりのために、保健師や栄養士などによる保健指導が決定的に重要だと私は

思っております。今、注目されている池田町と坂城町を比べてみました。池田町は平成２４年

度の受診率は６７％です。保健指導は９０％まで達成しました。その結果どうなったかと言え

ば、国保１人当たりの医療費は前年県下で１０番目に高かったんですが、２３位になりました。

そして１人当たりの医療費が７，５００円も低くなったわけです。 



 

－144－  

 じゃあ坂城町ではどうかと言えばですね、前年は県下で９位でした。２４年度は１０位にな

りました。１位だけ下がったというか、よくなったわけですけれども、しかし、実際に１人当

たりの医療費は何と１万４千円も上がってしまいました。池田町と坂城町では１人当たりにす

れば２万千円の違いが出てきたわけです。これは必ずしも長い統計ではありませんけれども、

実際に保健指導受診率のアップ、保健指導が徹底していけば、非常に医療費も下がっていくと

いう具体的な事実を示していると思うんです。もちろん坂城町でも努力されていますけれども、

池田町の取り組みはそれ以上にすごかったわけです。坂城町としても今年はより一層取り組み

を強めるために、これから具体的に幾つか質問したいと思います。 

 第１ですけれども、町民の健康に対する関心を高めるために具体的にどのようにするのか。

例えば２７区の区があるわけですが、各区に働きかけて希望するところへは積極的に出かけて、

健康についての学習会または出前講座、こういうものをしたり、健康チェックをしたりして、

地区の各区の要望に応えていくことができないかどうかと。僕、金井区なんですが、金井区に

も福祉安全担当委員会というのがあります。それぞれの区にやはり健康にかかわる部署がある

わけですが、そういう人たちとか、また健康補導員、これは全町で２００人以上いるわけです

ね、こういう人たちに協力していただきながら、できるだけ関心を高める啓蒙活動ができない

かどうか、これが第１点です。 

 それから第２点ですが、保健師や栄養士が外へ出てどんどん活動できる体制ですね、そうい

う保健センターの体制をもっと改善できないかどうか。午前中、同僚議員から同じ質問が出さ

れました。しかし、福祉課長の答弁は、検討しますで、具体的な答弁はありませんでした。今

回はもう少し具体的にどうするのか、答えていただければありがたいと思うわけです。 

 本来、保健師というのはやっぱり町民の声を十分聞いたり、一軒一軒、特にこれから認知症

が増えるという状況の中で、ぜひ戸別訪問を多くして町民とじかに接する機会を多く持てるよ

うな、そういう保健センターの体制をつくることが、一番今求められているんじゃないでしょ

うか。そういう意味で、どういうふうに体制をつくっていくのか質問したいと思います。 

 それから例えばですね、これは私のほうの提案ですが、これについてはどうかも答えていた

だきたいんです。私は大阪市の狭山市を視察したときにですね、高齢者のボランティアが非常

に多くいました。これは老人大学を中心にして本当に高齢者が生き生きと活動するために、さ

まざまな活動をしています。ボランティア活動が非常に盛んです。そういう意味で坂城町でも

ですね、健康づくりボランティア、こういうものが組織できないのかどうか、呼びかけができ

ないのかどうか、これが一つです。 

 それからもう一つはですね、町内に保健指導する方も保健指導ができる資格を持った人も僕

の知っている人も何人もいます。そういう人たちに依頼して、定期的というか、本当にある時

期に保健指導を一緒にやっていただく、そういうボランティアをお願いできないか。またはこ
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れは公募していただいてもいいと思うんですが、ぜひ保健指導にかかわる方を多く探していた

だきたいというふうに思うんですが、その点どうでしょうか。 

 次に３番目ですが、小学生の血液検査の項目にヘモグロビンＡ１ｃの項目がありません。今、

子供たちの食生活が問題になり、特にジュースなど甘いもの志向が強まっています。そのため

に血糖値が高い小中学生が非常に多くなってきているわけですね。血糖値をはかる一番いいの

がヘモグロビンＡ１ｃだと思うんです。 

 松川へ行ったときに、このヘモグロビンＡ１ｃの結果、小学校、中学校の結果が出ていまし

た。本当に高くて僕もびっくりしたんです。小学生５．２以上が半分近くいたと、それから中

学２年生でもヘモグロビン、これは５．６以上の人が約４割、男子ですが、いました。この結

果を見て、これは松川町だけじゃないんじゃないかと、ほかの市町村でも今の食生活、子供の

食生活を見ていれば、同じような結果が出てくるんじゃないかと、坂城町でも心配です。そう

いう意味で、ぜひヘモグロビンＡ１ｃを血液検査の項目の中に上げていただいて、具体的な

データをしっかりつかんでいただけないかどうか。 

 それから４番目ですが、医療機関との連携ですが、今、生活習慣病予防のためにさかき医療

生協診療所では組合員はボランティアで健康チェックをいろいろなところでやっています。保

健師や栄養士の皆さんが、例えばで区であったり、町のイベントでいろいろなところで気軽に

健康チェックをやったり、または健康相談をやったり、そういう機会をいろいろな場所でつ

くっていくことが必要じゃないかと。それが町民の健康に対する意識を自分に向き合って、ど

う今の健康をどう考えるかという、意識を高める上で非常に大事だと僕は思っているんです。

そういう意味でぜひ一緒にボランティアで、積極的にボランティアとしてやれる個人または団

体に呼びかけていただけないでしょうか。 

 最後にですね、一つ養護教諭の先生と話したときに、こういう要望が寄せられました。肥満

児や生活習慣予防のために、特に肥満児の子供たちはなかなか親や先生の言うことを聞かない

と、余り口うるさく食べちゃいけない、食べちゃいけないとかね、そういう指導だけではなか

なか効果が上がらないと、ぜひ個別相談で栄養士の方や保健師の方に個別相談でやってもらえ

ないかと。 

 先ほど福祉課長の話では、今まで、去年からですか、夏休みそれから個別懇談会でやられて

きていると、しかし養護の先生が言うには学校も忙しくて大変だから、ぜひそういう部門で

やってもらえれば本当に助かると。できるだけ多くの人に来ていただいてやってもらいたいと、

そうすれば肥満児もなくなるし、生活習慣病予防についての子供なりの認識も高まるという話

をされていました。ぜひ、その点お願いしたいと思います。以上です。 

福祉健康課長（天田君） 再質問をいただきましたので、時間の都合もございますので大変申し

わけございませんが、手短に答えさせていただければと思います。 
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 まず、各区等の出前講座等の要望につきましてでございますけれども、ぜひ私どものほうに

お声をかけていただければと思います。私ども保健師、栄養士もぜひ地域に出て、そういう出

前講座をさせていただきたいと思っておりますので、お気軽にお声をかけていただければと思

います。 

 ２番目でございます。保健師、栄養士、外に出る機会をということでございますが、特に保

健センターでは保健衛生事業を初め、健康増進事業や予防事業などを実施しているところでご

ざいます。特に健康増進事業におきましては、指導活動や訪問活動ということでなるべく皆さ

んのところに訪問させていただいて、指導を行わせていただきたいと思っているところでござ

います。保健師、栄養士は地域と個々の家庭の健康を守る存在であります。各事業において、

こういった活動は非常に重要な業務だと思っているところでございますので、こうした活動が

スムーズに行える体制づくり、引き続き努めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、健康づくりボランティア、健康指導員等にかかわる方ということでございます

けれども、こちらにつきましては、やはりやりたい方、やっていただける方ということで、そ

の人方の情報がちょっと私たち自身のところでまだしっかりと把握をされていないところでご

ざいます。ですので、そういう把握もまず初めにさせていただく中で、こういう事業が必要な

のかということを考えさせていただければと思います。 

 続きまして、健康チェックとか相談の場所、機会を設けてほしいということでございますが、

こちらにつきましてもぜひそういう機会ありましたら、私どもとともに保健センターに協力を

していただければ大変ありがたいと思っているところでございます。 

 最後に、小中学校の個別指導の関係でございますけれども、こちらのほうも先ほどご答弁申

し上げたように、個別懇談とか長期の休み等を使いながら、お話をさせていただいているとこ

ろでございますが、ぜひまた必要であればどんどんお声がけをいただければと思います。 

教育文化課長（柳澤君） 子供の生活習慣病を防ぐ対策としまして、現在、小学校の５年生、中

学校の２年生を対象に学校医によります小児生活習慣病予防健診を行っておりまして、先ほど

福祉課長から話がありましたように、その健診結果について、これまでの指導が必要な子供た

ちへの保護者へのお知らせに加えまして、２４年度から町の保健センターによる相談会も開始

されている状況でございます。 

 ヘモグロビンＡ１ｃの検査を加えてはといったご提案でございますけれども、現在、糖尿病

予防対策としましては尿検査を実施しているところでございます。当面はその結果をもとに相

談会へつなげていくことに重点を置いて取り組んでまいりたいと考えております。以上です。 

５番（塩入君） 今、それぞれ課長から答弁あったわけですけれども、２点ですね、再質問する

時間もありませんから、これはぜひ検討していただきたいと思うんですけれども、一つは福祉

課長にさっき保健指導を徹底させるために資格を持った人にできるだけ呼びかけて、ある時期、
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特定の時期を一斉に全戸訪問できるような体制をつくってもらいたいということで、資格を

持った人に呼びかけてほしいと。ただ、今検討中だということですが、ぜひ公募もして、でき

れば公募して、我こそやりたいという人もいるかもしれませんから、ぜひとも公募もしてもら

いたいと。 

 それから、今のヘモグロビンＡ１ｃですけれども、やはり大事な検査だと僕は思っているん

です。あの検査は非常にわかりやすく、誰もがわかるし、糖尿病の予備群かどうか、それは非

常にわかりやすいし、子供が今実態として非常になってきているという実態を見るにも大事な

ので、これはぜひ検討して早目に実行できるようにしていただきたいというふうに思っていま

す。 

 じゃあ時間もありませんので、最後にまとめに入りたいと思いますが、今日は東日本大震災

からちょうど３年を迎えました。しかし復興はまだまだ道半ばです。仮設住宅から移れる人が

まだ５７％もいます、移れない人ですね。それから生業、なりわいがまだ再建できなくて困っ

ている人も６０％を超えています。こういう被災者の環境はまだまだ深刻です。 

 特に、福島原発で被害に遭った人は、その上もっと大変で、家庭内の悩みもたくさんありま

す。福島原発はご承知のように直接的原因は天災ですけれども、人災とも言えます。防ぐこと

ができたかもしれません。今、安倍内閣が着々と進めている戦争政策は、まさに、これは人災

につながっていくんじゃないでしょうか。国民の力で戦争という人災を食いとめることができ

ます。二度と戦争を繰り返さないために、今こそ私たちは世界の誇りである平和憲法と真剣に

向き合うときではないでしょうか。 

 以上で、私の一般質問を終わります。 

議長（柳澤君） ここで休憩といたします。休憩時間につきましては、本日開会時に申し上げま

したように黙禱を行いたいと思いますので、２時４５分正確に、ここへおくれないようにお集

まりをいただきたいと思います。休憩いたします。 

（休憩 午後 ２時２８分～再開 午後 ２時４５分） 

議長（柳澤君） 再開いたします。 

 一般質問の途中ですが、先ほど申し上げましたように、午後２時４６分から東日本大震災に

よる犠牲者になられた皆さんに黙禱をささげたいと思います。 

議会事務局長（山崎君） それではご起立をお願いします。北東方向をお向きください。黙禱。 

（黙 禱） 

議会事務局長（山崎君） お直りください。ご着席をお願いいたします。 

議長（柳澤君） 次に、１４番 宮島祐夫君の質問を許します。 

１４番（宮島君） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問を

行います。 
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 ２月１４日から週末にかけて関東甲信から東北にかけての降った記録的な大雪で、町内にお

いての除雪作業の教訓を生かし、今後の緊急豪雪対策について再検討することが必要ではない

か。町の除雪や住民からの要望、苦情に追われ、住民の安全確保の面から雨の豪雨時に比べや

や対応が鈍いことが気になったわけであります。反省点を洗い出し、今後に生かしてもらいた

いと思うわけであります。今回は中村教育委員長さんにもご出席をいただき、国政の動きが活

発になっている教育改革についてもご意見を伺う予定でおりますので、よろしくお願いをいた

します。 

 さて、１として家庭・地域・学校の連携による町の子ども育成力のさらなる活性化について。 

 イとして、家庭・地域・学校の連携による子ども達の健全育成を進めるための町づくりにつ

いてであります。 

 学校が、その目的を十分に達成するためには、学校内外を通し、子供たちの生活の充実と活

性を図ることが大切であります。いろいろな取り組みが考えられるが、学校の持つ教育機能、

施設の活用、保護者会の運営、ＰＴＡ、生涯学習関連機関との連携は最重要課題であると思う

わけであります。まず、子供たちの健全育成の視点から、家庭教育、地域教育、学校教育の現

状をどう捉えているかについてもお尋ねを申し上げます。 

 子供たちの健全育成に手本となる当町の大人社会、家庭、地域の望ましい姿は、どのように

実現に向けて推進しているかについてもお尋ねを申し上げます。大人社会の育成のために生涯

学習や公民館活動をどのように進めているかについてもお伺いをさせていただきます。 

 ロとして、「子どもの権利条例（仮称）」の制定についてであります。 

 地域の子供は地域で育てる子供基本条例について、子供が健康で守られ、生きられる力を高

めながら、地域社会で安心して生活のできる町、家庭・学校・地域などの連携により生きられ

る町、地域の自然、伝統文化の中で教育ができること、どの子供も平等の立場で遊び、学び、

活動できる町、子供たちの相談、救済を図り、機敏な対応支援ができる町等々が私の条例制定

の考え方でありますが、町での考え方についてもお伺いをさせていただきます。 

 子供たちの健全育成を進める上で、地域社会で大人社会の任務を明確にする意味で、子ども

の権利条例をどう捉えているかについてもお伺いをさせていただきます。 

 子供たちの健全育成を一層推進するために、健全な地域社会、大人社会の形成は教育行政の

任務であると考えるが、条例の制定はいかがであるかについてお伺いをいたします。以上であ

ります。 

教育長（宮﨑君） まず、家庭・地域・学校の連携により子ども達の健全育成を進めるための町

づくりについてから、ご答弁申し上げます。 

 子供の健全育成につきましては、子供を取り巻く社会の最小単位である家庭、基本的にウ

イークデーを過ごす学校、家から一歩出たところから始まる地域があり、その一つ一つの場所
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で子供は育まれ、成長していくものと考えます。そのどれを欠いても子供の育成は成り立ち得

ないと思います。子供たちの健やかな育ちの基盤となる家庭教育では、言葉や生活習慣、コ

ミュニケーションといったことを身につけることから始まります。 

 家庭教育の構造という面では、保護者が中心となった町ＰＴＡ連合会の研究集会の取り組み

が挙げられます。「子育ては家庭が原点」これをテーマに掲げ、レポート発表や講演会、分科

会での意見交換を通じて、家庭での教育力の向上や子供たちの健全育成に役立てております。 

 学校におきましては、基礎知識の習得、思考力や表現力をつけること、あるいは主体的に学

習に取り組む態度の育成、体力、運動能力といった、生きる力を身につける教育がされており

ます。そして地域では青少年健全育成を進めていただいております。坂城町青少年を育む町民

会議は、育成会の役員の皆さんを初め、町のさまざまな団体等にもご参加いただき、基本的に

はこの社会の未来を担う青少年の健全育成を全町民でかかわり合っていこうと、子供たちをみ

んなで育てようということでございます。 

 子供の生活の中で、家庭、学校以外で子供と多く接する地域の皆さん、学び事等で定期的に

かかわる皆さん、特に育成会の皆さんにつきましては、日々顔を合わせる身近な大人として行

事や活動を通じて青少年の健全育成、青少年教育に多大なお力をいただいております。スポー

ツ少年団の指導者、保護者の皆さんについても、地域としての大きな健全育成の力、教育力に

なっていただいております。育成会、公民館などで、お楽しみ会、遠足、キャンプを初め、祇

園祭、盆踊り、どんど焼きなど、地域伝承の行事などなどを行っております。そして、その際

には地域の皆さんと子供たちが顔を合わせることにより、行事で楽しむ、学ぶことで地域力、

教育力が生じていると考えております。 

 次に、子供たちの健全育成の手本となる大人社会の望ましい姿を、どう実現に向け推進する

のかと、そのための生涯学習や公民館活動をどう進めるかということでございます。かねてよ

り、子供は社会の鏡とか、子供社会は大人社会の縮図と言われますように、青少年の健全育成

には子供を取り巻く大人や社会がどうなのか、あるいはどう行動するのかが大きく影響すると

考えられます。 

 子供はまだ経験したことがないことは、見たり、聞いたりしたことから学び、覚えます。そ

ういった意味で、青少年の健全育成はまず大人からということになろうかと存じます。青少年

を取り巻く社会は目まぐるしく変化していきます。旧来からの世代間のつながりは変わらずに

したいものですが、一方、青少年の健全育成のためには時代に対応するため、地域全体で学び、

考える機会も必要です。そこで、学校やＰＴＡで講演会を、さかきふれあい大学で講座を行う

など、学びの場を設けております。 

 生涯学習についても、子ども会リーダー研修会で、子供社会での上級生・指導的な子供の研

修を実施、青少年地域交流事業、これはウオークラリーでございますが、地域のことを学習し
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たり、他のチームと交流するだけでなく、大人と子供がチームを組み、力を合わせて一つのこ

とをする場を設けております。 

 町公民館では、学びの場というだけでなく、授業を通じて人と人が顔を合わせ、一つのこと

をすることで地域の力を高めることを目標の一つとしております。人が生まれ、育ち、やがて

次の社会を託す子を産み育てることは、社会の循環の基本かつ最たるものでございます。青少

年の健全育成は、子供自身にとっても大人にとっても重要なことです。メニューや方法は変化

はしていくでしょうけれども、変わらぬ思いのもと、今後も各事業の展開に努めてまいりたい

というふうに思います。 

 続きまして、子どもの権利条例を制定してはというご提案をいただきました。それに伴う幾

つかのご質問をいただきましたので、順次お答えいたします。 

 いつの世もそうだと思いますが、子供たちは未来への宝、町の宝でございます。これは町民

の皆様、等しくお考えになっているものと思います。ご提案いただいている内容が保護という

よりも子供の権利に向けた内容であるように感じました。既にご案内のように、子供たち、青

少年の健やかな成長を進めていくためには、子供たちに直接働きかける育成と、子供たちを取

り巻く社会環境を整備する社会環境整備が大切であると言われております。 

 さらに、この社会環境整備の中には、淫行を規制する条文を盛り込んだ青少年保護も必要だ

という考え方もございます。したがって、既に制定された条例を見ても、行政や保護者、学校

関係者、事業者、住民等々がそれぞれの役割を果たし、相互に連携して、協力して、社会全体

で子供たちの育ちを支え合うという支援条例、権利条例といった条例と、淫行罰則規定を設け

た保護育成まで踏み込んだ条例とに分かれようかというふうに見ているところでございます。 

 新聞報道等でご案内のとおり、県においても阿部知事の公約で、条例制定を早稲田大学の喜

多明人教授を委員長として、子供の育ちを支える仕組みを考える委員会を設置し、既に提言を

しているところでありますが、淫行規定との調整か、内容的に把握できていない状況でござい

ます。 

 子供たちの育ちを支援していくということについては、町が何もしていない、また何もない

わけではありませんで、他の市町村では青少年健全育成会等が子供の育成に主体的にかかわっ

ているわけですけれども、当町におきましては平成１２年から、坂城町青少年を育む町民会議

を設置し、教育委員会はもとより、区長会、公民館、商工会、学校、ＰＴＡ、育成会、交番ほ

か各種団体等、それこそ町を挙げて心豊かな青少年の健全育成を進めていくという仕組みがで

きているところであります。ちなみに、この会長は町長ということになってございます。活動

も教育部会、環境部会、育成部会の３部会を設け、この中で既存のさまざまな事業も取り込ん

で体系づけをし、進めているところでございます。 

 さて、ご質問の条例化に関して申し上げますと、条例化すれば町の責務において目的あるい
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は趣旨に沿った取り組みができ、町民の役割も明確になってくるというようないい面も考えら

れますけれども、罰則規定を盛り込むような内容となれば、町民にも理解を得るための時間や

議論が必要と考えます。 

 一方、県において条例ができますれば、当然、市町村も包括した内容となるわけですから、

当町にとって何が不足しているのかを見きわめていくことも必要となります。つまり、その不

足分を条例で定めるべきものなのか、現状で対応するのか、現状でできるのかという検討が大

事になるものと考えます。それと、さきに説明させていただいた坂城町青少年を育む町民会議

では、子供の権利を守れないのか、条例をつくらないとこれでは機能できないのかなどなど、

判断についても、もうしばらく期間や議論が必要と考えますので、ご理解をいただきたいと思

います。以上でございます。 

１４番（宮島君） ただいまは教育長のほうからいろいろ説明がありました。再質問をさせてい

ただきます。 

 通告に従いまして、イのほうの家庭・地域・学校連携により子ども達の健全育成を進めるた

めの町づくりについてのほうから申し上げたいと思います。 

 先ほどまさに私も考えているとおり、いろいろまちづくりについて教育長のほうから説明が

あったわけでございます。そこで、わかりやすく私は４点ほど申し上げますので、随時ひとつ

お答えをいただいたほうが余り前置きをするよりもわかりやすく、ひとつお願いをしたいわけ

であります。 

 一つは、ご案内のように、ただいまいろいろいじめだとか、不登校だとかという問題の中で、

問題を抱える家庭教育回復のためにどのような取り組みが行われているかが、第１点でありま

す。 

 ２点といたしましては、社会教育の現状は大人個人の充実に重心が置かれているわけであり

ます。子供の健全育成のための大人社会の充実の面から見ると、脆弱に思われるが、どう考え

ているかについてが、２点目であります。 

 ３点目は、町内のいわゆる当町の組織の中にある、地域の公民館活動を核としての地域の大

人社会の育成を進めることも、一つの考え方でありますが、そのための町の公民館の役割をど

う捉えているかについてが、３点目であります。 

 最後のもう１点は、子供たちの健全育成を図るために２６年度予算にどんな費用が計上され

ているかについての４点について、説明をいただきたいを思います。以上であります。 

教育長（宮﨑君） 幾つかご質問いただきましたので、順次お答え申し上げます。まず問題を抱

える家庭の教育力回復ということでございますけれども、子供たちが抱えるさまざまな悩み、

これらについてはですね、学校においては担任あるいはスクールカウンセラーなどによる支援

を行っているところでございます。また、抱える悩み、子供たちの悩みによってですね、民生
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委員さんですとか、ケースワーカー、子育て支援センターによる支援も行われています。課題

になっている部分が和らげられれば、子供のそういう問題を抱える子の教育力の回復につなが

るということで、関係機関と連携して取り組んでいるところでございます。 

 次に、社会教育が大人個人に重点が置かれて、子供の健全育成のために脆弱ではないかとい

うことでございますが、大人に対する青少年健全育成に向けた教育も大切とは思います。社会

教育は大人子供を問わず、各個人が豊かに充実していく中で周りの社会も充実していく、こう

いうことを担った分野と考えております。これが充実することでですね、子供を含む地域の皆

さんがともに学び活動することによって、青少年の健全育成につながる場と、こういうふうに

なるんではないかと、結びつけを強くする場だというふうに私は捉えているところでございま

す。 

 次に、それぞれの公民館の活動はどうかということでございますが、町公民館もそうである

ように、それぞれの独自な捉え方の中で地域の実情によって、自由な活動をするのが公民館の

根本の理念であります。地域の活動を進めるということは大変重要でありまして、その活動が

世代間を超えていくというものであればあるほど、それは効果的になるというふうに考えてお

ります。そういう中で地域の公民館活動、ますますこれは重要であるというような位置づけの

中で、私ども支援等もしていきたいということでございます。 

 次に、子供たちの健全育成を図るための予算ということでございますが、これは教育費の社

会教育費の中の青少年育成費を中心にですね、生涯学習推進費や公民館費で計上しております。

青少年健全育成費では子ども会のリーダー研修会、これの事務局を持っております、先ほどか

ら申し上げております青少年を育む町民会議の補助金など、申し上げてございます。事業とい

たしましては、育成会長さん等地域の皆さんとともに、青少年地域交流事業、ウオークラリー

大会ということでございますが、これら、あと子供たちの地域でそれぞれの地域で交代にやっ

ているんですけれども、体験や伝統事業への活動の支援、こんなこともしております。 

 生涯学習では、さかきふれあい大学のメニューとして委員長にもお願いしております、さか

きキッズくらぶ、それで更埴漁協等にもお願いしている川の学校など、親子でともに学習、体

験する専門講座を公民館では文化講座と共催する子ども茶の湯教室、こんなことも計画して進

めているところです。以上でございます。 

１４番（宮島君） ありがとうございました。ぜひひとつ、そのように進めていただきたいと思

うわけであります。 

 次に、「子ども権利条例（仮称）」の制定についてであります。 

 先ほども教育長から地域の子供は未来の宝という立派な文言をいただいたわけです。まさに

私はそのとおりだというふうに思うわけであります。実は、この２月中旬でございますが、今

日も上田ケーブルビジョンの放映に来ているわけでございますが、たまたま私も上田ケーブル
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ビジョンの番組を見させていただいております。たまたま、その日は中之条の西念寺の五色か

るた大会を拝見をさせていただきました。これは先ほども前段申し上げたとおり、地域の自然

文化の中で、子供たちの教育をどう進めるかということの場面に大いに参考になることでござ

いますので、これは町長さんも来賓としてのご祝辞を申し上げておりました。 

 私は、最後までそのかるた大会を拝見する機会を得たわけですが、その中で特に感じたこと

はですね、いわゆる地域外の子供たちが私が見る、行った町長、教育長に聞けばわかるんです

が、非常に多かったと。しかも、成績そのものを見てまいりますと、かなりまあ私も子供のこ

ろ親に教わってやった経過があるんですけれども、前段の「は」という字を読めば、もうすぐ

上の文句が頭に入っていまして「はい」と、こう手が出ると。これはやはり自然文化、いわゆ

る自然と伝統の文化の中での取り組みが非常にすばらしいという感じを受けたわけですが、決

して私は地域の子供たちのいわゆるそういう状況がいい悪いではなく、率直にひとつお二人が

いたもんで、どちらかにひとつ、その模様を肌で見てきた感じを、私は最後まで見てまいりま

したので、ひとつその感じをおつなぎいただきたいと思います。以上であります。 

教育長（宮﨑君） 私から五色百人一首西念寺大会、これの関係についてご答弁させていただき

ます。 

 この五色百人一首につきましては、現在私どもの町の西念寺と県大会は善光寺においてして

おります。主催団体はＴＯＳＳという教員の教材等を研究する一グループが主催してやってい

るということで、この西念寺さんで実施していただいているということもあって、坂城の子も

多くないんですけれど、毎年それぞれのところで参加させていただいております。これについ

てもですね、西念寺大会そのものは坂城でやっていますが、善光寺大会、県大会への足ならし

ということで、もうかなり広い範囲の中から皆さん集まってきております。したがって、それ

については先生の影響が大きいということになるわけでございます。 

 これについても地域の例えば授業の中での取り組みであったり、国語の中で取り組んだりす

ると、当然そういう中では増えてきております。坂城町においても今まで坂城小学校が多かっ

たんですね。今年は坂城小学校はやっぱりいなくて南条小学校に移ってきたということでござ

います。 

 伝統文化的なことはおおむね３年ごとに先生たちは移動していくということで、子供たちを

どこまで教えることができるかという、そういう現実的な課題がありますが、それをサポート

するのは本来はあれですね、地域の皆さんにサポーター的にボランティア等いらっしゃれば進

むんですけれども、なかなか現実的には難しいということであります。 

 ただ、考え方は坂城の子は坂城で育てるということを念頭に、今、教育活動それぞれの学校

で進めております。そういう意味で、ボランティアも農作物の育て方だとか、稲をやっていた

だいたり、あと土地改良区の話、役割をご説明いただいたり、あるいは能楽だったり、コンビ
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ニの学習であったり、先ほど申し上げた川の学校等で、いろいろなところで地域の方にはご指

導いただいていることであります。こういったボランティアの皆さんや何かを大切にしながら、

学校の教科でとれることができればそれらも含めてですね、全体的にこういう伝統文化的なそ

ういう活動に子供たちかかわってくれればいいなということで思います。 

 これらについてはできるだけ参加するように、今、校長会等でも話しているんですけれども、

子供には子供のいろいろな事情がありまして、それぞれの中で参加しているものも多いわけで

して、そこらを含めてできるだけ増えるように私も心がけていきたいというふうに考えており

ます。以上ございます。 

１４番（宮島君） そこで１点だけお尋ねをしますが、ご承知のように子どもの権利条例につい

ては長野県もご案内のように６月に先送りされるというような状況、また既に隣接の町村にお

いては、もう実施されているところがあるわけですが、先ほども申し上げたとおり、私はすぐ

やれとは言っているわけではなくて、くどいようですが、どのような進め方で捉えているか、

あるいは今後どのような状況の中での行程表で進めるかについて、再度お尋ねをさせていただ

きたいと思います。手短で結構でございます。 

教育長（宮﨑君） 先ほども申し上げましたように、条例は近いところでは東御市ですとか、あ

と子供の育成の部分では松本市さんですとか、いろいろなところでつくり始められています。

タイミング的には今県条例がどういう形になっているのか、今さまざまな議論の中で検討して

いるということであります。それを見定めてからということでありますので、今ここで時期は

明言できませんけれども、それと先ほども言いましたように、町には別の青少年を育む町民会

議もございますので、これらの機能とのすり合わせ等も含める中でつくっていく時期等につい

ても検討と、必要性の有無からも含めてになりますけれども、それからやっても遅くないん

じゃないかと私はそう思っております。以上でございます。 

１４番（宮島君） 要望でありますが、教育長もご案内のとおり、ただいま松本、東御が出たか

ら申し上げるんですが、これは中身は恐らく検討されていると思います。また、今度は県の

６月に先送りをされている。これは三者三様、いずれもみんな内容が違っておりますので、そ

こらあたりもぜひひとつ検討する中で、早い機会にひとつ策定を願いたいということを要望と

して申し上げておきます。以上であります。 

 さて、２として、教育委員会制度の改革についてであります。 

 イとして、国や地方での教育委員会制度の改革による教育再生の動きについてであります。 

 ご案内のように、ただいま安倍政権は教育再生と経済再生を重要政策として位置づけている

わけであります。全国学力テストを再度全員参加方式に戻し、学校を週５日制を見直し、自治

体の判断で土曜日に授業が行いやすくするよう省令を改正をするような方針も示されているわ

けであります。権限と責任を首長と常勤の教育長のラインに集中させることにより、教育現場
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で起きるいろいろな問題への対処能力を高めるという狙いは理解できるが、２０１１年に起き

た大津市のいじめ自殺事件は機動的な対応がとれず、首長が指導力を発揮する体制への改革を

求められているわけであります。 

 教育委員会の教育現場の実情把握の不足や指導不足の指摘から、教育委員会制度の改革の動

きが始まっているが、どう捉えているかであります。教育行政と首長の権限と責任で行おうと

する動きが激しくなっているが、当町でもそのような改革、変革の必要があると判断している

かについてもお尋ねをさせていただきます。 

 ロとして、全国一斉学力テストの公表の動きについてであります。 

 全国学力・学習状況調査、いわゆる全国学力テストのことでございますが、この公表判断に

ついて児童・生徒の学力や学習状況を把握し、分析し、指導力の向上などに役立てようと

２００７年度から実施されているわけであります。慎重な判断と丁重に説明が必要である基礎

学力と学校、学級運営は今日的課題であると思うわけでありますが、全国一斉学力テストの結

果の公表の動きについてもお伺いをさせていただきます。当町ではテストの結果を公表につい

てどんな検討がなされているかについてもお伺いをさせていただきます。 

 県内の動きを見ると、首長と教育委員会の見解が異なっている町村が多いわけでありますが、

自治体が多数あるわけであります。当町の実態はどうなっているか、当町独自での習熟度のテ

ストや体力テストなどを各学校で行っているが、その結果をどのように生かされているかにつ

いてもお伺いをさせていただきます。以上であります。 

町長（山村君） 宮島議員さんから教育問題についてのご質問でありました。私はこのテーマは

もう非常に重要な問題だと思っております。これこそ時間をかけて、じっくり議論をしなけれ

ばいけないというところで思いますが、これもいささか性急に進んでいるかなという感じがし

ております。この２番目の教育委員会制度の改革について、その（１）国や地方での教育委員

会制度の改革による教育再生の動きについて、思うところを述べます。 

 現在ご案内のように、教育委員会は毎月の定例会において上程される付議事項、案件等につ

いて教育委員会の皆さんにお諮りして教育行政を進めているというところでございます。また、

定例会にあわせまして校長を交えての学校運営のヒアリングや学校訪問を行い、実情把握にも

努め、取り組まれているというところであります。また、定例会以外でも緊急を要する事案や

人事案件等がある場合、臨時の教育委員会も開催されております。 

 現行の教育委員会制度につきまして、非常勤の教育委員による運営が責任を果たすには限界

があるという指摘から、教育委員会制度改革案が中央教育審議会で示され、現在、与党作業

チームを中心に協議されているところであります。 

 この協議につきまして、教育長と教育委員長を統合し、代表教育委員、新教育長を設置し、

教育委員会は最終的な権限を持つ執行機関とするといった案については、与党作業チームにお
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いて合意がされたという報道がされております。一方で、首長が新教育長を直接任命、罷免で

きるよう権限の強化をといった意見に対し、従来どおりの教育委員による互選による選出など、

新教育長の任期も含め、協議が続いているというところであります。現在坂城町、ほかの自治

体もそうですが、教育委員につきましては議会のご同意をいただいた上で任命されております。 

 私の個人的な見解としましては、現在の合議制の教育委員会のあり方を性急に変える必要は

ないのではないかというふう考えております。企業経営で考えてみた場合ですね、会長がいて

社長がいると、社長といのは実行部門の責任者であります。会長というのは一歩離れた立場で

大所高所から経営についての意見を言って、実務者である社長を助けるという立場であろうか

と思います。私は教育長と教育委員長の立場というのも、それに似たものかなと思っておりま

す。教育長というのは教育実務をフルタイムで実行する人であろうと、しかしながら、教育委

員長というのは教育長より、あるいは教育委員会の中でも一歩離れた形で大所高所から意見を

述べていただくというのが教育委員長の役目だと思っております。 

 つくづく去年ですね、今日お見えの信州大学の名誉教授の中村浩志先生に、教育委員、教育

委員長に就任していただいたこと、本当に私はうれしく思っております。まさに、宮﨑教育長

と、それから世界的な権威者である中村浩志先生を得た坂城町の教育委員会というのは大変す

ばらしいことだと思っております。いろいろなご意見を大所高所から賜るということが非常に

重要かなというふうに私は思っております。しかしながら、全国の制度というところですので、

今後さらに国の情勢を注視していきながら、正しい本質的な教育行政ができるような形になれ

ばいいかなというふうに思っております。以上であります。 

教育委員長（中村君） 昨年の１０月から坂城町の教育委員長を務めさせていただいております

中村です。私はこれまで３０年以上にわたって信州大学教育学部で学生の教育指導に当たって

まいりました。私がこれまで培ってまいりました教育に関する知識とか経験といったものを、

私の生まれ故郷である坂城町の教育行政に少しでもお役に立てれば、非常にうれしいというふ

うに考えております。また、今日は坂城町の定例議会に出席をさせていただきまして、発言の

機会を与えていただきましたことを、心からうれしく思い、感謝申し上げます。 

 さて、先ほどの教育委員会制度に関するご質問にお答えしたいと思いますが、現在の教育委

員会制度というのは、６０年近くの歴史のある教育のあり方として大変すばらしいものだとい

うふうに認識しております。学校教育の現場と直結した形で、町の教育文化課の教育長を中心

に学校の事務環境を総括する組織、それとは別に、一般の方も含めた形の教育委員会制度とい

うのは、それとは違った立場から、あるいは高い立場から、教育というものを検討する組織で

す。この二つの組織が役割分担をして協力し合いながら、本当の意味の教育ができるんだとい

うふうに考えております。先ほど町長は会社経営ということに例えてお話しされましたが、私

は小中学校、学校に例えて、この教育長と教育委員会というこの組織のお話をしたいと思いま
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す。 

 学校においては、教頭が学校全体の事務処理から始まって全体を統括する人であります。そ

れに対して校長というのは違った立場から学校教育を考える方です。この２人があって学校の

教育というのは成り立つわけですね。 

 しかしながら、昨年の４月から首相の諮問機関である教育検討実行会議では半年かけて、こ

の問題に対する答申を出しました。中央教育審議会の名前で今後の地方行政のあり方について

という答申を出されました。この答申を拝見して思うことは、初めに結論がありき、それに合

わせてつじつまを合わせたのがこの答申だという見解です。教育に対する信念を持たない人、

あるいは教育とは何かということをしっかり理解していない人を集めて、意向に沿った人だけ

を集めて、こういう検討会議を開くから、こういう答申になってしまうんだと思うんです。 

 私は今まで大学で３０年以上にわたって、文部省の大学教育改革というものを経験してまい

りました。教育というのは、その場の思いつきでやったら必ず失敗します。現在、教育委員会

制度で問題にされているのは、責任の所在が不明確である、それから月１回の教育委員会が形

骸化している、あるいは危機管理能力が不足しているという指摘なんですが、これらの指摘は

教育制度そのものの問題ではないわけです。その運用の仕方が問題があるからですね。そうい

うことから、このような形で進めることに大きな危惧を抱いております。 

 ちょうど３年前の今日、この時間に前代未聞の災害に見舞われました。その結果として、福

島原発問題という大きな事故が起きました。あの事故を教訓に我々がしっかり考え直さなけれ

ばいけないのは、原発は安全ということで本当に科学者としての信念を持たない人たちばかり、

いわゆる御用学者だけを集めて国が進めてきた、このあり方そのものが問われなければいけな

いわけです。しかし、あれだけの問題を起こしながら、やっぱりその体質は変わっていないと

いうことを、この答申を見て思いました。 

 本当の意味の教育は何か、日本をよくするためには、そういった点から改革していかなけれ

ばいけない。それから３年経過したわけですが、被災地の状況は本当に進んでいない、回復が

進んでいない。やっぱり地域住民の目線に立った政治をしていくということがやはり基本では

ないかというふうに考えております。以上です。 

教育文化課長（柳澤君） ロの全国一斉学力テストの結果の公表の動きについて、答弁申し上げ

ます。 

 全国学力・学習状況調査につきましては、義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点

から、全国的な児童・生徒の学力や学習状況を把握分析し、教育施策の成果と課題を検証し、

その改善を図るとされております。調査につきましては、みずからの教育及び教育施策の改善、

児童・生徒の全般的な学習状況の改善等につなげることが重要であることに留意し、適切に取

り扱うものとされております。 
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 今年度の公表につきましては、学校が保護者や地域住民に対して責任説明を果たすために、

自校の結果を公表することについて各学校の判断に委ねるとされており、当町の各小学校とも

本年度の結果について学校だよりなどでお知らせをしたところです。 

 来年度の調査につきましては、文部科学省では学校別の結果公表を市町村の教育委員会の判

断で可能とする発表がありました。実施要領には公表する場合の配慮事項として、学校別の平

均正答率を一覧表にしない、それら数値による順位づけをしないことなどが記載されておりま

す。 

 学校別の成績公表は、学校の状況や改善策について保護者や地域に説明することで、教育施

策や教育指導の改善につながるといった意見がある一方で、学校の序列化につながり、テスト

の点数だけを重要視されるようになるといった公表を不安視する意見もあります。 

 町の教育委員会といたしましては、その調査結果を分析し、課題の改善策等に重きを置くと

ともに、学力状況調査と同時に行われる学習状況調査による生活状況の調査結果をあわせまし

て、学習面、生活面での課題解決に向けた取り組みとなるよう結果公表を考えております。 

 公表の仕方につきましては、実施要領に基づいたものとし、学校長の意見を聞きながら検討

しているところであります。また、結果の公表について県内で首長と教育委員会の考え方が異

なっているところが多数あるということでございますけれども、当町におきましては、首長で

ある町長と教育委員会の公表の取り扱いについては、原則公表といったことで見解は一致して

いるところでございます。 

 続いて、町で行っております学力体力テストについてでございます。この検査につきまして

は、小学校２年生から中学校３年生の児童・生徒を対象に行っておりまして、学習の習得度を

はかる検査ということで毎年４月の初旬に行っております。前年の学習に関する問題のテスト

を実施し、５月におおむね結果が出るところでございます。結果につきましては、相対評価の

学力検査ということでございまして、学年、教科、単元ごとに全国の平均値、学校の平均値が

把握できるところでございます。 

 学力向上のために必要な要素といたしまして、課題ですとか、あるいは弱点に気づく力、そ

の課題や弱点を解決する方法を見つける力、あるいは見つけた解決方法を続けていく力と言わ

れております。この力をつけるためには知識を詰め込むだけの授業ではなく、学習が楽しいと

感じる授業を展開することが求められております。そのために教員が自身の授業を省みて、授

業改善を重ね、日々の授業実践に生かし、児童・生徒の学力向上につなげることが重要となり

ます。ＮＲＴの結果を教員がそれぞれ分析をしまして、どの単元の習熟度が浅いのか深いのか

を捉えまして、授業改善をし、習熟度を上げる研究をして子供たちの学力向上に努めていると

ころでございます。 

 次に、体力テストにつきましては、小学校４年生から中学校３年生までの児童・生徒を対象
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として実施しております。実際の授業で体力テストを行いまして、その数値を集計して学校ご

との平均値、全国の平均値を把握いたします。具体的な体力テストの実施内容、身長体重計測

のほか、握力ですとか、上体起こし、反復横跳びなどの８種目によりまして、運動能力の実態

を把握しております。集計結果をもとに運動能力の低い部分について、単にその種目を重点的

に行うといったことではなく、子供たちが興味を持って継続できる運動種目を取り入れると

いった授業改善の取り組みがなされております。以上です。 

１４番（宮島君） 再質問をいたします。 

 いろいろ改革についての考え方もわかったわけですが、国、今の政府・与党は我々の想像も

つかないような、いわゆる六三制の調整をしているわけです。考え方を整理をして、教育再生

実行委員会でいろいろ議論しているわけですが、戦後の六三制を見直そうという考え方である

ようでありますが、これらは日本にふさわしい教育体制を構築すると、こう言っているわけで

ございます。教育委員会改革の中で、特に我々が考えられない道徳のいわゆる教科の問題も前

向きな姿勢で取り組んでいると。 

 こういう中で、再質問を２点に絞って見解を希望させていただきますが、一つはですね、改

革の必要性があるとすればどんな改革を進めていくことが必要と考えるかと、これが第１点で

あります。 

 ２点目は、教育を政治の具とすることは、民主的な人間や社会の形成を阻害する危惧がある

が、どう考えているかと、この２点に絞って、時間もございますので手短にご回答をお願いい

たします。以上であります。 

教育委員長（中村君） ただいま２点について質問いただきましたが、まとめて答えさせていた

だきます。 

 教育というものは非常に時間がかかるものなんです。またお金がかかるものです。１年とか、

そういった検討で答えが出せるものではないということです。時間をかけてじっくり改革の検

討を進める。それには本当の専門の人、自分の気に入った人だけを集めてやるような審議会で

審議していたら、政府の思いどおりになる人を集めてやっているのでは、本当の意味の教育改

革はできないと思います。 

 教育というのは、そのときどきの政治家によって左右されてはいけないという性質のものだ

と思います。経済政策と教育政策というのは、これは本質的に違います。経済政策とかは適切

な対応をしたら、効果は短期間に上がります。しかし教育というのはそういうものではないわ

けです。今までのいろいろな制度改革を見てきましたが、やはり本質的な問題を捉えた上でど

うしたらいいかというのが、自然ににじみ出るような形に持っていかないと、本当の意味での

教育改革はできないというふうに考えています。今の政府のやり方というのは余りにも性急過

ぎて、本当に正しい答えが得られるかどうか非常に危惧しております。以上でよろしいでしょ



 

－160－  

うか。 

１４番（宮島君） ありがとうございました。 

 さて、最後に学力テストについて１点だけ、担当課長さんにお尋ねをさせていただきます。

テストの結果の公表は、学校の序列化を進めたり、学校や担任の先生の不信感をあおるなど、

学校教育推進に少なからず影響すると考えるが、どう考えているかについてお伺いさせていた

だきます。以上であります。 

教育文化課長（柳澤君） テストの結果の公表は学校別の序列化を進めたり、学校や担任への不

安をあおるのではないかというご質問でございます。そのような公表を不安視される意見もあ

ろうかとは思います。一方で、実施要領には公表する場合の配慮事項というような明記がござ

いまして、学校別の平均の正答率を一覧表にしないですとか、あるいは、それらの数値による

順位づけをしないということなどが記載をされいている部分であります。そのような公表の仕

方について実施要領に基づいたものとし、学校側の学校長の意見を聞きながら検討していきた

いというふうに考えているところであります。 

 教育委員会といたしましては、調査結果を分析しまして、課題の改善に重きを置き、学力状

況調査と学習状況調査の両方、生活意欲の結果分析をあわせまして、学習面、そして生活面で

の課題解決に向けた取り組みとなるような結果公表を考えているところでございます。以上で

す。 

１４番（宮島君） いろいろな再質問の回答をいただいたわけであります。 

 最後に、町長、教育委員長、教育長、担当課長、これは国の施策で教育改革がこれから進む

わけであります。決して私は教育のいわゆる中立性を保つということは大前提であると思うわ

けですが、どうかひとつ将来に我が坂城町の教育行政に禍根の残さないような運営の取り組み

をぜひ連携を持ちながら、恐らく現在の安倍内閣については、早い機会にこれが制度化されて

各市町村へ戻ってくるわけであります。この中で一つ問題になる義務教育ということでござい

ます。我が町は今年６０億６００万の、町ではそういう出費が負担がかかるかということもあ

ろうかと思いますが、かなり小さい市町村ではそういう財務負担が非常に増えてくると、こう

いう懸念もあるわけです。どうかひとつ先ほど申し上げたとおり、方向を間違えないようにひ

とつ進めていただくことをご期待申し上げまして、以上で一般質問を終わります。ありがとう

ございました。 

議長（柳澤君） 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

 明日１２日は、午前１０時から会議を開き、一般質問及び条例案等の審議、一般会計予算案

総括質疑、各特別会計予算案総括質疑等を行います。 

 本日は、これにて散会をいたします。 

 ご苦労さまでした。 
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（散会 午後３時４５分） 
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３月１２日本会議再開（第４日目） 

１．出席議員    １４名 

    １番議員  柳 澤   澄 君    ８番議員  山 﨑 正 志 君 

    ２ 〃   塚 田 正 平 君    ９ 〃   入 日 時 子 君 

    ３ 〃   吉 川 まゆみ 君   １０ 〃   中 嶋   登 君 

    ４ 〃   窪 田 英 子 君   １１ 〃   塚 田   忠 君 

    ５ 〃   塩 入 弘 文 君   １２ 〃   池 田   弘 君 

    ６ 〃   塩野入   猛 君   １３ 〃   大 森 茂 彦 君 

    ７ 〃   西 沢 悦 子 君   １４ 〃   宮 島 祐 夫 君 

２．欠席議員    なし 

３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者 

 町 長  山 村  弘 君  

 副 町 長  宮 下 和 久 君  

 教 育 長  宮 﨑 義 也 君  

 会 計 管 理 者  春 日 英 次 君  

 総 務 課 長  田 中 一 夫 君  

 企 画 政 策 課 長  荒 川 正 朋 君  

 まちづくり推進室長  中 村  淳 君  

 住 民 環 境 課 長  金 子  豊 君  

 福 祉 健 康 課 長  天 田 民 男 君  

 子 育 て 推 進 室 長  宮 嶋 敬 一 君  

 産 業 振 興 課 長  塚 田 陽 一 君  

 建 設 課 長  青 木 知 之 君  

 教 育 文 化 課 長  柳 澤  博 君  

 収 納 対 策 推 進 幹  宮 下 和 久 君  

 
総 務 課 長 補 佐 
総 務 係 長  大 井  裕 君  

 
総 務 課 長 補 佐 
財 政 係 長  臼 井 洋 一 君  

 
企画政策課長補佐 
企 画 調 整 係 長  竹 内 祐 一 君  

４．職務のため出席した者 

 議 会 事 務 局 長  山 崎 金 一 君  

 議 会 書 記  小宮山 和 美 君  

５．開    議   午前１０時００分 
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６．議事日程 

第 １ 一般質問 

 （１）雪害から住民生活をどう守るかほか             大森 茂彦 議員 

 （２）坂中の部活についてほか                  入日 時子 議員 

第 ２ 発委第 １号 坂城町の議会の議員の議員報酬の特例に関する条例の一部を改正す

る条例について 

第 ３ 議案第 １号 長野広域連合規約の変更について 

第 ４ 議案第 ２号 坂城町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

第 ５ 議案第 ３号 坂城町公共物管理条例の一部を改正する条例について 

第 ６ 議案第 ４号 坂城町下水道条例の一部を改正する条例について 

第 ７ 議案第 ５号 坂城町社会教育委員条例の一部を改正する条例について 

第 ８ 議案第 ６号 坂城町同和対策施設条例を廃止する条例について 

第 ９ 議案第 ７号 坂城町デイサービスセンター条例を廃止する条例について 

第１０ 議案第 ８号 坂城町公の施設の指定管理者の指定期間の変更について 

第１１ 議案第 ９号 平成２６年度坂城町一般会計予算について 

第１２ 議案第１０号 平成２６年度坂城町有線放送電話特別会計予算について 

第１３ 議案第１１号 平成２６年度坂城町国民健康保険特別会計予算について 

第１４ 議案第１２号 平成２６年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

について 

第１５ 議案第１３号 平成２６年度坂城町下水道事業特別会計予算について 

第１６ 議案第１４号 平成２６年度坂城町介護保険特別会計予算について 

第１７ 議案第１５号 平成２６年度坂城町後期高齢者医療特別会計予算について 

７．本日の会議に付した事件 

  前記議事日程のとおり 

８．議事の経過 

議長（柳澤君） おはようございます。ただいまの出席議員は１４名であります。定足数に達し

ておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１「一般質問」 

議長（柳澤君） 日程第１「一般質問」を行います。 

 最初に１３番 大森茂彦君の質問を許します。 
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１３番（大森君） おはようございます。ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、

通告に従い一般質問を行います。 

 １．雪害から住民生活をどう守るか 

 ２月の二度にわたる大雪は、特に１４、１５にかけての大雪は過去最高の積雪となりました。

除雪作業では町民の皆様を初め、町職員の土日を返上しての除雪作業、本当にご苦労さまでご

ざいました。今回の経験を検証し、今後に生かしていかなければなりません。この豪雪につい

て今議会では５人の議員の方が質問されております。私も準備しておりますので、ダブるとこ

ろは結構あると思いますが、順次質問してまいりますので、ご答弁のほどよろしくお願いいた

します。 

 イといたしまして、幹線道路と生活道路の除雪体制はどうであったか、これについてご報告、

ご答弁願いたいと思います。 

 また、ロといたしまして、安否確認はどうであったのか。特に災害弱者と言われる方や要支

援の方、高齢者のひとり住まいの方、こういう方々の安否確認はどのようになされたのか。ま

た除雪、食料、薬や灯油などの、こういう生活に必要なライフラインと言われるような、こう

いうものについての要請や支援はどのように行われたのでしょうか、お答えください。 

 ハといたしまして、今回の大雪で町として町民からの要望、苦情等について、どこが窓口と

なっていたのか、お答えください。 

 また情報の発信といたしまして、有線放送で情報が流されましたが、外出といいますか、除

雪で外へ出ているというようなこともありまして、聞き漏らし等があります。そういう点で私

自身も聞き漏れもあったと思いますが、情報の発信が少ないなと感じました。やはりもっと

もっと道路状況、除雪状況、あるいは循環バスの状況等、こういうものをきちんと放送を流し

ていただければというふうに思いました。その辺についてどのようにされたのか、お尋ねをい

たします。 

 また、町のホームページのトップページに大雪対策情報等のこういうコーナーをアップさせ

てですね、いろいろな情報をここから入っていけるような、そういうホームページの更新をぜ

ひお願いしたい。私も町がどういう対策をとっているのか調べようとしても、なかなかそれが

出てこないということがありますので、やはりもっと懇切丁寧なホームページに更新していた

だければというふうに思いますが、今後どのようにされるのかお尋ねいたします。 

 次に、対策本部の設置で情報収集と発信、これらが円滑な除雪作業、これもできるんではな

いか。災害対策本部が全ての情報、職員の動きを管理し、そして情報の収集と発信を行い、ま

た除雪作業がどのようになっているのかも１カ所で集中的に管理する、こういう体制をぜひと

るべきではなかったかというふうに私は思っておりますが、災害対策本部を設置しなかったこ

とについてどのようなお考えかお尋ねします。これについては、昨日、おととい等質問の中で
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対策本部を設置はしていないが、それに相当するような情報の収集、交換をしていたというこ

とであるんですが、やはり災害対策本部を設置するかしないかが、やはり職員の体制、情報が

１カ所に集中し、発信できるという点で、そういう点ではまだまだそれだけでは不十分じゃな

かったかというふうに感じております。これらについてご答弁をお願いいたします。 

 以上で、１回の質問といたします。 

建設課長（青木君） １．災害から住民をどう守るか。イ．幹線道路と生活道路の除雪体制につ

いてお答えいたします。 

 建設課の除雪体制でございますが、まず、幹線道路につきましては、積雪から１０ｃｍを超

えましたら、町の主要幹線で緊急車両や循環バス路線等を考慮した除雪委託業者３７路線につ

いて、業者９社による除雪を行うこととなっております。また、融雪剤散布作業につきまして

も凍結が予想される場合に交差点等危険箇所、主要幹線６路線について融雪剤散布委託業者

１業者が実施することになっております。生活路線につきましては、基本的に地域の皆様方に

お願いする中で対応をしていただいているところでございます。 

 今回の大雪の除雪体制でございますが、まず２月８日でありますが、８日の午前中に積雪が

１０ｃｍを超えたことから、除雪委託業者に要請をし、委託路線について除雪を実施し、土日

の２日間で委託除雪路線について重機による除雪を集中的に実施をいたしました。 

 また、翌週の１４日から１５日にかけての記録的な大雪の際には、建設課におきまして、

２週連続ということもございまして、町の除雪基準である１０ｃｍの積雪の前から雪の降り始

めた１４日金曜日の朝から除雪委託業者９社に連絡をとり、１４日の午前中から町の主要幹線

である除雪委託路線の除雪を開始したところでございます。しかし、雪のほうが断続的に降り

続いたことによりまして、雪を全て取り除くというよりも交通の確保を最優先に考え、圧雪状

態ではありましたが幹線道路の通行の確保をするための除雪を実施したところでございます。 

 今回の大雪では、除雪委託業者の方々には朝早くから遅くまで除雪作業に携わっていただき、

さらに、１６日日曜日からは除雪委託業者のほかにも町内の建設重機等を所有されている業者

の皆様にも依頼を行い、その中で８業者の皆様に幹線道路を含む町道についての除雪を行って

いただきました。 

 また、１７日からは大型重機を投入し、鼠橋から産業道路にかけて除雪を開始し、町の基幹

道路のほかに小学校周辺や山間部のバス路線、テクノさかき坂城駅周辺についても大型重機に

よる除雪を実施いたしました。大型重機による除雪を行ったことにより、委託業者がほかの路

線に除雪を行うことができ、委託業者以外にお願いした業者の方を含めて地域から要望のあっ

た５５路線について重機等により除雪を実施いたしました。 

 地域の生活道路につきましては、記録的な大雪ということもございまして、区長さん方を先

頭に区内で重機等を所有している方々にお願いするなどして、幅が狭い町道の除雪や急峻で重
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機等が対応できない路線について、区民の皆様による除雪や雪の搬出を行っていただき、通行

の確保をしていただいたところでございます。 

 現在、町内の建設業者を中心とした現在の除雪委託業者の重機保有状況につきましては把握

してございますが、今後、他の業者の保有状況ですとか、町の企業の協力、地域の重機等の所

有者及び免許を持っている方々などを把握しながら、どのように協力していただけるかを検討

し、各課の連携を踏まえて除雪体制の整備を図ってまいりたいと考えているところでございま

す。 

福祉健康課長（天田君） 私からは、ロの安否確認はについてお答えをいたします。 

 ひとり暮らしの高齢者や障害のある方など支援を要する方の安否確認は、災害時に限らず、

日ごろから民生委員さんを中心に行っていただいております。今回の大雪に当たりまして、安

否確認がとれないといった連絡は受けておりませんが、災害時における要支援者の安否確認を

より確実に行うため、民生委員さんにもいま一度体制の確認をしてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、除雪、食料、薬、灯油等の要請支援について申し上げます。 

 具体的なご相談として、人工透析を受ける予定だった方から積雪により病院にいけないとの

ご相談が寄せられましたが、病院側で受診を翌日に延長して対応していただき、外出のための

通路はご近所など地域の皆様方により除雪をしていただいたとのことであり、大変ありがたく

思っているところでございます。また、電動シニアカーで移動する方からの要請で、通路確保

のため、職員が近所の方と協力して除雪支援などの対応もいたしました。 

 社会福祉協議会におきましても、ヘルパーが何件かのサービス利用者宅の除雪をいたしたと

いうことでありますが、多くのひとり暮らし高齢者宅では、ご近所の方を初め、地域の皆さん

のご協力によって除雪をしていただきました。薬や食料品につきましては、和平、平沢地区で

積雪のため一時的に移動が困難となった方へスノーボービルでお届けをいたしました。 

 なお、灯油につきましての要請はございませんでした。 

 平成７年に発生した阪神淡路大震災、また平成２３年に発生した東日本大震災など、災害の

規模が広範になるほど行政機関による個別の支援は難しくなる中で、隣近所や地域での取り組

みが重要視されています。今回の大雪では、多くの地区におかれまして区長さんの呼びかけで

区民の皆さんが除雪に当たられたとお聞きしております。町といたしましても、こうしたすば

らしい地域の姿が全町への広がりにつなげられるよう、啓発をしてまいりたいと考えておりま

す。 

まちづくり推進室長（中村君） 今回の除雪につきまして町民の皆様からお寄せをいただきまし

たご要望、ご意見等につきましては、道路の除雪や融雪剤等につきましては建設課、農作物被

害や農業用施設、企業の被災等については産業振興課、独居世帯のお体の不自由な方々の安否
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確認等は福祉健康課、ごみ収集、消火栓、非常用水利の確認等は住民環境課、そして小中学校

の臨時休校や登下校の安全喚起等は教育文化課、同様に保育園の臨時休園や希望保育等につき

ましては子育て推進室など、それぞれ担当部署において状況把握を行い、臨機対応をいたしま

した。 

 また、町民の皆様への情報発信につきましては、有線放送により先月８日から２６日までの

間に大雪警報、幹線道路除雪のお知らせや生活道路除雪への町民の皆様のご協力のお願い、町

循環バスやしなの鉄道の臨時運休のお知らせ、小中学校の臨時休校やびんぐし湯さん館臨時休

館及び営業時間変更のお知らせ、人権を尊重し豊かな福祉の心を育む町民集会や分館対抗球技

大会の中止のお知らせ、あんしんお届け便の運行時間変更のお知らせなど、町から４７回の放

送をいたしました。 

 また、各地域におきましても、有線放送の地区別放送をご利用いただき、六つの区から除雪

への協力依頼や行事中止などのお知らせをしていただいております。有線放送の屋外スピー

カーの放送について、台数が少なくて聞き漏らしをしてしまったというようなことがあったと

いうことでありますけれども、繰り返し放送するなど、今後さらにわかりやすい情報提供とな

るように努めてまいりたいと思います。 

 一方、町ホームページでは大型重機による幹線道路除雪のお知らせ、生活道路除雪への町民

の皆様のご協力のお願い、雪捨て場のお知らせを掲載をいたしました。ホームページのトップ

ページから検索がしやすいようにというご質問でございます。早速、現行のシステムの中で、

できるだけわかりやすいように改善をいたしたところでございます。また、掲載内容につきま

しても一覧で見ることができるよう工夫をし、より多くの皆様に情報が的確に伝わるよう努め

てまいります。 

 今回の降雪では災害対策本部の立ち上げには至りませんでしたが、建設課、産業振興課、住

民環境課、教育文化課、福祉健康課など、それぞれの担当部署において情報の収集や告知、現

場対応など生活基盤の確保や安心・安全を確保するため、適宜迅速な対応に努めてまいりまし

た。しかしながら、総括的な情報の把握や今回のような降雪時を想定した災害対策本部の扱い

については、従前には定めがない中で課題として受けとめ、今後５０ｃｍ以上の降雪を目安と

する災害対策本部の設置や本部設置に至る前段での円滑な初動体制の確保など、課題解決に向

けて努めてまいりたいと考えております。 

１３番（大森君） それぞれご答弁をいただきました。１０ｃｍ降って、９社に除雪作業をして

いただくということでしたが、いつものですと一度で済んだわけですけれども、今回はこれだ

けの量でしたので、やはり二度、三度という出動はされたと思うんですが、そういう要請はさ

れていたのかどうか。その辺、聞いていないというか、連絡ないというところもあったようで

すが、その辺のところは連絡がいっていますでしょうか。 
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建設課長（青木君） 雪が降った際の業者への連絡体制ということでございますが、通常ですと

１０ｃｍになりますと業者のほうで委託路線というのが決まっておりまして、１０ｃｍになり

ますと業者の方に出ていただくような契約をしてはございますが、今回、特に１４日、１５日

にかけては大雪ということが予想される中では、もう１４日、１０ｃｍになる前から１４日の

朝から担当かのほうから全業者のほうに連絡をとりまして、除雪体制をとっていただいたとい

うことでございます。もうその時点におきましても、何社かは朝からもう出ていただいてやっ

ております。 

 さらに、今回大雪ということで積雪のほうも予想されるという中では、一度に全部除雪のほ

うができないということで、とりあえず圧雪という中で車の通行を確保したという状況でござ

います。さらに業者によってはいろいろと路線によって時間のかかった路線もございますので、

随時どの路線に入っているかということも業者と連絡をとりまして、必要に応じて担当以外の

路線のほうにも入っていただいて除雪のほうを実施したという状況でございます。 

１３番（大森君） これだけの量が降れば、やはり一度やっても戻ってくればまた積雪というこ

とありますので、やはり費用がかかるかもしれませんが、やはり二度とか三度継続してやっぱ

りやらなければ、後で大変な状態、特に私は文化センターの前を通ったときの圧雪した後、解

けて本当に非常に悪路の状態ということがありますので、やはりそういうところについては

やっぱり素早い行動をお願いしたいというふうに思います。 

 次に、重機等の保有の調査等もお願いしたわけですけれども、これについては一応確認され

ているわけですが、今後第２シフトとか、そんな感じでやはり新たに新しい体制をとっていく

というふうにご答弁いただいて、どういうふうに協力していただくかは今後の課題として準備

していくということですので、それはそのように準備を進めていっていただきたいというふう

に思います。 

 それから、次に安否確認の点ですけれども、どこからも連絡はなかったというようなね、ど

こからもといいますか、あるわけですけれども、立町では１５日の日に有線で一斉除雪作業と

いうことで区民の皆さんに有線が流れたんですが、ここへも民生委員さんがいらっしゃって、

除雪の道具を持って１軒１軒回っていただいて、それで区長へ報告するという作業までされて

初めて安否確認したんですよね。私は、安否確認は待っていて確認できるという方法もあるか

もしれませんが、こういう非常事態の場合にはやはりこちらから出向いていくという、そうい

う姿勢がどうしても必要だと思います。 

 それはですね、私のことになるんですが、私の義理の父が３年前、玄関前の道路で凍結した

道路で転びまして大腿部を骨折したんですが、１時間、真冬のときにそこでずっと動けなかっ

たということで、そのお隣の方がちょうど帰宅されて、そこで発見されてうちのほうへ連絡を

いただけるということで、私が行く前にもう助けていただいて自宅の中へ運んでいただけたと
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いうことがあるわけですよね。連絡はしたくてもできないというのがあるんですよ。やはりそ

こまで出かけていって確認するということが一番大事な安否確認だというふうに思うんですよ

ね。 

 ですから、それぞれの区の中にいろいろな担当なんかもいらっしゃるので、区長なり、そう

いうことの協力をお願い、誰かやるようにということや、あるいは民生委員については新しい

体制で今後いくという今お話ありましたけれども、だから、そういう待ちの、待った状態での

安否確認じゃなくて、やはり今後出向いて確認すると。あれだけの大雪で除雪している高齢者

の方が、例えばそこで転んでそのままの状態になっているということだって可能性は幾らでも

あるわけです。そういうことで、今後そんなふうにしてもらいたいと思うんですが、その辺の

対応についてはどうされるか、再度ご答弁願います。 

福祉健康課長（天田君） 再質問についてお答えをさせていただきます。 

 今回の大雪によりまして、高齢者の方が大きな被害を受けなかったということは大変幸いで

ございます。先ほどもご答弁申し上げましたが、ご近所の方々初め、地域の皆様方、また民生

委員さん、また社会福祉協議会や介護保険事業所関係の皆様の迅速な対応によりまして、それ

ぞれのご支援、感謝申し上げるところでございます。 

 今後につきましてでございますけれども、今回特に大雪ということで、民生委員さんにつき

ましてもそれぞれご担当の中、複数の方を受け持っているということで、直接援助に向かうと

いうのは非常に厳しいような状況でございました。ですので、安否確認につきましては電話、

有線などを使って、また訪問員さん等のご協力をいただく中で務めさせていただいているとこ

ろでございます。今後につきましては、災害時等の確実な安否確認ができるよう、再度民生委

員会等でもお願いをしながら、一層の連携を図ってまいりたいと考えております。 

１３番（大森君） ぜひ、そのような対応をお願いするところであります。 

 次に、情報の収集と発信という点で第２質問をさせていただくわけですけれども、これ窓口

はそれぞれの所管のところで行ったということなんですが、しかし、例えば建設課はもう皆さ

ん除雪等対応で相当出られていると思うんですね。残っていらっしゃるということになれば、

対応が非常に悪いということになるわけで、当然皆さん出て、それとほかの課の方も当然除雪

に出ているということは、私も役場庁舎内へ来てね、お昼休みのときにちょっと拝見しました

けれども、本当に皆さんご苦労されて本当に町民のために頑張っていただいたということは、

非常に感謝するところですけれども、やはりそういう点でも建設課に集中するわけですよね、

これは。１件で道路だってあちこちから来るだろうし、あるいは融雪剤を取りにくるところも

あっていろいろあると思うんですが、だから、じゃあ建設課長にお尋ねしたいんですが、これ

をどのように対応されたんですか。全部、誰か一人残って対応できたということなんでしょう

か。その辺のところをちょっと当日どう対応されたのか、ご答弁願えればと思いますが。 
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建設課長（青木君） 除雪に対する住民からの要望とかご意見に対する対応でございますが、通

常ですと大体雪の降ったときの皆様からのいろいろご要望とかというのは、管理係というとこ

ろが担当しておりまして、そこで担当の係長が要望を受けた中でそれぞれ業者の方ですとか、

そういうところへ要望等を伝えながら除雪の関係をやっているんですけれども、今回、雪の量

も多かったというような中で、要望数も非常に初日だけで５０件ぐらいの要望等が来ていたと

いう中においては、係長２名とあと１人職員、３名で対応いたしまして、それぞれ業者のほう

と常に連絡をとるような形の中で動いていたということでございます。基本的には要望等の路

線が非常にダブル場合が多いですので、その辺の調整をしながら業者等に路線に入っていただ

いたというような対応をとったというようなところでございます。 

１３番（大森君） 今、建設課長では、３人の職員が対応されて５０件要望等の連絡があったと。

そういう処理をされたというようなことですが、やはり一つ体制、町としての体制をとって、

そこを一本にして電話がかかってきます、そこへ通してそれぞれのところへ指示なり、こうい

う連絡が来ているということをきちんと連絡し合うということに、そういう体制がとれなけれ

ば個々ばらばらの動きですよね。それぞれの課がそれぞれのところでやっているという。やっ

ぱりそういう段取りじゃなくて、やはり先ほどの答弁の中では、５０ｃｍ出れば災害対策本部

を設置するというご答弁ありましたけれども、今回の場合は、これ５０ｃｍといったら、

４５ｃｍとか４０ｃｍでもやっぱりこういう災害対策本部的なといいますか、立ち上げてそこ

で全体の様子を見て、これは午前中だけで情報を集めて、解散しても大丈夫だなというところ

で解散すればいいわけであって、何も何日も続けろということではないんですから。そのとき

には一応災害対策本部の役員になっている皆さんに１回集まっていただいて、全体を掌握して

どうするか、必要なければそれじゃあやめましょう、そういうことだと思うですが、そういう

段取りというにはならないんですかね。特別な決め手もない、決まりもないというふうに答弁

の中にありましたけれども、やはり、じゃあいつそれをやるかということになっちゃいますの

で、そういう一応の基準的なものは必要ではないかというふうに感じるんですが、どなたが答

弁されるか。総務課長、それじゃあ答弁よろしくお願いいたします。 

総務課長（田中君） 今回の大雪に対する災害対策本部を立ち上げなかったという中で、ちょっ

と町の動きを再度お話させていただきたいと思いますが、よろしくお願いをしたいと思います。 

 これは町長答弁の繰り返しになりますけれども、よろしくお願いをしたいと思います。もう

ちょっと詳しく話をしますので、よろしくお願いします。 

 今回、災害対策本部は設置はいたしませんでしたけれども、理事者との連携連絡及び各課と

の連携連絡はとっておりました。これは大森議員さんも休日に役場へ来て、ご覧になっておわ

かりだと思うんですけれど。建設課とは除雪、道路の除雪の状況、それから駅の関係の除雪、

それから高速バスの除雪の状況、それから各課の所管しているテクノセンターですとか、鉄の
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展示館、図書館等の除雪の状況も私のところへ入ってきておりまして、これは当然理事者のほ

うにも伝えてあります。 

 それと、電話連絡でもって小中学校の休校ですとか、保育園の希望保育にしたい。それから

鉄の展示館ですとか、ふるさと歴史館等の休日の連絡は、それも伝えてあります。それと大型

重機の借り入れの情報が私のところにこれが入ってきまして、これはすぐ理事者のほうに伝え

ております。その中で全体的な調整はとれておったというふうに考えております。あの大型重

機の借り入れにつきましては、先ほど言いましたけれども、直接私のところに連絡が入って、

すぐこれ建設課長のほうへ連絡しました。それでもって翌日、月曜日から大型重機が入って除

雪を行いました。鼠橋通りについてはもう路面が厚く氷が張っていて、それを氷を剥がして路

面まで出す作業、それから産業道路についてはもう圧雪されていて、圧雪された雪を取り除い

て雪を出す除雪ということも行いました。 

 それで、大型重機での除雪については交通整理が必要ということだったもんで、建設課の職

員は幹線道路ですとか生活道路の除雪のほうで対応できない状況もあったもんですから、私の

ほうから各課長みんなのところを回って歩いて、急遽であったんですけれど、各課から職員を

出して交通整理をするようにということで、日程の割り振りを行って職員の手配をして除雪を

行ったというふうにやっておりました。 

 それと２月の１７日月曜日からは確定申告が始まるということで、役場の駐車場の除雪も行

いました。それで役場の駐車場のほうは除雪はできたんですが、職員駐車場のほうはきちんと

除雪ができなかったということで、役場から１ｋｍ以内の職員は歩いてきてくれ、それと家が

近所の職員は乗り合いで役場へ通勤するようにということで、休日であったんですが課長全員

が役場にいたので、課の職員に伝えるように各課長に私から直接話をしました。確定申告の相

談については、１７日月曜日、４４人の方がお見えになりました。翌日、火曜日は２７人とい

うことでやはり当日、初日というのは例年どおり多くの町民の方が相談に訪れました。 

 月曜日から、ごみの収集もありました。これについては幹線道路の除雪作業や地域の皆様の

ご協力によってごみステーションの周辺の除雪が行われました。さらに、ごみステーションま

で収集車が行かれない場合は、収集業者がごみステーションまで歩いてごみ袋を取りにいって、

収集時間には時間がかかったものの全てのごみを収集できたとの報告も入ってきております。

そういう内容は全て理事者のほうへ伝えてあります。各課と連携連絡がとれておりますし、理

事者との連携連絡もとれておったというように考えております。 

 災害対策本部は設置しませんでしたけれども、特段の支障はなかったというふうに考えてお

ります。しかし、町長の答弁でもございましたが、町民の皆さんへの情報発信のあり方につい

ては今後の検討課題かなということ。それとあわせまして、先ほど話は出ていますが、町長答

弁の一番最初にありましたけれども、これからは災害対策本部、雪の場合については５０ｃｍ
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の積雪について目安にしてまいりたいということです。 

 また、台風や何か来るとわかった場合は、各課長がみんな寄って、進路等、情報収集しなが

ら対応をしております。雪についても今後、そのような対応ができたらなというふうに考えて

おります。よろしくお願いをしたいと思います。 

１３番（大森君） 本当に取り組みとすれば非常に災害対策本部並みのことをやられたというこ

とですが、一つは町民の安心・安全ということからいきますと、対策本部を設置したよという

ことでいろいろな情報、いろいろなお困りごとはこちらへ連絡してくださいということを、

やっぱり呼びかけるべきだと思います。連絡が来ないじゃないか、来ないから安全だとか大丈

夫だということではなくて、やっぱりそういう待ちの、待っている情報収集ということにしな

いでいただきたいというふうにお願いしたいというふうに思います。 

 一つは、立町では公民館を除雪して、立町通りに車乗り捨てになる可能性の車が何台もあり

ました。やはりそこのところを確保するために立町公民館を除雪していただいて、地元の業者

に除雪していただいて、そこへ車を全部入れたということで、立町通りは乗り捨てといいます

か、置きっ放しにならないで済んだということがあります。 

 そういうような取り組みもしてきたわけですけれども、ところがといいますか、昨日の信毎

の記事で各区に５万円を支給すると、除雪の協力としてね。というような何か記事が出たんで

すが、これは一体どういう内容になるのか。例えば立町で除雪のときに軽トラ３台借りて、そ

のガソリン代等についても含まれているのか、あるいは、どんな内容なんでしょうか。もう少

しご説明願いたいというふうに思いますけれども。 

建設課長（青木君） 今回、各区のほうへいろいろ除雪をお願いやっていただいたということで、

助成というような形で１区５万円というような形を、また３月補正のほうへまたお願いしたい

と考えているところでございます。内容につきましては、重機等大型車両を各区のほうでお願

いしたものにつきましては燃料代相当ということで、各区長さんのほうにお願いしておりまし

て、どの程度やったかということは、それとはまた別に今調査をしておりまして、一応、現在

取りまとめている状況でございます。 

 ただ、いろいろ軽トラックですとか、人が出ていただいたとか、いろいろそういう皆さんに

出していただいたお茶代がかかったとか、いろいろ区のほうからそのようなご意見をいただい

ている中で、包括的に一応軽トラックですとか、そういうものにつきましては今回お願いして

いる助成する５万円の中で対応していただきたいと考えているところでございます。 

１３番（大森君） 早急な対応をしていただき、非常によかったというふうに思います。今後

やっぱり緊張感を持ってですね、対応に当たっていただきたいというふうに思います。このこ

とを要望いたしまして、次の質問に入りたいと思います。 

 先日、人・農地プランということで説明会があり、出席いたしました。そこでいろいろとお
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話を聞いて、説明を聞きました。そういう中で、私もどういうものかということをいろいろと

勉強までいきませんが、ちょっといろいろ調べてみました。特に町の農業はどうなるというこ

とで、テーマで質問するわけですが、安倍晋三政権は環太平洋ＴＰＰ交渉に妥結に全力を挙げ

ているんだと。それでそれと一体で進めているということで、それが国際競争力をつけるとい

う農政改革の目玉ということになるというふうに思います。やっぱり農業を産業競争力につけ

て産業としてやっていくということで、これについては企業などの参入を加速させるという方

向だというふうに言われております。そして農地法も改正して企業の参入も促していくという

ことが進められております。 

 そこで、イといたしまして、人・農地プランについてお尋ねするわけですが、特に当町のよ

うな中山間地の農業というのは、集落や地域で住み続けられることが必要であるわけですが、

その取り組みの一つというのは、集落営農とか、あるいは集団で地域でみんなで農業をしたり、

いろいろな行事をすると、こういう取り組みがあるわけです。 

 人・農地プランというのは、パンフレットを読む限りでは小規模農家を切り捨てていくのか

なというふうな感じもするわけですが、もしそうであれば、やっぱり地域は崩壊するんじゃな

いかなという点で、こういう心配はないのかどうか、お尋ねいたします。また、国は今後

１０年間で全農地の８割を担い手が利用するよう、集積を加速させるという計画だそうですが、

町内では可能かどうか、町としてはどうお考えになっているんでしょうか。 

 次に、ロといたしまして、農地バンクは機能するかということで、これは都道府県に農地中

間管理機構いわゆる農地バンクをつくっていくということで、高齢化などで耕作が困難な農地

を預かり、担い手に集約しようというものですが、その条件は白紙委任で貸与するということ

と委任機関が１０年以上という長期にわたるものであります。そして、この１０年以上で、そ

の後もう貸与しないよといった場合に、認定農業者あるいは借りている方は困ってしまうと思

うんですが、そういうような心配、対応はどうされるのか、そういうことがあるのかどうか、

お尋ねいたします。 

 また、農地の貸与をする農家には農地集積協力金が支払われます。これはある雑誌によれば、

離農奨励金というふうに見ることができるというような言葉もありました。そのようにならな

いようにするにはどうするのかということで、町はどのように考えているかについてお尋ねい

たします。 

 また、中心となる経営体の希望する農地、集約するにはこういう認定農業者等の皆さんがど

のくらい農地を今後希望されているのか。それと荒廃農地、耕作していない農地との関係でど

のくらいそれは解消されるのか、その点についてお尋ねいたします。 

 次に白紙委任をするわけですが、これはもう、ああそれじゃあ私も私もということで、農地

を貸しますよということになれば、機構の運営、これは県の組織ですから町は知らないと言え
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ばそれで済むかもしれませんが、だけれども、そういう相談を受けたときにやはりどう対応で

きるのか。借り手と貸し手が一致しなければ、これは機能しないわけですね。そういうふうに

制度的になっていますので、貸したい方はどんどん預かりますよというふうにはなっていない

んですね。やっぱりこういう点で果たして、この坂城町でこれはうまく機能するのかどうか、

お尋ねいたします。 

 以上です。よろしくお願いします。 

町長（山村君） 町の農業はどうなるということでご質問をいただきました。その中で農地バン

クは機能するか、（ロ）につきまして一般的な考え方を述べさせていただきまして、詳細は担

当課長からご説明申し上げます。 

 私は、これは新たな農政の一つの取り組みとしてはいいかなと評価しております。ただ、今

大森議員が言われたように、まだまだ施行に当たって内部はまだ詰めなきゃいけないというこ

とであります。坂城町の農業従事されている方あるいは農業委員会の皆さんともいろいろなお

話を始めていますけれども、高齢化あるいは耕作放棄地が増えている中で、これは一つの新た

な発想で取り組むべき事業かなと思って、私は前向きに評価をしております。 

 農地は食糧を供給するための基礎的な生産要素であるとともに、農業者にとって極めて重要

な経営基盤であります。その一方で、農業従事者の減少、高齢化等による耕作放棄地の増加や

農地の分散等により集積が容易でないなど、さまざまな問題が考えられているというところで

あります。 

 国では、昨年６月１４日に閣議決定された日本再興戦略で示された１０年後に目指す農業の

姿の実現に向け、農地の集積や効率的な利用も進めるため、都道府県ごとに農地中間管理機構、

農地集積バンクを設置することを決めました。農地中間管理機構は、地域の担い手への農地集

積・集約化を推進し、農地の有効利用の継続や農業経営の効率化を進めるために、都道府県知

事が農地中間管理事業を公平かつ適正に行うことができる法人を指定し、都道府県に一つ設置

されます。 

 その事業内容は、農地の出し手から農地を借り受け、必要な場合は基盤整備等の条件整備を

実施し、地域農業の担い手がまとまりのある形で農地を利用できるよう配慮して貸し付け、ま

た貸し付けるまでの間は農地として管理するというものであります。 

 事業実施に当たりましては、法整備、予算措置、現場の話し合いをセットで推進しなければ

なりません。農地中間管理機構は、その業務の一部を市町村等に委託することになり、その同

意を得て業務委託がされ、農地利用配分計画案の作成を求めることを基本としております。農

地中間管理事業の推進に関する法律は、この３月１日に施行され、今後は７月からの事業実施

を目標として、県で基本方針の作成、農地中間管理機構の指定等を行ってまいります。 

 この農地中間管理機構から町への詳細な委託内容につきましては、今後、県から示される予
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定となっております。町としましては、安定した力強い農業の実現のため、積極的に協力して

いきたいと考えているところであります。 

産業振興課長（塚田君） 町の農業はどうなるのイ．人・農地プランについて、ロ．農地バンク

は機能するのかについて、お答えいたします。 

 国は、平成２６年度から新たな農政改革をスタートさせるわけでございますが、経営所得安

定対策と米政策の見直し、農地中間管理機構いわゆる農地集積バンクの整備、多面的機能に着

目した日本型直接支払の創設が主な柱となります。 

 農業の競争力強化を目指す産業政策を強めるとともに、日本型直接支払では農村の維持、活

性化を狙った地域政策として、農業、農村が持つ多面的機能を維持、発揮させるため、農地を

農地として維持する共同活動を支援する農地維持支払、農村集落維持を目的とする現行の農地

水保全管理支払を衣がえし、景観維持など農村の幅広い共同活動へ補助を行う資源向上支払な

ど、今後は農業、農村が果たしている多面的機能を評価して支払うことになるわけで、本来農

村が持っている地域活動に対する制度であり、農村集落への配慮もされております。 

 人・農地プランについては、地域の中心となる個人、法人、集落営農団体などの経営体の確

保や地域の中心となる経営体への農地集積を図るため、農業支援センターを中心として地域ご

とに推進組織を組織し、設置し、懇談会を実施する中でプランを策定しています。 

 人・農地プランの概要は、当面、平成２８年度までの計画として策定しており、プランに新

規就農者や認定農業者を地域の中心となる経営体と位置づけ、その経営体の経営農地を農地利

用図に記載する中で、農地集積等の検討を行い、集積を進めていくこととなっています。 

 坂城町は１戸当たり平均耕作面積が４０ａであり、自給的農家が大部分を占めているわけで

すが、農業従事者の高齢化、後継者不足により、荒廃農地の増加が今後の大きな課題となって

おります。今後、荒廃農地を地域の担い手に集積することが必要となるわけです。国では、

１０年後に国全体で全農地の８割を担い手に集積する方針を示しておりますが、特に水田に重

点を置いております。当町では果樹農家が多く、小規模家族経営が主体ですので、担い手への

集積率はそれほど高くならないものと考えているところでございます。 

 人・農地プランに企業の参入の可能性はというご質問ですが、地域の農業担い手については

地域で決めていくこととなりますので、その地域の農業を担っていくにふさわしい企業であれ

ば、可能性としてはあろうかと考えます。 

 農地中間管理機構につきましては、全国的に３月から４月にかけて都道府県ごとに設置され

る予定であります。内容については、農地中間管理機構が地域から農地を借り受け、必要とあ

らば基盤整備などを行った上で生産者に農地を貸すという仕組みで、借り手ができるだけ効率

的な農作業ができるように農地を集積できるような仕組みが盛り込まれ、また農地の集積を加

速するために貸し手にも支援がございます。 
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 この具体的な支援といたしましては、地域に対する支援として地域集積協力金があり、機構

が地域から農地を借り受ける際には白紙委任で借り受け、地域内の全農地面積のうち機構への

貸し付け割合に応じて、１０ａ当たり２万円から３万６千円の交付があります。また、個々の

出し手に対しても、その出し手が機構に１０年以上貸し付け、経営転換やリタイアすることを

条件に面積に応じて１戸当たり３０万から７０万円の経営転換協力金が支払われます。また、

農地の集積の促進のため、機構が持つ借り受け農地に隣接した農地を貸し出すという条件であ

れば、耕作者集積協力金として１０ａ当たり２万円が支払われることとなります。 

 農地の貸し借りについて、個々の地主との相対交渉では飛び飛びになっている小規模な農地

を借りることになりがちで、農作業としては非効率的になります。そこで、個々の農業者から

白紙委任により、農地中間管理機構が借り受けることにより、借り受け希望者にまとまった形

で農地を貸し付けすることが可能となります。 

 なお、機構が農地を借り受けてから実際に貸し出すまでは、その農地は機構が管理すること

になりますが、相当期間内に農地の貸付先が決まらない場合は契約を解除するということにな

ります。しかしながら、出し手と受け手の中間で農地を管理するという機関でございます。基

本的には双方の要望を聞きながら、需要と供給のバランスをとりながら、事業運営を進めてい

くものと考えております。 

 これらの協力金については離農奨励金ではないかというご質問ですが、離農奨励金というも

のについては、平成２１年度に農地の集約と規模拡大をするために導入が検討されていたとい

う制度と聞いております。導入されなかった経過がございます。この集積協力金ですが、これ

については、やはり農業を続けるのが困難な農家と担い手の間に立つ支援というふうに、町と

しては理解をしております。 

 人・農地プランで現在見込んでいる中心となる経営体は、延べ２５人でございます。現在の

経営規模は４地区ございます。人・農地プランを決めている４地区の合計で約３２ｈａになり

ます。平成２８年度までには約５９ｈａに拡張したいという計画となっております。 

 いずれにせよ、現在策定している人・農地プランを推進し、地域の担い手を確保する中で持

続可能な農業経営体の育成、支援に努めてまいりたいと存じます。また、策定された人・農地

プランにつきましては、新規就農者を追加するなど随時見直しをする中で、さらによりよい計

画に修正し、推進を図ってまいりたいと考えているところでございます。 

１３番（大森君） それぞれご答弁いただきました。２回目の質問に入るわけですが、町長から

の答弁では、これを積極的に受け入れて協力していくというご答弁をいただきました。全体的

にですね、やっぱり全てがいいということはなかなかないというふうに思うんですが、特に日

本型直接払というようなことについては、こういうやり方というのは今までなかったもので、

非常に進んだといいますか、非常にいい内容だと思います。 
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 もう一つ、町の農家では特に果樹農家が中心ということで、それほど希望する農地、それほ

ど広くならないんじゃないかということで、３２から５９ｈａということですが、倍ぐらいの

目標であるということなんですが、しかし、荒廃農地は相当あるわけですよね。やはりここを

どうするかというところもあわせて取り組んでいかなければいけないし、農地バンクはといい

ますか、担い手の皆さんはなかなかそういうところを積極的に利用するということは当然もう

できないというか、そういう気持ちにはならないので、やっぱり平たんなところ、より平たん

なところ、そして自分の畑に近いところというところをお望みになるわけですので、やっぱり

その辺の、それはそれとして集約していく必要はあると思いますけれども、そこから離れたと

ころの荒廃農地についてはどうしていくのか。これは人・農地プランだけで解決するもんじゃ

なくて、これは町独自で取り組んでいかなければならないこと。これは当然国の政策ももっと

そこまで目を配った施策が本当は欲しいわけですが、今の状況では見込めませんので、やっぱ

りそういうところまで荒廃農地をどうしていくかということ、これをぜひ考えていく必要があ

ると思います。その点については一言で結構ですけれども、どんな方向性でやられるのか、ご

答弁も願いたいと思います。 

産業振興課長（塚田君） ご質問のとおり､耕作放棄地につきましては平成２４年度が１６７ｈａ、

平成２５年の調査では１７２ｈａと５ｈａ増加しております。このようなことも考えますと、

やはり山手のどうしても農地、こちらのほうが耕作放棄地として荒れてきているということが

ございます。 

 今後、その山手の耕作放棄地をいかに活用できるかというところが課題となりますが、いろ

いろな制度を使いまして、この農地バンクもそうですが、集積することで使いやすくなるとい

うことも考えられますので、こういうことを努力して進めてまいれればというふうに考えてお

ります。以上です。 

１３番（大森君） ぜひ荒廃農地がやっぱり増えているということはありますので、やはりその

ところをしっかりと対策をお願いしたいというふうに思います。 

 今年は国連が定めた国際家族農業年だそうです。その背景には世界的に飢餓が拡大しており、

発展途上国の零細農民の多くが被害を受けているということで、国際家族農業年として位置づ

けて、国際的に農業を守っていこうということが提起されております。日本もＴＰＰ参加、こ

れをやめてですね、やはり日本の食料は日本の大地からという、この合い言葉にした農業政策

をぜひ実現していっていただきたいというふうに思います。また、坂城町の農業についてもや

はり荒廃農地をきちんと解消できるような、そんな方向を見定めて対策をとっていっていただ

くことを要望いたしまして、一般質問を終わります。 

議長（柳澤君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１１時００分～再開 午前１１時１１分） 
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議長（柳澤君） 再開いたします。 

 次に、９番 入日時子さんの質問を許します。 

９番（入日さん） ２月１４日から１５日の２日間に降り続いた雪は、家の庭ではかったら

６５ｃｍから７０ｃｍもありました。これだけ積もったのは私も生まれて初めてのことです。

雪の量が多すぎて、雪かきをしても雪の積み場所がなく、初めて雪害を実感しました。除雪に

は建設課を初め多くの職員が土日の休日返上で出勤し、対応に当たり、大変だったと思います。 

 今議会でも、この問題については何人かの議員が質問しました。私もなぜ災害対策本部をす

ぐ立ち上げ、職員が一体となって素早い対応ができなかったのかと残念に思いました。窓口一

本化することで除雪業者との連絡や作業がもっとスムーズになったのではないでしょうか。緊

急性のない仕事は後回しして、職員総出で除雪後の雪片づけなどの対応がとれなかったのかと

いう思いもあります。 

 せっかく除雪しておいたところに除雪車が来て、真ん中だけやって家の前に雪を置かれ、出

入りができなくなった、こんなやり方ならやってもらわないほうがよかったとか、除雪車が来

ることを事前に知らせてもらえれば、近所で出て除雪車でかけない残った雪をシャベルで片づ

け、きれいにした、そうすれば雪が凍っていつまでも苦労しなくても済んだのではないかなど

の苦情も町民から寄せられました。特に除雪車がいつ来てくれるのか、除雪の進行状況などの

情報が全くないので不安に感じた町民は多かったようです。雪捨て場も２カ所ではなく、チク

マ精工跡地や上五明の運動公園、鼠の多目的広場など、もっといろいろな場所にあったほうが

よいと思います。 

 町長の答弁で、５０ｃｍ以上の積雪は災害対策本部を設置し、情報提供もホームページや緊

急速報メール、有線放送などでやるということですので期待しています。今回、指定業者以外

の業者も各地で除雪に協力していただき、本当にありがたかったです。今、町の除雪業者は

９社となり、手が回らない状況です。今回除雪に力を発揮していただいた業者を新たに町の指

定業者に加え、今後迅速な除雪が行えるようにしてほしいと思います。今回出されたいろいろ

な意見や教訓を今後に生かし、災害対策をつくってほしいと思います。 

 地球温暖化の影響で異常気象が頻繁に起きるようになっています。今こそ、私たち一人一人

が地球温暖化防止対策を真剣に考え、行動するときだと思います。この美しい地球を次世代に

渡すために、地球上から戦争をなくし、環境破壊を許さない取り組みをしようではありません

か。質問に入ります。 

 １．坂中の部活について 

 イ．吹奏楽器について 

 先日、ＮＨＫの“明日へ”コンサートを見ました。東北ユースオーケストラを初め、復興を

願う多くの人の演奏や歌に心を癒やされました。音楽は心を豊かにし、悲しみや苦しみを癒や
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し、生きる力を与えてくれる不思議な力があることを改めて感じました。こんな音楽の持つ魅

力にひかれ、中学に入ったら吹奏楽をやってみたいと思う生徒もいます。しかし、坂中の吹奏

楽部に入部すると楽器を個人で買うよう顧問の先生から言われ、入部を諦める生徒もいます。

私も中学校に電話し、吹奏楽の楽器について聞いたのですが、対応した先生は顧問の先生では

ありませんが、当然のように楽器は個人で買ってもらうと言っていました。吹奏楽に使う楽器

は一通りは学校にそろっているのに、３年間の部活に使用するために、なぜあえて個人で購入

するような指導をするのかがわかりません。 

 部活は、生徒にとって自分の気づかなかった魅力を発見したり、能力を引き出し、いろいろ

な可能性にチャレンジできる場所だと思います。また、友達も増え、コミュニケーション能力

も育ちます。人間形成に重要な役割があります。吹奏楽をやってみたいと思っても、入部のと

きに先生から楽器を買うように言われれば、買えない子供は入部を諦めることにもなりかねま

せん。親も買ってやれないことで子供に一生負い目を感じます。義務教育の部活で楽器を買う

お金がないから入れないというようなことがあってもよいとお考えでしょうか。楽器の個人負

担についてどのように考えているのか、答弁を求めます。 

町長（山村君） 今、入日議員さんから音楽の大切さということをお話しいただきました。私も

そのとおりだと思っております。３年前の大震災の後、さまざまなミュージシャンがボラン

ティアということで励まし、３年間活動してこられました。敬意を払うものであります。 

 今、ご質問がありました吹奏楽器についてということですけれども、楽器が買えないから入

部をしなかったという人はいないと思っております。それは学校にも確認しております。ただ、

楽器にはいろいろあります。例えば坂城中学校の吹奏楽部の楽器につきましても、ご案内のよ

うに木管楽器、金管楽器、打楽器、弦楽器等、いろいろあります。また木管楽器の中でも音色

によってソプラノ、アルト、テナーというようなふうに種類が分けられております。また、こ

れは楽器には１台１台癖があって、またメンテナンスによってその楽器の音色も変わってくる

というところであります。 

 また、楽器を購入するとなると、個人で購入するには非常に高い高額な費用が発生してしま

います。練習を重ね、美しい音色を出せるようになるためには楽器に常に触れて、楽器そのも

のを大切に扱うということも、これは非常に大事なことであります。学校に楽器は一応そろっ

ているけれども、個人、個々のレベルの向上のため、あるいは、これから一生楽器を演奏を続

けていくというためには、購入を勧めているということもあると思います。だけれども、購入

できないから入部できないということはないというふうに聞いております。 

 例えば木管楽器では坂城中学には２０本あります、いろいろ種類ありますけれども。金管楽

器でも十四、五あります。弦楽器、これはコントラバスですけれども、これ二つある。それか

ら打楽器についても、大きなもので十幾つあります。ですから、楽器の数は一応そろっている
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ということであります。また一方、個人で購入するには難しいけれども、非常に高価な楽器で

ある弦楽器、打楽器については、これはなかなか個人で買うというわけにいきませんので、こ

れは全て学校にある楽器を使用しております。その他の楽器についてもメンテナンスをしてい

るというところであります。 

 例えば南条小学校の金管バンド、これは１０年以上に及ぶ活動実績ということもありまして、

地域の企業の皆様のご理解とご協力を得て寄附を受けたり、順次整備をしております。それか

ら、入日議員からご指摘あったんですけれども、村上小学校のグランドピアノが破損したと、

壊れたということで、これも財団法人日本オペレッタ協会の皆さんのご厚意でグランドピアノ

を寄附していただいたというようなこともあります。 

 したがいまして、坂城中学校につきましても、おのおの楽器を見ていると大分古いなという

のもあるようです。ですから、全てを一度に整備をして、十分に楽器を整備するということは

なかなか難しい面がありますので、ある程度個人で持たれるという方の負担もお願いせざるを

得ない状況であると思っております。 

 しかしながら、私が聞いていますのは、南条小学校でブラスを一生懸命やって中学へ行って

やめちゃうという子もいるらしいので、中学のブラスバンド部も発展をさせてですね、長く続

けるというような環境づくりはしていかなきゃいけないかなと思っております。 

 そんなことで、私としましても今後とも計画的な整備は検討していきたいと思っております

けれども、入日議員が言われているように、極端にですね、楽器が買えないから入部できない

ということではないということを一言申し上げたいと思います。 

教育文化課長（柳澤君） 坂中の部活について、吹奏楽器について答弁申し上げます。 

 部活動に係る備品等につきましては、学校の授業等で使用する備品につきましては部活動で

も使用しておりまして、それ以外のものについては部費など個人負担をいただいているといっ

た状況となっております。 

 吹奏楽部につきましては、他の部活動に比べ、個人の費用負担が大きいといった点につきま

しては他の学校でも課題となっている状況でございます。楽器を購入する場合、２０万から

３０万くらいと一度に支出する額としては非常に大きなものになっておる状況かと思われます。

坂城中学校の吹奏楽部におきましては、個人持ちの楽器を使用している生徒は現在、全体の約

３分の１というような状況となっておりまして、ほとんどが個人持ちでありました３年ほど前

と比べまして、大分減少してきている状況でございます。 

 他の部活動に目を向けてみますと、ラケットですとかシューズの購入あるいはガットの張り

かえといった、他の部でも個人の費用負担が通年で発生するなど、トータル的に考えますと、

やはりそれなりの個人負担は生じている状況かと考えるところであります。また、他の部活動

におきましては規格の違いなどで使用できなくなる用品もありますけれども、楽器の場合につ
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きましてはメンテナンスさえしっかり行っていければ、卒業した後も長く使えるといった面も

あろうかと思います。そういった部分から個人負担での楽器購入を勧める場合もあるというこ

とは承知をしているところであります。 

 なお、先ほど町長も申しましたが、楽器を買えないから、現在の学校にある楽器が使用でき

る状況でありますので、楽器が買えないから部活を諦めるというようなことにつきましては、

特に把握をしていない状況となっております。 

 学校の楽器を含めました音楽科備品でありますけれども、教材備品用の予算で購入すること

になりますけれども、備品購入につきましては各教科間で調整をしながら順次整備を進めてい

る状況となっております。 

 部活動の意義と取り扱いというところでは、学習指導要領におきましては学習意欲の向上で

すとか、責任感あるいは連帯感の涵養などに資するものでありまして、学校教育の一環として

教育課程との関連が図られるように留意するというような状況となっております。したがいま

して、所有することの意義等もご勘案をいただきまして、必要に応じ、個人負担をお願いしな

がら、学校としましても計画的な楽器の購入、更新が行えるように相談をしてまいりたいと考

えているところであります。以上です。 

９番（入日さん） ただいまの答弁では、楽器を買えないから入部できなかったという人はいな

いというお話でしたが、実際に入ろうと思ったけれども、楽器は個人で買ってくれと言われて、

もう入ることを諦めたという人もいました。 

 それで、そういう個人で持つことが前提となっているというね、そこに私は問題を言ってい

るので、以前はほとんど個人持ちだったが、今は３分の１ぐらいしか個人で買っていないと。

それぞれの癖もあるから、特に楽器はずっと一生涯使えるものですから、本当にやりいたいと

か、もっとその道をきわめたいというので買うのは、それはいいことだと思うんですよね。だ

けど、その３年間、いろいろな部活に触れてみたいというだけ、もちろん学校にもそろってい

るから強制はしませんが、買ってくれと言われればできるだけ子供は欲しいと思いますし、親

にもこうに言われたけれど、買えるかいというようなことを聞くわけですよね。だけど、やは

り今までそういうことで途中でやっぱり続けられないといってやめた人も私知っていますし、

そういうことを言っているのであって、そういう自分でそろえることが前提ですよという、そ

ういう指導をしてほしくないなと思っているんです。 

 ほかの先生に聞いても個人持ちですよというふうにね、当然のように返ってくるという、そ

のこと自体が私は問題にしているのであって、今の答弁ですと、いろいろな楽器の中では古い

のがあるからそれを全てやっぱり更新していくのは難しいと、だから、買える人には買っても

らっているんだと答弁がありましたが、今、吹奏楽部２６人で、そのうち購入した人が１０人

いるそうですが、その楽器、幾らぐらいだったんですかと聞いたら、やっぱり２０万から
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３７万円ぐらいしたと言うんですよね。それは楽器の中でも多分安いほうの楽器だから、その

くらいで済んだと思うんですが、先ほど言ったように非常に高額な楽器もあるわけでして、そ

ういうことをやはり知っていて、そういう個人で持つということが前提ではない、そういう指

導を学校、教育文化課のほうでしているのかどうか、その点についてもう一度確認いたします。 

教育文化課長（柳澤君） 先ほども若干申しましたけれども、長く使っていただきたいというこ

とで個人持ちというところで楽器購入を勧めているというところは承知をしているところであ

ります。一方で、何が何でもご購入をというところでの指導までは当然行っていない状況の中

でございます。そういう中で、現在学校にある楽器も使用できますので、それらを使っていた

だくということで、学校側につきまして打ち合わせをする中で詰めてまいりたいというふうに

考えております。以上です。 

９番（入日さん） 答弁では、何が何でも購入しろというふうには勧めていないということで、

それは当然のことでして、水かけ論になってしまいますが、基本は学校にあると、だけれど、

本人がもっともっと勉強したいとか、自分で合った楽器を選びたいという場合はあっせんしま

すよぐらいのね、対応をとってほしいと思います。次に入ります。 

 ２．健康を守るために 

 イ．電磁波学習を 

 近年の携帯電話、スマホの普及に伴い、町内でも電波塔が増えています。電磁波は太陽光線

の仲間で電気と磁気とでつくられる波のような流れです。エネルギーの一番高いのは、原爆な

どから放出されるガンマ線です。電磁波もガンマ線の一種です。ですから、私たちは知らない

間に放射線を浴びていることになります。私も今まで全く電磁波については知りませんでした。

たまたま昨年、電磁波による健康被害を受けた人のＤＶＤを見て、初めてその恐ろしさを知り

ました。そして、家に帰ってみたら家のすぐ近くにも電波塔が建たっていてびっくりしました。

いつ建たったのかも全く気づきませんでした。 

 このように周辺の住民も全く知らないうちに電波塔がつくられています。電波塔の建設許可

はどのようになっているのでしょうか。町は電波塔が何基あるのか把握しているのでしょうか、

答弁を求めます。 

住民環境課長（金子君） お答えいたします。携帯電話やスマートフォンなどは年々普及し、音

声通話だけでなく、メール、インターネットへのアクセスなど身近なコミュニケーションツー

ルとなっております。このようなサービスを提供するため、携帯電話基地局の設置の基準が総

務省により電波利用における安全基準として電波防護指針を設け、人体に影響を与えない電波

の強さの基準値を電波法で定めております。 

 電波防護指針に示される基準値は、国際非電離放射線防護委員会等が策定している基準値と

同等のものであり、我が国のみならず世界各国で活用されており、この基準を満たしていれば
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人体の健康への安全性が確保されるというのが、世界保健機関ＷＨＯや国際非電離放射線防護

委員会等の国際機関を初め、国際的な考え方となっております。 

 電波防護指針に示される基準値が世界各国で活用されている基準を満たしていることや、電

波の出力についても定めていることから、町といたしましても、国の設置基準により設置され

た携帯電話基地局の健康への安全性は確保されているものと考えております。 

 町で把握しております携帯電話基地局につきましては、町民の安全で快適な生活環境の確保

を図り、節度ある開発により、健全なまちづくりを達成するため、坂城町開発指導要綱が定め

られており、携帯電話基地局の設置についての開発行為の届け出基準は、高さ３０ｍ以上のも

のが届け出の対象となっております。平成２２年から２４年の過去３年間では４件の届け出が

ございました。開発行為の届け出基準は高さの判断となっており、電波にかかわる部分での届

け出基準はございません。 

 なお、鉄塔タイプの大規模なものから、町の届け出基準に該当しない高さ３０ｍ未満の電柱

などに設置する小型基地局を含めると、総務省のホームページでは当町には全体で４１基が設

置されている状況でございます。 

９番（入日さん） ただいま課長の答弁では、高さ３０ｍ以上が届け出が必要で今までに４基あ

ると、それでホームページで見ると、町では４１基の電波塔があるという答弁でしたが、先ほ

ども答弁にもありましたが、会社によってこういうように電波塔、いろいろなタイプがあるん

です。それで多分、町で届け出が必要なのはこういう大きなものだと思うんですが、本当にこ

れは、そういうふうに言われなければね、気づかない人が非常に多いと思うんです。先ほどの

基準値はクリアしているから問題がないというような答弁もありましたが、いろいろな１０年

間以上そういうデータを調べた中では、携帯電話から出る電磁波で脳腫瘍や精子の数が減少す

るという報告がされています。 

 ２０１１年のスウェーデンのレナード・ハーデルさんらの調査では、携帯電話の累積使用時

間が２千時間以上の人が、がんになるリスクが、携帯電話を使わない人の２．４倍、使用が

１０年以上は２．１倍、使用開始年齢が２０歳以下の場合は２．１倍という結果が出ています。

また、オーストラリアのキャンベラ病院の医師、ウィーン医科大学環境健康研究所なども

１０年間以上携帯電話の電磁波の影響を調査し、脳腫瘍の発生する確率が２倍になると発表し

ました。２０１１年５月には、ＷＨＯ世界保健機関の国際がん研究機関は、携帯電話の電磁波

の発がん性について可能性があるという分析結果を発表しました。 

 電波塔の基地局から発生する電磁波は、携帯電話機より弱いが近隣住民は２４時間被曝する

ことになります。フランスでは基地局から３００ｍ以内で吐き気、食欲不振、視覚障害、不眠、

怒りっぽい、鬱症状、目まい、記憶障害、頭痛、不快感、疲労感などの症状を訴える人が多い

と報告されています。 
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 電磁波の生体影響に詳しいニュージーランドの故テリー博士は、携帯電話の電磁波はがんの

遺伝子を活性化させ、生殖器や神経系、心臓活動に影響を与える、甲状腺ホルモンやメラニン

のバランスを崩すと訴えていました。メラニンは免疫等を強化し、体内で発生する有害な活性

化酸素などを除去してくれます。メラニンが不足すると、糖尿病、関節炎、てんかん、睡眠障

害、流産、心臓病、がん、アルツハイマー、パーキンソン、運動神経疾患、鬱、自殺などが増

えるそうです。 

 ごく微量の電磁波にさらされただけでも、頭痛や目まい、耳鳴り、吐き気、皮膚のかゆみ、

疲労感、不眠等の症状があらわれる電磁波過敏症という病気も増えています。特定の電磁波に

しか反応しない人や、幾つもの電磁波に反応する人などさまざまで、症状もさまざまです。杉

花粉症の人は杉の花粉が飛ぶ春先に症状が出ますが、電磁波過敏症の人は電磁波によって症状

が出るのです。携帯電話やスマホ、電子レンジやＩＨ調理器などの家電製品などの電磁波に

よって、知らないうちに放射線被曝と同じ被曝をしているのです。しかも、放射線は目には見

えませんし、体に異常が起きるのも何年先かわかりません。 

 私も今まで鼻血など余り出なかったのですが、ここ１年間で何回も出るようになったり、い

つも胃がむかむかしたり、耳鳴りがしたりということが起きるようになりました。最初は老化

現象だと思っていましたが、電磁波の本を読んだり、調べたりするようになって、電磁波の影

響もあるのではないかと疑うようになりました。ひどいときは夜眠れず１時間おきに起きたり、

冬なのにミーンミーンとセミの鳴くような音がしたり、肩から背中にかけて石のように凝って

しまい、毎日治療に通ってもなかなか治らないし、頭痛や吐き気を伴うなどいろいろな変調が

あります。電波塔の近くで住む人も耳の中に水がたまるような気がする、耳鳴りがする、視力

が落ちたなど、体の異変を感じている人もいます。 

 心配になって電磁波測定器を借りて電磁波を測定してみました。電波塔の電磁波もですが、

それ以上に驚いたのは家電品の電磁波が高かったことです。電話機、親機と子機になっていて

ファクス付の電話機や電子レンジ等が高くてびっくりしました。ロシアでは、電子レンジを使

用禁止にしたそうですが、測定してみて禁止した理由がわかりました。今、ヨーロッパでは子

供の携帯電話の使用を禁止する国が増えています。町でも電磁波による影響を町民に知らせ、

健康被害を防ぐ対策が必要だと思います。今後の対応についてどう考えているのか、答弁を求

めます。 

住民環境課長（金子君） お答えいたします。携帯電話等の普及に伴いまして携帯電話基地局も

増える中で、不安を抱かれたり、体の不調を訴える方もいらっしゃるかもしれませんが、国に

おいては、電波防護指針を超えない強さの電波では、健康に悪影響を及ぼすという確たる証拠

は認められないとしていることから、町でも基地局からの電波が人体へ影響を与えることはな

く、安全性は確保されていると考えております。 
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 国においては、電波の健康への影響について、国際機関から示される見解などの情報収集や

研究を行っているということでもございますので、それらを注視しつつ、情報等につきまして

はまた広報等でお知らせをしたり、国の機関などで開催される電磁波にかかわる説明会等の情

報も提供してまいりたいと考えております。 

 また、総務省の指示によりまして、携帯電話事業者は基地局を設置する予定地につきまして

は、地元に対して事前に計画の概要や安全性について説明を行うこととされております。町に

つきましても、開発指導要綱に定められた届け出がされた際には、任意ではございますけれど

も、区長さんの同意書や近隣住民対応結果報告書を添付していただくよう、事業者に依頼をし

ているところでもございます。これらを添付していただくことで、地元の皆さんと事業者の間

で合意形成ができているということが確認できるものでもございます。 

 今後も引き続き事業者には設置する際に、地元に対し、十分な理解を得るよう依頼してまい

りたいと思います。あわせて、町に届け出が不要な基地局の設置につきましても同様に、事業

者に対し、地元に理解を得るような形で依頼をしてまいりたいと考えております。 

９番（入日さん） 先ほどの答弁では、地元で説明会を開いたり理解を得るようなことを、任意

だけれど、というふうになっていましたが、今まで説明会を開いたりしたところはないんです

よね。それから区長さんの同意を得るということで、そういうのはあったと思うんですが、そ

の区長さんも同じ区民に全ての人に聞いて、今度こういうのが立たりますよということを知ら

せたということも余り今までになかったと思うんですよね。それで、多分うちのところにある

のは高いので多分、区長さんのところへは話は行ったと思うんですが、区民には何も話がな

かったわけです。それで、ある日突然、こう建たったというようなことが、この４１カ所の中

でほとんどそうだと思うんですよね。だけど、その被害を受けるのは、その周辺の住民なんで

すよね。 

 先ほど日本の基準には合っているのでということをおっしゃいまいたが、日本は電磁波の規

制が非常に緩いんです｡ＥＵでは､規制値は屋内の場合０．１μＷ／ｃｍ２､いわゆる１ｃｍ２で

０．１μＷというふうになっているんです。今後、ちょっと今、かなり問題が起こってきたの

で、今度は０．０１に減らすようにという勧告を出しました。また、オーストリアのザルツブ

ルク州では、屋内では０．０００１で、屋外では０．００１です。だけど、日本は１０００μ

Ｗ／ｃｍ２なんです。ＥＵの１万倍なんですよね。電磁波は０．０２μＷ／ｃｍ２を超えると

危険だと言われています。 

 町でも今年から不妊治療の助成を行いますが、１日４時間以上携帯電話を使用すると、未使

用者より精子の数が減り、正常な精子は３分の２以下になるというデータもあります。特にズ

ボンのポケットに入れるのは危険です。携帯電話、胸のポケットも非常に心臓に放射線がたま

りやすいので、これも危険です。そういうことをやっぱり知っていると、自分で防御できるわ
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けですよね。そういう、そのことを知らせるのも大切ではないかと。今、非常に心臓疾患とか、

がん疾患が増えています。そういう予防のためにも、そういう危険性がありますよと、スマホ

や携帯を使うときは、できるだけ体から離しましょうというようなね、そういうシグナルを鳴

らす必要があるのではないのかと。 

 ヨーロッパでは、携帯はイヤホン付でないともう販売できません。直接やっぱり耳で使うと

脳に非常に影響するということで、そういうふうになっています。そういうね、その危険性を

知らせて、そういういろいろな病気の発症を防ぐという、そういう対策が町にも必要ではない

かと私は思っているんです。 

 電子レンジは私も子供もよくそうなんですが、入れてからよく見ているんですが、はかった

ら本当にすごい強い電磁波が出るんですね。それで、子供が使うと小児がんにかかる比率が非

常に高くなるというデータもあります。電子レンジの電磁波は５０ｃｍ離れたところで約

８０Ｇ（ガウス）だというデータが出ているんですが、１ｍ離れると１ｍＧに減るんですよね。

だから、離れれば離れるほどそういう危険性がないんです。４ｍＧ以上だとやっぱり人体に影

響が出ると書いてありました。それを読んで私もね、電子レンジをスイッチを入れたらもう即

離れるという、そういう癖をつけて、家族にもそうしなさいという指導をしていますが、本当

に危険だって思われることはできるだけ避ける、予防原則の考え方をね、やっぱりもっともっ

と町民に啓発していく、そういうことが必要ではないかと思います。 

 福島原発の事故を受けて、町でも放射線の測定器を買い、公共施設の測定をしました。電磁

波も放射線です。７００ＭＨＺから２．５ＧＨＺのものが一番多いんですが、その電磁波測定

器を買っていろいろな場所ではかる必要があるのではないかと思います。 

 今、高校生を初め、多くの若者がスマホに夢中になり、片時もスマホから離れられない状況

を目にします。スマホをしていないと落ちつかない、いらいらする。ニコチン中毒やアルコー

ル中毒と同じ、まさに中毒症状です。日本にはまだそういう認識が薄いのですが、お隣の韓国

では既にスマホ中毒の治療の病院ができています。確かに携帯やスマホは便利です。メールで

のやりとりが増え、人と直接話せない、コミュニケーションがとれない、そういう人が増えて

きています。私たちはいま一度立ち止まって、便利さに流されず、人間性を育てる社会をどう

つくるのかを考えるときだと思います。先ほど質問しましたが、町がそういう危険性を知らせ

る、そういう手段についてどう考えているのか、答弁を求めます。 

住民環境課長（金子君） 先ほども申し上げたところでございますけれども、国際機関のほうで

もいろいろと危険性はないとする反面、それらについてまた研究も必要というようなことでご

ざいます。町といたしましては、やはり電波法に基づく基準の中で事業者が認可を受けて設置

しているということでありますので、そうは言っても先ほど申し上げましたとおり、健康面で

不安を抱かれる方もいらっしゃる中では、できる限り町のほうでも情報収集に努めて、広報等
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でまたお知らせをしてまいりたいなと考えております。 

９番（入日さん） 広報などで知らせるということでしたが、やはり１人でも多くの町民にこう

いう危険性もあるんだよということを知ってもらう、そして、そういう予防を自分たち自身が

立てるという、そういうことは本当に大事だと思います。 

 今、各地で電波塔による電磁波被害を受けた住民から訴訟が起きたり、裁判になっていると

いうところもあります。また、小学校の目の前にあった電波塔を、非常に子供たちがね、電波

塔ができてから落ちつかなくなったり、いらいらが増え、非常に学級崩壊にまで至ったという

ような学校があります。それでＰＴＡや地元が協力して、その電波塔を撤去させたという例も

あります。あと自治体によっては条例を制定したり、それから電波塔を立てるときには必ず地

元住民に説明をして住民の了解を得ろと、そういう条例や要綱をつくったところもあります。

それから、国に対して日本の基準値は非常に緩いということで、自治体でこの基準値の見直し

を求める意見書を上げるところも非常に今増えてきました。そういう意味では、やはりもう

ちょっと私たちも勉強して、そういうことを防ぐ手だてを考えなければいけないんではないか

と思います。 

 もう２００５年の段階でドイツではバルトマン・セルザム医師を代表とする医師グループに

よって、電力密度が０．００１μＷ／ｃｍ２の長期受動被曝で３０％の人が病気になっている

と、それから０．０１μＷ／ｃｍ２以上の長期受動被曝であれば、約９５％の人が電磁波によ

る病気が引き起こされているというような報告があります。医師たちは、０．００１μＷ／ｃ

ｍ２以上の電磁波にさらされるような場所にある基地局は、とめられなければならないという

ような報告も出しています。実際にザルツブルクでは、これだけ周波数を基準値を少なくして

も携帯電話がつながらないということはないんですよね。だから、国も決してその基準値を低

くしたら、携帯電話だとか、そういうのに影響を及ぼすという、そういうことではないので、

健康被害が起こっている以上ね、もっとそういうことを調査して、この基準値を下げていくべ

きだと思いますし、また自治体でもそういう調査をして国に意見書なり、あるいは条例なり、

それは上げたりとか、あるいは一番真っ先はそういう電波塔の設置に関してやはり、先ほど任

意でね、そういうことが書いてあるそうですが、実際には地元住民に説明会なりを開いていな

いんですね。やはり地元住民に説明会を開いて、そういうことをさせていくという、あるいは

その住民のやはり納得を了承を得て、そういうものを建てるというようにしていただきたいと

思います。 

 今ね、ここで言っても国の基準があるからどうのこうのという、結局、水かけ論になってし

まいますが、一番はやはりそういう電磁波による被害もあるんですよと、そういうことをもっ

ともっと個々が注意して、健康を守るためにいろいろな防御策を考えていただきたいというこ

とを、まず真っ先は知らせてもらいたいと。 
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 ある基地局のそばでは、うち中にアルミのものを張ってやったと。実際に、その本当にその

防御をするには、やはりそれ相当の材質を使った鉄板みたいな厚い材質のものを入れないとい

けないので、かなりその建設コスト、改修コストがかかるんですが、簡易的にはアルミを張っ

て少し和らげるというような対策もあるそうですが、そういうものをもっともっと町民に知ら

せて健康被害に遭わないような、そういう方策をとっていただきたいと思います。 

 これで、私の一般質問を終わります。 

議長（柳澤君） 以上で、通告のありました１１名の一般質問は終了いたしました。 

 ここで昼食のため、午後１時３０分まで休憩いたします。 

（休憩 午前１１時５６～再開 午後１時３０分） 

議長（柳澤君） 再開いたします。 

 議案の審議に入る前に、企画政策課長より発言を求められておりますので、これを許可いた

します。 

企画政策課長（荒川君） 大変貴重なお時間をいただき、申しわけございません。 

 今議会に上程をいたしました、「議案第１２号 平成２６年度坂城町同和地区住宅新築資金

等貸付事業特別会計予算書」中、２ページ及び３ページに本年度予算額に対します前年度予算

額並びに比較についての記載漏れがございました。また、歳入歳出予算書事項別明細書の

４ページ中、先頭部分に「３歳出」の記載漏れがございました。お手元に配付の予算書に差し

かえをお願いいただきたく、よろしくお願い申し上げます。 

議長（柳澤君） ただいまの説明のとおり訂正することに、ご異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（柳澤君） 異議なしと認め、さよう決定いたします。 

 日程第２「発委第１号 坂城町の議会の議員の議員報酬の特例に関する条例の一部を改正す

る条例について」以下１６件の議案については、すべて去る３月３日の会議において趣旨説明

及び提案理由の説明を終えております。 

◎日程第２「発委第１号 坂城町の議会の議員の議員報酬の特例に関する条例の一部を改正す 

            る条例について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３「議案第１号 長野広域連合規約の変更について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第４「議案第２号 坂城町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例に 

            ついて」 
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 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第５「議案第３号 坂城町公共物管理条例の一部を改正する条例について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第６「議案第４号 坂城町下水道条例の一部を改正する条例について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第７「議案第５号 坂城町社会教育委員条例の一部を改正する条例について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第８「議案第６号 坂城町同和対策施設条例を廃止する条例について」 

議長（柳澤君） これより質疑に入ります。 

１３番（大森君） １点、お伺いいたしますが、この施設の場所と名称、それからその廃止する

理由についてご報告ください。 

企画政策課長（荒川君） まず、本施設の場所でございますけれども、大字坂城９９３番地の３、

大宮山寺の地籍になります。大型共同作業場でございます。廃止の理由につきましては、これ

は当初今で申し上げますところのビジネス・インキュベーターのような形で、共同作業を行う

事業所としてご活用いただいてまいりました。平成２４年以降、ご利用いただく方がいらっ

しゃらないということと、本事業、一定の成果があったということで今回廃止をし、用途廃止

をかけていこうというものでございます。 

１３番（大森君） よく工業団地とかというふうに言われていましたが、その施設は今度は一般

に、一般にといいますか、希望する人には貸し出すということになるんでしょうか。 

企画政策課長（荒川君） 本施設はまだ行政財産ということで、今回、この用途廃止をお願いい

ただきまして普通財産というふうにいたしたいと思っております。実際、鉄骨造で軀体はしっ

かりしておりますが、雨漏り等の若干支障があるのかなと。ただ、倉庫等の活用方法も今後考

えていきたいというふうに考えています。 

 「質疑終結、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第９「議案第７号 坂城町デイサービスセンター条例を廃止する条例について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１０「議案第８号 坂城町公の施設の指定管理者の指定期間の変更について」 
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 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１１「議案第９号 平成２６年度坂城町一般会計予算について」 

議長（柳澤君） 直ちに総括質疑を行います。 

 質疑に当たっては、自己の委員会の所管に属する事項については、各委員会においてお願い

をいたします。また、質疑に際しましては、予算書のページ及び科目を示して質疑をされます

ようお願いいたします。 

 まず、歳入について質疑に入ります。 

７番（西沢さん） 事項別明細書の３ページの歳入、項１町民税、目１個人現年分についてです

が、６億５，７００万円で前年対比４．１％の増という数字でございます。平成２５年度の定

期事務監査資料の賦課徴収状況によれば、昨年９月末、調定額が６億７，５００万というふう

に挙げられていました。ここから収納実績の予想と特に昨年後半からの経済の状況を加味いた

しましても、もう少し増額をされてもよかったのではないかというふうに思います。さまざま

な状況を判断して積算されたとは思いますが、この積算の考え方についてお尋ねいたします。 

 それから次、項２の固定資産税、目１固定資産税現年課税分の中で１２億８，９００万円、

前年比４．４％の増でございますが、この中身について２６年度の土地分、家屋分、償却資産

のそれぞれの数字をお願いいたします。それと、把握できましたら２５年度分についても同じ

ように、土地、家屋、償却資産についてお答えいただきたいと思います。以上です。 

収納対策推進幹（宮下君） 何点かご質問いただきましたので、順次お答え申し上げます。 

 まず初めに、個人町民税４．１％、２，６００万円増額の理由、またその算出の考え方はと

いうことでございます。町長招集挨拶また歳入の詳細説明で申し上げましたが、県内の経済状

況が回復傾向であること、また各統計調査状況など勘案する中で、対前年比４．１％、

２，６００万円増の６億５，７００万円を見込んだところでございます。 

 ご案内のとおり、個人町民税につきましては昨年１月から１２月の所得をもとに算出されま

す。２５年１月から１２月の毎月勤労統計調査の給与の状況では、事業所規模５人以上、また

３０人以上の決まって支給する給与いわゆる基本給の状況は、対前年比若干のマイナスとなっ

ておりますが、所定外労働時間、残業でありますけれども、大きな増となっております。また、

県内の民間労働組合の年末一時金の平均妥結額でも、対前年比を金額、月数でも増加している

という調査結果でございます。当町におきましては、個人町民税のうち給与所得者の割合が多

いわけでございまして、これら県内の給与等の統計状況を勘案し、平成２６年度の予算額を算

出したところでございます。 

 続きまして、固定資産税４．４％、５，４００万円の増の内容、土地、家屋、償却資産、各

科目によってご説明申し上げます。 
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 まず、土地につきましては、ご案内のとおり土地価格の下落幅は縮小してきてはいるものの、

まだまだ下落状況が続いております。２５年度の地価調査や知事が算定する提示平均価格につ

いては宅地で２０年連続の下落となっておりまして、坂城町におきましても対前年比マイナス

４％となっております。このことから、土地におきましては、下落にかかわる時点修正分と農

地転用など地目変更にかかわる修正分を増減しまして、対前年比１．５％の減、５００万円減

の３億３千万円を見込んだところでございます。 

 また、家屋につきましては、消費税率の引き上げに伴う駆け込み需要等の影響もあり、新増

築家屋が対前年比５０件増となっております。これらのことを加味しまして、対前年比

３．６％、１，６００万円増の４億５，４００万円を見込みました。 

 償却資産につきましては、町内金融機関での聞き取り調査や経済情勢が緩やかに持ち直して

いることを勘案し、また、県内設備投資動向調査でも９．１％の増額となっていることから、

当町におきましても一定の伸びを見込む中で、対前年比９．３％、４，３００万円増の５億

５００万円を見込んだところでございます。 

 固定資産税の２５年度予算に対する個々の考え方でございます。固定資産税、昨年につきま

しては全体で２．２％、２，８００万円減の予算計上をさせていただいたところでございます。

先ほども申し上げましたけれども、土地分につきましては下落が引き続いておることから、対

前年比２．４％、８３０万円減の３億３，５００万円を見込みました。 

 また、家屋につきましては新築の増と滅失の減少分を増減し、対前年比１４０万円減の４億

３，８００万円を、また償却資産につきましては、２４年は年度当初は緩やかな改善傾向が続

いたわけでありますけれども、円高等、経済要因の影響や中国関連の影響などにより、１０月

の町内企業のアンケート調査からも厳しい状況となっていたことから、対前年比マイナス

３．８％、１，８３０万円の減、４億６，２００万円を見込んだところでございます。以上で

ございます。 

７番（西沢さん） ただいまご答弁いただきました。町民税個人現年分につきましては、積算の

考え方をお聞きいたしました。担当課とすれば本当に手がたい数字を計上しているということ

だろうと思います。それから固定資産税につきましてですが、２５、２６を見ましても償却資

産で伸びがあるということは、町内企業が設備投資に向けて景気が上向いているというふうに

理解しての課税であったと思いますが、そのような考え方でよろしいでしょうか。 

収納対策推進幹（宮下君） 償却資産につきましては、先ほども申し上げましたけれども、経済

情勢が緩やかに持ち直していること、また設備投資動向調査の結果を踏まえまして、算定した

ところでございます。また、昨年末でございますけれども、町内の金融機関へも出向きまして、

町内の動向等も聞き取り調査を行った結果、このような算定をさせていただいたということで

ございます。 
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９番（入日さん） ３ページの町税の項１町民税、目１個人町民税の中で、現年課税分について

均等割のみ、それから所得割、どのくらいに見積もっているのか。それから目２の法人につい

ても均等割、法人税割、どのくらいの見積もりをしているのかについてお伺いします。 

収納対策推進幹（宮下君） 個人町民税の均等割の見積もりでございます。ご案内のとおり、個

人町民税の均等割につきましては東日本大震災からの復興を図ることを目的とした特例措置と

いたしまして、２６年度から３５年度までの１０年間、町民税、県民税それぞれ５００円、計

千円を均等割に上乗せして徴収するということになっておるわけでございます。これにつきま

しては、２４年３月の定例会におきまして税条例の一部改正において議決をいただいたところ

でございます。均等割の課税でございますけれども、納税義務者数を本年度７，８００人でご

ざいます。町民税でございますので、そこへ５００円を掛けまして、３９０万円を見込んだと

ころでございます。 

 法人町民税につきましては、合計で１億９千万のところを本年度１千万増の２億円を見込ん

だところでございますけれども、法人税につきましては均等割と法人税割があるわけでござい

ます。ご案内のとおり、法人町民税につきましては国内外の経済情勢や為替レートなどによっ

て状況が大きく変化するところでございます。そうした中で、法人税の大きなウエートを占め

ます町内の輸出関連企業においても、業績回復が図られていると新聞等で開示されているとこ

ろでございますけれども、連結決算でございまして、リーマンショックまたユーロの金融危機

の影響がどこまで解消されて、法人税割に反映されるのか非常に不透明な状況であるわけでご

ざいます。そうした中で、大幅な税増収を期待はしつつも慎重な予算見込みとしたところでご

ざいます。 

９番（入日さん） １千万という非常に手がたい予算、プラス１千万円というね、手がたい予算

立てなんですが、先ほど緩やかな回復見込みだと言いましたが、それは法人税を納める会社数

が増えるのか、それとも１社当たりの法人税額が増えると思っているのか、その辺はどうなん

でしょうか。 

 それから、先ほど聞き漏らしちゃったんですけれど、１４ページの款１４県支出金の中の項

２県補助金、目３の農林水産業県補助金の中で、説明の０３６で、青年就農給付金事業補助金

１，２００万で昨年より７５０万増えているんです。年間の補助が１５０万だとすると一応

８人分という計算になるんですが、これは昨年、今年度ですか、５人分ありますよね。そこに

プラス３人増えた分、余分にもらうようにしたということでよろしいのでしょうか、その点を

お伺いします。 

収納対策推進幹（宮下君） 対前年比１千万増と非常に手がたい予算計上ではないかということ

でございます。そうした中で、先ほども申し上げたとおり、企業、個々それぞれの法人決算の

状況にもよりますし、また会社等、増える減るというような状況でもなく、それぞれの業種に
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よってもまた変わってきますし、また事業年度によっても変わってくるかと思います。そうし

た状況を勘案する中で、手がたい予算編成でございますけれども、前年比１千万円増の計上を

させていただいたところでございます。 

産業振興課長（塚田君） お見込みのとおり８人分でございます。昨年までの５人のほかに平成

２６年度には３人の新たな就農者の予定を行っております。果樹、水稲、花の三つの農業につ

いて、新たに就農者が予定されているということでございます。 

議長（柳澤君） これにて歳入の質疑を終結いたします。 

 次に、歳出の質疑に入ります。 

８番（山﨑君） それでは、まず７０ページ、款４衛生費、項２清掃費、目１清掃総務費、説明

でいくと０１０４４で清掃総務一般経費であります。葛尾組合の組合長でもある町長は、今議

会の招集挨拶におきましても、ごみの減量化として、分別しにくい紙類について分別方法の簡

略化を図るとおっしゃっていました。そこで、どのような分別方法により簡略化するのか｡また､

もう既に３月には回収については各家庭に分別方法等、収集方法等が配付されております。こ

のような形で分別方法が変わったことについては、どのようにやって各家庭に周知させていく

のか、その点についてお伺いいたします。 

 続きまして、１０７ページ、款１０教育費、項２小学校費、目１小学校総務費、説明

０１１０１７南条小学校建設事業費であります。この１７日に開催される建設委員会において

実施設計図が提出されるわけですが、予算でそこの部分で実施設計がされて、来年度は入札か

ら建設まで移るわけですけれども、その設計図に関して我々議員あるいは一般町民が閲覧でき

るのはいつごろなのか、お伺いいたします。 

 また、それでは次に１２３ページ、款１０教育費、目７青少年育成費、項４説明の

１９０４１青少年を育む町民会議補助金であります。昨年度はウオークラリーが南条地区で行

われました。そこでの先ほどの同僚議員の一般質問におきましても、教育問題の質問に対して、

町長、教育長それから教育委員長の教育に対する熱意ある答弁がありました。そこで、ウオー

クラリーについて質問いたします。 

 教育長の答弁の中にもありましたが、ウオークラリーによって町内を知ることはいいことだ

ということで、そういう機会が設けられることはいいことだとおっしゃっていました。昨年、

南条小学校で行われたウオークラリーにおいて、その前の年までは１チーム２千円の参加費が

出ていたわけですけれども、昨年度はその参加費が出なかったということであります。今年も

そのような形になってしまうのか、また、それはどういう経過でウオークラリーに参加費がな

くなってしまったのか、お伺いいたします。 

住民環境課長（金子君） 清掃費の部分の紙類の分別収集の一部変更についてご説明いたします。 

 昨年、ごみの減量化、それから資源化のために２７区におきまして懇談会を開催いたしまし
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た。この懇談会の中では葛尾組合へ搬入される可燃ごみの中に資源となる紙類が多く混入して

いるということから、紙類の分別の徹底を中心にお願いしたところでありますが、紙類の分別

につきましては分別がわかりづらい、煩わしいといったご意見等いただいたことから、紙類の

分別収集について見直しを行い、より資源物として出しやすい方法として、来年の早い時期か

ら、トイレットペーパーの芯やメモ用紙などの小さな紙などの雑紙と紙製容器包装を統合して

収集することといたしました。その他の新聞、雑誌、段ボールなどの古紙類につきましては、

従来どおりの方法で排出をお願いいたします。 

 それから、分別方法の見直しの周知の方法でございますけれども、変更点、それから開始時

期、それから回収日程、資源物全体の出し方の注意点などを掲載したチラシの配布と、資源物

収集所への分別方法の見直しの掲示を行うとともに、区長さんと各区の環境衛生委員さんに分

別方法の見直しについてご通知をし、またお知らせをしてまいりたいと考えております。 

 それから、既に各家庭にお配りしましたごみのカレンダーにつきましては、紙容器と、それ

から古紙が隔週ごとになっておりますが、これにつきましては、全て紙類というふうに読みか

えをしていただいて排出していただきますように、お知らせのチラシとあわせて周知をしてま

いりたいと考えております。 

教育文化課長（柳澤君） まず、１０７ページの南条小学校建設事業の部分でございます。新校

舎図面の閲覧ができるのかという部分でございます。詳細な設計図という部分につきましては

まだできあがっていない状況で、その部分に関しましては現場説明というようなところまでは

なかなか難しいのかなというふうに考えております。一方で、１７日にお示しする図面という

ところにつきましては、閲覧準備ができ次第、閲覧を可能というふうに考えているところであ

ります。 

 それから、１２３ページの青少年の育成費の中で、青少年を育む町民会議補助金の中のウ

オークラリーの部分でございます。町内を知ることで子供たちにチームを組んで参加をしてい

ただいているような状況であります。その部分、各参加賞というところでこれまで出していた

状況がございまして、あったんですけれども、補助金の見直しというような状況の中で、昨年

度から補助金の見直しをさせていただきまして、参加賞については出さないというような状況

で対応しているということでございます。以上です。 

８番（山﨑君） ごみ収集に関しては設定して、私も葛尾組合の議員でもありますから、ごみの

減量化を図るためにもその部分を早く周知徹底して、紙類がなるべくそうやって燃やす焼却ご

みに回らないようにしていただきたいと思います。 

 続きまして、その南条小学校の実施設計図の図面におきましては、１７日過ぎたら閲覧がで

きるという形で理解いたしました。 

 また、ウオークラリーにつきましてですけれども、本来、ずっと育成会、私も育成会として
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６年、前回育成会長をやりましたけれども、６年育成会として子供たちといろいろウオークラ

リーにも何度も参加しております。補助金がなくなったというのは結構、私も残念に思ってい

ます。その補助金によって子供たちに食事をやれたという部分も私の新地区ではありますもの

ですから、できればそういう補助金がまた復活していただきたいと思います。またウオークラ

リー、そうやって今、一つお伺いしたいところは、今、育成会だけを頼ってのウオークラリー

のセッティングしているわけですけれども、もっと町内の小学校の親子とか、そうやって、そ

れでも前回はまだ参加したと思うんです。そういうのをどんどん徹底していっていただける方

策は何かないか、そういうのを考えていますか。以上です。 

教育文化課長（柳澤君） ウオークラリーの部分であります。ウオークラリーにつきましては、

同学年あるいは同クラスといったところだけではなくて、地域の縦のつながり、異学年を結ぶ

お兄さん、お姉さんと妹、子供というようなところでチームを組んで、参加をしていただいて

いる状況かと思います。そういう部分の中で、やはり地域に根差した育成会の皆さんに中心に

なってお願いをしていくような部分、必要に応じては小学校にたくさん参加をしてくださいと

いう働きかけはしていきますけれども、やはり地域に根差した育成会を中心に今後も進めてい

きたいと考えているところでございます。以上です。 

６番（塩野入君） まず、４９ページ、款３民生費、項１社会福祉費、目４精神障害者福祉費の

細節の０１０３４４障害福祉計画策定事業についてですが、これ２７年から２９年の３カ年を

見越す第４期計画を策定ということでありますが、どういうスケジュールで進めるのか。また

今、第３期の現計画があと１年あるわけですが、そこには目標値とか見込み量があるんですが、

その辺の進捗状況はどんなか。以上、お聞きをします。 

 続いて、１０５ページ、款１０教育費、項１教育総務費、目２事務局費、１９０５０小学校

１４０年記念事業補助金につきまして、これは村上小学校のものでありますが、過日、校長先

生からちょっと概要は説明を受けましたが、記念式典事業、中庭整備事業、教育環境整備事業

などを計画をしているようですが、その中身ですね、記念事業、どんなことになるのかどうか

をお聞きをいたします。 

 続いて、１０７ページ、同じく款１０教育費、項２小学校費、目１小学校総務費、

１５００１校舎等改修工事、これは説明の中でプールろ過整備の修繕工事がメーンのようであ

りますが、校舎も幾らかやるのかどうか、その内容ですね。そして、そのどういう状況、その

装置が故障したのか、そのどういう状況で、そしてこれをどのように修繕するのかどうか、そ

のあたりをお聞きをしたいと思います。以上であります。 

福祉健康課長（天田君） 私からは４９ページ、障害福祉計画の関係についてお答えをさせてい

ただきたいと思います。 

 まず初めに、スケジュールの関係でございますけれども、全国の市町村計画の積み上げが県
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及び国の計画に反映されることから、こういうことで全国統一の調査項目が私どものもとに

参って、それに基づきまして計画の数値等々を積み上げていくわけでございますが、現時点で

はまだ国のほうから示されておりませんので、示された時点で早急な形で対応していくと、こ

んな形になろうかと思います。 

 第３期の進捗状況でございますけれども、障害者福祉サービスについては障害のそれぞれの

状況に応じて、適切なサービス提供が実施できるよう心がけているところでございます。中で

も個々のサービス提供につきましては、計画見込み量の多少の増減はありますが、必要に応じ

たサービス提供は確保されているものと思います。目標数値として施設入所の方の削減数に若

干の問題が出ておりますけれども、こちらのほう、今後も入所者が退所できるような状況にあ

るかどうかを見きわめる中で、地域への移行を考えていきたいと考えているところでございま

す。 

教育文化課長（柳澤君） １０５ページであります。小学校１４０周年記念事業補助金の部分で

ございます。これにつきましては３小学校が１４０周年を迎えるわけなんですけれども、南条

小学校につきましては改築を控えておりますので、改築後の記念事業と合わせて計画を図って

まいりたいと思います。 

 ここに計上させていただきましたのは、坂城小学校と村上小学校という部分でございます。

坂城小学校につきましては、記念パンフレット、ファイルあるいは航空写真といった部分を予

定をしておりまして、村上小学校の整備状況でありますけれども、この部分につきましては、

岩石園の移転ですとか、バラ園の設置、あるいは中庭の一部芝生化、それから記念ファイルの

作成、航空写真の撮影あるいは学校の校歌の保存用の箱というような部分で計画をしておりま

す。そのほか冠をつけました記念運動会、記念音楽会、感謝の会というようなものを計画して

いる状況となっております。 

 それから、１０７ページであります。小学校総務の校舎等の改築工事であります。内容的に

は村上小学校のプールのろ過装置の修繕というような状況と、それから村上小学校の体育館の

放送設備の更新という部分であります。状態でありますけれども、村上小学校のプールのろ過

装置につきましては、経年によりまして配電盤が故障をしている、またろ過ポンプ自体も

ちょっと作動ができない状態となっているというような状況の中で、ポンプ機の取りかえ、そ

れから配電盤の取りかえを行う予定となっております。そして、村上小学校の放送設備につき

ましては、放送設備のアンプが経年のため古くなっておりますので更新を予定をしております。

以上です。 

６番（塩野入君） ここにこれ、これが今できている計画であります。これが２６年度までとい

うことで、今年いっぱいやるわけです。この後、またこれをつくると、こういうことでありま

すが、今、現計画、３カ年計画、当時はこれ障害者自立支援法でこれはできているんですね。
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これが２５年の４月から障害者総合支援法というように法律が変わっているわけであります。

だから、これによって今度はその新しいのができるわけですが、これは例えばですね、２６年

の４月は、この４月からは重度訪問介護の対象者を拡大したり、ケアホームのグループホーム

への一元化というのが、この２６年の４月からそういうものになるわけで、そういうものが入

るわけですけれども、その辺のところを計画にさせてどんな、今の計画とこれからつくる計画

の違いといいますか、その法律によるどういうところにどうなっているか、そこをちょっとお

聞きをしたいということであります。 

 それから、このここの中に、この一番最後に、その策定委員の名簿が載っています。１５名

以内なんですが、これ要綱、要綱がこの中にあるんですが、その要綱の第３の第２項に掲げる、

民生委員初めいろいろ障害者関係団体の代表などでこれ組織される。これも大体そんな感じで

すが、具体的には現計画に、今のこの計画に準じた形でこの委員というのは選ばれて、また、

そういう形の中でやるのかどうか。それからその同じ第３項に専門委員があるんですが、今の

これも専門委員が入っていますけれど、３人ばかり。その専門委員も今度の計画の中で委嘱す

る予定があるのかどうかをお聞きをします。 

 それから、１０５ページの関係ですが、今わかりました。だから両校で２２万円ずつと、こ

ういうことというふうに理解をしてよろしいんですな。だから、その何で２２万円、４４万円、

これは１４０周年だから４０万円で、そこへ４をつけるというと違うんで、２２万円ずつです

から、どうしてそういう半端な２２万円、どうやってそれを補助するんですか。もうちょっと

つけたっていいじゃないですか、その辺のところをちょっとお聞きをします。 

 それから、１０７ページ、大小両方のプールの縁に大きな鉄板がやっぱり、私現場を見てき

ましたけれども、幾つか置かれているんですね。あれは真夏の太陽で熱くなれば大変なんです

が、危険なんだけど、その辺の措置がなされているのか、なされるのかどうか、その辺のとこ

ろですね。それから、入り口付近のところに、あれは雨よけ用かどうかわかりませんけれど、

逆Ｌ字になった工作物がありまして、青ペンキで塗装はされているんですが、さびも見えます。

それは支えもこういうのがないので、崩れると危ないわけですね。子供がぶら下がって心配も

ありますので、もしそうなったら大変危険な状態になりますので、あわせて、そんなのも措置

もやってもらいたいと思うんですが、その辺いかがでしょうか。以上であります。 

福祉健康課長（天田君） 計画の関係、再質問についてお答えをさせていただきます。 

 まず、障害者総合支援法でございますけれども、２５年４月から新たに施行されたというこ

とで、今回障害の関係の中に難病等の関係が加わったものでございます。策定ですけれども、

障害者総合支援法に基づきまして、障害福祉サービスや相談支援、地域支援事業のサービス見

込み量や提供体制の確保、こんなことを計画の中で決めていくということでございます。 

 新たに加わったものといたしましては、障害者等の心身の状況、その置かれている状況を把
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握し、その計画の中に勘案するということが、この法の中で明記されております。まだ具体的

な方法というのは、まだ国のほうからお示しがされておりません。考えられるのはやはり個々

のアンケートではないかなと思うところでありますが、国のほうの指示がありましたら、この

あたりを反映させていきたいと考えておるところであります。 

 続きまして、策定委員さんの関係でございますけれども、こちらのほうも今、議員さんから

お話しがありましたとおり、障害福祉にかかわるいろいろなお立場の方をご委嘱をしてまいる

予定でございますので、現行と同じ、準じた形になろうかと考えております。 

 それと専門委員の方ですけれども、前回は大学の先生や実際に福祉サービスを提供している

方々、こういう方々を幅広くご委嘱をさせていただいたということでございます。ですので、

障害者のニーズや制度が変化する中で、ニーズの的確な反映をさせるためにも、専門の委員さ

ん、ご委嘱の方を考えているとことでございます。 

教育文化課長（柳澤君） １０５ページの１４０周年記念事業補助金の積算であります。先ほど

内訳を申しませんで、申しわけございませんでした。坂城小学校におきましては、内訳なんで

すけれども１４万円、村上小学校におきまして３０万円という積算になっています。この部分

につきましては、それぞれ取り組む事業が違うということで、坂城小につきましてはパンフ

レットなどの作成経費を計上したところでございます。そして、村上小学校につきましては、

規模も大きく、寄附を集めての記念事業というようなところで計画がなされておりますけれど

も、補助金的には校歌の保存用の箱、記念ファイルの作成、あるいは航空写真費用といった部

分の中で３０万円を積算をしたというような状況となっております。 

 それから、１０７ページのプールの部分であります。プールの縁の鉄板という部分でありま

す。給排水用のバルブが埋設されておりますので、そこに鉄板が敷かれているかと思います。

学校によりましても、どこもそうだと思うんですけれども、鉄板はあるんですけれども、人工

芝のようなタイルを敷いておるようなところもございますので、児童がやけどをしないように

対応ができるかというような、そのような工夫ができないか検討したいと思います。 

 それから、逆Ｌ字の工作物という部分であります。プール内の日陰をつくるためとか、ある

いは雨よけとなる状況でございまして、子供たちがサンダルを置くというようなところでも利

用がされているかと思われます。子供たちは工作物がある、そのような状況だというところは

理解はしているんですけれども、子供たちがぶら下がらないように学校で周知はされているこ

とと思います。一方、ご指摘を受けました部分につきましては、柱等につきましては調査をい

たしまして、現状を把握をしたいと思います。以上です。 

３番（吉川さん） ９５ページの款８土木費、項４住宅費、目１住宅管理費の中の１９０４１住

宅リフォーム補助金がございます。これは今年度から始まった事業でありますが、今年度の事

業実績と町内の業者への経済効果などをお聞かせください。 
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 それともう一つ、９７ページですが、款８土木費、項５都市計画費、目４公園管理費の中に

１５００１の整備工事がありますが、この内容。 

 それと１９０４３ばら祭り実行委員会補助金がございますが、これが今年度よりも５０万上

乗せになっておりますが、それについての根拠を教えていただきたいたいと思います。 

建設課長（青木君） まず、住宅リフォーム補助事業のほうからご説明申し上げます。住宅リ

フォーム補助事業につきましては、平成２５年度から補助対象費を２０万円以上の補助額を補

助対象費の２０％以内、限度額１０万円ということで、町内業者の工事を対象ということで実

施をしたものでございます。 

 ２５年度の実績でございますが、現在のところ、平成２５年度当初は３００万で予算計上い

たしましたけれども、途中で１００万補正で４００万補助金ということで実施しているところ

でございます。現在のところ申込件数が４０件ございまして、補助決定額につきましては

３８７万９千円でございます。これが補助金額でございますが、全体事業費といたしましては、

４０件の工事額が７，１５２万ほどになっているということで、経済効果のほうは大分大きい

ものがございます。 

 この事業を使いまして下水道接続ということが基本、３年を超えている方につきましては下

水道接続ということが基本になっておりますが、この下水道接続につきましても、この工事に

あわせまして３年過ぎた方については２件ほど下水道接続をしていただきました。 

 新たに、それとは別に火災報知器のほうにつきましても、火災報知器をつけてあるというこ

とが条件でございますので、この工事にあわせまして補助金の対象外ではございますけれども、

１５件の方につけていただいたということでございます。 

 続きまして、バラ公園施設整備につきましては、これはバラ公園内イベント広場にですね、

新たにちょっと１カ所出入り口を設けまして、ばら祭りの際にイベント業者の方が、出入りを

するに一般の方との出入りが一緒にならないようにということで、今度、出入り口を新しく設

ける部分でございます。それともう１点につきましては、バラ公園内の駐車場から堤防のとこ

ろへ上がってくる階段、そこのところがちょっと大変上がりにくいというご指摘がございまし

て、そこの階段のところを新たにちょっと整備をさせていただくという部分でございます。 

 あと、ばら祭り実行委員会、昨年につきまして５０万円増えている部分でございますが、今

年度新しくばら祭りに、昨年ばら祭りを実施する中で、いろいろと反省事項の中で、シャトル

バスを増やしていただきたいとか、駐車場をもう少し近くに欲しいとか、いろいろご意見をい

ただきました。その関係がございまして、バラ公園のシャトルバスの増便分、新たにそれに伴

う駐車場を１カ所、今までバラ公園の反対側の堤防の下に１カ所ありましたけれども、そこが

日曜日等はいっぱいになってしまうということがございます。また、その近くに１カ所、今ま

で建築資材屋さんの工場があった跡地になりますけれども、そこのところをお借りして、バラ
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公園の駐車場を新たにつくっていきたいと整備したいということで、若干、その整備分とそこ

にまたシャトルバスを設ける部分で、あとは公園内に若干施設の中のばら祭りに伴いまして、

整備をする部分が５０万円増えている部分でございます。以上でございます。 

３番（吉川さん） ただいま説明いただきました。それでリフォーム補助金なんですが、すごい

効果が出ているということを実感いたしました。それで、今も限度額もありますし、要するに

リフォームする場所が決まっているわけですね。その中で、そこにこれはできませんという限

定がありましたが、塀とか、フェンスとか、今回雪などいろいろな損害があったかと思うんで

すが、そういうものに対して枠を広げていただくという考えがないか、お聞きしたいと思いま

す。 

 それとあと、ばら祭りなんですが、私も薔薇人（バラード）に入っていまして感じますこと

は、今回、今年９回目になります。来年は１０回目ということで大変に皆さん期待されて見え

ると思うんですが、そんな意味でも、この予算とはちょっと関係ないんですけれども、もっと

何というんですかね、地域の方にも応援していただくような内容に、この実行委員会の中で

しっかりと検討していただけたらと思います。これは質問ではありません。 

建設課長（青木君） この住宅リフォーム事業につきましては、平成２５年度から３年間を一つ

の年度間ということで実施しているものでございます。その中につきましては、住宅本体にか

かわるものということで限定してございまして、外構ですとか、植木ですとか、そういうもの

につきましては、この補助金の中では現在対象外としているところでございますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

２番（塚田君） ページ、１１７ページの款１０教育費、項４社会教育費、目２公民館費ですが、

説明欄の一番下にあります分館施設整備補助事業１，６８０万円、これについて予算資料には

６分館というような工事の内容が書かれておりますけれども、この中で一番大きな事業として

町横尾の公民館の耐震化修繕事業だと思うんですが、これはどのような内容で行われるんで

しょうか。 

 それと次にページ、１２１ページ、款１０教育費、項４社会教育費、目４文化財保護費であ

りますが、この説明欄の真ん中辺に大木久保遺跡発掘調査事業７２９万４千円、これがありま

すが、この事業、試掘が行われた後の本掘だと思うんですが、これに対して中身は重機借用料

１９５万とか、測量委託１１０万とありますが、これはもう既に済んでいる。測量委託につい

てはもう試掘の段階で済んでいるんじゃないかと思うんですが、これはどのような測量をされ

るのか。そして重機借り上げ料、これも１９５万、非常に大きいんですが、これはもう相当

荒っぽく試掘されていて、荒っぽい調査になるのかどうか、そこら辺をお伺いします。 

教育文化課長（柳澤君） 分館施設整備補助事業でございます。この部分につきましては、一番

大きな部分、町横尾分館の耐震補強という部分であります。耐震診断が終わった後に補強を加
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える中で１，６３０万円というような状況の中で、現施設を地震に耐えられる建物に変えてい

くというような状況となっております。それから耐震の部分でございますけれども、耐震壁で

すとか、２階の床を、あるいは外壁の張りかえというような状況、それから基礎につきまして

コンクリート基礎に行うというような部分を想定をしております。 

 それから、文化財保護費の大木久保遺跡部分であります。この部分につきましては、試掘、

それから本年度調査も入ってはいるんですけれども、調査箇所が本年度入るところにつきまし

ては、グラウンドの北側というような状況の中で本調査に入っております。新年度につきまし

ては、グラウンドの南側につきまして同じく本調査を行っていく状況になります。そのような

状況の中で、重機がやはり掘り起こすのに必要になりますので、必要な経費をとっております。 

 それから、航空測量といった部分の委託料に関しましては、その都度その都度調査地点ごと

に航空測量が必要なりますので、２６年度につきましても予算計上をしまして調査を進めてい

くというような状況となっております。以上です。 

２番（塚田君） 分館施設のその整備でありますが、当初、この町横尾公民館は建てかえるとい

う予定で、南条保育園の跡地、ここに用意してあるはずなんですが、これは今公園になってい

ます。これ公園の取り扱いはどうなるんでしょうか。 

 それと、大木久保遺跡の問題、これについて２６年度から事業としまして音楽堂の建設が始

まるわけです。また基礎も始まるということの中で、これは事業がいつから始まって、いつま

でに終わらせるという予定でしょうか。 

教育文化課長（柳澤君） 分館施設整備事業で町横尾分館の建物につきましては、本年度、現建

物を改修するというような状況でご希望を承っております、２６年度改修ということで承って

おります。公園という部分につきましてはお話を聞いておりませんので、当面はそのままの状

況なのかなというふうに考えております。 

 それから、大木久保遺跡に関しましては、おおむね４月から４月、５月というような状況の

中で、発掘調査を進めて事業着手をするというような状況となっております。音楽堂に関しま

しては、県の補助事業を入れていく状況でありますので、早目に手を着けて、県の補助事業に

当たります屋根ですとか、そのような部分につきまして内装というようなところまで２６年度

で何とか仕上げたいというような考え方でおります。以上です。 

議長（柳澤君） ここで１０分間休憩いたします。 

（休憩 午後２時４０分～再開 午後２時５０分） 

議長（柳澤君） 再開いたします。 

５番（塩入君） ２９ページですけれども、款２総務費、項総務管理費、目６の企画費です。説

明の１９０４５ですが、太陽光発電システム設置補助金が３００万計上されています。昨年度

の実績はどうだったのか、また今年度も昨年と同じように要望が出されれば補正を組む予定が
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あるのかどうか。 

 次に、同じページですが、１９０２４町民優待事業負担金ですね、１４０万計上されていま

す。湯さん館がリニューアルされてから、利用する人も大変増えてきました。やはり町民の憩

いの場としてもっと利用してもらうために、今、この１４０万の負担金、助成があるんですが、

これをもっと倍ぐらいに増やせないかどうかというふうに考えているんですが、どうでしょう

か。また、湯さん館利用の利用者の内訳ですね、町内と町外は大体どのくらいの割合で今利用

されているのか。大ざっぱでいいんですけれども、わかったらお願いします。 

 次にいきます。７２ページ、款５項１目１労政費ですけれども、説明の１９０４５中小企業

人材確保推進事業費補助金が１３０万円計上されています。今本当に人材確保というのは緊急

の課題だと思うわけですが、事業内容と課題は何か、その点についてお願いしたいと思います。

また、予算的にももっと増やす方向で考えてもらえないかどうか。 

 次に、７６ページ、款６農林水産業費、項１農業費、目３農業振興費、説明の１９０５８中

山間地域直接支払事業に３８１万５千円計上されています、この事業内容についてどうなのか。

また、安倍内閣のほうで打ち出された日本型直接支払が創設されているわけですけれども、こ

れとは一体どういう違いがあるのか。 

 それから次ですけれども、７９ページ、款６農林水産業費、項１農業費、目３農業振興費、

説明の１３００２からずっと１６００１、１９０４１と、いわゆる有害鳥獣の関係した予算が

計上されています。今は各地区で本当に有害鳥獣で本当に困っている実態があるわけですけれ

ども、最初に１３００２の有害鳥獣駆除１１９万の内容についてお聞きします。それから

１６００１の侵入防止柵資材４２０万ありますが、どの地区へ使われるのか。また、今後希望

している地域というのはあるかどうか。それから１９０４１の有害鳥獣被害予防施設設置事業

補助金の内容について説明していただきたいたい。 

 最後にですが、９４ページ、先ほど吉川議員が質問された住宅リフォームの問題です。先ほ

ども答弁にもありましたけれども、僕の聞きたいのは、昨年も当初予算で３００万が計上され

ました。そして要望があったので、その後、たしか９月だったですか、９月補正で１００万計

上されたわけですね、だから合計４００万ということですが、先ほどの答弁では４０件あって

３８７万９千円と、実際に実績として。そういう答弁があったわけですが、ただあの時点で希

望者があっても打ち切られたという状況もあったかと思うんですね。だから、打ち切られてし

まった人は何人ぐらいいたのか、実際、あの時点で、それが一つ。 

 それから、今年度は本当に大雪の影響で被害がたくさん出ています。先日も商工会のチラシ

で、たしかチラシが出て呼びかけがありました。そういうことからしても、今年度は多分ずっ

と増えるんじゃないかと思うわけです。そこで、当初予算は３００万ですけれども、希望があ

れば補正予算を昨年以上に計上する予定があるのかどうか、その点について。以上です。 
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企画調整係長（竹内君） それでは２９ページの企画費、太陽光発電システムの設置補助金につ

いてお答え申し上げます。 

 まず、実績でございますけれども、２４年度につきましては８７件の交付決定をさせていた

だいております。それから２５年度、今年度につきましては、現在のところで７９件の申請を

いただいております。来年度２６年度の見込みでございますけれども、１件平均大体６万円が

平均となっておりますので、その５０件分ということで計上させていただきました。それ以上

の申請があった場合ということでございますけれども、こちらについては、これまでどおり補

正予算において対応させていただきたいというふうに考えております。 

 それから同じく２９ページ、温泉管理事業の町民優待事業負担金の関係でございます。こち

らにつきましては、リニューアルのときは２回、割引券の発行に対する補助ということでさせ

ていただきましたが、来年度につきましては１回ということで予定をしておるところでござい

ます。それから、利用者につきましては約７割が町外からの利用ということでございます。以

上です。 

産業振興課長（塚田君） まず７２ページ、中小企業人材確保推進事業費補助金についてでござ

います。こちらにつきましては、テクノハート坂城で行います合同企業説明会、また就職情報

サイトの関係の情報発信等を行っております。昨年度より５０万円ほどアップさせていただき

まして、新年度におきましては新たに各大学に出向いての合同企業説明会を開催する予定と

なっております。主に首都圏、中京圏、北陸を考えているところであります。また同じく新た

に定年準備セミナー、こちらのほうも開催をしていくということで、事業を増やしていくとい

うことでアップをさせていただきました。 

 なお、今週の１０日でございますけれども、合同企業説明会ｉｎ坂城町ということで開催を

行いました。企業説明会に参加した学生さんは全部で４３名でございました。その中で坂城町

出身の方が７名、東北信出身の方が３３名、中南信の方が２名、県外の方が１名というような

状況でございました。各町内１３社の企業説明会と２社の会社見学というものを行っておりま

す。 

 続いて、７６ページ、中山間地域直接支払事業についてでございます。こちらにつきまして

は、地形条件の厳しい地域で農地を保全する集落組織に対しての補助ということでございます。

町内では４地区で行っているというものでございます。協定期間が平成２２年から平成２６年

までの５年間ということで、耕作放棄地の発生防止活動や水路、農道等の管理を行っていただ

いているということでございます。 

 日本型直接支払との相違ということでございますが、今回の農政改革で打ち出しました日本

型直接支払については、ただいま説明いたしました中山間地域等直接支払制度、それと環境保

全型農業直接支援対策、これはもう既にある制度でございますが、これとあわせまして新たに



 

－205－  

多面的機能支払というものを含めたものが、日本型直接支払というふうになっております。 

 この多面的機能支払というのは、こちらのほうにつきましては、今ある田んぼと畑、これを

田んぼと畑のまま農地を維持していく。これもやはり農家の皆さんによる活動でございますが、

そういう農地維持という作業と、またもう一つ、水路補修または用排水路や農道の舗装など、

施設の長寿命化、これらを行う作業、これによりまして、この作業をやることによって補助金

が、補助金といいますか、支払いが行われるというものでございます。 

 こちらのほうにつきましては、今回一般質問でもありましたとおり、担い手に集積を行った

方々、要するに、もう高齢で農業ができないという方々でも、自分の土地、農地はやはり大事

ですので、その農地がちゃんと保全されるかどうか、そういう方に対しまして、そういう高齢

の方がその農地の例えば草刈りだとか、用水の整備、そういうものを行うことによって、それ

ぞれやった方に対して賃金といいますか、そういうものが支払われるというものでございます。

こちらにつきましても中山間地域と同じように町と協定を結んで行うという制度になっており

ます。 

 続きまして、７９ページ、有害鳥獣対策事業でございます。まず、１３００２の有害鳥獣駆

除につきましてですが、こちらは町猟友会への委託費ということになっております。委託内容

につきましては、駆除作業、箱わなの見回り、箱わなの設置及び撤去、また個体処理と解体、

またシカ、イノシシの、これは県のほうからご指示がございますので、そちらついて指定の頭

数の捕獲、こういうものを委託した金額となっております。 

 続いて、その次の侵入防止柵等資材費でございます。この資材費につきましては、上平地区

１．２ｋｍ、昨年に引き続き１．２ｋｍ分の資材費でございます。また、こちらのほうにつき

ましては村上地区の関係で、上平のほうで柵をやりますとどうしても動物がないほうへ、ない

ほうへと行きますので、村上地区についてもやはり設置の方向で検討していきたいというふう

に考えているところでございます。 

 続いて、有害獣被害予防施設設置事業補助金です。こちらのほうにつきましては電柵等の施

設の設置に関しまして３分の１を補助するという仕組みでございます。平成２５年、今日現在

ですけれども、申請が２６件ございました。実績として５５万円ほどの支払いをしております。

以上です。 

建設課長（青木君） 住宅リフォーム補助事業についてお答えいたします。 

 まず、打ち切った人がいるかということでございますが、この２５年度当初３００万で９月

に１００万補正した状況でございますが、３００万のときから１００万補正した時点では若干

待っていただいた方はいらっしゃいましたけれども、補正の時点でご連絡をとりまして対応し

ているところでございます。 

 その後、４００万につきましては、全部で２件ほどちょっと待っていただいた方いらしたん
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ですけれども、この１月に１件ちょっと取り下げ、急にできないということで取り下げの方が

ございまして、急遽、その待っていただいた方２件にもご連絡をとって、対象になるというこ

とでご連絡はとったんですけれども、ちょっと今年度については実施のほうはちょっと見送り

たいということでございます。一応、連絡、問い合わせいただいた方につきましては、担当の

ほうで全て控えておりまして、あきが出れば連絡して、対応しているようにしておりますので、

現在やりたいけれど待っていただいているというような方は現在ございません。 

 それとあと来年度補正をするかということでございますが、これはまた２６年度５月から申

し込みを開始してまいりたいと考えているところでございます。この申し込み状況を見てとい

うことになろうかと思いますが、現時点ではまだお申し込み始まる前ということで、補正どう

こうというのは現状を見てということで対応してまいりたいと考えております。 

５番（塩入君） さっきの質問の中で、湯さん館の問題でぜひ検討していただきたいと思うんで

すけれども、先ほどの説明の中で町内の人が３割、町外が７割と、利用者がね、そういう状況

であると。やはり坂城町の人に一番利用してほしいと、そういう願いでこれがつくられたと思

うんですよ。その趣旨からすれば、この逆であっていいんじゃないかというふうに思うんです

けれども、そういう意味で多くの町民に来ていただくためにも、いろいろな施策をとったほう

がいいんじゃないかと。 

 一つは、今言ったように補助金、昨年度は１０周年ということで２倍出したんですが、やは

りこれからもその点について、もっともっと昨年並みの補助金ですね、それを出していくこと

が町民にとって本当の憩いの場所になるんじゃないかというふうに考えますが、その点どうで

すか、それが一つ。 

 あとリフォームの問題、今説明されましたけれども、本当に今年度はこういう雪の被害でた

くさん希望者が出てくるんじゃないかなということが予想されるわけです。そういう町民要望

に応えて、できる限りの最大限の努力をしてもらいたいというふうに思いますが、どうでしょ

うか。 

企画調整係長（竹内君） 湯さん館の町民優待事業の関係でございますけれども、こちらにつき

ましては当然のことながら、町民の健康福祉の増進というようなことでございますので、その

観点からも、この割引券という事業で優待事業を行っているところでございます。 

 できれば多くということでございますけれど、こちらについてはその優待事業ということだ

けではなくて、当然運営のほうでいろいろなメニューをまた湯さん館のほうとも検討する中で、

いろいろな方策を考えていきたいというふうに考えております。優待券につきましては、来年

度１回ということで、これまでどおりといいますか、形の中で実施をしていきたいというふう

に考えております。 

建設課長（青木君） 住宅リフォーム補助事業、今年度は雪害対策で、来年、新年度は申し込み
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が多く予想されるというお話でございます。当然のことながら、５月に向けまして地元の業者

の方ですとか住民の皆様に向けては、有線ですとか広報等を通じて、このリフォーム補助事業

の宣伝につきましては随時やってまいります。５月の申し込み状況を見る中で、２６年度は

３０件申し込みが超えたのが大体７月に入ってからという状況で、９月の補正ということで対

応させていただきましたので、その申し込み状況を見る中で、随時また検討させていただくと

いうことでよろしくお願いしたいと思います。 

７番（西沢さん） ３点質問いたします。 

 最初に、２６ページ、総務管理費の一番下の０１０２０２職員研修事業ですが、この事業の

中に女性管理職を育てるための研修が含まれているかどうか。 

 それから、二つ目は７５ページの農業振興一般経費で、その次のページの１９０４８果樹共

済掛金補助金ですが、この内容をお願いします。 

 それから、３点目は９６ページ、目４公園管理費の中の事業名は０１０８５１公園管理一般

経費の中で、１３００４長寿命化計画策定委託ですが、これは国の事業を受けてのことですの

で、その内容について決められているかと思いますが、考え方として修繕を主にしていくのか、

それとも根本的につくりかえる部分も考えられるのかどうか、その辺をお答えいただきたいと

思います。 

総務課長（田中君） 女性職員の研修についてお答え申し上げます。２６ページから２７ページ

にかけまして、職員研修の中で女性職員の研修ということで６万円計上してございます。こち

らにつきましては、上田定住自立圏の研修会に参加するということで実施をしてまいりたいと

考えております。以上です。 

産業振興課長（塚田君） ７６ページ、１９０４８果樹共済掛金補助金でございます。こちらに

つきましては、ＮＯＳＡＩの果樹共済の掛金の４分の１について町で補助をするものでござい

ます。 

建設課長（青木君） 公園長寿命化計画について、ご説明申し上げます。この公園長寿命化計画

といいますのは、公園施設の計画的な維持管理の方針や長寿命化対策を進めるために、公園施

設の安全確保と機能の保全を図りつつ、維持管理の予算の縮減または平準化を図ることを目的

に、現在進めているものでございます。これにつきましては、今回策定をするものにつきまし

ても、国からの交付金また策定後に、それぞれ遊具ですとか、公園の施設を新たに修理または

グレードアップしていくものについても対象になるということでございます。 

 対象になるのは、町内で都市公園と位置づけられている公園でございまして、基本的には

２ｈａ以上の公園が対象になるものでございます。町ではびんぐし公園が現在対象になります

が、今後、さかき千曲川バラ公園につきましても、駐車場ですとか、水辺の公園とか今度考え

ています遊歩道の部分につきましても、都市公園の位置づけをしまして２ｈａというような位
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置付けをする中で、できればその事業の対象としてまいりたいということでございます。 

 それ以外の吉野公園ですとか、こんぴらミニパーク、ふれあいパーク、シンフォニックヤー

ドというような小さい公園につきましては、遊具の修繕等につきましては対象になりますので、

それは取り入れていきたいというふうに考えているところでございます。 

 その公園につきましては、今後２６年に長寿命化計画を作成いたしまして、２７年度からそ

れぞれのトイレですとか、びんぐし公園ですとステージですとか、いろいろテニスコートです

とか、そういうものについての改修をやっていくと。あとはバラ公園のほうも２ｈａ、これを

対象になりましたら公園内の通路ですとか、いろいろな施設、植木の植えかえは対象にはなら

ないんですけれども、それ以外の公園の施設の部分については、今後長寿命化計画の中で対象

にできるものはしていくという形の中で、年次計画を立ててまいりたいと考えているところで

ございます。 

７番（西沢さん） 先ほどの職員研修事業ですが、これは女性何名を予定されているでしょうか。 

 それから、次の果樹共済掛金補助金ですが、これは今、今回の雪害でハウスが大分壊れたと

いうことですが、そのハウスの共済掛金というのはどのような位置づけがされていたでしょう

か。 

 それと今の公園の問題ですが、これは計画が策定されて、びんぐし公園にしてもこういう事

業をやりたいとなると、国の補助金がつくわけですよね。それはどういう形でついてくるんで

しょうか。以上です。 

総務係長（大井君） 先ほど申し上げました職員研修の中で女性の研修会ですが、上田定住自立

圏のほうで割り当てがございまして、毎年２名の参加ということになっております。以上です。 

産業振興課長（塚田君） 果樹共済につきましては、町の補助ということがございます。やはり

農業共済の関係で災害の起きやすいもの、起きにくいものというものがございまして、施設園

芸共済につきましては、今までこの地域であれだけの雪が降るということは、まず想定されて

いないということで、当然ハウスのほうも耐久力といいますか、そういうものもそれだけ設定

されたものではないということで、施設園芸共済に入る方が大変少のうございました。大体、

今回の被害の中でも大体被害棟数の中の４分の１ぐらいの方が加入されていると。ほとんどの

方が対象になっていますけれども、そういうようなことでなかなか町からの補助というものは

ちょっと今まで考えてありませんでしたので、今後また検討する材料になるのかなというふう

に感じます。以上です。 

建設課長（青木君） 国からの補助事業でございますが、補助金の率は２分の１、これは今回策

定につきましても２分の１、今後計画をする中で改修していくにつきましても、同様の国から

の補助金を予定しているところでございます。 

９番（入日さん） ２点ほどお願いいたします。 
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 ページ、２９ページ、款２総務費、項１総務管理費、目６企画費の中の説明の下から、温泉

管理事業の中の１４０２１マイクロバス賃借料、これ新たな項目なんですが、町長の招集挨拶

で循環バスは今度リースにするとおっしゃいましたが、その振興公社のマイクロバス、あれは

あそこができたときに町で使っていたマイクロバスを払い下げたという経過があるんですが、

非常に古くて、その今耐用年数が過ぎたのかどうか、それでそのリースに新たにするというこ

となんだと思いますが、それについて必要なときだけ借りてくるのか、それとも今までのよう

に湯さん館のところに置いておいて常時使えるようにするのか、その点と。 

 ７６ページの款６農林水産業費、項１農業費、目３の農業振興費の中で、先ほど聞いたんで

すが、８人で今年はプラス３人で果樹と稲作と、それから花ですか、その３人ということはも

う予定、手を挙げている人がいるということでしょうか。以上です。 

企画調整係長（竹内君） ２９ページ、温泉管理事業のマイクロバスの賃借料の関係でございま

す。湯さん館のマイクロバスにつきましては、現在のマイクロバスが平成３年登録車というこ

とで、現在走行距離が１７万ｋｍということになっております。 

 今回のバスの調達につきましては、福祉バス、それから循環バスと同様にメンテナンスリー

スという形の中で調達をしたいというふうに考えております。基本的には湯さん館のほうにバ

スを置いておきまして、町の行事の際には、それをまた活用していきたいということで考えて

おります。以上でございます。 

産業振興課長（塚田君） 青年就農給付金の新たな見込みの３名の方でございますが、既に農業

改良普及センターの指導員さんと相談をする中で、２６年度に給付を受けたいということで今

事務を進めているところであります。以上です。 

９番（入日さん） マイクロバスは古いから今度リースにするということですが、基本的にはこ

れ第三セクター、振興公社は第三セクターなんですよね。だから、本来ならここの項目に入れ

るんではなくて、振興公社の中で対処すべきことだと思うんです。本当に大がかりな改修だと

かね、そういうものはもちろん町の町費を使ってもいいんですが、振興公社自体でやはりマイ

クロバスが必要で確保したいという、リースをしたいというなら、そういう方向に持っていく

べきだと思うんですが、あえてこの振興公社のマイクロバスを町の財政のほうから出すという、

その根拠というか、理由をお尋ねします。 

 それから、７６ページの農業就農給付金についてですが、３名既に内諾をしているというこ

とですが、今非常にこの間からずっと福島のことをやっていますが、放射能汚染されて農業が

続けられないと、どこかいいところがあれば来たいというような方もかなりいるわけでして、

そういう人を呼んでできないか。それで、今８名分ですが、これは手を挙げれば何名分でも県

のほうから制限なくというか、例えば１０人とか１５人ぐらい手を挙げればもらえるものなの

か、その辺はどうでしょうか。 
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企画調整係長（竹内君） マイクロバスにつきましては、町民の健康福祉の増進ということ、そ

れから、これまでもバスの利用につきましては年間２００回ほど運行しているところなんです

が、そのうちの４分の１は町の行事で使用しているということもございますので、今回、町で

用意をするということでございます。 

産業振興課長（塚田君） 青年就農給付金につきましては、やはり県全体での枠というものがご

ざいます。改良普及センターの指導員さんとお話しする中で、ここで坂城町で３名大丈夫では

ないかということで、今回予算を計上させていただきました。なお、３人のうち２名の方は町

外の出身の方です。 

 東日本の災害を受けた方ということでございます。今、先ほど言いましたように、町外の出

身の方２名ということですので、全然来ていただいて結構だと思うんですけれども、やはりあ

る程度基礎といいますか、土台となるもの、そういうものが必要になりますので、今予定され

ている３名のうちの１人は、やはり里親について農業を勉強している方もいらっしゃいます。

やはりある程度農業を経験されている方といいますか、勉強している方、そういう方が最終的

には就農給付金の対象になってくるというふうに思いますので、そういうようなこともありま

すので、そういう被災者の方々にとっても坂城町で農業ができる、そういうものが用意できれ

ばと思うんですが、そういうことをまた町としても検討させていただければというふうに思い

ます。以上です。 

１３番（大森君） １点、お尋ねいたします。ページ、１１８ページの図書館一般経費、この中

での臨時職員を計上されているわけですが、人数とこの勤務形態はどうなっているのか、お尋

ねいたします。 

教育文化課長（柳澤君） 図書館の臨時職員という部分でございます。この部分につきましては、

副館長とそれから司書、それから臨時職員の２名というふうな状況となっております。 

 勤務体系でございますけれども、副館長と司書につきましては常勤の職員と同じ勤務体系、

臨時職員につきましてはパートの勤務体系となっております。以上です。 

１３番（大森君） ちょっとこれ答弁漏れというか、人数です、臨時職員の。勤務形態はまだ述

べていない。 

教育文化課長（柳澤君） 人数でございますけれども、副館長１名と司書が１名、臨時職員が

２名、計４名という状況でございます。勤務体系につきましては、司書と副館長が常勤の職員

と同じ勤務体系、それから２人の臨時職員がパートの対応となっています。以上です。 

議長（柳澤君） これにて総括質疑を終結いたします。 

 お諮りします。 

 議案第９号「平成２６年度坂城町一般会計予算について」は、各常任委員会に審査を付託し

たいと思います。 
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 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（柳澤君） 異議なしと認めます。よって、本案については各常任委員会に審査を付託する

ことに決定いたしました。 

 歳入及び歳出の款１議会費、款２総務費のうち項１総務管理費中、目１１防犯対策費、目

１２交通安全対策費、目１３消費生活費及び項３戸籍住民基本台帳費を除く総務費、款３民生

費のうち項１社会福祉費中、目５人権同和推進費、目６隣保館運営費、款４衛生費のうち項

１保健衛生費中、目９上水道費、目１０合併処理浄化槽設置費、款５労働費、款６農林水産業

費、款７商工費、款８土木費、款９消防費のうち項１消防費中、目４水防費、款１２公債費、

款１４予備費の各事項を総務産業常任委員会に、歳出の款２総務費のうち項１総務管理費中、

目１１防犯対策費、目１２交通安全対策費、目１３消費生活費及び項３戸籍住民基本台帳費、

款３民生費のうち項１社会福祉費中、目５人権同和推進費、目６隣保館運営費を除く民生費、

款４衛生費のうち項１保健衛生費中、目９上水道費、目１０合併処理浄化槽設置費を除く衛生

費、款９消防費のうち項１消防費中、目４水防費を除く消防費、款１０教育費の各事項を社会

文教常任委員会にそれぞれ審査を付託いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１２「議案第１０号 平成２６年度坂城町有線放送電話特別会計予算について」 

議長（柳澤君） これより総括質疑に入ります。 

 質疑は歳入歳出一括して行います。 

（進行の声あり） 

議長（柳澤君） これにて総括質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案については、総務産業常任委員会に審査を付託いたしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（柳澤君） 異議なしと認め、本案については総務産業常任委員会に審査を付託することに

決定いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１３「議案第１１号 平成２６年度坂城町国民健康保険特別会計予算について」 

議長（柳澤君） これより総括質疑に入ります。 

 質疑は歳入歳出一括して行います。 

（進行の声あり） 

議長（柳澤君） これにて総括質疑を終結いたします。 
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 お諮りいたします。 

 本案については、社会文教常任委員会に審査を付託いたしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（柳澤君） 異議なしと認め、本案については社会文教常任委員会に審査を付託することに

決定いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１４「議案第１２号 平成２６年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計 

              予算について」 

議長（柳澤君） これより総括質疑に入ります。 

 質疑は歳入歳出一括して行います。 

（進行の声あり） 

議長（柳澤君） これにて総括質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案については、総務産業常任委員会に審査を付託いたしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（柳澤君） 異議なしと認め、本案については総務産業常任委員会に審査を付託することに

決定いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１５「議案第１３号 平成２６年度坂城町下水道事業特別会計予算について」 

議長（柳澤君） これより総括質疑に入ります。 

 質疑は歳入歳出一括して行います。 

（進行の声あり） 

議長（柳澤君） これにて総括質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案については、総務産業常任委員会に審査を付託いたしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（柳澤君） 異議なしと認め、本案については総務産業常任委員会に審査を付託することに

決定いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１６「議案第１４号 平成２６年度坂城町介護保険特別会計予算について」 
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議長（柳澤君） これより総括質疑に入ります。 

 質疑は歳入歳出一括して行います。 

（進行の声あり） 

議長（柳澤君） これにて総括質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案については、社会文教常任委員会に審査を付託いたしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（柳澤君） 異議なしと認め、本案については社会文教常任委員会に審査を付託することに

決定いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１７「議案第１５号 平成２６年度坂城町後期高齢者医療特別会計予算について」 

議長（柳澤君） これより総括質疑に入ります。 

 質疑は歳入歳出一括して行います。 

（進行の声あり） 

議長（柳澤君） これにて総括質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案については、社会文教常任委員会に審査を付託いたしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（柳澤君） 異議なしと認め、本案については社会文教常任委員会に審査を付託することに

決定いたしました。 

 ただいま各常任委員会に付託をいたしました日程第１１「議案第９号」から日程第１７「議

案第１５号」までの７件については、次回の会議において審査結果の報告をお願いいたします。 

 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 明日１３日から３月１９日までの７日間は委員会審査等のため休会にいたしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（柳澤君） 異議なしと認めます。 

 よって、明日１３日から３月１９日までの７日間は休会することに決定いたしました。 

 次回は３月２０日午前１０時から会議を開き、予算案の委員長報告、討論、採決等を行いま

す。 
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 本日は、これにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

（散会 午後３時３６分） 
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３月２０日本会議再開（第５日目） 

１．出席議員    １４名 

    １番議員  柳 澤   澄 君    ８番議員  山 﨑 正 志 君 

    ２ 〃   塚 田 正 平 君    ９ 〃   入 日 時 子 君 

    ３ 〃   吉 川 まゆみ 君   １０ 〃   中 嶋   登 君 

    ４ 〃   窪 田 英 子 君   １１ 〃   塚 田   忠 君 

    ５ 〃   塩 入 弘 文 君   １２ 〃   池 田   弘 君 

    ６ 〃   塩野入   猛 君   １３ 〃   大 森 茂 彦 君 

    ７ 〃   西 沢 悦 子 君   １４ 〃   宮 島 祐 夫 君 

２．欠席議員    なし 

３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者 

 町 長  山 村  弘 君  

 副 町 長  宮 下 和 久 君  

 教 育 長  宮 﨑 義 也 君  

 会 計 管 理 者  春 日 英 次 君  

 総 務 課 長  田 中 一 夫 君  

 企 画 政 策 課 長  荒 川 正 朋 君  

 まちづくり推進室長  中 村  淳 君  

 住 民 環 境 課 長  金 子  豊 君  

 福 祉 健 康 課 長  天 田 民 男 君  

 子 育 て 推 進 室 長  宮 嶋 敬 一 君  

 産 業 振 興 課 長  塚 田 陽 一 君  

 建 設 課 長  青 木 知 之 君  

 教 育 文 化 課 長  柳 澤  博 君  

 収 納 対 策 推 進 幹  宮 下 和 久 君  

 
総 務 課 長 補 佐 
総 務 係 長  大 井  裕 君  

 
総 務 課 長 補 佐 
財 政 係 長  臼 井 洋 一 君  

 
企画政策課長補佐 
企 画 調 整 係 長  竹 内 祐 一 君  

４．職務のため出席した者 

 議 会 事 務 局 長  山 崎 金 一 君  

 議 会 書 記  小宮山 和 美 君  

５．開    議   午前１０時００分 
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６．議事日程 

第 １ 陳情について 

第 ２ 議案第 ９号 平成２６年度坂城町一般会計予算について 

第 ３ 議案第１０号 平成２６年度坂城町有線放送電話特別会計予算について 

第 ４ 議案第１１号 平成２６年度坂城町国民健康保険特別会計予算について 

第 ５ 議案第１２号 平成２６年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

について 

第 ６ 議案第１３号 平成２６年度坂城町下水道事業特別会計予算について 

第 ７ 議案第１４号 平成２６年度坂城町介護保険特別会計予算について 

第 ８ 議案第１５号 平成２６年度坂城町後期高齢者医療特別会計予算について 

追加第 １ 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

追加第 ２ 議案第１６号 平成２５年度坂城町一般会計補正予算（第８号）について 

追加第 ３ 議案第１７号 平成２５年度坂城町有線放送電話特別会計補正予算（第２号）

について 

追加第 ４ 議案第１８号 平成２５年度坂城町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

について 

追加第 ５ 議案第１９号 平成２５年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計

補正予算（第２号）について 

追加第 ６ 議案第２０号 平成２５年度坂城町下水道事業特別会計補正予算（第４号）に

ついて 

追加第 ７ 議案第２１号 平成２５年度坂城町介護保険特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

追加第 ８ 発委第 ２号 ＴＰＰ（環太平洋連携協定）交渉に関する意見書について 

追加第 ９ 発委第 ３号 労働者保護ルールの改悪に反対する意見書について 

追加第１０ 発委第 ４号 集団的自衛権に関する憲法解釈を変更しないことを求める意見

書について 

追加第１１ 閉会中の委員会継続審査申し出について 

７．本日の会議に付した事件 

  前記議事日程のとおり 

８．議事の経過 

議長（柳澤君） おはようございます。ただいまの出席議員は１４名であります。定足数に達し

ておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１「陳情について」 

議長（柳澤君） 総務産業常任委員会に審査を付託いたしました陳情について、委員長から審査

結果の報告がなされております。 

 お手元に配付のとおりであります。 

「陳情第１号 「ＴＰＰ（環太平洋連携協定）交渉に関する意見書」の提出について」 

「質疑、討論なく（委員長報告賛成、挙手全員により）採択」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

「陳情第２号 労働者保護ルールの後退を招く改定の見直しを求める意見書の採択について」 

「質疑、討論なく（委員長報告賛成、挙手多数により）採択」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

「陳情第３号 集団的自衛権に関する憲法解釈の変更に反対することについて」 

「質疑、討論なく（委員長報告賛成、挙手多数により）採択」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（柳澤君） 次に、日程第２「議案第９号」以下、日程第８「議案第１５号」までは、いず

れも去る３月１２日の会議において各常任委員会に審査を付託した案件であります。審査結果

の報告が各委員長からなされております。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２「議案第９号 平成２６年度坂城町一般会計予算について」 

議長（柳澤君） 最初に、総務産業常任委員長の審査報告を求めます。 

総務産業常任委員長（塩野入君） 総務産業委員会の審査報告を申し上げます。 

 去る３月１２日の本会議において、総務産業常任委員会に審査を付託されました議案第９号

「平成２６年度坂城町一般会計予算」のうち、歳入及び歳出の款１議会費、款２総務費のうち、

項１総務管理費中、目１１防犯対策費、目１２交通安全対策費、目１３消費生活費及び項３戸

籍住民基本台帳費を除く総務費、款３民生費のうち項１社会福祉費中、目５人権同和推進費、

目６隣保館運営費、款４衛生費のうち項１保健衛生費中、目９上水道費、目１０合併処理浄化

槽設置費、款５労働費、款６農林水産業費、款７商工費、款８土木費、款９消防費のうち項

１消防費中、目４水防費、款１２公債費、款１４予備費の各事項について、３月１３、１４日

の２日間にわたり、委員全員の出席のもと委員会を開き、審査に当たっては、町長、副町長の

出席を得て、説明員として総務課長、会計管理者、企画政策課長、産業振興課長、建設課長、

収納対策推進幹、まちづくり推進室長、隣保館長、議会事務局長及び各担当係長の出席を求め

て、慎重かつ詳細に審査を実施いたしました。 

 以下、委員会において審議された概要をご報告申し上げます。 
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 ＜歳入＞ 

○ 個人住民税４．１％、法人税５．３％、固定資産税４．４％増加しているが、算出の具体的

な内容は。 

△ 個人住民税は、今年度より均等割額が５００円引き上げや、給与所得者の源泉所得が昨年よ

り５％の増などから２，６００万円の増額を計上した。法人については、企業経営状況調査の

結果及び県全体の法人住民税の試算の提供などにより１千万円の増額を計上した。固定資産税

については、土地は下方修正による減額分に土地移動に伴う増額分を見込み、全体で１．５％、

５００万円の減額となる。家屋については新築が増え、３．６％、１，６００万円の増額、償

却資産については、県内設備投資動向調査などを踏まえ９．３％、４，３００万円の増額を見

込んでいる。 

○ 町税過年度分の収納状況は。 

△ 平成２６年２月末現在で、個人住民税が６６６万２，９５０円、法人税が１５万７千円、固

定資産税が１，３７５万４，３８２円、軽自動車税が２７万９千円である。 

○ 法人町民税の均等割と法人税割の内訳は。 

△ 均等割が４千万円、法人税割を１億６千万円と見込んでいる。 

○ 軽自動車税の新税率はいつから適用か、また自動車取得税交付金の影響は。 

△ 軽自動車税については、平成２６年税制改正により２７年４月取得分より新税率の適用とな

る。課税年度については２８年度となる。自動車取得税については、消費税率の引き上げに合

わせ段階的に廃止される方向が示されており、新年度については税率が引き下げられるため、

減額となる見込みである。 

○ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金の交付率とシステム改修の内容は。 

△ 住民基本台帳システムと国民年金システム等について１００％補助、税システムや国民健康

保険、介護保険システム等は３分の２の補助となっている。内容については新たに番号が振ら

れるマイナンバーと、それぞれのシステムにおける番号の関連づけを行う修正が主である。 

○ 臨時財政対策債は継続されるのか。また、起債残高の総額はどれくらいか。 

△ 国の地方財政対策の中で、平成２８年度までの延長が示された。起債総額は２５年度末で

６８億４，５００万円ほどを見込んでいる。 

○ 消費税率の引き上げに伴う町の使用料等の改定はあるか。 

△ 基本的には据え置きの方向である。 

 ＜歳出＞ 

 （総務課） 

○ 特別職等報酬審議会は、いつ開催するのか。その他の特別職が前年より７１名増えている原

因は。 
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△ 報酬見直しが必要な際に開催するが、未定である。増員は、新年度設置される子ども・子育

て会議委員や統計調査に係る調査員などである。 

○ 臨時職員社会保険料の人数と内訳は。 

△ 平成２６年度は３３名の臨時職員の保険料を見込んでいる。内訳は臨時保育士１２名、児童

館の厚生員等が６名、各課等に勤務している臨時職員７名などである。 

○ 町は顧問弁護士と契約しているが、訴訟などの事案はあるか。 

△ 平成２５年度については、訴訟が１件と各課担当者がその都度相談しており、３件の事案が

あった。 

○ 人づくり基金の基金残高は。職員研修の内容は。海外研修の予定はあるか。またメンタルヘ

ルスへの対応は。 

△ 平成２４年度末の基金残高は３２１万５，７７０円である。内容は、町が実施の接遇研修、

県研修センター、長野広域連合、定住自立圏による研修会などに参加する予定である。また海

外研修は現段階においてはない。町村会で行っているメンタルヘルス事業を職員へ周知してい

く。 

○ ペレットボイラー導入による燃料費の経費的な効果は。 

△ 本年２月より稼働し、２月の燃料費はペレット代が約３６万円と灯油代が５万５千円で、

４１万５千円ほどである。昨年２月の灯油暖房の燃料費は約７０万円であった。昨年と比較で

は約３０万円減少しており、今後燃料費の縮減が見込まれる。 

○ 現在の起債の件数とその傾向は。 

△ 平成２４年度末で１５６件、２５年度は１４８件と減少しており、２６年度末についても減

少の見込みである。 

○ 地方税滞納整理機構負担金で移管による実績は。また、移管件数の法人、個人の割合と実績

は。 

△ 平成２５年度の移管件数は１０件で、個人は８件、法人は２件である。移管後の実績は法人

１件が７２万円徴収、個人８件のうち完納は１件、完納に向けた分納納付誓約２件である。 

○ 税償還金・還付加算金８００万円の内容は。 

△ 住民税による過年度分の修正申告による還付金と法人住民税の予定納税分における還付金を

計上した。 

 （会計室） 

○ 八十二銀行の役場派出の契約期間は。 

△ 昭和５７年６月に締結し、契約期間は５年で、双方の意思表示がないときは、５年間ごとに

延長する。 

○ 印刷費の内容は。封筒に広告を入れられないか。 
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△ 庁舎内で使用する封筒や決算書の印刷費である。県内でも幾つかの市町で封筒に広告を掲載

しているところがあり、今後研究していきたい。 

○ コンビニの利用状況と、コンビニの利用割合は。 

△ ２月末現在で、普通徴収の住民税が２，０４９件、固定資産税が２，５７３件、軽自動車税

が１，７９２件、国民健康保険税が１，２０３件、下水道使用料が７７１件である。利用割合

は、セブンイレブン６４．９％、ローソン１５．４％、ファミリーマート１３．２％、セーブ

オン３．７％が主である。 

 （企画政策課） 

○ 鼠区環境整備補助金の内訳は。 

△ 小網地区にある鼠共有地の一部が六ヶ郷用水改修事業により管理道路用として買収されるこ

ととなった。共有地の扱いについては、従前に町と鼠区で覚書を交わしてあり、用地買収費の

２分の１を地元鼠区へ交付するものである。 

○ 普通財産の利活用と処分について、増減と契約更新の時期は。 

△ 長年普通財産の貸借となっており、過去に払い下げをお願いした経過もあるが、売却処分に

は至っておらず、今年度の売り払いもない見込みである。賃料は年払いとし、固定資産評価が

えに合わせ３年ごとに見直ししている。 

○ 大雪のとき、湯さん館が１７時で閉館した。閉館の案内が十分でなく苦情が寄せられている。 

△ 除雪が十分でなく、車のすれ違いができない状況だったため夜間は危険と判断し、１７時に

閉館とした。有線放送及び県道入り口部へ掲示をしたが、十分な対応がとれなかったと反省し

ている。今後の検討課題としたい。 

○ 湯さん館マイクロバス導入の経過及び使用状況は。４分の１ほどが町使用だが、町で買わな

ければいけないものなのか。振興公社という法人に対して町が貸すことがよいことなのか。今

まで車検や燃料代はどのようになっていたか。 

△ 町教育委員会で使用していたものを湯さん館の開業に合わせて貸し出した。使用状況は平成

２３年度が２１７回、２４年度が２００回、２５年度が２１１回である。湯さん館は町民の福

祉向上、健康増進、交流、観光といった公設民営の施設であり、今後のバス更新に際しても同

様に考え、町においてリース調達とした。なお、車検、保険、点検、燃料代等の経費は振興公

社で負担した。 

○ 国際交流協会の活動内容は。 

△ 町民まつり、坂城どんどんへは国際交流連で４０名余が参加した。１０月にオーストラリア

へ海外視察を行った。２月にはミャンマーからのホームステイの受け入れや、海外研修の報告

会及び交流会を行った。 

○ 東京坂城会の会員数、活動内容等は。 
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△ 登録会員数は３３０名余で、会報の発行や親睦活動が主となっている。会員は長野県人会等

にも所属しており、坂城町のＰＲをしている。町での取り組みは積極的にお知らせしている。 

○ １６９系利活用の事業費は。施設整備など経費に見合う事業となり得るのか。また、イベン

ト開催時の駅前商店街との連携について考慮すべきと考えるが。 

△ ソフト的には展示、ボランティア作業等の需用費、イルミネーション飾りつけの原材料費の

予算計上となっている。行政だけでなく、商工会、関連組織、事業者のお力添えをいただきな

がら当面は関連する事業との連携により駅及び周辺のにぎわい創出を目指していきたい。 

○ スマートタウン構想の進捗状況は。また、目指す姿はどんな形か。 

△ 工業団地での電力需要の最適化の研究に資するもので、最終的には町全体のエネルギーの効

率的利用の波及を目指すものである。工業団地における一定の成果は、平成２８年度を目標と

している。 

○ スマートタウン構想は、町民イメージができていない。１０年後のイメージを示したらどう

か。 

△ 今年度、スマートタウン構想啓発用ＤＶＤを作成した。広く皆さんに聴取してのＰＲや出前

講座も計画している。来年度は、意識啓発の動機づけとして町のイベントとタイアップした

クールシェアイベント等も計画している。 

○ ＷｉｎｄｏｗｓＸＰの保守期限が切れると騒がれているが、庁舎内のパソコンの対応状況は。 

△ 平成２５年度でインターネット接続の端末は全て更新済みである。 

○ 男女共同みんなの会の会員数と最大時は何人だったか。男性会員が少ないが、会員の勧誘は

どう行っているか。 

△ 今年度の会員数は１９６名。最大時は平成１５年度の２１８名となっている。男性女性を問

わず勧誘を行っている。 

○ 部落解放同盟坂城町協議会の会員数と活動内容は。 

△ 会員数は４５名。県等の研修会や集会等への参加に加え、今年度から新たに人権ネットワー

ク協議会さかきを立ち上げ、人権意識の啓発活動に取り組んでいる。 

○ 今度の巨峰ワイン製造をどのように進めるのか。原材料の確保をどうしていくのか。 

△ 販売実績も好調であり、振興公社としても定番商品として位置づけていく考えである。次年

度の増産などの検討も考えている。引き続き原材料を提供していただいた生産者のほか、加工

用ブドウを生産しているグループにも働きかけ、原材料確保に努めたい。 

 （産業振興課） 

○ 勤労者生活資金貸付預託金の内容は。また、その実績は。 

△ 教育資金や車の購入資金などについて、町と労働金庫が提携し低利な利率で貸し付けている

ものである。現在、借り入れ実績１件で残高は６３万円余りである。 
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○ 青年就農給付金はいつから開始されたのか。受給者の条件は。 

△ 平成２４年度から開始された。独立就農時の年齢が４５歳未満かつ新規就農してから５年未

満の者が対象となり、５年経過時に２５０万円以上の所得が目標である。 

○ 坂城ブランド推進事業の特産品コンテストとは。 

△ 坂城町農産物を利用した商品や、ねずこん関連商品も増えていることから、地域のブランド

商品として、これから町内外に広くＰＲしていくことを目的としている。 

○ ワインブドウ産地化補助金の５０万円の予算でどの程度の面積が可能なのか。高齢化に伴う

荒廃農地の発生を防ぐことを目的に、ワインブドウの産地化を目指すということであるが、今

後の見込みは。 

△ １０ａ当たり２００本が目安であるので、３０から４０ａを見込んでいる。現在は、営農が

困難になった高齢農家の農地を経営できる農家にお願いしているが、やがて行き詰まることが

予測されることから、生食用から比較的手間のかからないワイン用ブドウに切りかえる農家も

増えてくることが見込まれる。 

○ ３年前と比較して、荒廃農地の面積の推移は。農業委員会として荒廃農地解消を図るため、

どんなことをしているのか。また山林化した農地の復旧は行っているか。 

△ 荒廃農地は平成２３年に１６１ｈａ、２４年に１６７ｈａ、２５年は１７２ｈａであり、増

加している。しかし農業委員会の活動により２５年には１０ｈａの解消もされている。山手の

山林化した農地の復旧は困難であり今後の課題である。 

○ イノシシ、鹿など今年度の有害獣の捕獲実績は。猟友会の会員数の増減は。減っているので

あれば、それに対する施策は。 

△ 今年度の捕獲実績は、イノシシ２５頭、ハクビシン２１頭、タヌキ１１頭である。鹿につい

ては、狩猟期間中で７頭の捕獲実績となっている。今年度の狩猟期に登録した人数は３４名で、

昨年度より２名減少している。狩猟者免許取得補助により新規会員の獲得に努めていく。なお、

今年度は新規取得者が１名あった。 

○ 雪害対策調査の進捗状況。既に取り壊してしまったハウスについては、どのように調査する

のか、調査漏れしてしまったハウスについての対応は。 

△ 町内における状況確認を行い、パイプハウス１６０棟の被害が確認された。調査の方法は、

倒壊したハウスの見取り図等と写真で行っているため、調査後に取り崩したとしても申請に必

要な書類は確認できる。補助をする際には、町の被災証明が必要となる。万が一調査漏れをし

てしまったハウスについては、地元農業委員や農協等の連携を図って確認する。 

○ 農地活性化奨励金の事業内容は。 

△ 農用地の有効活用と農地の担い手の育成、遊休荒廃地の解消を図ることを目的に、農業委員

会を通じて農地の利用権設定に対して面積及び貸借期間に応じて担い手農家に奨励金を交付す
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るものである。 

○ 松くい虫防除対策事業の詳細は。 

△ 伐倒駆除、特別防除、樹幹注入や枯損木の処理、アカマツ苗木の植樹など、総合的な防除対

策を継続していく。無人ヘリは約４ｈａ散布する。有人ヘリによる空中散布は２５ｈａを散布

し、リスクコミュニケーションの強化を図りながら実施していく。 

○ 観光案内サイン整備とは。 

△ 国道１８号線の田町交差点にある三角柱の看板が老朽化していることから、整備して案内板

として活用を図ることを計画している。 

○ 町工業パンフレット作成委託の内容は。 

△ 来年度計画されている、さかきものづくり展や各種展示館におけるＰＲ用に作成する。 

 （建設課） 

○ 小網地区の上水道工事負担金は、今年度で終わりか。 

△ 小網地区の上水道の負担金は平成２４年度から２６年度までの３カ年で実施しており、最終

年度となる。 

○ 道路維持費の測量設計委託の内容は。 

△ 平成２５年２月に国から道路ストック総点検の点検要領が示され、各自治体で取り組みが進

められている。当町では道路舗装について２６年度で点検を予定している。 

○ 道路改良工事Ａ０１号線の平成２５年度の事業内容は。 

△ ２５年度は南条小学校東側の金井工区については、建物移転補償に伴う用地補償を１件実施

した。建物取り壊しは２６年度になるため繰り越しを予定している。 

○ 橋梁修繕事業費の内容と財源内訳は。 

△ 橋梁詳細調査設計委託は、産経大橋と金井橋を予定している。また、修繕工事は昭和橋の国

道から１３０ｍほど入った場所までのアーチ３連分を予定している。橋梁は、社会資本整備総

合交付金の対象となり５５％の補助率、残りの９０％は起債の対象となる。 

○ 耐震診断士派遣の内容は。 

△ 住宅の簡易・精密耐震診断で個人住宅が５件、避難施設が苅屋原公民館と小網公民館の２件

を予定している。 

○ 薔薇人の会の設立時と現在の会員数は。新たな会員を増やす施策を講じているか。薔薇人の

会だけに任せておいてよいか。 

△ 設立当初は１００名ほどいたが、現在は７５名である。ばら祭りに来園した人を勧誘してい

る。今後も入会いただけるような方策を検討する。薔薇人の会には、技術的な面を中心にお願

いしたいと考えている。 

○ 長寿命化計画策定委託費は具体的にどのような内容の策定か。 
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△ 平成２５年から新たにつくられ、２６年からの５カ年に限られた事業であり、都市公園の長

寿命化を図るため、計画を策定し工事を実施していくためのものである。健全度を把握し、補

修により延命できるもの、改築すべきところ等、老朽化に対応しライフサイクルコストを抑え

るために行う。この計画により２７年度から計画的に改修工事を行っていく。 

○ １６９系の改修工事の内容はどうか。照明、空調の内容は。 

△ 電源を車両に引き込み空調、照明を整備することにより、車両の利活用を図る。また手すり

つきの階段を設置し、利用者の動線設定し、安全を確保する。照明は室内用であり、空調はエ

アコンを設置する。いずれも駅舎寄りの１両目に設置する。 

○ 駅エレベーターの進捗状況はどうか。エレベーター設置工事に２月の雪の影響はあったか。 

△ 現在駅舎側、ホーム側ともエレベーターボックスの鉄骨が組み立てられており、今後外壁や

附帯工事が進められる。５月末の竣工を目指して工事が進められている状況である。多少の雪

の影響はあったが、工事は順調に進んでいる。 

○ 高速道路をまたぐ橋について、今後の対応予定は。 

△ 中日本・東日本高速道路株式会社と国、県、市町村で維持管理に関する連絡協議会が設立さ

れ、今後の管理について協議していくことになった。 

 （議会事務局） 

○ 会議録検索システムを導入できないか。 

△ 予算措置が必要であるので、今後検討したい。 

○ 平成２５年の会議傍聴者数は。今後、傍聴者数を増やすための方策は。 

△ 本会議の傍聴者数は１９名である。有線放送でお知らせするとともに、議会報で傍聴案内を

載せている。今後も機会を捉えたくさんの方に傍聴いただけるように周知したい。 

 以上で質疑を終結し、討論を省略、挙手による採決の結果、議案第９号「平成２６年度坂城

町一般会計予算」のうち、総務産業常任委員会に審査を付託されました各事業について、全員

の賛成をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 以上で総務産業常任委員会の審査報告といたします。 

議長（柳澤君） 委員長報告が終わりました。 

 委員長報告に対する質疑に入ります。 

（なしの声あり） 

議長（柳澤君） これにて総務産業常任委員長報告に対する質疑を終結いたします。 

 次に、社会文教常任委員長の審査報告を求めます。 

社会文教常任委員長（西沢さん） 社会文教常任委員会の審査報告を申し上げます。 

 去る３月１２日の本会議において、社会文教常任委員会に審査を付託されました議案第９号

「平成２６年度坂城町一般会計予算」のうち歳出の款２総務費のうち項１総務管理費中、目
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１１防犯対策費、目１２交通安全対策費、目１３消費生活費、項３戸籍住民基本台帳費、款

３民生費のうち項１社会福祉費中、目５人権同和推進費、目６隣保館運営費を除く民生費、款

４衛生費のうち項１保健衛生費中、目９上水道費、目１０合併処理浄化槽設置費を除く衛生費、

款９消防費のうち項１消防費中、目４水防費を除く消防費、款１０教育費の各事項について、

３月１３、１４日の２日間にわたり、委員全員出席のもと委員会を開き、審査に当たっては、

町長、副町長及び教育長の出席を得て、説明員として住民環境課長、福祉健康課長、教育文化

課長、子育て推進室長、公民館長、図書館長、文化財センター所長、食育・学校給食センター

所長、保健センター所長、各保育園長、子育て支援センター所長、ふれあいセンター所長及び

各担当係長の出席を求めて、慎重かつ詳細に審査を実施いたしました。 

 以下、委員会において審査された概要についてご報告申し上げます。 

 （住民環境課） 

○ 防犯灯の電気料の増額とＬＥＤ化についてどのように考えているか。また、ＬＥＤはどのタ

イプを使っているか。 

△ 電気料の増額は消費税の引き上げによるものである。ＬＥＤ化については予算の範囲の中で

計画的に進め、蛍光灯タイプのものを使っていく。 

○ 交通安全対策一般経費の電算委託の内容は。 

△ 東信交通災害共済の申込書を（株）電算に委託したものである。 

○ 児童交通安全用のヘルメットについて、１個の値段と保護者負担の額は。また着用は何年生

までか。 

△ １個１，８００円で保護者には３００円の負担をお願いし、残りは交通安全協会と町で負担

している。小学校３年生まで着用している。 

○ 消費生活展はマンネリ化している。新たな取り組みは。 

△ 消費者の会の協力を得ながら検討していく。 

○ 地方公共団体情報システム機構とは。 

△ 住民基本台帳法に基づく指定情報処理機関として住民基本台帳ネットワークを運営している。

当機関へは住民基本台帳カードの発行業務を委託している。 

○ 空き家、荒廃地に対し苦情はあったか。またその対策は。 

△ ２５年度は現在までに２３件の苦情があった。所有者に適正な管理をするよう指導している。 

○ 河川の水質検査は何カ所か。また、空中散布の影響について検査の必要があるのではないか。 

△ 検査は、河川で１５カ所において１４項目の検査を年４回、地下水については町内５０カ所

を行っている。空中散布の影響について必要であれば県とも協議し検討したい。 

○ 犬の登録システム改修の中身は。 

△ ＷｉｎｄｏｗｓＸＰのサポートが終了し、Ｗｉｎｄｏｗｓ７に移行するためのものである。 
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○ 狂犬病予防注射を受けていない頭数とその対策は。また、飼い主に対して法的措置はどう

なっているか。 

△ ４５頭で昨年２回の督促状を出し応じない飼い主には電話で督促している。狂犬病予防法は

罰則も設けられているが、特に法的措置はとっていない。ただし、長期間受けていない場合は、

保健所と相談し対応していく。 

○ 環境衛生委員の役割と構成は。 

△ ごみの減量化、資源化の普及啓発と推進等の役割をお願いしている。年１回の環境衛生委員

会を開催し、ごみ減量化について意見をいただいている。議会、区長会、各種団体と区から

１名ずつ推薦をいただき３２名で構成している。 

○ 燃えるごみの中で紙類が増えている。対応は。 

△ 新年度の早い時期に紙容器包装と雑紙の統合収集を実施する。 

○ 収集所整備補助金の内容は。新設はないか。 

△ ３カ所、４５万円を予定している。今のところ新設は考えていない。可燃物収集所、不燃物

収集所の補助は３分の２の補助で１５万円が上限である。資源物収集所は全額町で負担してい

る。 

○ 防火水槽修理の７０万円と消火栓工事負担金３００万円の内容は。 

△ 水利が自然水でふたがかけられない防火水槽１３カ所の金網についての修繕と、消火栓工事

は小網区の新設１基である。そのほか、下水道工事に合わせた消火栓の取りかえを予定してい

る。 

○ 消防施設費の食料費７０万円は。 

△ 備蓄用の食料費である。 

○ 電波使用料の内容と消防団連絡システムのＪ－ＡＬＥＲＴ整備に伴う新システムへの移行は。 

△ 電波使用料は無移動系無線の基地局の使用料である。新たなシステムへの移行は今後検討を

していく。 

 （福祉健康課） 

○ ヤングヒューマンネットワーク事業の内容と補助金増額の理由は。 

△ 結婚相談を年５回開催、千曲市社協と合同で年３回の婚活パーティーを実施してきたが、新

年度は町単独でも婚活事業を実施するため増額した。 

○ 福祉バスのリース料とは。またその使途は。 

△ 社協に委託していた町所有の福祉バス更新に伴う新規車両のリース料である。使途について

は、町、教育委員会、社協、町内福祉団体の行事などに使っている。 

○ シルバー人材センターの会員数と今後の仕事の課題は。 

△ 本年１月末、全体で８７９名、うち坂城町会員は１６１名である。草刈り、清掃、庭木の手
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入れなどの軽作業が中心だが、新年度、国の補助金を得て買い物支援サービスを計画している。 

○ 障害者福祉サービス事業立ち上げ補助金の内容は。 

△ 町内で法定の障害福祉サービスの提供を目指すＮＰＯ法人に対する補助である。 

○ 重度障害者本人やその家族が悩みや不安を相談できるよう、保健師の訪問活動の体制はでき

ないか。 

△ 保健師の増員も予定する中で、来年度訪問活動を重視したい。 

○ じん臓機能障害者通院費とは。 

△ 人工透析の通院者に対して交通機関利用で算定した額の２分の１の補助をするものである。 

○ 障害福祉計画策定事業について、策定委員のメンバーに障害者本人は含まれるか。 

△ 要綱に基づき、身体、知的、精神、それぞれの障害者団体からも委嘱している。 

○ 地域包括支援センター本庁移転によるメリット、デメリットは。 

△ ワンストップサービスを心がけ、認定の申請と同時に介護相談もできるようになり、素早い

対応が可能になった。ふれあいセンターとの距離的な問題で書類の授受に課題はあるが、町民

に支障がないよう心がけている。 

○ 高齢者対策費の入所措置費の対象者は。 

△ はにしな寮８名、尚和寮１名の合計９名である。 

○ 子ども・子育て会議委員とは。 

△ 次世代育成支援行動計画が平成２６年度で終了することに伴い、平成２７年度から子育て支

援法により、子ども・子育て支援事業計画を策定するに当たり、子ども・子育て会議を立ち上

げるもので、教育、保育、学識経験者、子育て当事者など、１６人程度を予定している。 

○ 保育園給食のアレルギー対応は。 

△ アレルギー対応園児は南条保育園５人、坂城保育園６人、村上保育園５人で、状況について

栄養士の聞き取り、食品除去に係る医師の診断書、指示書により確認し、保護者と共有する中

で除去食としている。 

○ 広域入所負担金の内容は。 

△ 両親の勤務先などの理由により他市町村の保育園に委託するための経費である。上田市に

７名、千曲市に３名、佐久市に１名を予定している。 

○ 障害児加配保育士は通年での対応が望まれるが、考えは。 

△ 園長、副園長が中心になり、障害児加配保育に係る支援基準づくりを進めている。２６年度

は準備期間と考え、なるべく早く実行したい。 

○ 加配保育の状況は。 

△ 南条保育園は加配対象児１７名に対し６名の加配保育士で、坂城保育園は加配対象児１名に

対し１名の加配保育士、村上保育園は加配対象児１０名に対し３名の加配保育士で対応する予
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定である。 

○ 子育てセンター費の臨床心理士報酬の増額の理由は。 

△ ２５年度はすくすく相談事業を保健センターで予算計上したが、２６年度からは子育て支援

センターに集約したためである。また、６歳児の支援強化を図るため、すくすくランド事業を

計画している。 

○ 保健師が１名増員されるが、メリットは何か。 

△ ４地区にそれぞれ担当ができ、より密に地域にかかわれることにより、個別への支援を充実

できると考えている。 

○ 保健補導員の役割は。 

△ 地域とのパイプ的役割を担ってもらっている。今後は自主的に健康について考えてもらうよ

うな保健補導員対象の学習会も検討している。 

○ 乳幼児健診の保健師賃金の内訳は。 

△ 個別の支援を充実させるために、在宅の保健師に依頼している。乳児健診１名、幼児健診

２名である。 

○ 不妊治療費の助成を開始するが、広報活動はどのようにするか。 

△ 新規事業で不妊治療費の保険適用にならない医療費の２分の１を助成し、年に１０万円を限

度とするものである。広報誌、ホームページ、医療機関への周知も考えている。 

○ 後期高齢者の肺炎球菌予防接種助成の内容は。 

△ １名２千円で、１５０人分である。 

○ 上田内科・小児科初期救急負担金と信州上田医療センター医師確保事業負担金の算出基礎は。 

△ 内科・小児科救急センター負担金は、平成２４年度決算額の赤字分について人口割１割、受

診者割９割を市町村ごとに算出、また医師確保事業負担金は２５年度で国の地域医療再生計画

の事業が終了したため、新たな負担となる。均等割１割、人口割９割により、上田広域５市町

村で負担額を算出する。 

○ 妊婦一般健診は、何名分か。また健診内容は。 

△ １人１１万５千円、１１０名分である。内容は、県医師会の項目に準じ、基本健診１４回、

追加健診５回、超音波検査４回である。 

○ 予防接種健康被害調査委員とは。 

△ 予防接種の副反応による健康被害が発生した際、調査をする委員会で、委員は５名である。

今まで把握している限りで被害はなかった。 

○ 食育・健康づくり推進事業でアレルギー問題への対応は。 

△ 乳幼児健診等で個別の指導や保育園、小学校とも連携会議を開催し、支援していきたい。 

 （教育文化課） 
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○ 児童館の各館の児童数の見込みと厚生委員数は。また、パソコン導入の予定は。 

△ 現在の申し込み状況は南条児童館５０人、坂城５２人、村上４９人である。厚生員体制は各

館、館長１名、厚生員１名、パート厚生員１名を基本に配置する予定である。パソコンについ

ては、広報広聴一般経費に計上し整備予定である。 

○ 児童生徒支援事業について、各校の状況は。 

△ 支援員は南条小２名、坂城小２名、村上小１名、坂城中フレンドリールーム１名、看護師を

村上小に１名配置の計画である。 

○ 特色ある学校づくり交付金の各校の取り組みは。 

△ 南条小は音読・音楽事業、坂城小はキャリア教育、村上小は校内の自然環境の整備・体験授

業、坂城中は地域と共に歩むふるさと教育事業に取り組む計画である。 

○ 体力テストの結果、出た課題に対しての方策は。 

△ 持久力やソフトボール投げの数値がやや低いことから、ティーボールといったゲーム形式の

活動や、おんぶ鬼ごっこなど工夫をしながら課題改善を図っている。 

○ 教員住宅管理事業について、入居は何戸か。今後のあり方については。 

△ 村上１戸、山金井２戸、南日名３戸、役場裏１戸の計７戸で、うち４戸が入居している。今

後も修繕、メンテナンスをして活用をしていきたい。 

○ 中国教育交流補助金について、派遣児童の人数及び選考方法は。 

△ １２名を派遣する予定である。なお、学校からの推薦に基づき選考している。 

○ 南条小学校改築について、国補助金の予定は。 

△ ２カ年の国・県補助金算定では継続費として約４億３千万円を予定している。 

○ 就学援助費の認定基準は。 

△ 主に所得基準で児童扶養手当の交付基準を用いている。 

○ 分館施設整備事業で予定されている補助額の内訳は。 

△ 小網分館４８万円、町横尾分館８２６万５千円、入横尾分館１１１万円、苅屋原分館２３万

５千円、新地分館３６万円、上平分館２３万円である。 

○ 図書購入について、選定の方法は。 

△ 新刊一覧表の中から職員で相談する中で司書が選定し、図書館長の決裁で購入している。 

○ 図書館ネットワーク事業の経費を、図書購入に切りかえる検討をしたことは。また除籍した

本の処分方法は。 

△ ネットワークシステムは蔵書の大きな図書館とも捉えられるので、有効に活用したい。除籍

した本は、図書館まつりの際、希望者にお持ちいただいている。 

○ 文化財センターの展示内容の整備は。 

△ 展示情報の発信に努めるが、今年度は南条小学校の改築にあわせ、建設予定地の埋蔵文化財
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発掘調査と整理作業が中心となる。 

○ 通学合宿実施の育成会は。また支援者に大学生を加えたらどうか。 

△ 通学合宿は上平育成会が行っている。育成会が中心で地域全体で支援をしている状況であり、

主催する育成会の意向もあるので、大学生の支援については慎重に検討したい。 

○ スポーツの有名人の講演、講習会の計画は。 

△ 今まで、根本賢一さんのウオーキング講座、陸上の塚原直貴さんをお呼びした。２６年度も

同様に計画できればと考えている。 

○ 給食費値上げの額は。またその根拠は。 

△ 小学校は１食２６５円から２８０円に、中学校は３１０円から３２５円に改定予定である。

消費税の増税と食材価格の値上がりの両面から改定を行うものである。 

○ アレルギー対応の状況は。 

△ 除去食、代替食の対応はしていない。今年度よりアレルゲンを明示した食材表を作成し、ア

レルギーを持っている児童、生徒の保護者に提供している。 

 以上で、質疑を終結し、討論を省略、挙手による採決の結果、議案第９号「平成２６年度坂

城町一般会計予算」のうち社会文教常任委員会に審査を付託されました各事項について、賛成

多数をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 以上で社会文教常任委員会の審査報告といたします。 

議長（柳澤君） 委員長報告が終わりました。 

 委員長報告に対する質疑に入ります。 

（なしの声あり） 

議長（柳澤君） これにて社会文教常任委員長報告に対する質疑を終結いたします。 

 審議の途中ですが、ここでテープ交換のため１０分間休憩いたします。 

（休憩 午前１０時５０分～再開 午前１１時００分） 

議長（柳澤君） 再開いたします。 

 休憩中、お手元に追加議案の提出がありました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま提出された議案を日程に追加いたしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（柳澤君） 異議なしと認め、日程に追加することに決定いたしました。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対の方の発言を許します。 

９番（入日さん） 私は、議案第９号「平成２６年度坂城町一般会計予算」に対して反対の立場

で討論します。 
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 歳入と歳出の社会保障・税番号システムは、国民に対して説明不足であり、海外でも問題が

多発しています。マイナンバー制はなりすましなどの対策が確立されない限り、導入すべきで

はありません。 

 歳出については、私が一般質問でした特定健診が４０歳だけですが、千円で受けられるよう

になり、一歩前進しました。予防医療を充実させることが医療費を減らし国保会計を健全化さ

せる道です。保健師の増員により健診や個別指導でがんや心疾患などが早期発見、早期治療に

つながることを期待しています。 

 また、第３子以上の保育料については、減免が図られることや臨時保育士が正職に登用され

たことは評価します。解放同盟初め各種団体補助金の見直しをするべきです。水光熱費などは、

使用している団体が支払うべきものです。町は採算がとれるように、施設整備と経営の相談、

支援を行い、経費負担はすべきではないと思います。 

 横尾団地の水洗化が進んでいますが、町営住宅使用料の滞納者住宅の接続は、下水道使用料

の新たな滞納を生む懸念があります。滞納者にはもっと安い町営住宅に移ってもらうとか、下

水道接続は住宅使用料の滞納がなくなるまでしないなど、きちんとした対応をしないと税の公

平性からも町民の納得が得られないと思います。 

 職員の減少により１人当たりの仕事量が増え、サービス残業や休みがとりづらいなどの問題

があります。職員の健康を守る点からも有給を消化しゆとりを持って仕事ができる体制づくり

を望みます。一人一人が生き生きと仕事ができてこそ住民の立場に立ったサービスが提供でき

ると思います。職員の力を十二分に引き出し活躍してもらうためには、いろいろな研修に参加

し見聞を広げる必要があります。山村町長の人材育成の手腕を期待しています。 

 農業後継者不足で耕作放棄地が増えています。後継者の育成は急務です。２６年度は青年就

農者が３人増えます。原発で農地が汚染され農業ができないで困っている若者も多くいます。

坂城町に移住して農業を続けられるような手だてをとってほしいと思います。 

 有害鳥獣が農家にまで出るなど、被害が広がっています。狩猟免許取得補助などの対策も必

要だと思います。２６年度から南条小学校の建設が始まります。地域に愛される学校になるこ

とを期待しています。 

 地震や異常気象による災害に備えるためにも、安全・安心のまちづくり、災害に強いまちづ

くりを早急に進める必要があります。少子高齢化が進んでいます。１０年先、２０年先を見据

え、今から対策を立てる必要があります。これからは、どの年代が一番多いのか、必要な施策

は何かなど、世代別の予算配分も考える必要があると思います。 

 消費税増税や年金削減など住民の生活はより大変になります。誰もが憲法に保障された人間

として尊厳を持って暮らせる社会にするために自治体の果たす役割はより重要になってきます。 

 秘密保護法など憲法改正の動きが激しくなっています。憲法９条があったので、今まで日本
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の平和は守られてきました。戦争は全てのものを破壊し女性や子供など弱い者が一番被害を受

けます。地方公務員も有事の際には動員されます。平和でなければ地方自治体の自治権も成立

しません。安倍政権の暴走を許さない闘いが必要だと思います。地方自治を守るには、国の言

いなりでなく、間違ったことを正す姿勢が必要です。ぜひ坂城町もおかしいと思うことには国

に異議を申し立て正せる勇気を持ってほしいと思います。 

 以上で前進面を評価し、問題点を指摘して私の反対討論とします。 

議長（柳澤君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

２番（塚田君） 私は、議案第９号「平成２６年度坂城町一般会計予算について」賛成の立場か

ら討論をいたします。 

 安倍内閣の長引くデフレ脱却による経済の再生、景気回復に向けた経済対策、いわゆるアベ

ノミクスの発動から１年が経過しました。それが功を奏してか、このところの株価や為替レー

トは安定的に推移しており、国内の経済状況においても穏やかな回復傾向を示しているところ

であります。また先行きについても、輸出が持ち直しに向かい、家計所得や投資が増加し景気

の回復基調の続くことが期待されており、輸出関連の企業が多い坂城町の状態からも景気好転

に期待が高まるところであります。しかしながら、今後は消費税引き上げに伴う消費の落ち込

みや経済の停滞等マイナスの影響についても懸念されるところであります。 

 町長の招集挨拶にもあった町内企業へのアンケート結果でも生産量の増加や雇用の改善と

いった動きが見られる一方、一部には顧客の海外展開による減少を見込む企業もあるとのこと

で、楽観できない状況が見受けられることもまた事実であります。 

 さて、平成２６年度の当初予算には、山村町長が公約に掲げた笑顔の町、人が輝く町を具現

化させる施策として南条小学校建設事業を筆頭に、全国でも先進的な取り組みとなる小学校へ

の英語指導講師の配置や新たな保育料の軽減制度、不妊治療に係る助成制度の創設など、特に

教育面、子育て面での新規事業が見てとれ、期待をいたすところであります。 

 当初予算の総額を見ますと、南条小学校建設に着手しますので、規模が大きくなるのは当然

と思いますが、来年度は消費税率の引き上げといった要因もある中、多くの新規事業への取り

組みや基盤整備の継続分も反映させる増加率は、前年対比で６．２％に抑えられており、大変

手がたい予算編成となっております。 

 まず、歳入については、自主財源の根幹である町税について、経済情勢等が反映されたもの

と思いますが、個人住民税は４．１％増となる６億５，７００万円、法人町民税についても

５．３％増の２億円、固定資産税についても４．４％増となる１２億８，９００万円が見込ま

れ、町税全体で２３億１，１００万円余りが計上されております。町税全体ではプラス

４．１％、９千万円ほどの増収ということで景気回復の波がようやく地方にも波及することを

見込んでの見積もりとなっているわけですが、収納未済額、いわゆる滞納については、厳正な
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対応をいただき公平な税収確保に向けた一層の取り組みをお願いします。 

 国・県支出金については、南条小学校建設工事の開始などに伴い、それぞれ増加しており県

産材利用による幅広い補助金の活用など、積極的な財源確保がなされております。地方債にお

ける事業の選択、臨時財政対策債の発行に加え基金運用等にも配慮が見られますが、より効率

的な財源確保をお願いするところであります。 

 また、町営住宅使用料などの各種使用料について、町民生活に配慮する中で、そのほとんど

を据え置いたことは大いに評価できるものであります。 

 次に歳出でございます。ハード事業では、南条小学校の建設を初め、町道Ａ０１号線や下水

道整備といったさまざまな事業が盛り込まれております。南条小学校については、私の母校で

もありますので、個人的にも関心を寄せているところでありますが、社会開放を見据えた音楽

堂や子供たちが上履きで交流できる中庭のデッキテラスなど、特色ある学校づくりに向けた計

画がなされております。太陽光発電システムなど、環境にも配慮した新しい学校が一日も早く

完成することを願うところであります。 

 また、継続事業である町道Ａ０１号線については、金井と酒玉の２工区が並行して事業が進

められるほか、住環境の向上を図る下水道整備や町営横尾団地の水洗化工事についても推進が

図られ、行政の継続性や町民生活への影響等が配慮されたものとなっています。中でも２６年

度で布設が完了する小網地区への上水道整備につきましては、山村町長の英断により長年の課

題が形になるものであり、大いに評価するところであります。 

 また、今年度から着手された橋梁修繕事業は、安全確保はもとより施設の長寿命化といった

視点からも大変有効であると考えるところであります。新年度予算では、改修に先駆けた道路

の総点検の実施や公園の修繕計画策定も盛り込まれています。これは総合的なインフラの計画

的改修につながるばかりでなく、国の財政支援の対象にもなるとのことで、財政的にも大変有

益であります。 

 続いてソフト事業につきましては、少子化対策や子育て支援施策で幾つかの新規事業が盛り

込まれています。まず、第３子以降の保育料について、上の子の年齢にかかわらず半額となる

新しい軽減制度が導入され、子育て世帯への配慮が伺えるところであります。また、不妊治療

を行っているご夫婦に年間１０万円を限度に助成を行う事業についても、新たに創設されると

いうことで、１人でも多くのお子さんの誕生につながることを願うものであります。 

 また、教育面での特徴的な新規事業としまして、小学校への英語指導講師の配置が挙げられ

ます。これは文部科学省の英語教育改革実施計画を取り入れた先進的な試みであり、グローバ

ルな視点での山村町長ならではの取り組みであり、その成果に期待を寄せるところであります。 

 産業面では、「Ｍａｄｅ ｉｎ Ｓａｋａｋｉ」による新製品開発などを促進するコトづく

りイノベーション補助金の継続に加え、地元農産物等を活用した加工品の開発や販売促進を支
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援する坂城ブランドづくり補助金の新設等、地域の産業振興や活性化に資するものと、広く周

知をお願いするところでございます。 

 また、個人のリフォーム工事を支援する住宅リフォーム補助金の継続についても補助金を受

ける方はもとより、町内経済の活性化にもつながる事業として歓迎するものであります。 

 また、新エネルギーのあり方について研究を進めるスマートコミュニティ構想事業では、産

学官民の連携によるスマートタウン実現に向けたさらなる調査研究が進められることに加え、

本年度で国における助成制度が廃止となる住宅用太陽光発電システム補助金も継続されるとい

うことであります。 

 また、町特有のブドウ栽培のノウハウを生かして６次産業化を目指すさかきワイナリー形成

事業においても、醸造用ブドウの産地化を目指し、苗木の購入に係る補助制度が新設されるな

ど、山村町政がスタートさせた事業の着実なステップアップが図られています。そのほかにも、

地域が主体的に進める地域づくり活動支援事業の継続、さかきテクノセンター支援のほか、給

付の増加を見据えた障害者の総合支援サービスや介護保険、後期高齢者医療への対応など、地

域や企業、町民に配慮されてものとなっております。 

 新たなエネルギーの方向性を探りながら、工業を中核に、農業、商業などが融合した産業の

発展によって活力を生み、町民誰もが豊かさを共有できるスマートタウン坂城が構築できます

よう願いまして、議案第９号「平成２６年度坂城町一般会計予算」に賛成いたします。 

議長（柳澤君） 次に、原案に反対の方の発言を許します。 

（なしの声あり） 

議長（柳澤君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

１３番（大森君） 私は、議案第９号「平成２６年度坂城町一般会計予算」について賛成討論を

行います。 

 歳入について。町税では、町内企業の各経済指標がプラス傾向であるという判断をし、法人

町民税は５．３％、個人町民税でも雇用の増加が見込まれ４．１％のプラスとし、全体で８億

６，０６０万円を計上いたしました。固定資産税については、地価の下落はあるものの、家屋

や設備投資などが見込まれるとして、２１年度の評価がえ以降、マイナスで推移していたもの

が久しぶりのプラスに転化し、４．３％増の１２億８，９００万円を計上いたしました。町税

全体では、前年対比４．１％増の２３億１，１００万４千円となりました。 

 自主財源は繰入金などを合計して前年対比０．８％減の３５億３，５２６万１千円となり、

歳入の５８．８％を占めております。地方交付税では臨時財政対策債との合計で１１億５千万

円を計上し、繰入金については財政調整基金が２億５，１９６万５千円で、前年対比マイナス

５１．０％です。また、南条小学校建設に文教施設整備基金から２億１，８００万円を計上し

ております。 
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 次に、歳出についてです。歳出全体としてこれまで日本共産党議員団が毎年町に提出してい

る予算要望の内容や、毎回の議会で町民の皆さんからの強い要望などを取り上げ、一般質問で

質問した諸施策が幾つか実現の運びとなりました。 

 まず子育て、教育についてです。保育士の２名を正規職員として採用したことについては、

大変評価するところであります。また、かねてから保育園の第３子の保育料の無料化を提案し

ておりましたが、この２６年度から半額の軽減措置を実施することになりました。近いうちに

無料化への対応を求めるものであります。上田市の療育通園施設、蓮の音こども園に通園して

いる子供さんが新規入園を希望しているということから、今後の障害を持つ子供の受け入れ体

制を図り、それに対応する職員体制も考えていく必要があります。 

 ２５年度のすくすく相談の実施で、子供の発達状況を保護者とも共有してもらい、そのフォ

ローとして２６年度はすくすくランドを立ち上げ、就学に向けた子供の発達に沿った支援が始

まることになりました。国による子ども・子育て新システムで、保育制度が大きく変更されま

す。２７年以降の次世代育成支援行動計画の策定に当たり、保育に欠ける子を保育しなければ

ならないとする自治体の責務がなくなることや、保護者は入所する保育所をみずから探さなけ

ればならないこと、営利目的の株式会社の参入があることなど、町は全ての子供の保育を保障

する体制の確立を、この次世代育成支援行動計画の中に、きちっと内容を盛り込んでいく必要

があります。 

 教育関係ではいよいよ南条小学校の建設が始まります。第１期の２６年度は５億３５２万

８千円を計上いたしました。町民の中にいろいろと意見もありますが、地元の町民の声も反映

させてよりよいものにしていっていただきたいと思います。 

 児童生徒支援事業では、町独自で今年度も支援員として充実させたこと、また就学援助費を

総額で増額したことは評価したいと思います。 

 図書館について、公募の館長の就任により新たな取り組みで利用者の利便性と滞在時間が長

くなり、より親しめる施設になっていくことに期待したいと思います。 

 福祉、医療について。町民の健康を守るかなめとしての保健師を１名増員したことや地域医

療を守るため、上田広域連合の一員として信州上田医療センターの医師の確保について、継続

されることとなりました。町民の命と健康を守るために大切なことと考えます。 

 循環バスの１台がバリアフリー化で更新され、高齢者や障害のある人たちに安全と利便性が

図れることになりました。また、シルバー人材センターが今後の支援サービスが行うことにな

りますが、利用しやすい方法を考えていってほしいと思います。 

 次に、環境、エネルギーについて。スマートタウン構想の推進について、引き続きテクノさ

かき工業団地での実証実験の拡大は、電力需給調整で町内産業界が共同して省エネルギーへの

取り組みをすることは非常に画期的なことと思います。住宅用太陽光発電システムへの補助金
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が継続されることになりました。これも希望者全員が受けられるような補正予算も組んでいっ

ていただきたいと思います。 

 ごみの減量化では、紙類の分別方法について簡略されることになりますが、資源ごみの最終

的な処分方法について、出しやすい、集めやすい方法を研究し町民の得ることを必要です。 

 次に産業振興について。コトづくりイノベーションが引き続き実施されることになりました。

町内の中小企業や異業種、同業種グループが脱下請けからの脱出のきっかけになることを期待

するところであります。農業政策では、ワイン特区の取得と新規就農者の支援や人・農地プラ

ンで６次産業創出と耕作放棄地の解消との期待もされますが、具体的な手だてを打っていかな

ければなりません。住宅リフォーム助成制度について、希望者全てが受けられるよう補正も組

んでの対応を要望しておきます。 

 次に、社会資本整備について。町道Ａ０１号線の産業道路が若草橋以南が整備の運びとなり

ました。また、産業道路の舗装調査で大規模な舗装修繕がなされます。文化センター以北の拡

幅されることを今後願うものであります。橋梁の長寿命化に向け金井橋、産経大橋の調査、設

計が行われ、昭和橋が修繕工事の運びとなりました。 

 次に、解放運動団体補助金についてであります。２６年度においても前年度と同額の

１２０万円が計上されました。国の特別措置法は終了しております。これまで徐々に減額を

行っていました。いつまでもずるずると引きずったやり方には町民の理解が得られません。町

民の生活が苦しい、貧困化が進む中、特別に運動団体への補助金が継続されることには反対で

す。 

 松枯れ対策の農薬の空中散布について。上田市と青木村では、２６年度も農薬の空中散布は

取りやめました。これまで松枯れが終息したところはどこにもありません。２０１３年６月

１９日付の信毎の報道によれば、県林務部が大量死のミツバチの残留農薬を調査したところ、

ネオニコチノイド系農薬が検出されたことが確認されたと報道しました。町は、ネオニコチノ

イド系農薬の空中散布を中止し、伐倒駆除、樹幹注入、植林などで対応されることを求めるも

のです。 

 次に危機管理体制について。２月の大雪の対応について坂城町地域防災計画の見直しが必要

と考えます。また、各区の自主防災会との連携強化や除雪体制、情報の収集、発信、町ホーム

ページのリニューアルなど課題が浮き彫りになりました。早急な対応を求めます。 

 財政運営について。財政調整基金の運用について、災害や不測の支出や景気の動向で法人税

の大幅に落ち込むことなどに備えてある程度の保有は必要ですが、行政の会計は、年度ごとで

締めるのが基本です。基金に充てるのは一般的に標準財政規模５％から１５％以上とされてお

り、坂城町でこれで計算すれば４０％を超える基金残高となります。百歩譲っても数億円は一

般会計に繰り入れて、町民生活応援に使うべきと考えます。 
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 平和学習の取り組みについて。安倍自公政権は、憲法改定、ＴＰＰ交渉、沖縄米軍基地の移

設、原発の再稼働及び新設と輸出、特定秘密法、集団的自衛権の行使、武器輸出の見直し、教

育委員会制度の再編など暴走がとまりません。こうした中、我が坂城町は、平和憲法を守り、

非核平和の町の宣言をしております。地方自治体と民主主義を守る立場から、憲法を町民のみ

んなで学ぶ機会をぜひつくっていただきたいと思います。 

 以上、前進面を評価し、問題点を指摘して議案第９号「平成２６年坂城町一般会計」につい

て賛成討論といたします。 

議長（柳澤君） 次に、原案に反対の方の発言を許します。 

（なしの声あり） 

議長（柳澤君） 次に、原案の賛成の方の発言を許します。 

（なしの声あり） 

議長（柳澤君） これにて討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 議案第９号「平成２６年度坂城町一般会計予算について」原案のとおり決することに賛成の

方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議長（柳澤君） 起立多数。 

 よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３「議案第１０号 平成２６年度坂城町有線放送電話特別会計予算について」 

議長（柳澤君） 総務産業常任委員長の審査報告を求めます。 

総務産業常任委員長（塩野入君） 坂城町有線放送電話特別会計の審査報告を申し上げます。 

 去る３月１２日の本会議において、総務産業常任委員会に審査を付託されました議案第

１０号「平成２６年度坂城町有線放送電話特別会計予算について」、３月１４日の委員会にお

いて、説明員として企画政策課長、まちづくり推進室長、担当係長の出席を求め、慎重に審査

を実施いたしました。 

 以下、その概要について報告いたします。 

○ 有線放送の加入状況と推移は。 

△ 平成２６年２月末時点で、一般加入は３，０３７回線で加入率は世帯数換算で約５１％と

なっている。今年度は１０２件の減少となっているが、町からのお知らせ等の情報収受のため、

スピーカー加入への変更も今年度３８件となっている。 

○ 新情報通信システム導入の概要は。 

△ 具体的機能等については、メーカー等からさまざまな提案があり、検討中である。携帯電話
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の普及に伴い新たな仕組みの中で通話機能は不要の見方もあるが、スピーカー放送は重要と考

えている。また、非常時に備えＦＭ放送での臨時災害放送局による情報発信などの機能導入も

あわせて検討している。 

○ 臨時ＦＭ放送局とＪ－ＡＬＥＲＴでの情報の重複はないか。 

△ Ｊ－ＡＬＥＲＴについては、緊急情報の即時発信、ＦＭ放送については臨時放送局としての

運用を考えている。それぞれの区分はあるが、情報を的確かつ複層的にお伝えできる仕組みも

大切と考える。 

○ インターネット接続の状況は。 

△ 二つの通信事業者で２５２件が利用している。現行の中では、通話、回線使用も定額で利用

者ニーズもあり、利用されていると考える。 

 以上で質疑を終結し、討論を省略、挙手による採決の結果、議案第１０号「平成２６年度坂

城町有線放送電話特別会計予算について」全員の賛成をもって、原案のとおり可決することに

決定いたしました。 

 以上で総務産業常任委員会の審査報告といたします。 

議長（柳澤君） 委員長報告が終わりました。 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第４「議案第１１号 平成２６年度坂城町国民健康保険特別会計予算について」 

議長（柳澤君） 社会文教常任委員長の審査報告を求めます。 

社会文教常任委員長（西沢さん） 坂城町国民健康保険特別会計の審査報告を申し上げます。 

 去る３月１２日の本会議において、社会文教常任委員会に審査を付託されました議案第

１１号「平成２６年度坂城町国民健康保険特別会計予算について」、３月１３日の委員会にお

いて、説明員として福祉健康課長、総務課長、収納対策推進幹、保健センター所長、担当係長

の出席を求め、慎重に審査を実施いたしました。 

 以下、その概要について報告いたします。 

○ 国保税軽減世帯数と軽減分に対する町の負担見込みは。 

△ ７割軽減は退職３２世帯、一般４５８世帯、５割軽減は退職５世帯、一般１３２世帯、２割

軽減は退職２４世帯、一般３３８世帯。軽減に対する町の負担は一般会計から７６５万円を見

込んでいる。 

○ 資格証明書の交付状況は。 

△ 平成２６年２月末現在で、資格証明書１０世帯、短期証８７世帯、窓口預かり１６世帯であ

る。 

○ 特定健診受診率６５％達成のための方策は。 
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△ ２５年度と同様にプロジェクトの推進を図るとともに、訪問活動による個別支援を強化する。

また、新規事業として４０歳スタート健診を実施、４０歳の方の健診料金を千円として対象者

全員に訪問活動をする中で、受診勧奨と健康意識の高揚を図っていく。 

○ 特定保健指導事業の委託費の内容は。 

△ 保健師１名、管理栄養士１名による戸別訪問の委託料である。 

○ 医療費通知の必要性は。 

△ 医療費削減のための意識づけとして実施している。費用については、特別調整交付金に算定

されている。 

 以上で質疑を終結し、討論を省略、挙手による採決の結果、議案第１１号「平成２６年度坂

城町国民健康保険特別会計予算について」賛成多数をもって原案のとおり可決することに決定

いたしました。 

 以上で、社会文教常任委員会の審査報告といたします。 

議長（柳澤君） 委員長報告が終わりました。 

 委員長報告に対する質疑に入ります。 

（なしの声あり） 

議長（柳澤君） これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対の方の発言を許します。 

５番（塩入君） 議案第１１号「平成２６年度坂城町国民健康保険特別会計予算について」反対

する立場から討論を行います。 

 「平成２６年度坂城町国民健康保険特別会計予算」は、歳入歳出それぞれ１７億

２，３７６万６千円で、前年度に比べると６６３万２千円多くなっています。今、町民１人当

たりの国保税は、１０万２，９０５円です。非常に高いです。今年の４月からは消費税が８％

になるため、公共料金を初め燃料、食料品などあらゆるものが値上がりします。今までも安倍

内閣の円安政策で輸入製品が値上がりしているので、負担は倍加します。値上げラッシュは、

学校の給食費にも影響を及ぼし子育て世代にも負担増がのしかかってきています。 

 このような中で、国保税は低所得者には重くのしかかってきています。そのために払いたく

ても払えず、滞納する人が増えてきています。平成２５年度２月末で滞納総額は１億３６９万

２，２２９円です。国保加入者はほとんどが高齢者や非正規労働者、失業者など低所得者です。 

 坂城町でいえば、国保加入世帯が２，３０１世帯中２００万以下が７１．４％を占めており、

１００万円以下が４６．３％で５割近く占めています。低所得者ほど保険料負担が重くのしか

かっています。社会保障費は昨年度から今年にかけどんどん削減されています。低所得者をさ

らに貧困化へ追い打ちをかけるものです。そのため、国保税の滞納者がますます増えるのでは
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ないでしょうか。 

 滞納すればペナルティーとして正規の保険証が交付されません。２５年度末までの状況は、

未交付、いわゆる窓口預かりですが、１６世帯、資格証が１０世帯、短期証が８７世帯、合計

１１３世帯です。職員の皆さんの粘り強い努力により、昨年度より２０世帯が少なくなりまし

た。保険証がなければ医者にかかりたくてもかかりにくく、そのため重症化になり命を落とす

ことにもなります。また、医療費も上がります。 

 そもそも国民健康保険事業は加入者が安心して医療を受けられるために国が決めたものです。

それが今、社会保障ではなく自己負担にされてきています。町民が安心して暮らすためにもこ

の異常に高い国保税の負担を軽減することです。そのために半分に減った国庫負担を当初の

５０％に戻すよう国に働きかけること、そして町独自で一般会計から繰り入れたり、軽減制度

をもっと充実することです。 

 次に、町民の医療費を抑制するために、予防医療に積極的に取り組むことです。坂城町の

１人当たりの医療費は３４万６，６０９円です。県下では高いほうから１０番目です。後期高

齢者の１人当たりの医療費は９２万６，３７３円で、ワーストワンです。２年連続しています。

この状態を一刻も早く改善するために、特定健診、一般健診の受診率を高め、保健指導を徹底

することが求められています。２５年度も前よりは、以前よりは力を入れて取り組まれました

が、まだ５０％に届きません。２６年度から保健師を１名増やしたり、特定健診のスタートの

４０歳の人には受診料を千円にするなど、取り組みの意気込みが見られます。しかし、目標の

６５％まで達成させるのは、保健師など２７区へ出かけ健康相談や健康チェックを行ったり、

全戸訪問をすべきです。 

 また、町のイベントのときや街角などの健康相談をすることなども考えてほしいです。そう

すれば、町民への宣伝にもなるし安心も強まります。また、保健指導する資格を持っている人

たちを探し臨時職員として協力を得たり、保健補導員にも活躍していただき、当面６５％達成

するまで頑張るべきです。 

 以上、前進面を評価し、今後の課題を指摘しながら議案第１１号「平成２６年度坂城町国民

健康保険特別会計予算について」の反対討論を終わります。 

議長（柳澤君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

３番（吉川さん） 私は、議案第１１号「平成２６年度坂城町国民健康保険特別会計予算につい

て」賛成の立場から討論させていただきます。 

 国民健康保険は、加入者の医療確保と健康増進という社会保障制度における重要な役割を担

い、地域の住民福祉の向上に大きく貢献してきました。 

 しかしながら、国保被保険者の高齢化は年々進み、特に６５歳以上の加入者は、２月末現在

で１，７５２人と全体の４４．１％を占め、加入者の高齢化による医療費増加は、国保財政に
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深刻な影響を与えております。また医療費の増加に加え、長引く景気低迷による加入者の所得

の減少に伴う国保税収入の減少などにより、財政状況は極めて厳しい状況にあります。 

 こうした中で、収支の均衡を保つための医療費適正化対策として、ジェネリック医薬品の利

用促進、また特定健診、保健指導事業の推進による生活習慣の改善と疾病の未然予防をさらに

推進するための啓発活動は、健康増進と生活の質を向上させ、将来にわたる医療費抑制と健康

で生き生きとしたまちづくりにつながるものと期待しております。さらなる町民全体での予防

活動にも期待いたします。 

 また、保険税の収納対策につきましては、昼夜を問わず実施されている収納業務、短期被保

険者証の交付などによる積極的な納税相談の機会の確保など、税の公平な負担をしていただく

ための努力をされております。保険税の適正徴収は、被保険者間の負担の公平化を図り、国保

財政の健全な運営を確保するための基本となるものでありますので、今後も引き続きご努力を

お願いいたす次第であります。 

 必要な財源の確保につきましては、後期高齢者医療制度の再見直し、それに伴う国保制度自

体の見直しなど、いまだ先行きについて不透明な状況にありますが、坂城町国保として健全な

財政運営と保健事業の充実、歳出に応じた適正な保険税の賦課徴収による安定的な制度運営の

維持をお願いいたしまして、賛成討論といたします。 

議長（柳澤君） 次に、原案に反対の方の発言を許します。 

（なしの声あり） 

議長（柳澤君） 次に、原案に賛成の方に発言を許します。 

（なしの声あり） 

議長（柳澤君） これにて討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

議長（柳澤君） 挙手多数。 

 よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第５「議案第１２号 平成２６年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計予             

算について」 

議長（柳澤君） 総務産業常任委員長の審査報告を求めます。 

総務産業常任委員長（塩野入君） 坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計の審査報告

を申し上げます。 

 去る３月１２日の本会議において、総務産業常任委員会に審査を付託されました議案第
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１２号「平成２６年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について」、３月

１４日の委員会において、説明員として企画政策課長、隣保館長の出席を求め、慎重に審査を

実施いたしました。 

 以下、その概要について報告いたします。 

○ 滞納者数と滞納額は。 

△ 滞納者は６名で、総額は約２，７３５万円となっている。 

○ 未納者に対する対策はどのようにされているか。 

△ 昨年度は債務者、保証人にそれぞれ貸付証明の写しを送付し、相談会を開催した。臨戸訪問

を行い、債務の確認と返済の依頼を行っているが、個々の実情もあり、弁済には至っていない

状況である。 

 以上で、質疑を終結し、討論を省略、挙手による採決の結果、議案第１２号「平成２６年度

坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について」全員の賛成をもって、原案の

とおり可決することに決定いたしました。 

 以上で、総務産業常任委員会の審査報告といたします。 

議長（柳澤君） 委員長報告が終わりました。 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第６「議案第１３号 平成２６年度坂城町下水道事業特別会計予算について」 

議長（柳澤君） 総務産業常任委員長の審査報告を求めます。 

総務産業常任委員長（塩野入君） 坂城町下水道事業特別会計の審査報告を申し上げます。 

 去る３月１２日の本会議において、総務産業常任委員会に審査を付託されました、議案第

１３号「平成２６年度坂城町下水道事業特別会計予算について」、３月１４日の委員会におい

て、説明員として建設課長、担当係長の出席を求め、慎重に審査を実施いたしました。 

 以下、その概要について報告いたします。 

○ 下水道事業受益者負担金が昨年に比べ減となっているが、賦課に伴う今年の整備区域の予定

は。 

△ 平成２６年度の予算計上に伴う受益者負担金の賦課は、２５年度に下水道整備済みの箇所と

なるが南条の入横尾、上平の島地区が主で､約３００件を賦課対象とし､面積にして１１万ｍ２で

ある。受益者負担金の予算額は、基本的な５年間の２０回払いの支払いの方法を踏まえ、

２６年度新規の初年度１年間分と２２年度から２５年度までの分納分を合算したもので、

９，７００万円となる。 

○ 平成２６年度新規の、初年度分はどのくらいになるのか。 

△ ７，７００万円を見込んでいる。 
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○ 平成２６年度の工事予定は。 

△ 南条小学校改築工事に伴い、小学校の南側、北側の町道まで下水道管渠を布設する工事を予

定している。 

○ 国道１８号を横断する費用が盛り込まれているか。 

△ 日精樹脂工業南側の町道に国道から２０ｍくらい手前のところまで幹線管渠が整備済みであ

り、南条小学校改築工事に間に合うよう平成２５年度事業で実施設計は行っており、国道

１８号を横断する工事費も含まれている。 

○ 流域下水道上流処理区建設費負担金について、その内容は。 

△ 流域下水道上流処理区については、平成３年ごろから整備が進められているが、部分的な施

設や処理場の老朽化に伴う補修の維持管理費の負担金である。 

○ 維持管理費にかかる負担金は将来的には増えていくとの見方をしてよいのか。 

△ 流域下水道の施設も２０年近くが経過し、傷んできている部分もある。現在は部分的な補修

であり、今後少しずつ増えていくと考えている。 

 以上で、質疑を終結し、討論を省略、挙手による採決の結果、議案第１３号「平成２６年度

坂城町下水道事業特別会計予算について」全員の賛成をもって、原案のとおり可決することに

決定いたしました。 

 以上で総務産業常任委員会の審査報告といたします。 

議長（柳澤君） 委員長報告が終わりました。 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

 ここで昼食のため午後１時３０分まで休憩いたします。 

（休憩 午前１１時５５分～再開 午後 １時３０分） 

議長（柳澤君） 再開いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第７「議案第１４号 平成２６年度坂城町介護保険特別会計予算について」 

議長（柳澤君） 社会文教常任委員長の審査報告を求めます。 

社会文教常任委員長（西沢さん） 坂城町介護保険特別会計の審査報告を申し上げます。 

 去る３月１２日の本会議において、社会文教常任委員会に審査を付託されました議案第

１４号「平成２６年度坂城町介護保険特別会計予算について」３月１３日の委員会において、

説明員として福祉健康課長、総務課長、収納対策推進幹、担当係長の出席を求め、慎重に審査

を実施いたしました。 

 以下、その概要について報告いたします。 

○ 介護保険支払準備基金の残高予想は。 

△ ２５年度末は６，５１４万８千円で、２６年度予算を反映させると５，０３７万９千円の見
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込みである。 

○ 要支援サービスは介護保険の対象から外れるが、町としての取り組みは。 

△ 要支援者に対するホームヘルプ、デイサービスが対象でなくなる。新しい事業については、

平成２９年４月までに実施しなくてはいけないが、事業内容などについて国から詳しく示され

ていないため、今後国の動向を見ながら検討していきたい。 

○ ２４時間訪問介護サービスについての状況は。 

△ サービス利用者の需要がある程度見込めないと、事業者も参入しにくと思われる。当町では

取り組みに向けた動きはない。 

 以上で質疑を終結し、討論を省略、挙手による採決の結果、議案第１４号「平成２６年度坂

城町介護保険特別会計予算について」賛成多数をもって、原案のとおり可決することに決定い

たしました。 

 以上で、社会文教常任委員会の審査報告といたします。 

議長（柳澤君） 委員長報告が終わりました。 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手多数により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第８「議案第１５号 平成２６年度坂城町後期高齢者医療特別会計予算について」 

議長（柳澤君） 社会文教常任委員長の審査報告を求めます。 

社会文教常任委員長（西沢さん） 坂城町後期高齢者医療特別会計の審査報告を申し上げます。 

 去る３月１２日の本会議において、社会文教常任委員会に審査を付託されました議案第

１５号「平成２６年度坂城町後期高齢者医療特別会計予算について」、３月１３日の委員会に

おいて、説明員として福祉健康課長、担当係長の出席を求め、慎重に審査を実施いたしました。 

 以下、その概要について報告いたします。 

○ 特別徴収と普通徴収の被保険者数の見込みは。 

△ 特別徴収１，８７２名、普通徴収６９３名である。 

○ 保険料の見直しは。 

△ ２年に一度の見直しで、２６、２７年度の保険料は均等割額４万３４７円で、前回比

２，１０８円の増、所得割額８．１０％で、前回比０．８１％の増である。 

○ 県の１人当たり保険料は５万３千円の見込みとなっているが、坂城町の１人当たり保険料は。 

△ ５万１，９４０円の見込みである。 

 以上で質疑を終結し、討論を省略、挙手による採決の結果、議案第１５号「平成２６年度坂

城町後期高齢者医療特別会計予算について」賛成多数をもって、原案のとおり可決することに

決定いたしました。 

 以上で、社会文教常任委員会の審査報告といたします。 
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議長（柳澤君） 委員長報告が終わりました。 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手多数により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（柳澤君） 次に、追加日程に入ります。 

 追加日程第１「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」から追加日程第

１０「発委第４号 集団的自衛権に関する憲法解釈を変更しないことを求める意見書につい

て」までの１０件を一括議題とし議決の運びまでいたします。 

 職員に議案を朗読させます。 

（議会事務局長朗読） 

議長（柳澤君） 朗読が終わりました。 

 提案理由の説明を求めます。 

町長（山村君） では、私からは、追加日程第１から第７。議案第２１号まで続けてご説明申し

上げます。 

 まず、追加日程第１「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」ご説明申し上

げます。本年６月３０日をもちまして３年間の任期が満了となります塚本誠一氏にかわり、新

たに田原茂樹氏を人権擁護委員としてお願いしたく法務大臣へ推薦するに当たって、議会の意

見を求めるものであります。 

 塚本さんには、１期３年にわたり町の人権擁護の推進にご尽力いただきましたことに、心よ

り御礼を申し上げます。 

 田原氏は、明治学院大学を卒業後、昭和５０年４月から平成２４年３月まで、株式会社なが

の東急百貨店に勤務され、平成２４年８月から平成２５年１月まで県立丸子修学館高等学校等

で就職支援員を務められ、平成２５年８月から平成２６年１月までは、同校などにおいて自立

支援コーディネーターを務められました。人格、識見ともにすぐれ、地域の信望も厚く、職務

を公正に行うにふさわしい方でございます。 

 次に、議案第１６号「平成２５年度坂城町一般会計補正予算（第８号）について」ご説明申

し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億１８３万２千円を減額し、歳入歳出

予算の総額を５７億７，３４８万７千円といたすものであります。 

 歳入の主な内容につきましては、個人町民税や固定資産税など、町税全体で６，７００万円、

地方消費税交付金５６０万円、防災情報通信設備整備事業交付金などの国庫支出金

２，５７５万１千円、財産運用などに係る財産収入８６０万９千円をそれぞれ増額し、財政調

整基金繰入金などの繰入金１億９，０３９万９千円、防災対策事業債などの町債１，９２０万

円をそれぞれ減額するものなどでございます。 
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 一方、歳出の主な内容につきましては、除雪対応に係る自治区への補助金等、道路維持一般

経費全体で５８４万４千円、全国瞬時警報システムＪ－ＡＬＥＲＴの自動発信装置整備工事費

１，７００万円、文教施設整備基金積立金９９０万２千円をそれぞれ増額いたし、小網地区の

上水道布設事業負担金１，４００万円、町道Ａ０１号線道路改良事業全体で６０２万６千円、

下水道事業特別会計への繰出金２千万円、坂城駅エレベーター設置工事負担金３，９９７万円

をそれぞれ減額いたすとともに、そのほか歳出全般にわたる事務事業の精算に伴う補正でござ

います。 

 また、繰越明許費といたしまして、町道Ａ０１号線道路改良事業１，８４６万４千円、橋梁

修繕事業２４５万６千円、坂城駅エレベーター設置工事等に係る高速交通対策一般経費１億

１，６５６万円、Ｊ－ＡＬＥＲＴの自動発信装置接続工事に係る消防施設一般経費

１，７００万円について、２６年度に事業繰り越しをいたすものでございます。 

 次に、議案第１７号「平成２５年度坂城町有線放送電話特別会計補正予算（第２号）につい

て」ご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ７万７千円を追加し、歳入歳出予算を

３，９３７万８千円とするものであります。 

 歳入の主な内容としましては、電柱等の移設や修理等に係る工事費負担金４５万円を減額し、

基金利子５０万９千円を追加するものでございます。 

 歳出の主なものといたしましては、支障移転等の工事請負費５１３万７千円、設備維持に係

る修繕費１０６万９千円を減額し、設備基金積立金９８６万円を追加するものでございます。 

 次に、議案第１８号「平成２５年度坂城町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につい

て」ご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５，８８８万７千円を追加し、歳入歳出

の総額を１７億９，１１９万９千円とするものでございます。 

 歳入の主なものにつきましては、基金繰入金６，２３４万２千円を追加し、共同事業交付金

３６１万４千円を減額いたすものでございます。 

 歳出の主なものといたしましては、一般被保険者療養給付費６千万円、一般被保険者高額療

養費６５０万円を追加し、高額医療費拠出金２１１万３千円、保険財政共同安定化事業拠出金

７０２万８千円を減額いたすものでございます。 

 続きまして議案第１９号「平成２５年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計補

正予算（第２号）について」ご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６万４千円を追加し、歳入歳出予算を

３３９万９千円とするものでございます。 

 歳入は、住宅新築資金等貸付事業費県補助金６万４千円を追加し、歳出は、貸付事業総務費
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８万６千円を追加し、一般会計繰出金２万２千円を減額するものでございます。 

 次に議案第２０号「平成２５年度坂城町下水道事業特別会計補正予算（第４号）について」

ご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ１億３，１７０万９千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を８億４，４０３万９千円といたすものであります。 

 今回の補正は、国の大型の補正予算に伴う１．５億円の事業の前倒しに伴うものが主であり

ます。また、あわせて平成２５年度の歳入歳出及び繰越明許費の確定も行うものであります。 

 歳入につきましては、受益者負担金９００万円、下水道使用料４１０万円、国庫補助金５千

万円、町債８，８６０万円を追加し、一般会計繰入金２千万円を減額するものであります。 

 歳出の主なものは、公共下水道事業費１億４，８９３万７千円を追加し、一般管理費

５１２万１千円、施設管理費５４４万５千円、流域下水道事業費５６６万２千円を減額するも

のであります。 

 最後に、議案第２１号「平成２５年度坂城町介護保険特別会計補正予算（第２号）につい

て」ご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２３万２千円を追加し、歳入歳出の総額

を１２億７，４９３万６千円とするものでございます。 

 歳入の主なものにつきましては、基金利子１９万６千円を追加いたすものです。 

 歳出の主なものにつきましては、基金積立金１９万６千円を追加いたすものでございます。 

 以上、よろしくご審議を賜り、適切なるご決定をいただきますようお願い申し上げます。 

議長（柳澤君） 続いて趣旨説明を求めます。 

６番（塩野入君） 私からは、発委第２号から第４号までの３件につきまして、一括して趣旨説

明を行います。 

 最初に発委第２号「ＴＰＰ（環太平洋連携協定）交渉に関する意見書について」意見書の朗

読をもって趣旨説明にかえさせていただきます。 

 ＴＰＰ交渉は、昨年１２月に開催された閣僚会合では年内妥結を断念し、本年２月にシンガ

ポールで開催された閣僚会合においても市場アクセス、知的財産、環境などの難航分野での各

国の隔たりが埋まらず、大筋合意を断念した。 

 安倍総理はじめ、政府の主要閣僚や与党幹部は、国会及び自民党による決議を守るとの交渉

姿勢を堅持しており、両決議は実質的な政府方針となっている。今後とも国益をかけた極めて

厳しい交渉が続くと予想されるが、政府はいかなる状況においても、現在の姿勢を断固として

貫かなければならない。 

 一方、交渉が大詰めを迎えた今もなお、交渉内容についての十分な情報は開示されないまま

である。ＴＰＰは、農林水産業のみならず、食の安全、医療、保険、ＩＳＤなど、国民生活に
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直結する問題であることから、国民に対する情報開示は必要不可欠である。交渉を主導してき

た米国でさえも自らの議会から情報開示を求められており、わが国でも早急に十分な情報を開

示すべきである。 

 以上を踏まえ、政府に対し、ＴＰＰ交渉において下記の事項を必ず実現するよう、強く要請

する。 

記 

 １ ＴＰＰ交渉において、衆参農林水産委員会決議や自民党決議を必ず実現すること。 

 ２ ＴＰＰ交渉に関する国民への情報開示を徹底すること。 

 次に、発委第３号「労働者保護ルールの改悪に反対する意見書について」意見書の朗読を

もって、趣旨説明にかえさせていただきます。 

 わが国は、働く者のうち約９割が雇用関係の下で働く雇用社会である。この「雇用社会日

本」の主人公である雇用労働者が安定的な雇用と公正な処遇の下で安心して働くことのできる

環境を整備することが、デフレからの脱却、ひいては日本経済・社会の持続的な成長のために

必要である。 

 それにもかかわらず、今、政府内に設置された一部の会議体では、「成長戦略」の名の下に、

「解雇の金銭解決制度」や「ホワイトカラー・イグゼンプション」制度の導入、解雇しやすい

正社員を増やす懸念のある「限定正社員」制度の普及、労働者保護の後退を招くおそれのある

労働者派遣法の見直しなどといった、労働者を保護するルールの後退が懸念される議論がなさ

れている。働く者の犠牲の上に成長戦略を描くことは決して許されることではなく、むしろ政

府が掲げる「経済の好循環」とは全く逆の動きであると言える。 

 また、政府内に設置された産業競争力会議や規制改革会議などの議論は、労働者保護ルール

そのものにとどまらず、労働政策に係る基本方針の策定のあり方にも及んでおり、労使の利害

調整の枠を超えた総理主導の仕組みを創設することも提言されている。雇用・労働政策はＩＬ

Ｏの三者構成原則に基づき労働政策審議会において議論すべきであり、こうした提言は国際標

準から逸脱したものと言わざるを得ない。 

 よって、国会及び政府に対し、下記の事項について対応されるよう強く要望する。 

記 

 １ 不当な解雇として裁判で勝訴しても企業が金銭さえ払えば職場復帰の道が閉ざされてし

まう「解雇の金銭解決制度」や長時間労働を誘発するおそれのある「ホワイトカラー・イ

グゼンプション」制度の導入、解雇しやすい正社員を増やす懸念のある「限定正社員」制

度の普及などは、行わないこと。 

 ２ 低賃金や低処遇のままの派遣労働の拡大につながりかねない法改正ではなく、派遣労働

者のより安定した直接雇用への誘導と処遇改善に向けた改正を行うこと。 
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 ３ 雇用・労働政策に係る議論は、ＩＬＯの三者構成原則にのっとって、労働者代表委員、

使用者代表委員、公益代表委員で構成される労働政策審議会で行うこと。 

 次に、発委第４号「集団的自衛権に関する憲法解釈を変更しないことを求める意見書につい

て」意見書の朗読をもって、趣旨説明にかえさせていただきます。 

 これまで歴代政府は、集団的自衛権について、「国際法上、当然に集団的自衛権を有してい

るが、これを行使して、わが国が直接攻撃されていないにもかかわらず他国に加えられた武力

攻撃を実力で阻止することは、憲法第９条のもとで許容される実力の行使の範囲を超えるもの

であり、許されない」としてきた。 

 ところが、現在、安倍内閣のもと、集団的自衛権の行使を憲法解釈の変更によって容認しよ

うとする動きが急速に強まっている。 

 しかし、国の安全保障政策は、立憲主義に基づき、憲法前文と第９条に基づいて策定される

ことは当然のことであり、集団的自衛権の行使については、その時々の政府の判断で解釈を変

更することは、あってはならないことである。とりわけ集団的自衛権をめぐる議論は、これま

で国会においても積み重ねられてきており、これを無視して強引に解釈を変えようとすること

は、国会答弁をも形骸化させるものと言わざるを得ない。 

 したがって、国におかれては、集団的自衛権に関するこれまでの政府見解を堅持し、集団的

自衛権の行使につながる憲法解釈の変更を行わないよう強く要望する。 

 以上、よろしくご審議の上、ご協賛賜りますようお願い申し上げまして、趣旨説明といたし

ます。 

議長（柳澤君） 提案理由の説明及び趣旨説明が終わりました。 

 ここで議案調査のため、１０分間休憩いたします。 

（休憩 午後 １時５９分～再開 午後 ２時１０分） 

議長（柳澤君） 再開いたします。 

◎追加日程第１「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）適任」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎追加日程第２「議案第１６号 平成２５年度坂城町一般会計補正予算（第８号）について」 

議長（柳澤君） これより質疑に入ります。 

８番（山﨑君） ４５ページ、款９項１消防費、目３消防設備費であります。節の１５工事請負

費防災情報通信設備等整備工事に関連してお聞きいたします。このシステムについては、今議

会の一般質問の中でも町長、担当課長の答弁にもありましたが、国の補助金を受け全国瞬時警

報システム、通称Ｊ－ＡＬＥＲＴの受信機に自動起動装置を接続し、通信衛星から受信した緊

急性の高い自然災害など気象情報をメール配信などによって瞬時に町民に知らせるということ
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でした。しかし、携帯電話など所有されていない方たちもいる中で、このシステムだけで全て

の町民に周知させることはできますか。また、情報を得られた町民への情報伝達については、

どのようにお考えになるかをお伺いいたします。 

住民環境課長（金子君） お答えいたします。今回、Ｊ－ＡＬＥＲＴの受信機への自動起動装置

接続にあわせまして、登録制の情報配信メールの設備を導入いたしまして、災害情報や避難情

報について配信をしてまいりますが、この配信メールだけではやはり町民全体に情報を告知、

周知することは難しいわけでありますので、有線放送の屋外スピーカーや屋内スピーカーなど、

他の周知方法もあわせまして多くの町民に情報が行き渡るように努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 また、有線放送につきましては、システム更新が計画されておりますが、ソーシャルネット

ワーキングサービスやＦＭ放送などによる周知方法もあわせて検討し、町民の皆さんがそれぞ

れの環境の中で確実に情報を取得できるようなシステムの構築を関係課とともに研究、検討し

てまいりたいと考えております。 

８番（山﨑君） これからのＪ－ＡＬＥＲＴについては構築していくという話ですから、この間

の雪害もありました、いろいろ災害においては重要な通信システムだと思います。今、この坂

城町には七つの課がありますけれども、それぞれの課によって災害等の対応等も違っておりま

す。その部分で一番総括する中で、総務課としてはどのようなお考えですか。 

総務課長（田中君） お答えをいたします。総務課としてということなんですけれども、例えば、

災害対策本部を設置するというのは総務課が中心になってというふうになってきます。町長命

があったり、各部署から災害対策本部を設置してくださいよとなったときは、総務課が中心に

なって災害対策本部を設置するというふうになってきます。 

 この災害対策本部を設置いたしますと、部制ということになってきます。その全体を取りま

とめるのは、総務部ということで総務課が中心になってきます。その総務部の中には、広報班

というのがあります。その広報班というのは、その班長になってくるのは、まちづくり推進室

長というふうになってきます。総務部を初めとした民生部、この民生部というのは福祉健康課、

それから住民環境課、それと産業部、建設部、教育部に係る災害情報の収集及び伝達に関する

業務というのが、広報班の業務となってまいります。 

 それとまた、同じく普通の場合、平時の場合なんですけれども、その場合の広報の責任者と

いうのが企画政策課長で、広報資料の収集、それと広報活動を担当することが現在の、現行の

坂城町地域防災計画の中にも明記をされているというふうになっております。今回の大雪の件

でもあるんですけれども、この大雪を課題といたしまして再度この職務の徹底を図って的確な

情報発信に努めてまいりたいと考えております。 

 また、職員がまとまって、また夏場から台風が来ると思うんですけれども、まとまって、職
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員全員がまとまって台風などにも備えてまいりたいというふうに考えております。 

３番（吉川さん） ページ、４１ページ、款８土木費、項２道路橋梁費、目２道路維持費の説明

の０１０８０４道路維持一般経費に５８４万盛られております。これは、除雪のための費用だ

と思いますが、この内容について説明をお願いいたします。 

建設課長（青木君） 順次、道路維持費の関係につきましてご説明申し上げます。 

 まず、節１３委託料の関係でございますが、これ除雪作業ということでございますが、これ

は町のほうで現在委託、除雪の委託をしております業者が全部で８社ございます。こちらのほ

うの除雪でございますが、２月の８日、それと１４日から１５日の大雪に関しまして除雪をお

願いした部分でございますが、専決等でお願いした部分だと不足が出た部分という形で、今回

お願いした分でございます。 

 あと、１４の借上料でございますが、建設機械の借上料につきましては、これは今回、町内

業者の方以外、委託業者以外の方にも町のほうでお願いをして、重機借り上げというような形

の中で除雪を協力していただきました。これが全部で、これも同じく９社ございます。そのう

ち１社は大型重機を投入したという形がございまして、この大型重機分だけで約２５０万ほど

大型重機代がかかってございます。その部分でございます。 

 あと、１９除雪補助事業補助金でございますが、これにつきましては、一般質問でも答弁し

ましたけれども、各区のほうへ区当たり５万円の除雪補助という形の中でお支払いする分と、

あと各区のほうで今回重機のほう借りてやっていただきました。基本的な部分は区のほうでお

支払いはしていただくんですけれども、それでも燃料代ですとかそういう消耗品等が各区のほ

うでかかってしまうということでございます。その部分につきまして、約、区のほうで

５００時間近く、２７区のうち１７区で重機等を借り上げをしていただいているという中で、

１時間当たり３千円というような形の中で区のほうへ助成をしてまいるというものでございま

す。以上でございます。 

３番（吉川さん） 今、答弁で各区に５万円という補助をされたわけですが、これは新聞紙上に

２日目ですかね、出たと思います。それを、私たち知らなかったわけですが、この５万円を決

めた根拠についてお願いしたいと思います。 

建設課長（青木君） 特に根拠、こういう基準でということはないんですけれども、区のほうで

は今回、重機を借りていただかなかった区につきましても、それぞれ皆さんが出ていただいて、

それぞれ持ち寄った除雪道具ですとか、あるいは軽トラック、そういうものを借りていただい

たり、また個人のものを出していただいたりということがございます。また区によっては、そ

ういうふうに出していただいた方に、それぞれ若干のお茶菓子だとか、そういうものがかかっ

ているという中で、また今後そういうものもございますので、区のほうでまた除雪道具等にも

また活用していただければというような形の中で、一応５万円というものを一つの基準という
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ことで、決めさせていただいたところでございます。 

９番（入日さん） ２０ページの款２総務費、項１総務管理費、目１０業務管理費の説明

１１０６１修繕料３４９万円、これはどんな修繕をするのでしょうか。 

 それから、款３民生費、項１社会福祉費、済みません、２５ページです、項１社会福祉費の

目３老人福祉費で、説明欄の１１０６１修繕料３５万９千円、この内容についてお伺いします。 

 それから、３０ページの款３民生費、項２児童福祉費、目４南条保育園費で、１１０６１修

繕料の内容、それからその下の坂城保育園の設備備品３３万６千円の内容、それから目７の村

上保育園費の設備備品４２万円の内容をお願いします。 

 それから、３５ページの款６農林水産業費、項１農業費、目２農業総務費の説明欄

１１０６１修繕料１８万についてお願いします。 

 それから、３９ページの款７商工費、項１商工費、目２商工振興費の説明欄１１０６１修繕

料６万円の内容をお願いします。 

 それから、同じく商工費の中の目４の商工企画費で、説明欄１１０６１鉄の展示館の修繕料

３０万円の内容です。 

 それから、先ほども吉川議員のほうで、済みません、４１ページの土木費の道路維持費の除

雪についてですが、吉川議員のほうも質問したんですが、一般質問したときに、たしか各区

５万円という答弁はなかったと思うんですよね。それで次の日に新聞に載っていてびっくりし

たんですが、議会でも答えていないことが新聞のほうに先に載ったというのは、議会軽視では

ないかと思います。それで、先ほど各区いろいろ苦労していただいたから一律５万円だとおっ

しゃいましたが、人口の大きい区と小さい区といろいろありますのに、５万円というのは各区

から不満が出なかったのかどうか、その点についてお伺いしたいと思います。 

 それから、済みません、４９ページの款１０教育費、項３中学校費の目１中学校総務費で、

１１０６１修繕料５８万８千円はどのように使うのでしょうか。 

 それから、５１ページの項４の社会教育費、目５の資料館管理費の施設等改修工事９７万円

はどのような改修をするのでしょうか。 

 それから、最後ですが、５２ページの款１０教育費、項５保健体育費、目３食育・給食セン

ター運営費の消耗品費が１０４万３千円、これはどんなものを買うんでしょうか、以上です。 

総務係長（大井君） 私からは２０ページ、総務費の業務管理費、業務管理一般経費の修繕料の

内容についてお答えをさせていただきたいと思います。 

 主な内容といたしまして、まず消防設備の修繕ということで役場庁舎の火災感知器等の蓄電

池の老朽化がしておりまして、その交換を行います。それから、あわせまして各誘導灯、１階

の誘導灯ですね、の蓄電池の老朽化もしておりますので、そちらの更新をしてまいります。そ

ちら感知器の蓄電池の交換が１３万４千円ほど、それから１階の誘導灯につきましては、
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６５万１千円ほどを予定してございます。あわせまして保健センターの火災報知器の受発信器、

受信機、発信器も老朽化しておりまして、こちら４４万７千円ほどで更新をしてまいりたいと

いうふうに考えております。それと保健センターの１階の誘導灯の蓄電池、誘導灯の蓄電池も

老朽化しておりますので、２９万４千円で更新をしてまいりたいというもので、合わせまして

１５２万７千円ほどの予定でございます。 

 それから、役場庁舎２階の男子トイレと女子トイレを一つずつ洋式化してまいりたいという

ふうに考えております。こちら合わせまして９６万６千円ほどの予定でございます。 

 それから、最後に庁舎内の冷房を行っております空調の熱源設備のオーバーホールというと

ころでオイルポンプユニットのオーバーホールが６１万８千円を予定してございます。重立っ

たところは以上でございます。 

福祉健康課長（天田君） 私からは、ページ、２５ページ、老人福祉一般経費のうちの修繕につ

いて申し上げます。 

 こちらの修繕料でございますけれども、夢の湯の施設の修繕でございます。具体的には、非

常誘導灯の改修、屋根の漏水の関係、また浴室の電気の配置、この３点でございます。 

子育て推進室長（宮嶋君） ３０ページ、南条保育園費の修繕料につきまして説明します。 

 この修繕料につきましては、年長児一クラスの床修繕、クロス張りの床修繕１７万円、それ

から緊急電話用電話改修が６万円の内容でございます。 

 続きまして、坂城保育園費の施設備品でございますが、年長児の一クラス分の教室のエアコ

ンを予定しております。 

 村上保育園費の施設備品につきましては、厨房用のエアコン、業務用エアコンを設置したい

ということで計上させていただきました。 

産業振興課長（塚田君） ３５ページ、目２の農業総務費、修繕料でございますが、こちらにつ

きましては、ねずこんの着ぐるみの修理代でございます。本年度、新しいねずこん、つくりま

したけれども、古くなった、当初の１号目のねずこんの修理ということでございます。 

 続きまして、３９ページ、目２商工振興費の修繕料でございます。これにつきましては、中

心市街地コミュニティセンターの玄関の雨漏りの修理でございます。 

 続いて、次のページの目４商工企画費、鉄の展示館の管理一般経費の中の修繕料でございま

すが、こちらにつきましては、２階の空調の修理でございます。以上です。 

建設課長（青木君） 除雪に対する区の補助金の関係でございますが、今回一般質問の中でござ

いますが、金額等については触れてはございませんが、町長答弁の中で自治区に対しての補助

を３月補正に計上してまいりたいということは申し上げているところでございます。また、金

額等については、どこから出たかということについては私どものほうは承知していないところ

でございます。 
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 あと各区につきまして、不満があるかということでございますが、これについては各区のほ

うに、特に聞いてはございません。ただ区によっては、人口で決めるのかということがござい

ましたが、少ない区でも非常に山手のほうまで除雪をお願いしている区もあれば、ご高齢のと

ころで少ないところで一生懸命やっていただいたと、人口だけで決めるというのは非常に難し

いということもございまして、今回は一律でということで決めさせていただいたところでござ

います。以上でございます。 

教育文化課長（柳澤君） ４９ページ、中学校総務の中の施設改修工事の部分であります。この

部分につきましては、坂城中学校変電設備まで高圧線の外部引き込みを行っているんですけれ

ども、その遮断機につきましては昨年度交換をいたしました。今年度につきましては、その外

部の遮断機から校内の変電設備までの校内ケーブルの張りかえの工事を予定をしております。 

 それからもう一つ、新２年生が５クラスになるということで、一クラス扇風機がついていな

い教室がありますので、普通教室に扇風機を取りつける工事を予定をしております。 

 それから、５１ページの施設等改修工事であります。資料館の施設等の改修の部分でありま

す。この部分につきましては、格致学校歴史民俗資料館の前に現在使われていないトイレ、ブ

ロック積みのトイレがあるんですけれども、使われていないというような状況の中で、今回撤

去を予定をする工事であります。あわせまして、図書館と格致学校の間に利用者用の通路があ

るんですけれども、この部分につきましてやや南側に設置をいたしまして、利用者の通路を通

りやすくするというところを予定をしているところでございます。 

 それから、５２ページの食育・給食センター運営費の消耗品であります。この部分につきま

しては、汁物のおわんと箸につきまして、経年による変色ですとか傷みというような状況が生

じましたので、汁物のおわんと箸につきまして、買いかえを行っていくことを予定をしており

ます。以上です。 

９番（入日さん） 再質問いたします。３９ページの中心市街地のコミュニティセンターの玄関

の雨漏りを修繕するということでしたが、あそこは、いろいろな催し物があって玄関のあそこ、

自動ドアになっていて、それをあけると風でね、かなり落ち葉とかごみが玄関の中へ入ってし

まって、非常に小石だとか結構ね、玄関の先が汚れるというか、それで、そういうものってな

かなか掃いてもね、片づけられないような場面があるんですが、そういうところは今後どのよ

うな改修なりをしていく考えがあるのでしょうか。 

 それから、４１ページの除雪についてですが、金額はどこから出たか知らないなんて、そん

な無責任なね、答弁初めて聞きましたが、そのことと、それから各重機、それぞれ燃料代を支

給するということでしたが、この燃料代については各区からどのくらい上がってきたんでしょ

うか。以上です。 

産業振興課長（塚田君） 中心市街地コミュニティセンターの玄関の件でございます。確かに周
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りが大分大きなお家があって、木の枯れ葉といいますか、そういうものも飛んでくるというこ

ともございます。そういう点について、また鉄の展示館のほうの受け付け等もやっております

職員等も清掃に当たっているわけですけれども、そういうことからも職員ともよく相談の上、

その玄関の方法、これからいろんな問題、どういう問題が出てくるかわからないんですけれど

も、対応をしていきたいというふうに思います。以上です。 

建設課長（青木君） 除雪費の各区のほうからの重機に係る関係で出てきておりますのは、現在

２７区中１７区で除雪機、除雪に対する業者のほうに依頼した実績ということで出ておりまし

て、全体で４７０時間ほどになっているところでございます。一番多いところでは、約９７時

間ほどが出ておりまして、あと１０区につきましては、現在のところお願いしなかったという

状況でございます。 

 あとは建設課のほうといたしまして、特に金額等の取材等は受けていないということで、承

知していないということでございます。 

議長（柳澤君） これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

（なしの声あり） 

議長（柳澤君） これにて討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

議長（柳澤君） 挙手全員。 

 よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎追加日程第３「議案第１７号 平成２５年度坂城町有線放送電話特別会計補正予算（第 

               ２号）について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎追加日程第４「議案第１８号 平成２５年度坂城町国民健康保険特別会計補正予算（第 

               ３号）について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎追加日程第５「議案第１９号 平成２５年度坂城町同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会 

               計補正予算（第２号）について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎追加日程第６「議案第２０号 平成２５年度坂城町下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

               について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎追加日程第７「議案第２１号 平成２５年度坂城町介護保険特別会計補正予算（第２号）に 

               ついて」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎追加日程第８「発委第２号 ＴＰＰ（環太平洋連携協定）交渉に関する意見書について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手全員により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎追加日程第９「発委第３号 労働者保護ルールの改悪に反対する意見書について」 

 「質疑、討論なく（原案賛成、挙手多数により）可決」 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎追加日程第１０「発委第４号 集団的自衛権に関する憲法解釈を変更しないことを求める意 

               見書について」 

議長（柳澤君） これより質疑に入ります。 

（進行の声あり） 

議長（柳澤君） これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

３番（吉川さん） 私は、発委第４号の集団的自衛権に関する憲法解釈を変更しないことを求め

る意見書について、意見書提出を可決した委員長報告に反対の立場から討論をいたします。 

 日本は、海外で武力行使しないというのが憲法９条の精神であり、集団的自衛権の行使は自

衛のための必要最小限度を超えるものにあっては認められないという、従来からの政府解釈は

妥当だと考えます。 

 そうした中、安倍首相は問題意識を持ち安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会、安保

法制懇に議論を投げかけております。安保法制懇の報告が出れば、その後与党でしっかり議論

して、最終的には政府とコンセンサスを形成する努力をするという道筋を首相みずから示して

おります。 

 もし、従来の政府の立場を変えるのであれば、なぜ変えることが必要なのか、どのように変

えるのか、変えた結果が国民や同盟国、近隣諸国、国際社会にどのような影響を及ぼしていく

のかなどについて、深く慎重に検討をし、最終的には国民の理解を得る必要があります。また、
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国際社会に理解を促す努力も求められます。 

 さきに述べた有識者会議の報告書は４月以降に提出される見込みとなっていることから、よ

り深い議論を形成する上でも、国に対する意見書は報告書の内容を確認した上で出すのが妥当

であり、現時点では本意見書は継続審査が望ましいと考えます。 

 議員各位のご賛同をお願いいたしまして、私の反対討論といたします。 

８番（山﨑君） 私は、発委第４号集団的自衛権に関する憲法解釈を変更しないことを求める意

見書について、賛成の立場から討論いたします。 

 安倍内閣は、特定秘密保護法を国民の意見に耳を傾けず可決させました。日本国憲法第９条

は、世界に誇れる平和憲法であります。安倍内閣は、歴代自民党内閣においても集団的自衛権

の行使は憲法上認められないという従来からの憲法解釈を覆し、集団的自衛権を合法化しよう

とするものであります。 

 来年２０１５年には、戦後７０年を迎えます。永久戦争放棄の平和憲法を堅持し、集団的自

衛権の行使につながる憲法解釈をしないよう強く要望するものであります。以上をもちまして

賛成討論といたします。 

議長（柳澤君） これにて討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 本案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

議長（柳澤君） 挙手多数。 

 よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎追加日程第１１「閉会中の委員会継続審査申し出について」 

議長（柳澤君） 総務産業常任委員長、社会文教常任委員長、議会運営委員長から、会議規則第

７５条の規定による閉会中の委員会継続審査の申し出がありました。 

 お手元に配付のとおりであります。 

 各委員長からの申し出のとおり、閉会中の委員会継続審査とすることにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議長（柳澤君） 異議なしと認めます。 

 よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の委員会継続審査とすることに決定いたし

ました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（柳澤君） 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

 ここで町長から閉会の挨拶があります。 
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町長（山村君） 平成２６年第１回坂城町議会定例会の閉会に当たりまして一言ご挨拶を申し上

げます。 

 ３月３日に開会されました本定例会は、本日までの１８日間の長きにわたりご審議をいただ

きました。提案いたしました専決報告、長野広域連合規約の変更、条例の一部改正、条例の廃

止、指定管理者の期間変更、２６年度の一般会計・特別会計予算、さらに追加議案でお願いい

たしました人事案件、２５年度の補正予算など、全ての議案に対して原案どおりご決定を賜り、

ありがたく存じ上げます。 

 さる１１日、東日本大震災の発生から３年を迎えました。亡くなられた方、また、いまだに

行方不明の方は１万８千人を超え、今も多くの方が避難生活を続けられております。議員の皆

様とともに、震災が起きた午後２時４６分に「黙禱」し、犠牲になられた方々のご冥福をお祈

りいたしましたが、復興が加速し、被災された方々が一日も早く普通の生活に戻られることを

切に望みます。 

 さて、今年の春闘では、自動車、電機、流通業界などの大手の企業を中心に業績の回復に加

えて、デフレ脱却に向けた政府の要請に応え、近年にない高水準の基本給の引き上げに踏み

切っております。経済の好循環を実現するために、大手企業に続き、地方及び中小企業にも賃

上げの動きが広がることを期待いたします。 

 今月８日、文化センターにおきまして「坂城町の歌」の発表会が約２５０人の参加者のもと

盛大に開催されました。坂城町文化協会創立３０周年記念事業として取り組まれた「坂城町の

歌」は、町内外から広く歌詞を募集し、作曲家、安藤由布樹先生のお力添えにより完成いたし

ました。また、安藤先生のご提案で、坂城小学校４年生の深町悠さんの歌詞を、「ねずこんの

歌」としてあわせて作曲していただきました。 

 発表会では、完成した「坂城町の歌」と「ねずこんの歌」が坂城コーラスの皆さんと町内小

学校児童の皆さんにより披露され、「坂城町の歌」製作実行委員長の中嶋紹匡さんからこの

２曲を町へ寄贈していただきました。最後に、会場にお越しいただいた全員による大合唱とな

り、大変素晴らしい発表会となりました。なお、作曲をしていただいた安藤先生からは、合唱

用と吹奏楽用にアレンジされた楽譜もおつくりいただけるという大変ありがたいお申し出もい

ただきました。 

 今後、「坂城町の歌」が広く町民の皆さんに歌い親しまれ、また、「ねずこんの歌」により、

町のキャラクター「ねずこん」とあわせて坂城町が町内外へ発信されるよう、あらゆる機会を

通じて、合唱あるいは吹奏される場面を設けてまいりたいと思います。 

 この１４日に議員の皆様にもご出席をいただき、坂城町消防団任命式を行いました。「みず

からの地域はみずからが守る」との消防精神のもと、新たに本部として任命された松本団長、

今井副団長、鈴木副団長及び分団長等幹部になる皆さんと、その崇高な消防精神に献身する決
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意をいただいた新入団員の皆さんに辞令が交付されました。新体制の本部のもと町民の安心・

安全な生活を守るための活動を期待いたします。 

 さて、この１６日、日曜日に坂城駅前に静態保存されている「１６９系」と、７月から運用

が開始されますしなの鉄道の観光列車「ろくもん」に関する講演会が、坂城町中心市街地コ

ミュティセンターで開催されました。当日は、県外からも多くの鉄道ファンが来場され、また、

講演会後の「１６９系電車ファンクラブ」の設立総会も盛会に行われました。１６９系車両の

改良、改修を行い、さらに活用され坂城駅前の活性化につながっていくことを期待いたします。 

 また、社会福祉法人坂城福祉会が、建設を進めてまいりました特別養護老人ホームが完成し、

この２８日に竣工式が行われます。名称も「第二美里園」と決まり、４月１日からの開所から

いよいよ入所が始まります。地域密着型施設として、入所者の皆さんは住みなれた坂城町でお

過ごしいただき、また、地域とのつながりを持った施設になるものと期待しております。 

 ４月２日は各保育園の入園式、４日には小中学校、５日には坂城高校の入学式が行われます。

坂城町の未来を担う子供たちの晴れの姿をご覧いただくとともに、祝福をしていただければと

思います。 

 ４月６日から１５日までは、「春の全国交通安全運動」が、２１日から３０日には「春の地

域安全運動」が実施されます。町民の皆さんにおかれましては、暖かな春を迎え、何かと外出

する機会も多くなる時期でもあります。交通事故や犯罪に遭わない、また巻き込まれないよう、

より一層のご注意をいただきますようお願いいたします。 

 坂城テクノセンター設立２０周年を記念しまして、４月１２日、土曜日、午後２時から、テ

クノセンターにおきまして「設立２０周年記念式典」を開催いたします。特別ゲストとしまし

て、坂城町名誉町民であり、セブン＆アイホールディングス会長の鈴木敏文さんをお招きし、

町内企業経営者による「坂城町工業の今後の発展を考える」をテーマにしたパネルディスカッ

ションを開催いたします。議員の皆様を初め、企業関係者、町民の皆さんの大勢のお越しをお

待ちしております。 

 また、４月２０日、日曜日には、１５回目の千曲川クリーンキャンペーンが行われます。貴

重な水資源である千曲川の自然環境を守るため、大勢の町民の皆さんのご参加をお願いいたし

ます。緑豊かな住みよい郷土づくりの推進と森林資源の育成を図り、林業の発展と森林に対す

る感謝の心を醸成することを目的に、平成２６年度の坂城町植樹祭を４月２３日、水曜日に小

網山において開催いたします。議員の皆様を初め大勢の町民の皆さんのご参加をお願いいたし

ます。 

 また、坂城駅へのエレベーター設置につきましては、いよいよ５月末に完成の運びとなりま

した。竣工式の開催に合わせまして「車いすダンス」の披露や商工会による「ふーど市」の開

催等を計画しております。 
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 さて、今議会では、多くの議員の皆さんから大雪に対する町の対応についてご質問をいただ

きました。町といたしましても、情報の的確な発信等の課題も出たところであり、今後、取り

組みを強化してまいります。今回の大雪につきましては、「災害対策本部」は設置いたしませ

んでしたが、職員はそれぞれみずから考えみずから行動する中で、縦、横の連絡、連携を密に

とりながら、住民の皆さんの生活に支障のないよう最善を尽くしたものと考えております。 

 私は、日ごろから職員に情報の共有と相互の信頼関係を保つことの大切さを伝えてまいりま

したが、今回の大雪に対してもそれが生かされたのではないかと考えております。また、これ

までの意識づけが生かされ、職員みずから行動し実践できたものと考えます。今後も、私と職

員が意識を共有し、「一丸となって」住民の皆さんのために日々励んでまいりたいと考えてお

ります。 

 春は、三寒四温と申しますが、今年は記録的な大雪に見舞われ、さらに３月に入っても真冬

並みの寒波が押し寄せるなど寒さが続きました。一日も早い本格的な暖かい春の日差しが待ち

遠しく感じられます。議員の皆様におかれましても、ご健康に留意され、新年度を迎えていた

だきたくお願い申し上げ、閉会のご挨拶とさせていただきます。以上であります。 

議長（柳澤君） これにて平成２６年第１回坂城町議会定例会を閉会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

（閉会 午後 ２時５８分） 
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一 般 質 問 通 告 一 覧 表 

 

発言順位 要    旨 通 告 者 答弁を求める者 

１ 

１．豪雪災害について 

イ．全町の被害状況は 

ロ．どのような対策を取ったか 

ハ．弱者対策は 

ニ．なぜ対策本部を設置しなかったのか 

ホ．今度の対応は 

２．文化財センターの収集について 

イ．古文書の状況は 

ロ．農具、民具の状況は 

ハ．戦前・戦中・戦後の収集は 

ニ．収集品をデジタル化 

１０番 

中 嶋  登 

町 長 

建 設 課 長 

教育文化課長 

住民環境課長 

産業振興課長 

福祉健康課長 

２ 

１．土地開発公社について 

イ．土地開発公社の経営状況は 

ロ．土地公社の存続意義は 

ハ．公有地の先行取得は 

ニ．残地、代替地は 

２．山と森づくりについて 

イ．森林経営計画は 

ロ．松くい虫被害対策は 

ハ．山の魅力と価値を次世代へ 

２ 番 

塚 田 正 平 

町 長 

企画政策課長 

産業振興課長 

教育文化課長 

３ 

１．除雪対策について 

イ．通学路の確保は 

ロ．生活道路の除雪は 

ハ．情報の発信、伝達は 

２．健康日本一のさかきへ 

イ．「健康マイレージ」の取り組みについて 

３．循環型社会を目指して 

イ．レアメタル等の回収、リサイクルの取り組みについ

て 

３ 番 

吉川まゆみ 

町 長 

建 設 課 長 

まちづくり推進室長 

教育文化課長 

福祉健康課長 

総 務 課 長 

住民環境課長 

 



 

(2)  

 

発言順位 要    旨 通 告 者 答弁を求める者 

４ 

１．雇用促進住宅東の道路について 

イ．道路の拡幅について 

２．消防団員の募集について 

イ．消防団員の確保について 

ロ．他の市町村は 

ハ．今後の方向性は 

３．雪かきについて 

イ．大雪の場合の雪の処分方法は 

ロ．通学通園の道は第一に 

ハ．歩道の雪かきが甘い 

ニ．一人住いの高年齢宅は第一に 

ホ．道路に雪を出しているが 

ヘ．除雪車が区にほしい 

４．第二美里園について 

イ．施設の概要は 

４ 番 

窪 田 英 子 

町 長 

建 設 課 長 

福祉健康課長 

５ 

１．工業技術支援について 

イ．支援体制について 

ロ．テクノセンター、Ｂ．Ｉプラザの役割 

ハ．技術支援に向けて 

２．豪雪被害について 

イ．豪雪状況について 

ロ．被害状況と対応について 

ハ．災害対策について 

６ 番 

塩野入 猛 

町 長 

産業振興課長 

建 設 課 長 

福祉健康課長 

 

６ 

１．情報の提供と共有について 

イ．災害時の情報提供について 

ロ．情報を共有したまちづくりを 

２．２０２５年問題について 

イ．健康づくり計画に盛り込む考えは 

ロ．ロコモ予防対策の推進を 

ハ．認知症対策について 

７ 番 

西 沢 悦 子 

町 長 

副 町 長 

総 務 課 長 

まちづくり推進室長 

住民環境課長 

福祉健康課長 

 



 

(3)  

 

発言順位 要    旨 通 告 者 答弁を求める者 

７ 

１．平成２６年度の重点施策について 

イ．主な重点施策を問う 

８ 番 

山 﨑 正 志 

町 長 

教 育 長 

産業振興課長 

建 設 課 長 

まちづくり推進室長 

子育て推進室長 

教育文化課長 

８ 

１．再び戦争を繰り返さないために 

イ．集団的自衛権の行使にストップを 

ロ．平和な町づくりをめざしたとりくみを 

２．健康なまちづくりをめざして 

イ．町民の健康実態は 

ロ．健康づくりへの具体的なとりくみは 

５ 番 

塩 入 弘 文 

町 長 

総 務 課 長 

教育文化課長 

福祉健康課長 

９ 

１．家庭・地域・学校の連携による町の子ども育成力の

 さらなる活性化について 

イ．家庭・地域・学校の連携により子ども達の健全育成

を進めるための町づくりについて 

ロ．「子どもの権利条約（仮称）」の制定について 

２．教育委員会制度の改革について 

イ．国や地方での教育委員会制度の改革による教育再生

の動きについて 

ロ．全国一斉学力テストの結果の公表の動きについて 

１４番 

宮 島 祐 夫 

町 長 

教 育 委 員 長 

教 育 長 

教育文化課長 

１０ 

１．雪害から住民生活をどう守るか 

イ．幹線道路と生活道路の除雪体制は 

ロ．安否確認は 

ハ．情報の収集と発信は 

２．町の農業はどうなる 

イ．人・農地プラン 

ロ．農地バンクは機能するか 

１３番 

大 森 茂 彦 

町 長 

建 設 課 長 

福祉健康課長 

まちづくり推進室長 

総 務 課 長 

産業振興課長 

 



 

(4)  

 

発言順位 要    旨 通 告 者 答弁を求める者 

１１ 

１．坂中の部活について 

イ．吹奏楽器について 

２．健康を守るために 

イ．電磁波学習を 

９ 番 

入 日 時 子 

町 長 

教 育 長 

教育文化課長 

住民環境課長 

 

 

 



 

(5)  

ＴＰＰ（環太平洋連携協定）交渉に関する意見書 

 

 ＴＰＰ交渉は、昨年１２月に開催された閣僚会合では年内妥結を断念し、本年２月にシンガ

ポールで開催された閣僚会合においても、市場アクセス、知的財産、環境などの難航分野で各

国の隔たりが埋まらず、大筋合意を断念した。 

 安倍総理はじめ政府の主要閣僚や与党幹部は、国会及び自民党による決議を守るとの交渉姿

勢を堅持しており、両決議は実質的な政府方針となっている。今後とも国益をかけた極めて厳

しい交渉が続くと予想されるが、政府はいかなる状況においても、現在の姿勢を断固として貫

かなければならない。 

 一方、交渉が大詰めを迎えた今もなお、交渉内容についての十分な情報は開示されないまま

である。ＴＰＰは、農林水産業のみならず、食の安全、医療、保険、ＩＳＤなど、国民生活に

直結する問題であることから、国民に対する情報開示は必要不可欠である。交渉を主導してき

た米国でさえも自らの議会から情報開示を求められており、わが国でも早急に十分な情報を開

示すべきである。 

 以上を踏まえ、政府に対し、ＴＰＰ交渉において下記の事項を必ず実現するよう、強く要請

する。 

 

記 

 

１ ＴＰＰ交渉において、衆参農林水産委員会決議や自民党決議を必ず実現すること。 

 

２ ＴＰＰ交渉に関する国民への情報開示を徹底すること。 

 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

  平成２６年３月  日 

 

 内閣総理大臣 安 倍 晋 三 殿 

 外 務 大 臣 岸 田 文 雄 殿 

 農林水産大臣 林   芳 正 殿 

 経済産業大臣 茂 木 敏 充 殿 

 内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 甘 利   明 殿 



 

(6)  

 

                長野県埴科郡 

                           坂城町議会議長 柳 澤   澄 

 

 

 



 

(7)  

労働者保護ルールの改悪に反対する意見書 

 

 わが国は、働く者のうち約９割が雇用関係の下で働く雇用社会である。この「雇用社会日

本」の主人公である雇用労働者が安定的な雇用と公正な処遇の下で安心して働くことのできる

環境を整備することが、デフレからの脱却、ひいては日本経済・社会の持続的な成長のために

必要である。 

 それにもかかわらず、今、政府内に設置された一部の会議体では、「成長戦略」の名の下に、

「解雇の金銭解決制度」や「ホワイトカラー・イグゼンプション」制度の導入、解雇しやすい

正社員を増やす懸念のある「限定正社員」制度の普及、労働者保護の後退を招くおそれのある

労働者派遣法の見直しなどといった、労働者を保護するルールの後退が懸念される議論がなさ

れている。働く者の犠牲の上に成長戦略を描くことは決して許されることではなく、むしろ政

府が掲げる「経済の好循環」とは全く逆の動きであると言える。 

 また、政府内に設置された産業競争力会議や規制改革会議などの議論は、労働者保護ルール

そのものにとどまらず、労働政策に係る基本方針の策定のあり方にも及んでおり、労使の利害

調整の枠を超えた総理主導の仕組みを創設することも提言されている。雇用・労働政策はＩＬ

Ｏの三者構成原則に基づき労働政策審議会において議論すべきであり、こうした提言は国際標

準から逸脱したものと言わざるを得ない。 

 よって、国会及び政府に対し、下記の事項について対応されるよう強く要望する。 

 

記 

 

１ 不当な解雇として裁判で勝訴しても企業が金銭さえ払えば職場復帰の道が閉ざされてしま

 う「解雇の金銭解決制度」や長時間労働を誘発するおそれのある「ホワイトカラー・イグゼ

 ンプション」制度の導入、解雇しやすい正社員を増やす懸念のある「限定正社員」制度の普

 及などは、行わないこと。 

 

２ 低賃金や低処遇のままの派遣労働の拡大につながりかねない法改正ではなく、派遣労働者

 のより安定した直接雇用への誘導と処遇改善に向けた改正を行うこと。 

 

３ 雇用・労働政策に係る議論は、ＩＬＯの三者構成原則にのっとって、労働者代表委員、使

 用者代表委員、公益代表委員で構成される労働政策審議会で行うこと。 

 

 



 

(8)  

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

  平成２６年３月  日 

 

 

 衆議院議長 伊 吹 文 明 殿 

 参議院議長 山 崎 正 昭 殿 

 内閣総理大臣 安 倍 晋 三 殿 

 厚生労働大臣 田 村 憲 久 殿 

 経済再生担当大臣 甘 利   明 殿 

 内閣府特命担当大臣（規制改革） 稲 田 朋 美 殿 

 

 

                          長野県埴科郡 

                           坂城町議会議長 柳 澤   澄 

 

 

 



 

(9)  

集団的自衛権に関する憲法解釈を変更しないことを求める意見書 

 

 これまで歴代政府は、集団的自衛権について、「国際法上、当然に集団的自衛権を有してい

るが、これを行使して、わが国が直接攻撃されていないにもかかわらず他国に加えられた武力

攻撃を実力で阻止することは、憲法第９条のもとで許容される実力の行使の範囲を超えるもの

であり、許されない」としてきた。 

 ところが、現在、安倍内閣のもと、集団的自衛権の行使を憲法解釈の変更によって容認しよ

うとする動きが急速に強まっている。 

 しかし、国の安全保障政策は、立憲主義に基づき、憲法前文と第９条に基づいて策定される

ことは当然のことであり、集団的自衛権の行使については、その時々の政府の判断で解釈を変

更することは、あってはならないことである。とりわけ集団的自衛権をめぐる議論は、これま

で国会においても積み重ねられてきており、これを無視して強引に解釈を変えようとすること

は、国会答弁をも形骸化させるものと言わざるを得ない。 

 したがって、国におかれては、集団的自衛権に関するこれまでの政府見解を堅持し、集団的

自衛権の行使につながる憲法解釈の変更を行わないよう強く要望する。 

 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

  平成２６年３月  日 

 

 

 衆議院議長 伊 吹 文 明 殿 

 参議院議長 山 崎 正 昭 殿 

 内閣総理大臣 安 倍 晋 三 殿 

 法 務 大 臣 谷 垣 禎 一 殿 

 外 務 大 臣 岸 田 文 雄 殿 

 防 衛 大 臣 小野寺 五 典 殿 

 

                          長野県埴科郡 

                           坂城町議会議長 柳 澤   澄 

 

 


